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 1 

序
章 

  

（
一
）
本
論
の
目
的 

本
論
で
は
伝
承
の
斎
宮
豊
鍬
入
姫
命
か
ら
最
後
の
斎
宮
祥
子
内
親
王
ま
で
を
再
検
証
し
、
伊
勢
斎
王
制
度
の
変
遷
と

廃
絶
の
要
因
を
解
明
す
る
こ
と
を
主
題
と
し
て
い
る
。 

斎
王
と
は
伊
勢
神
宮
も
し
く
は
賀
茂
社
に
奉
仕
す
る
未
婚
の
内
親
王
（
適
任
者
不
在
の
場
合
は
女
王
）
の
こ
と
で
、

伊
勢
神
宮
に
奉
仕
す
る
伊
勢
斎
王
を
斎
宮
、
賀
茂
社
に
奉
仕
す
る
賀
茂
斎
王
を
斎
院
と
称
し
た
。
『
延
喜
式
』
に
よ
れ

ば
、
斎
宮
は
天
皇
の
即
位
毎
に
未
婚
の
内
親
王
（
或
は
女
王
）
の
中
か
ら
卜
定
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
宮

中
に
設
け
ら
れ
た
初
斎
院
で
約
一
年
間
、
次
い
で
宮
城
外
の
浄
野
に
造
ら
れ
た
野
宮
で
約
一
年
間
の
潔
斎
を
務
め
、
卜

定
よ
り
三
年
目
の
九
月
、
伊
勢
神
宮
の
神
嘗
祭
に
合
わ
せ
て
、
天
照
大
神
の
御
杖

代
（
１
）

と
し
て
伊
勢
に
発
遣
さ
れ
た
。
伊

勢
の
地
で
の
斎
宮
は
多
気
郡
に
置
か
れ
た
斎
宮
寮
の
内
院
で
暮
ら
し
、
寮
内
の
斎
殿
を
遥
拝
し
な
が
ら
潔
斎
に
務
め
て

い
た
。
斎
宮
が
伊
勢
神
宮
に
赴
く
の
は
年
に
三
度
、
三
節
祭
（
六
月
・
十
二
月
の
月
次
祭
と
九
月
の
神
嘗
祭
）
に
限
ら

れ
、
外
宮
と
内
宮
に
そ
れ
ぞ
れ
参
入
し
、
大
玉
串
を
瑞
垣
御
門
の
前
の
西
側
に
捧
げ
て
い
た
。 

斎
宮
の
任
が
解
か
れ
る
の
は
、
原
則
と
し
て
天
皇
の
譲
位
も
し
く
は
崩
御
の
時
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
で
も
父
母
の

死
去
、
密
通
な
ど
の
不
祥
事
、
斎
宮
本
人
の
疾
病
や
薨
去
な
ど
も
穢
と
な
り
、
退
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

斎
宮
の
起
源
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
伊
勢
神
宮
の
創
始
伝
承
に
登
場
す
る
崇
神
天
皇
の
皇
女
豊
鍬
入
姫
命
、
或
は
垂

仁
天
皇
の
皇
女
倭
姫
命
に
求
め
ら
れ
る
が
、
制
度
と
し
て
整
備
さ
れ
た
の
は
、
天
武
天
皇
の
斎
宮
大
来
皇
女
以
降
で
あ

る
。
こ
の
大
来
皇
女
か
ら
数
え
て
、
後
醍
醐
天
皇
の
斎
宮
祥
子
内
親
王
で
廃
絶
す
る
ま
で
、
約
六
六
〇
年
間
に
六
十
四

名
が
斎
宮
に
選
出
さ
れ
た
。 
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一
方
、
斎
院
は
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
に
平
城
上
皇
と
の
間
に
起
こ
っ
た
薬
子
の
変
に
際
し
、
嵯
峨
天
皇
が
賀
茂
社

に
戦
勝
祈
願
の
た
め
、
斎
宮
に
倣
っ
て
娘
の
有
智
子
内
親
王
を
賀
茂
社
に
奉
仕
さ
せ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
制
度
で
あ

る
。
有
智
子
内
親
王
か
ら
順
徳
天
皇
の
代
の
斎
院
礼
子
内
親
王
ま
で
お
よ
そ
四
〇
〇
年
間
存
続
し
、
三
十
五
名
余
り
が

選
出
さ
れ
た
。
斎
院
は
『
延
喜
式
』
巻
第
六
、
神
祇
六
、
「
斎
院
司
」
に
よ
る
と
、
斎
宮
と
同
様
に
天
皇
が
即
位
し
た

の
ち
、
未
婚
の
内
親
王
（
女
王
）
の
中
か
ら
卜
定
さ
れ
、
宮
城
内
の
便
所
を
初
斎
院
と
し
て
三
年
潔
斎
に
務
め
、
三
年

目
の
四
月
上
旬
に
紫
野
斎
院
に
参
入
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
斎
院
に
は
斎
宮
の
よ
う
な
野
宮
に
相
当
す
る
も
の
が
な

く
、
斎
宮
よ
り
も
潔
斎
が
一
段
階
少
な
く
、
伊
勢
群
行
の
よ
う
な
発
遣
儀
礼
も
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
斎
院

は
斎
宮
の
よ
う
に
必
ず
し
も
天
皇
の
代
替
わ
り
ご
と
に
交
替
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た

（
２
）

。
三
十
五
名
の
う
ち
十
二

名
が
二
代
以
上
の
天
皇
の
斎
院
を
務
め
て
い
る
。
『
柱
史
抄
』
下
に
、
「
天
皇
践
祚
後
不
レ

可
レ

改
二

斎
王
一

之
由
。
被
レ

告
二

‐
申
賀
茂
社
一

。
若
有
二

凶
事

親喪

幷
身
病
一

退
出
之
時
。
被
レ

申
二

其
旨
一

。
」
と
あ
り
、
斎
院
を
改
め
な
い
由
を
賀
茂

社
に
奉
告
を
行
え
ば
良
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
斎
院
は
天
皇
の
即
位
儀
礼
と
の
関
連
は
崩
れ
て
い
た
。
こ
れ

は
天
皇
の
即
位
初
め
に
交
替
す
る
斎
宮
と
の
大
き
な
相
違
点
と
い
え
よ
う
。
斎
院
の
お
も
な
役
割
は
、「
阿
礼
乎
止
女
」

と
し
て
賀
茂
社
や
賀
茂
祭
に
奉
仕
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
斎
院
は
三
十
五
人
中
女
王
が
二
人
の
み
で
、
六
十
四
人

中
女
王
が
十
六
人
も
い
る
斎
宮
と
比
べ
、
内
親
王
の
率
が
高
か
っ
た
。
ま
た
十
六
人
の
女
王
斎
宮
の
う
ち
、
十
二
人
ま

で
が
八
世
紀
の
間

（
３
）

と
、
十
世
紀
後
半
か
ら
十
一
世
紀
後
半

（
４
）

の
二
つ
の
時
期
に
集
中
し
て
い
る

（
５
）

。
そ
の
後
院
政
が
始
ま
る

と
、
女
王
斎
宮
は
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。 

と
こ
ろ
で
斎
宮
に
関
す
る
文
献
史
学
的
研
究
は
、
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
に
、
神
宮
禰
宜
中
川
経
雅
が
皇
太
神
宮

儀
式
帳
の
注
釈
書
『
大
神
宮
儀
式
解
』
三
十
巻
を
完
成
さ
せ
て
以
来
、
膨
大
な
研
究
蓄
積
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
研
究

題
材
に
は
偏
り
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
①
伊
勢
神
宮
の
創
始
に
関
連
す
る
豊
鍬
入
姫
命
・
倭
姫
命
伝
承
の
研
究

（
６
）

、
②

大
来
皇
女
に
始
ま
る
斎
王
制
度
成
立
期
に
関
す
る
研
究

（
７
）

、
③
奈
良
末
期
か
ら
平
安
初
期
に
か
け
て
の
光
仁
・
桓
武
天
皇
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の
斎
王
制
度
再
編
期
に
関
わ
る
研
究

（
８
）

な
ど
、
お
も
に
八
世
紀
ま
で
に
研
究
が
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
が
藤
原
摂
関
家
が
政
治
の
主
導
権
を
握
る
九
世
紀
以
降
の
研
究
に
な
る
と
、
論
文
の
数
が
少
な
く
、
研
究
蓄 

積
が
不
十
分
な
状
況
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
お
も
な
研
究
は
、
斎
宮
の
伊
勢
発
遣
儀
礼
に
関
す
る
研

究
（
９
）

、
斎
宮
の
官
人

組
織
の
分

析
（10

）

、
長
元
四
年
の
伊
勢
斎
宮
神
託
事
件
を
素
材
に
し
た
王
朝
国
家
の
祭
祀
権
に
関
す
る
早
川
庄
八

氏
（11

）

や
岡 

田
荘
司

氏
（12

）

の
研
究
、
斎
王
制
と
天
皇
制
の
対
応
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
榎
村
寛
之
氏
の
研

究
（13

）

な
ど
が
あ
る
。
そ
の
中 

で
も
榎
村
氏
は
、
摂
関
期
以
降
の
伊
勢
斎
王
制
度
を
考
察
す
る
上
で
重
要
な
指
摘
と
な
っ
て
い
る
。
榎
村
氏
は
摂
関
期 

に
な
る
と
女
王
斎
宮
の
選
出
が
増
加
す
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
の
時
期
に
斎
宮
の
相
対
的
地
位
の
低
下
と
形
骸
化
が
進 

展
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
十
世
紀
以
降
、
藤
原
摂
関
家
を
筆
頭
と
す
る
貴
族
層
が
、
国
家
の

守
護
神
で
あ
る
伊
勢
神
宮
を
軽
視
し
、
都
の
守
護
神
で
あ
る
賀
茂
社
を
重
視
す
る
傾
向
を
強
め
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。 

し
か
し
、
斎
宮
に
女
王
の
選
出
が
増
加
す
る
時
期
（
円
融
～
後
一
条
朝
）
に
は
、
斎
院
の
交
替
が
行
わ
れ
ず
、
村
上 

天
皇
の
皇
女
選
子
内
親
王
が
五
十
七
年
間
の
長
き
に
わ
た
っ
て
奉
仕
し
て
い
た
。
つ
ま
り
斎
院
は
斎
宮
に
比
べ
て
人
数

が
少
な
く
、
結
果
的
に
内
親
王
が
多
く
選
出
さ
れ
て
い
る
印
象
を
受
け
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
こ
の
時
期
の
天

皇
で
あ
る
三
条
天
皇
は
、
斎
宮
に
皇
后
所
生
の
第
一
皇
女
当
子
内
親
王
を
選
出
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
女
王
斎
宮

の
出
現
が
一
概
に
斎
宮
の
地
位
低
下
を
示
す
現
象
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
伊
勢
斎
王
制
度
は
、
南
北
朝
期
の
後
醍
醐
天

皇
の
代
ま
で
存
続
し
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
長
き
に
渡
っ
て
存
在
し
た
こ
と
は
、
斎
宮
の
選
出
条
件
に
何
ら
か
の
変
化
が

生
じ
た
と
考
え
る
方
が
適
切
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

さ
ら
に
斎
宮
の
選
出
が
途
切
れ
だ
す
鎌
倉
期
の
研
究
に
至
っ
て
は
、
一
段
と
研
究
蓄
積
が
不
十
分
な
状
態
と
な
る
。

専
論
と
し
て
は
後
嵯
峨
天
皇
の
斎
宮
曦
子
内
親
王
の
野
宮
用
途
調
達
を
め
ぐ
る
国
政
機
構
と
の
連
関
を
論
じ
た
研

究
（14

）

が
あ
る
の
み
で
、
研
究
の
進
展
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
鎌
倉
期
の
伊
勢
斎
王
制
度
は
不
明
確
な
部
分
が

多
く
、
南
北
朝
期
で
の
廃
絶
の
要
因
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。 
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こ
の
よ
う
に
伊
勢
斎
王
制
度
は
摂
関
期
以
降
の
研
究
が
乏
し
い
た
め
、
い
ま
だ
に
全
貌
の
解
明
が
進
ん
で
い
な
い
の

が
実
情
で
あ
る
。
斎
宮
は
新
天
皇
の
即
位
儀
礼
の
一
環
と
し
て
選
出
さ
れ
て
お
り
、
天
皇
制
に
連
動
し
た
制
度
で
あ
っ

た
。
斎
宮
の
変
遷
を
辿
る
こ
と
で
当
時
の
政
治
情
勢
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
ま
ず
伝
承
の
斎

宮
豊
鍬
入
姫
命
か
ら
最
後
の
斎
宮
祥
子
内
親
王
ま
で
を
検
証
し
、
伊
勢
神
宮
と
の
関
係
や
政
治
情
勢
の
変
移
が
伊
勢
斎

宮
に
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
考
察
す
る
。
特
に
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
摂
関
期
以
降
の
伊
勢
斎
王
制
度
を
重

点
的
に
考
察
し
、
廃
絶
の
要
因
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。 

な
お
本
論
で
は
職
名
を
示
す
場
合
、
伊
勢
神
宮
の
斎
王
を
斎
宮
、
賀
茂
社
の
斎
王
を
斎
院
、
斎
宮
・
斎
院
の
総
称
を

斎
王
と
表
記
す
る
。
ま
た
制
度
を
示
す
場
合
、
斎
宮
の
制
度
を
伊
勢
斎
王
制
度
、
斎
院
の
制
度
を
賀
茂
斎
王
制
度
、
斎

宮･

斎
院
の
両
制
度
を
指
す
時
は
斎
王
制
度
と
表
記
す
る
こ
と
に
す
る
。 

 

（
二
）
構
成
と
内
容 

本
論
は
二
部
構
成
と
し
、
第
一
部
で
は
平
安
前
期
以
前
の
伊
勢
斎
王
制
度
の
変
容
に
つ
い
て
、
第
二
部
で
は
摂
関
期

以
降
の
斎
王
選
出
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。 

第
一
部
第
一
章
で
は
、
『
日
本
書
紀
』
に
み
え
る
斎
宮
伝
承
の
史
実
性
に
つ
い
て
検
証
し
、
伊
勢
神
宮
と
斎
宮
と
の

創
始
を
考
察
す
る
。
記
紀
神
話
に
登
場
す
る
伊
勢
神
宮
創
始
に
ま
つ
わ
る
斎
宮
伝
承
は
、
七
世
紀
の
記
紀
編
纂
時
の
創

作
と
い
う
説
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
斎
宮
の
原
形
と
な
る
何
ら
か
の
古
い
制
度
が
し
て
い
た
可
能
性
は
否
定

で
き
な
い
。
そ
こ
で
『
日
本
書
紀
』
に
み
ら
れ
る
豊
鍬
入
姫
命
か
ら
酢
香
手
姫
皇
女
ま
で
の
斎
皇
女
の
記
事
を
抽
出
し
、

当
時
の
社
会
情
勢
を
加
味
し
な
が
ら
斎
宮
の
原
像
を
明
ら
か
に
す
る
。 

つ
ぎ
に
第
二
章
で
は
、
ま
ず
天
武
朝
の
宗
教
政
策
を
取
り
上
げ
、
伊
勢
斎
王
制
度
が
整
備
さ
れ
た
意
義
づ
け
に
関
し 

て
言
及
す
る
。
そ
の
後
、
伊
勢
神
宮
は
称
徳
朝
に
お
い
て
神
仏
習
合
の
動
き
が
加
速
す
る
が
、
や
が
て
そ
の
反
動
か
ら
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仏
教
排
除
へ
と
傾
倒
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
奈
良
期
か
ら
平
安
期
に
か
け
て
の
神
事
と
仏
事
の
関
連
性
に
つ

い
て
考
察
し
、
斎
宮
の
仏
教
忌
避
思
想
の
形
成
と
そ
の
後
の
展
開
を
論
じ
る
。 

第
三
章
で
は
、
斎
宮
・
斎
院
が
初
め
て
の
居
所
潔
斎
す
る
「
斎
王
家
」
の
実
態
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
平
安
期
以
降
、

『
延
喜
式
』
『
北
山
抄
』
『
江
家
次
第
』
な
ど
の
法
制
史
料
や
儀
式
書
に
は
、
「
彼
家
」
「
本
家
」
「
内
親
王
家
」
に
勅
使

が
派
遣
さ
れ
、
斎
王
卜
定
の
事
由
報
告
を
新
斎
王
に
告
げ
て
い
る
こ
と
が
み
え
る
。
斎
宮
は
卜
定
後
、
初
斎
院
・
野
宮
・

斎
宮
寮
、
斎
院
は
初
斎
院
・
紫
野
斎
院
と
潔
斎
の
場
が
遷
る
の
だ
が
、
初
斎
院
入
御
以
前
の
斎
王
御
所
に
つ
い
て
は
研

究
が
あ
ま
り
な
く
、
不
明
瞭
な
部
分
が
多
い
。
そ
こ
で
平
安
期
以
降
の
古
記
録
及
び
文
学
作
品
に
み
ら
れ
る
「
彼
家
」

「
本
家
」
「
内
親
王
家
」
に
ま
つ
わ
る
記
事
を
抽
出
す
る
。
そ
し
て
、
斎
院
入
御
以
前
の
斎
王
の
潔
斎
所
の
場
所
を
特

定
し
、
十
世
紀
後
半
以
降
の
場
の
変
遷
を
精
査
し
、
斎
王
制
度
の
推
移
に
つ
い
て
論
考
し
た
い
。 

第
二
部
第
一
章
で
は
、
摂
関
期
の
斎
王
卜
定
に
注
目
し
、
摂
関
期
の
斎
王
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
十
世
紀
以
降
、
朝

廷
は
地
方
へ
の
関
心
を
失
い
、
国
司
へ
大
幅
な
行
政
権
を
委
任
す
る
代
わ
り
に
、
一
定
以
上
の
租
税
進
納
を
義
務
づ
け

る
政
治
形
態
を
取
る
よ
う
に
な
る
。
次
第
に
摂
関
家
を
筆
頭
と
す
る
貴
族
層
の
政
治
意
識
は
京
内
に
集
約
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
国
家
の
守
護
神
で
あ
る
伊
勢
神
宮
よ
り
都
の
守
護
神
で
あ
る
賀
茂
社
を
重
視
す
る
傾
向
を
強
め
て
い
っ
た
と

さ
れ
る
。
貴
族
た
ち
の
伊
勢
神
宮
軽
視
の
結
果
、
斎
宮
に
は
天
皇
と
の
血
縁
関
係
の
薄
い
異
母
姉
妹
や
女
王
が
選
出
さ

れ
、
斎
院
に
は
天
皇
と
の
血
縁
関
係
の
濃
い
娘
や
同
母
姉
妹
が
選
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
摂
関
期
に

入
っ
て
顕
著
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
摂
関
期
に
多
く
み
ら
れ
る
女
王
斎
宮
の
存
在
は
斎
宮
の
相
対
的
地
位
の
低
下

と
形
骸
化
の
象
徴
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
斎
王
の
選
出
儀
礼
で
あ
る
卜
定
は
、
事
前
に
内
定
し
て
い
た
候
補
者
の

合
否
を
決
定
す
る
形
式
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
斎
王
の
人
選
に
は
政
治
的
な
意
思
の
介
入
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
い

る
（
１
５
）

。
そ
し
て
摂
関
家
を
外
戚
に
持
つ
皇
女
の
う
ち
、
優
遇
さ
れ
て
い
る
皇
女
が
斎
宮
・
斎
院
に
卜
定
さ
れ
る

こ
と
が
な
い
の
で
、
斎
王
卜
定
に
摂
関
家
の
意
思
が
介
入
し
て
い
た
場
合
、
摂
関
家
は
斎
王
自
体
に
積
極
的
な
関
心
を
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持
っ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
（
１
６
）

。
そ
こ
で
摂
関
期
に
お
け
る
斎
宮
・
斎
院
の
卜
定
の
背
景
を
検
証

し
、
斎
王
制
度
の
実
態
を
解
明
し
た
い
。 

第
二
章
で
は
、
院
政
期
の
斎
王
制
度
に
つ
い
て
、
お
も
に
斎
王
の
選
考
を
中
心
に
、
院
政
の
出
現
と
斎
王
制
度
の
関

係
に
つ
い
て
論
じ
る
。
院
政
期
に
な
る
と
摂
関
期
ま
で
に
多
く
み
ら
れ
て
い
た
女
王
斎
宮
が
姿
を
消
す
よ
う
に
な
る
。

先
行
研
究
に
よ
る
と
、
女
王
斎
宮
が
頻
発
し
た
摂
関
期
に
、
斎
宮
は
形
骸
化
・
相
対
的
地
位
の
低
下
が
進
み
、
存
亡
の

危
機
に
立
た
さ
れ
て
い
た
が
、
院
政
期
に
未
婚
女
院
を
形
成
す
る
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
の
手
段
と
し
て
復
活
し
た

と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
内
親
王
が
未
婚
の
ま
ま
准
母
立
后
さ
れ
た
事
例
は
全
部
で
八
例
存
在
し
、
そ
の
う
ち
六
例
が

斎
宮
・
斎
院
経
験
者
で
あ
る
。
こ
の
間
、
卜
定
さ
れ
た
斎
宮
は
二
十
一
名
、
斎
院
は
十
二
名
も
い
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
退
下
後
に
何
も
厚
遇
を
受
け
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
わ
ず
か
な
例
を
取
り
上
げ
て
、
斎
宮
が
未
婚
女
院
と
な
る

た
め
の
階
梯
と
し
て
機
能
し
た
と
は
言
い
難
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
院
政
期
の
斎
王
選
考
の
事
例
を
抽
出
し
、
院
政
期

に
お
け
る
斎
王
制
度
の
問
題
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。 

第
三
章
で
は
、
鎌
倉
期
に
置
か
れ
て
い
た
斎
宮
の
立
場
と
存
在
意
義
に
つ
い
て
考
証
し
、
伊
勢
斎
王
制
度
が
廃
絶
し 

た
要
因
に
つ
い
て
論
証
す
る
。
鎌
倉
期
に
な
る
と
、
天
皇
の
即
位
後
た
だ
ち
に
斎
宮
の
選
出
が
行
わ
れ
な
く
な
る
。
さ

ら
に
後
深
草
・
後
宇
多
・
伏
見
・
後
伏
見
・
花
園
天
皇
の
代
で
は
斎
宮
の
選
出
が
行
わ
ず
、
斎
宮
は
遂
に
常
設
の
制
度

で
す
ら
な
く
な
る
。
ま
た
亀
山
天
皇
の
斎
宮
愷
子
内
親
王
以
降
は
、
斎
宮
を
選
出
し
て
も
伊
勢
群
行
が
実
施
さ
れ
ず
、

野
宮
で
の
退
下
に
至
る
事
例
が
続
く
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
伊
勢
斎
王
制
度
は
鎌
倉
期
に
形
骸
化
が
急
速
に

進
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
鎌
倉
期
以
降
、
斎
宮
の
卜
定
に
明
ら
か
な
遅
延
が
確
認
さ
れ
、
斎
宮
の
不
在
が
多
く

み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
異
常
な
状
況
が
続
い
て
い
た
。
鎌
倉
に
武
家
政
権
が
発
足
し
た
こ
と
で
朝
廷
の
経
済
状
況
が

悪
化
し
た
た
め
に
、
斎
宮
儀
礼
に
乱
れ
が
生
じ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
斎
宮
の
途
絶
が
み
ら
れ
る
後
深
草
天

皇
以
降
、
天
皇
家
が
持
明
院
統
と
大
覚
寺
統
に
分
裂
し
て
皇
位
継
承
が
不
安
定
と
な
り
、
こ
の
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
影
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響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
そ
こ
で
斎
宮
の
選
出
が
途
切
れ
だ
す
鎌
倉
後
期
の
斎
宮
の
選
考
事
例
を
抽
出
し
、
政

治
情
勢
が
伊
勢
斎
王
制
度
に
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
い
ま
だ
研
究
蓄
積
が
不
十
分
で
あ
る
摂
関
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
の
伊
勢
斎
王
制
度
を
重
点

的
に
考
察
し
、
伊
勢
斎
王
制
度
が
南
北
朝
期
で
廃
絶
に
至
っ
た
要
因
を
解
明
し
た
い
と
思
う
。 

 

註 （
１
）
『
江
家
次
第
』
第
巻
一
二
、
神
事
、
「
斎
王
群
行
」 

（
２
）
堀
口
悟
「
斎
院
交
替
制
と
平
安
後
期
文
芸
作
品
」
（
『
古
代
文
化
』
第
三
一
巻
第
一
〇
号
、
一
九
七
九
年
）
。 

（
３
）
八
世
紀
の
女
王
斎
宮 

 
 

 

＊
智
努
（
元
明
朝
）
／
＊
円
方
（
元
明
朝
）
／
久
勢
（
元
正
朝
）
／
縣
（
聖
武
朝
）
／
小
宅
／
（
孝
謙
朝
）
／

浄
庭
（
光
仁
朝
） 

 
 

 

智
努
女
王
と
円
方
女
王
は
『
一
代
要
記
』
に
の
み
斎
宮
と
し
て
み
え
、
『
続
日
本
紀
』
に
は
そ
の
名
は
記
さ
れ

て
い
な
い
。 

（
４
）
八
世
紀
後
半
～
一
一
世
紀
後
半
に
か
け
て
の
女
王
斎
宮 

 
 

 

隆
子
（
円
融
朝
）
／
済
子
（
花
山
朝
）
／
恭
子
（
一
条
朝
）
／
嫥
子
（
後
一
条
朝
）
／
敬
子
（
後
冷
泉
朝
）
／

淳
子
（
白
河
朝
） 

（
５
）
榎
村
寛
之
「
斎
女
王
の
時
代
」
（
『
伊
勢
斎
宮
の
歴
史
と
文
化
』
所
収
、
塙
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
。 

（
６
）
直
木
孝
次
郎
「
天
照
大
神
と
伊
勢
神
宮
の
起
源
」
（
『
日
本
古
代
の
氏
族
と
天
皇
』
所
収
、
塙
書
房
、
一
九
六
四

年
）
。
莬
田
俊
彦
「
上
代
史
上
の
伊
勢
斎
王
」
（
『
國
學
院
雑
誌
』
第
七
十
二
巻
第
九
号
、
一
九
七
一
年
）
。
岡
田

精
司
「
伊
勢
神
宮
の
成
立
と
古
代
王
権
」
（
『
古
代
祭
祀
の
史
的
研
究
』
所
収
、
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
）
。
小



 8 

林
茂
文
「
斎
王
の
原
像
と
制
度
－
古
代
王
権
と
女
性
（
一
）
」
（
『
周
縁
の
古
代
史
―
王
権
と
性
・
子
ど
も
・
境

界
』
所
収
、
有
精
堂
、
一
九
九
四
年
）
。
真
弓
常
忠
「
斎
王
と
采
女
」
（
『
古
代
祭
祀
の
構
造
と
発
達
』
所
収
、

臨
川
書
店
、
一
九
九
七
年
）
。
榎
村
寛
之
「
斎
王
制
度
の
成
立
と
展
開
」（
『
伊
勢
斎
宮
の
歴
史
と
文
化
』
所
収
、

塙
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
。 

（
７
）
田
中
卓
「
斎
王
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
田
中
卓
著
集
四 

神
宮
の
創
始
と
発
展
』
所
収
、
国
書
刊
行
会
、

一
九
八
五
年
）
。
門
脇
禎
二
「
斎
王
女
か
ら
斎
王
制
度
へ
」（
『
古
代
文
化
』
第
四
三
巻
第
四
号
、
一
九
九
一
年
）
。

西
宮
秀
紀
「
伊
勢
斎
宮
成
立
（
『
伊
勢
湾
と
古
代
の
東
海 

古
代
王
権
と
交
流
』
所
収
、
名
著
出
版
、
一
九
九

六
年
）
。 

（
８
）
「
律
令
時
代
に
お
け
る
斎
宮
寮
官
―
伊
勢
国
司
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
―
」
（
『
神
道
史
研
究
』
第
十
九
巻
第

三
号
、
一
九
七
一
年
）
。
大
川
勝
宏
「
光
仁
・
桓
武
朝
の
斎
宮
―
方
格
地
割
形
成
に
み
る
斎
宮
の
変
革
」
（
『
古

代
文
化
』
第
四
九
巻
第
一
一
号
、
一
九
九
七
年
）
。
井
上
有
希
「
八
・
九
世
紀
に
お
け
る
斎
宮
寮
の
動
向
―
移

転
か
ら
考
察
す
る
存
在
意
義
－
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
第
三
三
三
号
、
二
〇
〇
一
年
）
。 

（
９
）
芝
野
眞
理
子
「
「
別
れ
の
御
櫛
」
考
」
（
『
史
窓
』
第
四
十
八
号
、
一
九
九
一
年
）
。
榎
村
寛
之
「
斎
王
発
遣
儀
礼

の
本
質
に
つ
い
て
」
（
『
『
律
令
天
皇
制
祭
祀
の
研
究
』
所
収
、
塙
書
房
、
一
九
九
六
年
』
）
。
所
功
「
斎
王
群
行

発
遣
次
第
の
成
立
」
（
『
古
代
文
化
』
第
五
十
一
巻
第
二
号
、
一
九
九
九
年
）
。
榎
村
寛
之
「
十
一
世
紀
斎
王
群

行
の
社
会
的
背
景
―
『
田
中
家
春
記
』
に
見
る
伊
勢
へ
の
旅
―
」
（
『
伊
勢
斎
宮
の
歴
史
と
文
化
』
所
収
、
塙
書

房
、
二
〇
〇
九
年
）
。 

（

10
）
所
京
子
「
平
安
時
代
の
斎
宮
女
官
（
上
・
下
）
」
（
『
古
代
文
化
』
第
三
十
巻
第
三
・
四
号
、
一
九
七
八
年
）
。
榎

村
寛
之
「
斎
宮
の
女
官
に
つ
い
て
」
（
『
伊
勢
斎
宮
の
祭
祀
と
制
度
』
所
収
、
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
。 

（

11
）
早
川
庄
八
「
平
安
時
代
に
お
け
る
天
皇
の
一
断
面
―
長
元
四
年
の
斎
王
託
宣
事
件
を
め
ぐ
っ
て
」（
『
講
座
日
本
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思
想
』
第
三
巻
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
）
。 

（

12
）
岡
田
荘
司
「
平
安
中
期
の
天
皇
と
神
宮
―
長
元
四
年 

伊
勢
斎
宮
神
託
事
件
を
中
心
に
し
て
―
」（
『
平
安
時
代

の
国
家
と
祭
祀
』
所
収
、
平
文
社
、
一
九
九
四
年
）
。 

（

13
）
榎
村
寛
之
「
斎
王
制
と
天
皇
制
の
関
係
に
つ
い
て
」
（
『
律
令
天
皇
制
祭
祀
の
研
究
』
所
収
、
塙
書
房
、
一
九
九

六
年
）
。 

（

14
）
白
川
哲
郎
「
鎌
倉
期
王
朝
国
家
の
政
治
機
構
―
公
事
用
途
調
達
を
素
材
と
し
た
基
礎
考
察
―
」（
『
日
本
史
研
究
』

三
四
七
、
一
九
九
一
年
）
。
榎
村
寛
之
「
伊
勢
斎
宮
古
文
書
に
見
る
鎌
倉
期
朝
廷
財
政
の
一
断
面
―
京
都
・
鎌

倉
交
渉
史
の
視
点
よ
り
」
（
『
斎
宮
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
五
、
一
九
九
六
年
）
。 

（

15
）
甲
田
利
雄
「
斎
宮
覚
書
」
（
『
平
安
時
代
臨
時
公
事
略
解
』
所
収
、
続
群
書
類
従
刊
行
会
、
一
九
八
一
年
）
。 

（

16
）
富
樫
美
恵
子
「
摂
関
期
の
斎
宮
・
斎
院
の
選
定
と
斎
王
忌
避
の
思
想
」
（
『
寧
樂
史
苑
』
第
四
七
号
、
二
〇
〇 

二
年
）
。 

         



 10 

      

第
一
部 

斎
王
の
源
流
と
確
立 
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第
一
章 

伊
勢
神
宮
の
創
始
と
斎
宮
の
原
像 

 

は
じ
め
に 

『
日
本
書
紀
』
崇
神
紀
・
垂
仁
紀
に
は
伊
勢
神
宮
の
創
始
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
み
え
る
。 

崇
神
紀
六
年
条
に
は
、
「
天
照
大
神
。
倭
大
國
魂
二
神
。
並
二-

祭
於
天
皇
大
殿
之
内
一

。
然
畏
二

其
神
勢
一

共
住
不
レ

安
。

故
以
二

天
照
大
神
一

、
託
二

豊
鍬
入
姫
命
一

。
祭
二

於
倭
笠
縫
邑
一

。
仍
立
二

磯
堅
城
神
籬
一

。
」
と
あ
り
、
こ
れ
ま
で
宮
中

に
祭
っ
て
い
た
天
照
大
神
を
崇
神
天
皇
の
皇
女
豊
鍬
入
姫
命
に
託
け
、
倭
の
笠
縫

か
さ
ぬ
い
の

邑む

ら

に
祭
り
、
磯し

堅
城

か

た

き

の
神
籬

ひ

も

ろ

ぎ

を
立
て

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
垂
仁
紀
廿
五
年
三
月
十
日
条
に
は
、 

離
二

天
照
大
神
於
豊
耜
入
姫
命
一

。
託
二

于
倭
姫
命
一

。
爰
倭
姫
命
求
下

鎮
二-

坐
大
神
一

之
處
上

。
詣
二

莬
田
筱
幡
一

。

更
還
之
入
二

近
江
國
一

。
東
廻
二

美
濃
一

・
到
二

伊
勢
國
一

。
時
天
照
大
神
誨
二

倭
姫
命
一

曰
。
是
神
風
伊
勢
國
。
則
常

世
之
浪
重
浪
歸
國
也
。
傍
國
可
怜
國
也
。
欲
レ

居
二

是
國
一

。
故
隨
二

大
神
教
一

。
其
祠
立
二

於
伊
勢
國
一

。
因
興
二

齋

宮
于
五
十
鈴
川
上
一

。
是
謂
二

磯
宮
一

。
則
天
照
大
神
始
自
レ

天
降
之
處
也
。 

天
照
大
神
を
豊
鍬
入
姫
命
か
ら
離
し
て
垂
仁
天
皇
の
皇
女
の
倭
姫
命
に
託
け
、
大
和
・
近
江
・
美
濃
・
伊
勢
の
諸
国
を

巡
遊
し
、
そ
の
後
天
照
大
神
の
誨お

し

え
に
よ
っ
て
祠
を
伊
勢
国
に
立
て
、
斎
宮
を
五
十
鈴
川
上
に
興
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
伝
承
は
、
長
い
間
史
実
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
津
田
左
右
吉
氏
が
崇
神
・
垂
仁
紀
の
物
語
は
伊
勢
神
宮 

の
起
源
を
説
明
す
る
た
め
に
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
神
宮
の
起
源
に
つ
い
て
の
歴
史
的
事
実
を
伝
え
た
も
の
で
は

な
い
と
懐
疑
的
見
解
を
示
し
て
以
降
、
今
日
で
は
記
紀
編
纂
時
の
創
作
と
い
う
説
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
天

武
朝
に
お
い
て
、
未
婚
の
皇
女
を
斎
宮
と
し
て
伊
勢
に
発
遣
す
る
制
度
が
創
始
さ
れ
た
と
は
考
え
難
く
、
斎
宮
の
原
形

と
な
る
何
ら
か
の
古
い
制
度
が
し
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
こ
で
大
来
皇
女
以
前
の
斎
宮
伝
承
の
史
実
性
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に
つ
い
て
検
証
し
、
斎
宮
と
伊
勢
神
宮
の
創
始
に
つ
い
て
論
証
し
た
い
と
思
う
。 

な
お
本
稿
で
は
律
令
体
制
の
も
と
に
お
け
る
斎
王
制
度
の
斎
宮
と
、
記
紀
神
話
に
み
え
る
伝
承
の
斎
宮
と
を
区
別
す

る
た
め
、
後
世
の
定
義
と
な
る
が
『
大
宝
律
令
』
に
則
り
、
天
皇
の
皇
女
お
よ
び
姉
妹
が
選
出
さ
れ
た
場
合
は
「
斎
皇

女
」
の
文
字
を
、
皇
孫
以
下
の
皇
族
女
性
が
選
出
さ
れ
た
場
合
は
「
斎
王
女
」
の
文
字
を
当
て
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

第
一
節 

伊
勢
神
宮
の
創
始
と
斎
宮
の
起
源 

（
一
）
伊
勢
神
宮
の
創
始
伝
承 

伊
勢
神
宮
の
創
始
に
ま
つ
わ
る
研
究
は
、
戦
後
に
直
木
孝
次
郎
氏
が
津
田
左
右
吉
氏
に
よ
る
記
紀
批
判
研
究
を
継
承

し
、
神
宮
の
起
源
に
関
す
る
史
料
を
整
理
し
批
判
を
加
え
た
こ
と
よ
り
本
格
的
に
始
ま
る

（
１
）

。
直
木
氏
は
垂
仁
朝
に
天
照

大
神
が
伊
勢
に
遷
祀
さ
れ
た
と
す
る
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
に
つ
い
て
、 

①
氏
の
神
は
氏
の
本
拠
ま
た
は
現
在
地
で
祭
る
の
が
ふ
つ
う
で
、
天
皇
家
が
己
れ
の
本
拠
で
も
故
郷
で
も
な
い
伊
勢

に
祭
る
と
は
思
え
な
い
。 

②
四
、
五
世
紀
と
い
う
古
い
時
代
に
、
天
皇
家
と
伊
勢
の
間
に
深
い
関
係
が
生
じ
た
と
は
思
え
な
い
。 

③
天
武
天
皇
ま
で
、
天
皇
が
伊
勢
神
宮
に
参
詣
し
た
、
奉
幣
を
奉
っ
た
な
ど
の
記
事
が
記
紀
に
は
一
切
み
え
な
い
。 

④
『
日
本
書
紀
』
持
統
六
年
（
六
九
二
）
五
月
条
に
「
遣
二

使
者
一

奉
二

弊
于
四
所
伊
勢
・
大
倭
・
住
吉
・
紀
伊
大
神

一

」
、
同
年
十
二
月
条
に
「
遣
二

大
夫
等
一

奉
二

新
羅
調
於
五
社
伊
勢
・
住
吉
・
紀
伊
・
大
倭
・
菟
名
足
一

」
と
伊
勢

神
宮
が
諸
社
と
な
ら
べ
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
伊
勢
神
宮
が
天
皇
家
に
と
っ
て
特
別
な
神
社
で
あ
る
と

い
う
意
識
が
さ
し
て
強
く
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

以
上
、
四
つ
の
根
拠
か
ら
否
定
し
て
い
る
。
直
木
氏
は
伊
勢
神
宮
の
成
立
は
五
世
紀
後
半
の
雄
略
、
ま
た
は
六
世
紀
前

半
な
い
し
中
葉
の
継
体
・
欽
明
の
時
代
で
あ
ろ
う
と
し
、
創
始
の
時
期
と
し
て
は
前
者
よ
り
後
者
を
重
視
す
る
と
述
べ
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て
い
る
。
こ
の
説
は
そ
の
後
多
く
の
研
究
者
達
に
よ
っ
て
支
持
・
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

岡
田
精
司
氏
は
、
記
紀
の
崇
神
紀
・
垂
仁
紀
の
治
世
の
物
語
は
、
内
政
と
祭
祀
に
か
か
わ
る
“
起
源
”
を
語
る
伝
承 

を
集
中
し
て
配
列
し
た
も
の
で
、
有
名
な
神
社
（
伊
勢
・
石
上
・
大
和
・
大
三
輪
）
の
祭
祀
の
起
源
は
す
べ
て
こ
の
時

期
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
ヤ
マ
ト
ヒ
メ
」
と
い
う
名
も
、
〝
大
和
の
姫
〟
と
い
う
意

味
の
普
通
名
詞
に
過
ぎ
ず
、
伊
勢
に
派
遣
さ
れ
た
皇
女
た
ち
に
共
通
す
る
象
徴
的
な
呼
称
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
垂
仁
紀

の
伊
勢
神
宮
鎮
座
を
否
定
し
て
い
る

（
２
）

。 

と
こ
ろ
で
「
ト
ヨ
ス
キ
イ
リ
ヒ
メ
」
の
名
の
「
イ
リ
」
は
、
崇
神
・
垂
仁
・
景
行
朝
の
皇
族
に
多
く
、
応
神
以
降
に

消
え
る
特
殊
な
言
葉
で
あ
る
。
「
イ
リ
」
は
「
体
の
中
に
入
る
」
「
憑
り
付
く
」
な
ど
シ
ャ
ー
マ
ン
的
性
格
を
表
す

（
３
）

。
要

す
る
に
、
豊
鍬
入
姫
命
の
名
そ
の
も
の
は
少
な
く
と
も
記
紀
編
纂
時
に
創
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
比
較
的
古
い
時

代
の
も
の
と
い
え
る
。
た
だ
し
『
日
本
書
紀
』
は
古
い
名
を
記
録
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
が
、
豊
鍬
入
姫
命
の
記
述

が
ど
の
時
期
に
成
立
す
る
か
は
不
明
で
あ
る

（
４
）

。
『
古
事
記
』
に
も
、
豊
鍬
入
姫
命
・
倭
姫
命
な
ど
の
名
が
確
認
で
き
る

が
、
そ
の
記
事
内
容
は
『
日
本
書
紀
』
と
は
少
し
異
な
っ
て
い
る
。『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
を
比
較
す
る
と
、『
日

本
書
紀
』
に
は
伊
勢
神
宮
遷
祀
の
由
来
伝
承
や
、
雄
略
朝
の
斎
皇
女
稚
足
姫
皇
の
自
殺
伝
承
、
欽
明
・
敏
達
朝
の
密
通

事
件
な
ど
、
斎
皇
女
関
連
の
記
事
が
多
い
の
に
対
し
、
『
古
事
記
』
に
は
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
て
い
な
い
。
『
古
事
記
』
に

は
、
倭
姫
命
（
倭
比
賣
命
）
が
伊
勢
神
宮
を
定
め
る
た
め
に
諸
国
を
巡
っ
た
と
い
う
記
事
は
み
ら
れ
ず
、
倭
健
命
に
よ

る
東
国
制
定
の
く
だ
り
に
、
「
伊
勢
の
大
御
神
宮
に
参
入
り
て
、
神
の
朝
廷
を
拝
み
て
、
即
ち
其
の
姨
倭
比
賣
命
に
白

し
た
ま
ひ
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
豊
鍬
入
姫
命
に
関
し
て
も
割
注
で
、「
拝
二

‐
祭
伊
勢
大
神
之
宮
一

」
と
あ
り
、

豊
鍬
入
姫
命
の
時
に
す
で
に
伊
勢
神
宮
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
古
事
記
』
で
は
伊
勢
神
宮
の
創
始

及
び
斎
宮
の
起
源
が
全
く
語
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。 

こ
の
件
に
つ
い
て
榎
村
寛
之
氏
は
『
古
事
記
』
が
倭
姫
命
の
物
語
を
垂
仁
天
皇
の
時
代
に
入
れ
た
の
は
、
伊
勢
神
宮
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を
皇
女
が
祭
り
始
め
る
の
は
垂
仁
天
皇
の
頃
、
と
い
う
認
識
が
七
世
紀
後
半
に
あ
っ
た
か
ら
で
、
し
か
し
そ
の
起
源
な

ど
に
つ
い
て
は
確
た
る
根
拠
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
と
述
べ
て
い
る

（
５
）

。
『
古
事
記
』
に
伊
勢
神
宮
創
始
伝
承
が
記

さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
関
し
て
、
岡
田
氏
は
『
日
本
書
紀
』
が
伊
勢
神
宮
関
連
の
記
事
を
多
く
記
載
し
て
い
る
の
は
、

神
宮
側
の
記
録
・
伝
承
類
を
多
く
使
用
し
た
た
め
で
、
一
方
『
古
事
記
』
に
は
神
宮
関
係
の
史
料
が
使
用
で
き
な
か
っ

た
た
め
、
そ
の
記
述
が
乏
し
く
な
っ
た
と
し
て
い
る

（
６
）

。
記
紀
の
編
纂
に
は
異
な
る
史
料
を
用
い
て
い
た
た
め
に
、
『
古

事
記
』
に
は
神
宮
創
始
伝
承
が
残
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

『
日
本
書
紀
』
に
は
、
次
代
の
景
行
朝
に
も
「
遣

 

二

五
百
野
皇
女

 

一

令

 

レ

祭

 

二

天
照
大
神

 

一

」
と
、
五
百
野
皇
女
が
天
照

大
神
を
祭
る
た
め
に
伊
勢
に
発
遣
さ
れ
た
記
述
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
記
事
も
史
実
を
伝
え
て
い
る
可
能
性
は
極

め
て
低
い
。
な
ぜ
な
ら
景
行
天
皇
の
和
風
諡
号
は
大
足

お
ほ
た
ら
し

彦
忍
代

ひ

こ

お

し

ろ

別
天
皇

わ
け
の
す
め
ら
み
こ
と

と
い
う
が
、
こ
の
「
タ
ラ
シ
」
と
い
う
名
称
は
、

七
世
紀
前
半
の
天
皇
に
使
わ
れ
て
い
た
称
号
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
大
足
彦
忍
代
別
天
皇
と
そ
の
子
稚
足
彦

わ
か
た
ら
し
ひ
こ
の

天
皇

す
め
ら
み
こ
と

（
成

務
）
は
実
在
に
乏
し
く
、
七
世
紀
頃
に
定
め
ら
れ
た
天
皇
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
７
）

。
総
じ
て
景
行
天
皇
の
皇
女
で
あ
る
五

百
野
皇
女
も
実
在
性
が
極
め
て
低
く
、
景
行
天
皇
や
成
務
天
皇
と
同
様
、
七
世
紀
頃
に
創
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。 

 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
五
百
野
皇
女
以
前
の
斎
皇
女
の
実
在
の
可
能
性
は
極
め
て
低
い
と
い
え
る
。
し

か
し
古
い
名
を
持
つ
豊
鍬
入
姫
命
や
、
伊
勢
に
派
遣
さ
れ
た
皇
女
た
ち
に
共
通
す
る
抽
象
的
な
呼
称
で
あ
る
倭
姫
命
の

名
か
ら
、
記
紀
が
編
纂
さ
れ
る
七
世
紀
頃
に
は
す
で
に
伊
勢
へ
皇
女
が
送
ら
れ
る
慣
習
が
あ
り
、
記
紀
、
特
に
『
日
本

書
紀
』
は
そ
の
慣
習
に
潤
色
を
加
え
て
、
伊
勢
神
宮
の
創
始
伝
承
を
創
作
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

（
二
）
伊
勢
神
宮
の
創
始 

 

前
述
の
と
お
り
、
記
紀
編
纂
時
に
は
す
で
に
斎
皇
女
の
慣
習
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
伊
勢
神
宮
と
斎

皇
女
の
創
始
は
い
つ
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
節
で
も
述
べ
た
直
木
氏
は
、
伊
勢
神
宮
の
祭
神
は
も
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と
も
と
伊
勢
地
方
の
地
方
神
で
あ
っ
た
。
伊
勢
の
地
方
神
が
皇
室
と
結
び
つ
き
特
別
の
崇
敬
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
伊
勢
神
宮
の
あ
る
地
が
海
上
交
通
の
要
地
で
あ
り
、
伊
勢
湾
沿
岸
の
一
中
心
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
し

て
伊
勢
は
東
国
鎮
撫
の
要
衝
で
あ
り
、
東
国
進
出
の
基
地
で
も
あ
っ
た
た
め
、
皇
室
は
東
に
進
出
す
る
に
つ
い
て
伊
勢

神
宮
の
力
を
利
用
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
伊
勢
の
地
方
神
が
皇
室
か
ら
特
別
な
崇
敬
を
受
け
る
よ
う
に
な

っ
た
と
述
べ
て
い
る

（
８
）

。
直
木
氏
の
説
を
軸
に
岡
田
精
司
氏
は
さ
ら
に
論
を
進
め
、
内
宮
と
外
宮
と
を
区
別
し
、
伊
勢
神

宮
の
創
建
を
考
察
し
た
。
岡
田
氏
の
説
は
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る

（
９
）

。 

伊
勢
神
宮
の
地
に
は
、
も
と
も
と
伊
勢
県
造
渡
会

わ

た

ら

い

氏
の
斎い

つ

く
神
が
祭
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
外
宮
の
前
身
、
「
ワ
タ

ラ
イ
ノ
ミ
ヤ
」
と
呼
ば
れ
る
太
陽
神
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
伊
勢
神
宮
の
原
形
は
、
渡
会
氏
の
本
貫
地
に
あ
る
“
太
陽

神
の
光
臨
す
る
聖
地
”
の
高
倉
山
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
伊
勢
は
東
国
遠
征
の
根
拠
地
で
あ
り
、
五
世
紀
後
半
以
降

は
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
頽
勢

た

い

せ

い

挽
回

ば

ん

か

い

の
た
め
東
国
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
こ
と
か
ら
伊
勢
の
重
要
性
が
増
し
、
五
世
紀
末

の
雄
略
朝
に
、
日
神
で
あ
る
大
王
家
の
守
護
神
が
伊
勢
の
地
に
遷
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
内
宮
が
成
立
し
、
渡
会

氏
の
斎
く
神
は
大
王
家
の
守
護
神
に
奉
仕
し
、
御
饌

み

け

供
進

き
ょ
う
し
ん

（
服
属
儀
礼
）
を
行
う
「
ミ
ケ
ツ
神
」
す
な
わ
ち
ト
ヨ
ウ
ケ

ヒ
メ
と
い
う
穀
物
神
と
な
り
、
外
宮
の
祭
神
と
な
っ
た
。
雄
略
朝
に
お
い
て
伊
勢
神
宮
が
大
和
朝
廷
の
崇
敬
を
受
け
る

よ
う
に
な
っ
た
根
拠
は
、
第
一
に
『
日
本
書
紀
』
の
雄
略
朝
に
伊
勢
帰
服
の
説
話
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
垂

仁
廿
五
年
紀
の
「
一
書
」
に
、
内
宮
鎮
座
の
年
を
「
丁
巳
冬
十
月
甲
子
」
と
し
て
い
る
こ
と
が
、
神
宮
関
係
の
諸
書
に

外
宮
の
鎮
座
を
丁
巳
年
と
す
る
の
と
一
致

（1
0

）

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
雄
略
朝
の
四
七
七
年
に
大
王
の
守
護
神
の

祭
場
が
河
内
・
大
和
地
方
か
ら
伊
勢
に
移
さ
れ
た
。
雄
略
朝
に
大
王
家
の
守
護
神
を
伊
勢
に
し
た
背
景
と
し
て
、
雄
略

朝
前
後
の
時
期
が
社
会
的
に
も
宗
教
的
に
も
一
つ
の
転
期
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
五
世
紀
の
朝
鮮
半

島
問
題
に
積
極
的
に
行
動
し
た
有
力
豪
族
で
あ
る
葛
城
氏
が
滅
亡
し
、
こ
の
葛
城
氏
の
滅
亡
を
契
機
と
し
て
畿
内
地
方

の
有
力
な
神
々
の
祭
祀
権
を
大
王
の
も
と
に
集
中
す
る
動
き
が
強
ま
っ
た
。
有
名
な
埼
玉
県
稲
荷
山
古
墳
出
土
の
鉄
剣
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銘
、
熊
本
県
江
田
船
山
古
墳
出
土
大
刀
銘
は
、
「
獲
加
多
支
鹵

わ

か

た

け

る

大
王
」
＝
雄
略
の
治
世
に
は
少
な
く
と
も
九
州
中
部
か

ら
南
関
東
ま
で
の
首
長
層
は
、
大
和
政
権
の
従
属
下
に
入
る
か
、
も
し
く
は
同
盟
関
係
に
入
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
動
き
の
な
か
で
、
大
王
の
権
力
が
日
本
列
島
の
大
部
分
に
権
威
が
お
よ
ぶ
ま
で
発
展
し
た
こ
と
を

示
す
た
め
に
、
大
王
の
守
護
神
の
祭
場
を
大
和
河
内
地
方
の
外
に
出
す
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
。
ま
た
雄
略
天
皇
の
時

代
は
倭
国
を
め
ぐ
る
国
際
情
勢
が
非
常
に
厳
し
く
な
り
、
王
権
の
強
化
を
は
か
る
手
段
と
し
て
王
権
守
護
神
祭
祀
の
変

革
と
強
化
が
な
さ
れ
た
。 

雄
略
天
皇
の
時
代
は
、
国
際
情
勢
が
緊
迫
し
た
時
期
に
当
た
る
。
ま
ず
朝
貢
相
手
で
あ
る
宋
朝
（
南
朝
）
の
権
威
が 

大
き
く
失
墜
す
る
。
四
五
一
年
に
、
北
伐
の
失
敗
に
よ
り
揚
子
江
以
北
の
支
配
が
著
し
く
低
下
し
、
四
五
三
年
に
は
文

帝
が
皇
太
子
に
殺
害
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
皇
太
子
も
皇
子
の
劉
駿
に
殺
さ
れ
る
事
件
に
端
を
発
し
、
皇
族
同
士
の
争
い

が
激
化
す
る
。
そ
し
て
四
六
九
年
、
青
州
（
山
東
半
島
）
を
北
魏
に
奪
わ
れ
、
南
朝
と
朝
鮮
半
島
を
結
ぶ
交
通
の
要
地

を
失
い
、
四
七
九
年
に
な
る
と
、
蕭
道
成
が
宋
王
朝
の
劉
一
族
を
滅
亡
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
り
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
宋
朝

の
権
威
が
喪
失
し
た
。 

さ
ら
に
五
世
紀
末
は
、
朝
鮮
半
島
情
勢
も
大
き
く
変
動
す
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。
四
七
五
年
に
、
高
句
麗
の
大
軍
に

よ
り
百
済
の
王
都
で
あ
る
漢
城
が
陥
落
し
、
国
王
及
び
大
后
、
王
子
等
が
殺
害
さ
れ
、
一
時
的
に
百
済
が
滅
亡
す
る
。

そ
の
後
、
新
羅
へ
救
援
要
請
に
派
遣
さ
れ
無
事
で
あ
っ
た
王
子
文
周
に
よ
っ
て
熊
津
を
新
都
と
し
て
百
済
は
再
興
さ
れ

る
が
、
百
済
の
弱
体
化
は
避
け
ら
れ
ず
、
代
わ
り
に
黄
海
の
制
海
権
を
高
句
麗
が
握
り
、
倭
国
は
宋
朝
と
の
航
路
の
安

全
が
確
保
で
き
な
く
な
る
。
そ
の
た
め
に
倭
国
の
宋
朝
に
対
す
る
朝
貢
外
交
が
物
理
的
に
困
難
と
な
り
、
四
七
八
年
の

遣
使
を
最
後
に
、
倭
王
か
ら
の
交
渉
が
途
絶
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
倭
国
は
朝
貢
外
交
に
失
敗
し
、
宋
朝
の
冊
封
体
制

か
ら
の
離
脱
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
岡
田
氏
は
こ
の
こ
と
か
ら
、
冊
封
体
制
か
ら
の
離
脱
と
前
後
し
て
、
四

七
七
年
に
神
宮
が
創
建
さ
れ
た
と
考
察
し
て
い
る
。
つ
ま
り
雄
略
天
皇
は
朝
貢
外
交
の
失
敗
に
伴
い
、
王
権
を
支
え
る
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新
た
な
権
威
が
必
要
と
な
り
、
王
権
守
護
神
祭
祀
の
変
革
と
強
化
の
た
め
に
、
伊
勢
神
宮
を
創
建
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

奇
し
く
も
朝
鮮
半
島
の
新
羅
で
も
、
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
王
権
祭
祀
の
変
革
が
は
か
ら
れ
た
。

『
三
国
史
記
』
「
新
羅
本
紀
」
炤
知
麻
立
干

（1
1

）

九
年
（
四
七
九
）
条
に
、
「
神
宮
を
奈
乙
に
置
く
、
奈
乙
は
始
祖
の
初
生
な

り
。
」
と
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
国
家
的
祭
祀
の
場
で
あ
っ
た
「
始
祖
廟
」
の
名
称
が
み
ら
れ
な
り
、
代
わ
り
に
「
神
宮
」

と
い
う
名
称
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
「
奈
乙
」
に
つ
い
て
、
末
松
保
和
氏
が
統
一
新
羅
初
代
王
名
の
「
奈
勿
」

と
地
名
の
「
奈
乙
」
と
が
太
陽
を
意
味
す
る
同
一
語
源

n
a
r

に
由
来
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
同
時
期
の
新
羅
で

も
倭
国
と
同
様
に
、
太
陽
神
を
祭
る
「
神
宮
」
が
国
家
的
祭
祀
の
場
と
し
て
創
建
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。 

そ
れ
で
は
南
伊
勢
地
方
が
王
権
守
護
の
祭
祀
の
場
に
選
ば
れ
た
理
由
で
あ
る
が
、
岡
田
氏
は
伊
勢
の
地
が
大
和
盆
地

の
真
東
に
当
た
り
大
和
の
人
々
か
ら
聖
視
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
。
度
会
地
方
に
も
と
も
と
太
陽
信
仰
の
伝
統
が
あ

っ
た
こ
と
。
東
国
へ
進
出
す
る
重
要
地
点
と
し
て
の
伊
勢
の
地
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
鎮
守
地
決

定
の
上
で
大
き
な
要
素
と
な
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。 

 

五
世
紀
末
の
雄
略
朝
は
国
内
的
に
は
地
方
豪
族
の
掌
握
が
進
み
、
河
内
王
朝
の
最
盛
期
に
当
た
っ
て
い
た
。
し
か 

し
国
際
的
に
は
最
大
の
権
威
秩
序
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
宋
朝
の
弱
体
化
に
伴
い
、
新
た
な
王
権
を
強
化
す
る
手
段 

が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
雄
略
天
皇
は
王
権
祭
祀
の
場
を
大
和
地
方
か
ら
南
伊
勢
地
方
に
移
動
し
て
伊
勢
神
宮
を 

創
建
す
る
こ
と
で
、
宋
朝
に
変
わ
る
権
威
秩
序
の
基
盤
に
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。 

  

（
三
）
斎
皇
女
の
成
立 

 

前
述
の
と
お
り
、
五
百
野
皇
女
以
前
の
斎
皇
女
の
伝
承
は
、
七
世
紀
の
記
紀
編
纂
時
に
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

斎
皇
女
の
慣
習
は
七
世
紀
以
前
に
す
で
に
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
斎
皇
女
の
成
立
が
い
つ
ま
で
遡
れ 
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る
か
確
認
し
た
い
と
思
う
。
次
の 

表
は
『
日
本
書
紀
』
と
『
古
事
記
』 

の
斎
皇
女
の
記
事
を
比
較
し
た
も 

の
で
あ
る
。 

雄
略
朝
の
稚
足
姫
皇
女
は
、『
古 

事
記
』
に
は
斎
皇
女
の
こ
と
が
み 

え
ず
、「
ワ
カ
タ
ラ
シ
ヒ
メ
」
と
い 

う
名
前
も
推
古
朝
以
降
の
名
称
で 

実
在
の
人
物
と
は
考
え
が
た
い

（12

）

。 

「
タ
ラ
シ
」
と
い
う
名
称
は
七
世 

紀
前
半
の
天
皇
に
使
わ
れ
て
い
た 

称
号
で
あ
る
。
そ
の
た
め
稚
足

わ
か
た
ら
し

姫ひ

め 

と
類
似
し
た
稚
足
彦

わ

か
た

ら

し

ひ
こ

天
皇
（
成
務
） 

も
実
在
に
乏
し
く
、
父
で
あ
る 

大
足

お
お
た
ら
し

彦
忍
代

ひ

こ

お

し

ろ

別わ

け

天
皇
（
景
行
）
と 

と
も
に
七
世
紀
頃
に
定
め
ら
れ
た 

と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 

  

 

天 皇  斎 皇 女  日 本 書 紀  古 事 記  

崇 神  豊鍬入姫命 以 二 天 照 大 神 一 。 託 二 豊 鍬 入 姫  

命 一 。 祭 二 於 倭 笠 縫 邑 一 。  

妹 豊 鉏 比 賣 命 者 。 拜 二 ‐ 祭 伊 勢 大 神 之

宮 一 也 。  

垂 仁  倭 姫 命  離 二 天 照 大 神 於 豊 耜 入 姫 命 一 。  

託 二 倭 姫 命 一 。  

次 倭 比 賣 者。拜 二 ‐ 祭 伊 勢 大 神 宮 一 也。 

景 行  五百野皇女 

（久須姫命） 

遣 二 五 百 野 皇 女 一 令 レ 祭 二 天 照 大

神 一 。  

記 載 な し 。  

雄 略  稚足姫皇女 

（栲幡姫皇女） 

與 二 稚 足 姫 皇 女 一 （ 中 略 ）。 是 皇

女 侍 二 伊 勢 大 神 祠 一 。  

記 載 な し 。  

継 体  荳 角 皇 女  

（篁麻皇女） 

荳 角 皇 女 （ 中 略 ）。 是 侍 二 伊 勢 大

神 祠 一 。  

次 佐 々 宜 王 者 拜 二 伊 勢 神 宮  

也 一 。  

欽 明  磐 隈 皇

女  

（夢皇女） 

磐 隈 皇 女 （ 中 略 ）。 初 侍 レ 祀 二

於 伊 勢 大 神 一 。  

記 載 な し 。  

敏 達  莵 道 皇 女  以 二 莵 道 皇 女 一 侍 二 伊 勢 祠 一 。  記 載 な し 。  

用 明   

酢香手姫皇女 

 

以 二 酢 香 手 姫 皇 女 一 。 拜 二 伊 勢  

神 宮 一 。  

 

記 載 な し 。  崇 峻  

推 古  

天 武  大 来 皇 女  欲 レ 遣 レ 侍 二 大 来 皇 女 于 天 照 大

神 宮 一 。 而 令 レ 居 二 泊 瀬 斎 宮 一 。  

 

 

表１ 記紀神話における神名比較  
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ま
た
『
日
本
書
紀
』
雄
略
紀
三
年
夏
四
月
条
に
、 

阿
閇
臣
國
見
。
更

名

磯

特

牛 

譖
三

栲
幡
姫
皇
女
與
二

湯
人
廬
城
部
連
武
彦

 

一

曰
。
武
彦
汙
二

皇
女
一

而
使
二

任
身
一

。
湯

人

。

此

云

二

臾

衞
一

。

武

彦
之
父
枳
莒
喩
聞
二

此
流
言
一

。
恐

 

二

禍
及
一

レ

身
。
誘
二

‐
率
武
彦
於
廬
城
河
一

。
僞
使
鸕
鷀
没
水
捕
魚
。
因
其
不

意
而
打
殺
之
。
天
皇
聞
遣
二

使
者
一

案
二

‐
問
皇
女
一

。
皇
女
對
言
。
妾
不
レ

識
也
。
俄
而
皇
女
賷
二-

持
神
鏡
一

。
詣

二

於
五
十
鈴
河
上
一

。
伺
二

人
不
一

レ

行
。
埋
レ

鏡
經
死
。
天
皇
疑
二

皇
女
不
一

レ

在
。
恒
使
二

闇
夜
東
西
求
覔
一

。
乃
於

二

河
上
一

虹
見
如
レ

虵
四
五
丈
者
。
掘
二

虹
起
處
一

而
獲
二

神
鏡
一

。
移
行
未
レ

遠
。
得
二

皇
女
屍
一

。
割
而
觀
之
。
腹

中
有
レ

物
如
レ

水
。
水
中
有
レ

石
。
枳
莒
喩
由
レ

斯
得
レ

雪
二

子
罪
一

。
還
悔
レ

殺
レ

子
。
報
二-

殺
國
見
一

。
逃
二-

匿
石

上
神
宮
一

。 

阿
閉
臣
国

あ

へ

の

お

み

く

に

見み

が
栲
幡

た
く
は
た
の

皇
女

ひ

め

み

こ

と
湯
人

ゆ

え

の
廬
城
部
連

い

ほ

き

べ

の

む

ら

じ

武
彦

た

け

ひ

こ

が
密
通
し
、
栲
幡
皇
女
が
妊
娠
し
て
い
る
と
讒
言
し
た
た
め
に
、

武
彦
は
父
に
殺
さ
れ
、
皇
女
は
神
鏡
を
隠
し
て
五
十
鈴
川
の
辺
で
自
殺
し
た
。
し
か
し
鏡
か
ら
立
っ
た
虹
に
よ
り
、
皇

女
の
屍
が
発
見
さ
れ
る
。
雄
略
天
皇
の
命
令
で
皇
女
の
亡
骸
を
割
き
観
れ
ば
、
腹
の
中
に
物
が
あ
り
、
水
の
中
に
石
が

あ
っ
た
。
神
の
姿
が
石
に
宿
る
と
い
う
考
え
方
は
広
範
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
武
彦
の
無
実
が
明
ら

か
に
な
り
、
国
見
は
石
神
神
宮
に
逃
げ
隠
れ
た
と
、
斎
皇
女
自
殺
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
、
こ
の
伝
承
は
史
実

を
伝
え
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
も
雄
略
天
皇
の
残
虐
性
を
強
調
し
、
皇
統
交
代
の
理
由
づ
け
の

演
出
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
の
伝
承
で
留
意
し
た
い
の
は
、
斎
皇
女
の
別
名
が
「
タ
ク
ハ
タ
ヒ
メ
」
で
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
「
タ
ク
ハ
タ
」
と
は
機
織
を
す
る
女
の
意
味
で
あ
り
、
巫
女
の
属
性
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
稚

足
姫
皇
女
（
栲
幡
姫
皇
女
）
の
伝
承
は
、
前
後
の
伊
勢
大
神
を
祀
る
皇
女
の
記
事
と
は
大
き
く
性
格
が
異
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
崇
神
・
垂
仁
紀
の
記
事
よ
り
古
い
伝
承
に
拠
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い

（13

）

。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
雄
略
朝

に
は
伊
勢
大
神
を
祭
る
皇
女
が
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
『
日
本
書
紀
』
の
斎
皇
女
の
記
述
は
、
天
照
大
神
に
仕
え
る
記
事
と
伊
勢
大
神
に
仕
え
る
記
事
に
分
け
る
こ
と
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が
で
き
る
。 

●
天
照
大
神･

･
･

豊
鍬
入
姫
命
、
倭
姫
命
、
五
百
野
皇
女
、
大
来
皇
女 

●
伊
勢
大
神･

･
･

稚
足
姫
皇
女
、
荳
角
皇
女
、
磐
隈
皇
女
、
菟
道
皇
女
、
酢
香
手
姫
皇
女 

興
味
深
い
こ
と
に
、
実
在
性
が
疑
わ
し
い
豊
鍬
入
姫
命
・
倭
姫
命
・
五
百
野
皇
女
が
奉
祭
し
た
神
は
「
天
照
大
神
」
、

一
方
実
在
の
可
能
性
が
高
い
稚
足
姫
皇
女
・
荳
角
皇
女
・
磐
隈
皇
女
・
菟
道
皇
女
・
酢
香
手
姫
皇
女
が
奉
祭
し
た
神
は

「
伊
勢
の
大
神
」
で
あ
る
。
「
伊
勢
の
大
神
」
が
「
天
照
大
神
（
皇
祖
神
）
」
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
天
武
朝

以
降
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
天
照
大
神
」
を
祭
る
五
百
野
皇
女
以
前
の
伝
承
の
信
憑
性
は
極
め
て
低
い
こ
と
が
改
め
て

確
認
で
き
る
。 

雄
略
朝
の
稚
足
姫
皇
女
（
栲
幡
姫
皇
女
）
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
王
統
交
替
の
意
義
付
け
の
た
め
に
七
世
紀
頃
ま
で 

に
完
成
し
た
伝
承
で
あ
る
が
、
「
タ
ク
ハ
タ
」
＝
巫
女
の
意
味
で
あ
る
こ
と
や
、
雄
略
朝
以
降
の
斎
皇
女
た
ち
が
奉
祭

し
た
神
の
名
称
が
「
伊
勢
大
神
」
で
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
雄
略
朝
に
皇
女
を
伊
勢
に
送
る
行
為
が
始
ま
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
斎
皇
女
を
伊
勢
に
発
遣
す
る
こ
と
で
、
伊
勢
神
宮
が
大
和
朝
廷
に
と
っ
て
特
別
な
祭
祀
の
場
で
あ
る
こ

と
を
地
方
豪
族
た
ち
に
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

第
二
節 

継
体
天
皇
と
斎
皇
女 

 

雄
略
朝
に
お
い
て
、
伊
勢
神
宮
が
創
建
さ
れ
、
時
を
同
じ
く
し
て
斎
皇
女
を
伊
勢
に
遣
わ
す
行
い
が
始
ま
っ
た
の
だ 

が
、
続
く
清
寧
・
顯
宗
・
仁
賢
・
武
烈
朝
で
は
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
継
体
天
皇
の
代
に
な
っ
て
斎
皇
女
は 

復
活
を
遂
げ
る
。
『
日
本
書
紀
』
継
体
紀
元
年
条
の
皇
子
女
の
系
譜
に
、 

 
 

次
息
長
眞
手
王
女
曰
二

麻
績
娘
子
一

。
生
二

荳
角
皇
女
一

。
荳

角

。

此

云

二

娑

佐

礙
一

。

是
侍
二

伊
勢
大
神
祠
一

。 

斎
皇
女
の
記
事
が
あ
り
、
継
体
天
皇
の
娘
の
荳
角
皇
女
が
斎
皇
女
に
選
ば
れ
、
伊
勢
大
神
の
祠
に
奉
祭
し
て
い
た
こ
と 
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が
確
認
で
き
る
。 

清
寧
以
後
四
代
の
天
皇
に
斎
皇
女
が
伊
勢
に
送
ら
れ
な
か
っ
た
要
因
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
大
和
朝
廷
の
権
威
が 

大
き
く
低
下
し
、
国
内
情
勢
が
不
安
定
に
な
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
大
和
朝
廷
は
五
世
紀
末
の
雄
略
朝
に
於
い
て
、

九
州
中
部
か
ら
南
関
東
ま
で
権
威
が
及
ぶ
よ
う
に
な
り
、
河
内
王
朝
の
最
盛
期
を
迎
え
て
い
た
が
、
四
七
九
年
に
雄
略

天
皇
が
崩
御
す
る
と
状
況
が
一
変
す
る
。
雄
略
天
皇
の
死
後
、
清
寧
天
皇
が
即
位
し
た
が
、
わ
ず
か
五
年
後
の
四
八
四

年
に
皇
子
女
を
残
さ
ぬ
ま
ま
崩
御
し
た
。
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
清
寧
天
皇
が
生
存
中
に
、
播
磨
国
で
市
辺
押
磐
皇

子
の
子
で
あ
る
億
計
王
（
後
の
仁
賢
天
皇
）
と
弘
計
王
（
後
の
顕
宗
天
皇
）
が
発
見
さ
れ
た
た
め
に

（14

）

、
皇
位
継
承
の
危

機
は
解
決
さ
れ
た
。
そ
し
て
清
寧
天
皇
崩
御
後
に
億
計
王
と
弘
計
王
が
皇
位
を
相
譲
し
た
た
め
、
飯
豊
青
皇
女

（15

）

が
尾
忍

海
飯
豊
尊
で
執
政
を
執
っ
た
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
古
事
記
』
で
は
清
寧
天
皇
崩
御
後
に
皇
嗣
が
な
く
、
飯
豊
王
（
＝

飯
豊
青
皇
女
）
が
執
政
を
執
り
、
そ
の
後
に
億
計
王
・
弘
計
王
が
発
見
さ
れ
た
と
あ
り
、
所
伝
に
相
違
が
生
じ
て
い
る
。

こ
の
飯
豊
青
皇
女
は
『
扶
桑
略
記
』
に
「
飯
豊
天
皇
廿
四
代
女
帝
」
と
あ
り
、
ま
た
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
に
も
「
飯

豊
天
皇
忍
海
部
女
王
是
成
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
女
帝
と
し
て
一
時
的
に
即
位
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
後
、
弟
の
顕
宗
天
皇
が
即
位
す
る
が
、
わ
ず
か
三
年
程
で
崩
御
し
、
代
わ
り
に
兄
の
仁
賢
天
皇
が
即
位
を
し

た
。
仁
賢
天
皇
の
在
位
は
九
年
程
続
き
、
四
九
八
年
の
崩
御
に
よ
っ
て
皇
子
の
武
烈
天
皇
が
皇
位
を
継
承
し
た
。
『
日

本
書
紀
』
に
は
武
烈
天
皇
の
こ
と
を
非
常
に
悪
劣
な
る
人
物
と
し
て
描
い
て
い
る
が
、
厳
格
な
裁
判
を
行
っ
た
な
ど
矛

盾
す
る
記
事
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
血
縁
関
係
の
薄
い
次
代
の
継
体
天
皇
の
即
位
を
正
当
化
す
る
意

図
が
『
日
本
書
紀
』
に
は
あ
り
、
武
烈
天
皇
を
暴
君
に
仕
立
て
た
と
い
う
見
解
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
の
た
め
『
古
事

記
』
に
は
武
烈
天
皇
の
悪
逆
を
伝
え
る
記
事
は
一
切
み
ら
れ
な
い
。
武
烈
天
皇
は
皇
嗣
を
残
さ
ぬ
ま
ま
若
く
し
て
崩
御

し
、
五
〇
七
年
に
応
神
天
皇
の
五
世
孫
と
さ
れ
る
傍
系
の
継
体
天
皇
が
即
位
す
る
こ
と
に
な
る
。 

雄
略
天
皇
の
死
後
か
ら
三
十
年
も
経
た
ず
し
て
、
清
寧
・
顯
宗
・
仁
賢
・
武
烈
の
四
代
の
天
皇
が
立
て
続
け
に
交
代 
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す
る
と
い
う
状
況
が
続
い
て
い
た
。
さ
ら
に
こ
の
間
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
混
乱
を
回
避
す
る
た
め
に
飯
豊
青
皇
女
が
女

帝
と
し
て
即
位
し
て
い
た
可
能
性
す
ら
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
、
地
方
豪
族
た

ち
を
掌
握
し
て
い
た
雄
略
天
皇
の
死
を
契
機
に
、
大
和
朝
廷
は
求
心
力
を
失
い
、
急
速
に
弱
体
化
し
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。 

 

大
和
朝
廷
は
宋
朝
へ
の
朝
貢
外
交
を
独
占
し
、
冊
封
を
受
け
る
と
共
に
、
そ
の
権
威
を
利
用
し
て
国
内
諸
豪
族
を
み

ず
か
ら
の
権
力
基
盤
と
し
て
編
成
し
、
日
本
列
島
内
で
の
盟
主
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
た

（16

）

。
し
か
し

朝
貢
外
交
の
失
敗
に
よ
り
、
強
力
な
後
ろ
盾
を
失
っ
た
こ
と
で
、
大
和
朝
廷
を
中
心
と
す
る
秩
序
体
制
の
崩
壊
を
招
く

こ
と
に
な
る
。 

大
和
朝
廷
の
権
力
の
象
徴
と
み
な
さ
れ
て
い
る
河
内
平
野
の
巨
大
古
墳
の
築
造
が
、
六
世
紀
前
半
に
消
滅
す
る
こ
と

か
ら
も
、
五
世
紀
後
半
以
降
に
大
和
朝
廷
の
権
威
が
全
国
に
及
ば
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
継
体
天

皇
が
出
現
す
る
ま
で
、
諸
地
方
豪
族
た
ち
を
掌
握
す
る
権
力
を
大
和
朝
廷
は
失
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
東
国

経
営
に
乗
り
出
す
余
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
ら
ず
、
伊
勢
神
宮
に
斎
皇
女
を
発
遣
で
き
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
。 

 

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
応
神
天
皇
か
ら
継
承
さ
れ
て
き
た
河
内
王
朝
が
武
烈
天
皇
の
死
に
よ
っ
て
滅
亡
す
る
。
継

体
天
皇
は
記
紀
で
は
応
神
天
皇
の
五
世
孫
と
伝
え
て
い
る
が
、
今
日
で
は
河
内
王
朝
の
衰
退
に
乗
じ
て
、
地
方
豪
族
出

身
で
あ
る
継
体
天
皇
が
、
雄
略
天
皇
の
孫
で
河
内
王
朝
の
血
を
受
け
継
ぐ
手
白
香
皇
女
を
娶
っ
て
新
王
朝
を
起
こ
し
た

と
い
う
理
解
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
継
体
朝
に
お
い
て
斎
皇
女
の
慣
習
が
復
活
し
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
が
、
継
体
天
皇
の
正
統
性
の
問
題
で
あ
る
。
前
王
朝
と
の
繋
が
り
の
な
い
継
体
天
皇
は
、
自
身
に

正
統
な
皇
位
継
承
資
格
が
あ
る
こ
と
を
諸
豪
族
た
ち
に
示
す
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
自
分
の
娘
の
荳
角
皇
女
を
斎
皇

女
と
し
て
伊
勢
の
地
に
派
遣
し
、
前
王
朝
の
祭
祀
を
継
承
す
る
こ
と
で
、
自
身
が
正
統
な
皇
位
継
承
者
で
あ
る
こ
と
を

ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
し
た
。
斎
皇
女
の
慣
習
を
始
め
た
雄
略
天
皇
は
『
万
葉
集
』
冒
頭
を
飾
る
歌
の
作
者
で
あ
り
、『
日
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本
霊
異
記
』
第
一
話
も
雄
略
天
皇
の
治
世
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
代
に
お
い
て
雄
略
天
皇
は
特
殊
な
存
在
で
あ
っ
た
。

継
体
天
皇
は
雄
略
天
皇
と
同
様
に
斎
皇
女
を
立
て
る
こ
と
で
、
自
身
の
権
威
を
高
め
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
ら
に
伊
勢
に
斎
皇
女
を
送
る
行
為
は
、
南
伊
勢
の
地
が
再
び
大
和
朝
廷
の
勢
力
下
に
入
っ
た
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。 

 

次
に
考
え
ら
れ
る
の
が
、
継
体
天
皇
の
登
場
に
よ
り
、
大
和
朝
廷
の
権
威
が
復
活
し
、
再
び
地
方
豪
族
た
ち
に
大
き

な
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
前
王
朝
と
の
繋
が
り
が
な
く
即
位
し
た
継
体
天
皇
に
求
め
ら
れ
て
い

た
の
は
、
大
和
朝
廷
の
大
王
を
中
心
と
す
る
権
力
秩
序
の
再
構
築
で
あ
り
、
そ
の
権
力
秩
序
を
支
え
る
権
威
で
あ
る
梁

朝
（1

7

）

と
の
外
交
の
再
開
で
あ
っ
た

（1
8

）

。
継
体
天
皇
は
そ
の
足
掛
か
り
と
し
て
、
ま
ず
朝
鮮
外
交
に
着
手
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
日
本
書
紀
』
継
体
紀
の
記
事
構
成
の
大
半
は
、
朝
鮮
半
島
関
係
の
も
の
で
占
め
ら
れ
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
継
体

天
皇
が
朝
鮮
外
交
へ
強
い
関
心
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
五
世
紀
以
来
の
対
朝
鮮
外
交
の
基
本
は
、
畿
内

を
含
む
西
日
本
の
諸
勢
力
が
、
独
自
に
加
耶
諸
国
と
交
流
し
て
い
た
。
し
か
し
継
体
新
王
朝
の
成
立
に
よ
り
、
大
和
朝

廷
が
朝
鮮
に
対
す
る
関
心
を
高
め
、
そ
れ
ま
で
西
日
本
の
諸
豪
族
に
任
さ
れ
て
い
た
朝
鮮
外
交
を
脱
却
し
て
大
和
朝
廷

自
身
の
主
導
権
を
確
立
す
る
た
め
に
、
そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
西
日
本
の
勢
力
と
結
び
つ
き
の
な
い
百
済
を
選
ん
だ

（19

）

。

百
済
と
の
外
交
は
、
継
体
七
年
（
五
一
三
）
に
五
経
博
士
が
派
遣
さ
れ
る
な
ど
、
大
陸
の
先
進
文
化
を
受
容
し
て
お
り
、

一
応
の
効
果
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
梁
朝
へ
の
朝
貢
外
交
は
実
現
せ
ず
、
当
初
の
目
的
を
果
た
す
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
百
済
と
の
国
家
的
な
結
び
つ
き
に
よ
り
、
大
和
朝
廷
の
権
力
回
復
に
大
い
に
役
立
っ
た
と
思
わ

れ
る
。 

『
古
事
記
』
継
体
紀
に
は
、
「
次
佐
々
宜
王
者
拜
二

伊
勢
神
宮
一

也
」
と
簡
潔
な
が
ら
斎
皇
女
の
記
事
が
記
さ
れ
て
い 

る
。
前
述
し
た
と
お
り
、
『
古
事
記
』
は
神
宮
側
の
史
料
を
使
用
し
て
い
な
い
た
め
、
斎
皇
女
関
連
の
記
述
が
ほ
と
ん

ど
記
さ
れ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
継
体
朝
に
限
り
、
記
紀
に
揃
っ
て
斎
皇
女
が
伊
勢
神
宮
（
伊
勢
大
神
祠
）
に
奉
祭
し

た
記
事
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
伊
勢
神
宮
と
関
係
の
な
い
史
料
に
も
斎
皇
女
の
名
が
残
さ
れ
て
い
た
可
能
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性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
継
体
天
皇
が
記
紀
編
纂
時
の
大
王
家
に
繋
が
る
新
王
朝
の
創
始
者
で
あ
っ
た
こ
と
。
継
体

天
皇
が
百
済
と
の
国
家
外
交
を
進
展
さ
せ
、
大
和
朝
廷
の
権
力
回
復
に
尽
力
し
た
大
王
で
あ
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
伊
勢

神
宮
の
あ
る
南
伊
勢
の
地
が
海
上
交
通
の
要
地
で
、
伊
勢
湾
沿
岸
の
一
中
心
地
で
あ
り
、
東
国
経
営
の
拠
点
と
な
る
の

は
勿
論
の
こ
と
、
対
百
済
外
交
の
交
通
の
拠
点
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
伊
勢
の
地
に
斎
皇
女
と
し
て
発

遣
さ
れ
た
荳
角
皇
女
の
名
が
広
く
伝
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

『
日
本
書
紀
』
継
体
紀
以
降
の
斎
皇
女
の
記
述
は
事
務
的
で
あ
る
が
、
継
体
・
欽
明
・
敏
達
・
用
明
の
四
代
の
記
事

に
は
、
用
語
や
用
字
に
統
一
性
が
な
い
の
で
、
あ
る
時
期
に
一
斉
に
補
筆
さ
れ
た
と
は
考
え
難
く
、
記
事
の
信
憑
性
は

高
い
と
い
え
る

（2
0

）

。
伊
勢
神
宮
の
成
立
を
検
討
し
て
い
る
直
木
孝
次
郎
氏
・
岡
田
精
司
氏
・
門
脇
禎
二
氏
な
ど
の
多
く
の

研
究
者
が
、
こ
の
期
の
史
料
に
は
か
な
り
の
信
憑
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
継
体
朝
の
荳
角
皇
女
は
実
在
が
認
め
ら

れ
る
初
め
て
の
斎
皇
女
で
あ
り
、
雄
略
紀
の
よ
う
な
伝
承
レ
ベ
ル
の
斎
皇
女
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
継
体
朝
は
大

和
朝
廷
に
と
っ
て
の
画
期
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
斎
皇
女
荳
角
皇
女
の
記
事
が
記
紀
に
残
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

第
三
節 

斎
皇
女
制
度
の
確
立 

継
体
朝
で
復
活
し
た
斎
皇
女
で
あ
る
が
、
続
く
安
閑
・
宣
化
朝
で
は
斎
皇
女
を
伊
勢
に
発
遣
し
な
か
っ
た
。
安
閑
・

宣
化
天
皇
の
即
位
を
め
ぐ
っ
て
は
、『
日
本
書
紀
』
に
引
く
「
百
済
本
紀
」
に
よ
れ
ば
、
五
三
一
年
頃
に
天
皇
と
太
子
・

皇
子
が
共
に
薨
去
し
た
と
い
う
所
伝
が
あ
る

（21

）

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
継
体
天
皇
の
崩
御
後
に
、
安
閑
天
皇
・
宣
化
天
皇
の

朝
廷
と
欽
明
天
皇
の
朝
廷
が
並
立
し
、
二
朝
間
で
内
乱
が
あ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。
欽
明
朝
で
は
、
磐
隈
皇
女
が
斎

皇
女
に
選
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
の
卜
定
時
期
は
不
明
で
あ
る
。
仮
に
二
つ
の
朝
廷
が
並
立
し
て
い
た
な
ら
ば
、
世
代
的

に
斎
皇
女
の
断
絶
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
欽
明
天
皇
以
降
、
推
古
朝
ま
で
の
あ
い
だ
は
、
一
度
も
途
切
れ
ず

に
斎
皇
女
が
伊
勢
に
発
遣
さ
れ
て
い
る
。 



 25 

『
日
本
書
紀
』
の
欽
明
紀
か
ら
推
古
紀
に
か
け
て
、
斎
皇
女
の
記 

事
が
連
続
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
門
脇
禎
二
氏
は
、

斎
皇
女
を
伊
勢
に
派
遣
す
る
制
度
の
起
源
は
、
六
世
紀
中
葉
の
欽

明
朝
ご
ろ
に
あ
り
、
そ
の
創
始
と
そ
の
後
の
制
度
化
に
は
、
政
治

の
主
導
権
を
手
中
に
し
た
蘇
我
氏
が
ふ
か
く
関
与
し
て
い
た
。
そ

し
て
そ
れ
が
前
提
と
な
っ
て
、
欽
明
朝
の
頃
に
天
皇
家
と
の
関
係

が
強
化
さ
れ
た
伊
勢
神
宮
の
地
位
が
さ
ら
に
確
立
し
た
と
さ
れ
る

天
武
朝
よ
り
以
後
に
お
い
て
、
斎
王
制
度
へ
と
整
備
さ
れ
て
ゆ
く

こ
と
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る

（22

）

。
門
脇
氏
は
斎
皇
女
の
創
始
そ
の

も
の
が
欽
明
朝
と
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
創
始
に
つ
い
て
は
前
述

し
た
と
お
り
、
雄
略
朝
と
み
な
す
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で

は
な
ぜ
蘇
我
氏
は
斎
皇
女
を
制
度
化
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

蘇
我
氏
は
宣
化
天
皇
の
代
に
な
り
、
蘇
我
稲
目
が
大
臣
の
位
に
就 

い
た
こ
と
で
突
如
台
頭
し
た
氏
族
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
孝
元
段
の

系
図
に
は
、
蘇
我
氏
は
武
内
宿
禰
よ
り
起
こ
る
と
あ
る
が
、
武
内

宿
禰
は
架
空
の
人
物
で
、『
古
事
記
』
の
記
事
に
は
信
憑
性
が
な
い
。 

    

天 皇  斎 皇 女  父 母  卜 定  退 下  退 下 理 由  

欽 明  磐 隈 皇 女  

（ 夢 皇 女 ）  

父 ： 欽 明 天 皇  

母 ： 蘇 我 堅 塩 媛  

欽 明 朝 （ 53 9～ 5 7 1）  不 明  事 故  

（ 密 通 ）  

敏 達  莵 道 皇 女  父 ： 敏 達 天 皇  

母 ： 広 姫  

敏 達 ７ 年（ 57 8）・ ３ ・

５  

不 明  事 故  

（ 密 通 ）  

用 明   

酢 香 手 姫 皇

女  

父 ： 用 明 天 皇  

母 ： 葛 城 直 広 子  

 

用 明 元 年 （ 58 6 ）  

 

推 古 2 9（ 6 2 1）  

 

不 明  崇 峻  

推 古  

 

表２ 欽明から推古までの歴代斎皇女表  
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【
蘇
我
氏
の
系
譜
『
紀
氏
家
牒
』
よ
り
】 

蘇
賀
石
河
宿
禰
―
満
智
―
韓
子
―
馬
背
（
亦
名
、
高
麗
）
―
稲
目
―
馬
子
―
蝦
夷
―
入
鹿 

 

稲
目
以
前
の
系
譜
に
関
し
て
は
不
明
な
点
が
多
く

（23

）

、
そ
の
出
自
に
つ
い
て
は
諸
説
に
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
中
、
門
脇
氏
は
蘇
我
氏
渡
来
系
豪
族
説
を
提
唱
し
た

（24

）

。
門
脇
氏
は
満
智
の
名
が
新
羅
人
を
母
と
す
る
木
刕

も

く

ら

い

（
木も

く

）

満
致

ま

ん

ち

の
名
と
同
音
で
あ
る
こ
と
。
『
三
国
史
記
』
百
済
本
寄
蓋
鹵

が

い

ろ

王お

う

廿
一
年
（
四
七
五
）
九
月
条
に
よ
る
と
、
王
が
高

句
麗
長
寿
王
の
放
っ
た
ス
パ
イ
道
琳
の
計
に
ひ
っ
か
か
っ
て
高
句
麗
の
攻
撃
に
直
面
し
た
と
き
、
王
子
の
文
周
に
避
難

を
命
じ
た
が
、
そ
の
と
き
の
記
事
に
「
文
周
、
す
な
わ
ち
木
劦
満
致
・
祖
弥
桀
取
と
南
に
行
け
り
」
と
あ
り
、
一
方
、

『
日
本
書
紀
』
や
同
書
所
引
「
百
済
本
紀
」
応
神
紀
廿
五
年
条
に
よ
る
と
、
大
和
朝
廷
は
木
劦
満
致
を
「
召
す
」
と
あ

る
か
ら
、
満
致
は
戦
乱
の
過
程
で
大
和
に
渡
来
し
て
定
住
し
た
可
能
性
が
強
い
こ
と
か
ら
、
蘇
我
満
智
と
木
劦
満
致
同

一
人
物
説
を
説
い
た
。 

 

 

蘇
我
氏
渡
来
系
豪
族
説

（2
5

）

は
、
決
め
手
と
な
る
証
拠
が
少
な
く
、
憶
測
の
域
を
出
て
い
な
い
た
め
、
研
究
者
の
大
方
の

理
解
を
得
ら
れ
て
い
な
い

（2
6

）

。
し
か
し
蘇
我
氏
が
朝
鮮
関
係
に
深
く
関
わ
っ
た
氏
族
と
い
う
見
解

（27

）

は
研
究
者
の
あ
い
だ
で

概
ね
一
致
し
て
い
る
と
い
え
る
。
『
日
本
書
紀
』
皇
極
紀
四
年
（
六
四
五
）
六
月
条
の
、
「
吾
等
、
君
大
郎
に
由
り
て
、

戮
さ
れ
ぬ
べ
し
」
と
い
う
高
向
国
押

た

か

む

く

の

く

に

お

し

の
言
葉
よ
り
、
倭
漢
氏
が
蘇
我
氏
宗
家
を
君
主
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
や
、

『
古
語
拾
遺
』
に
、
雄
略
朝
に
蘇
我
満
智
が
渡
来
系
氏
族
の
長
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
蘇
我

氏
が
渡
来
人
を
掌
握
す
る
立
場
に
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
蘇
我
満
智
と
木
劦
満
致
が
同
一
人
物

と
は
考
え
難
い
が
、
蘇
我
氏
が
朝
鮮
関
係
に
深
い
関
わ
り
を
持
っ
た
氏
族
で
あ
る
と
い
う
点
は
、
先
学
の
指
摘
ど
お
り

と
い
え
よ
う
。 

継
体
天
皇
が
新
王
朝
を
興
し
て
以
降
、
大
和
朝
廷
は
百
済
と
の
国
家
的
な
外
交
に
よ
っ
て
、
大
陸
の
先
進
文
化
を
取
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り
入
れ
、
王
権
の
権
威
回
復
に
努
め
て
き
た
。
し
か
し
継
体
天
皇
の
死
後
、
安
閑
・
宣
化
天
皇
と
欽
明
天
皇
の
朝
廷
が

並
立
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
な
ど
、
大
和
朝
廷
の
権
勢
が
一
時
的
に
衰
退
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
不
安
定
な
政
局

を
打
破
し
、
朝
廷
の
権
威
を
磐
石
に
す
る
た
め
に
、
抜
本
的
な
改
革
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
朝
鮮
半
島
の
関
わ
り

が
強
く
、
大
陸
の
高
い
文
化
レ
ベ
ル
の
知
識
を
持
つ
蘇
我
氏
が
大
和
朝
廷
の
政
権
中
枢
に
迎
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

蘇
我
稲
目
は
大
臣
の
位
に
就
く
と
、
自
分
の
娘
で
あ
る
堅
塩
媛

き

た

し

ひ

め

（
姉
）
・
小
姉

お

あ

ね

の

君き

み

（
妹
を
欽
明
天
皇
の
妃
に
入
れ
、
そ

の
後
蘇
我
氏
の
血
を
引
く
皇
子
女
が
次
々
と
即
位
し
、
蘇
我
氏
の
権
勢
は
強
固
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
。 

蘇
我
氏
が
政
権
を
掌
握
し
た
欽
明
朝
か
ら
推
古
朝
ま
で
の
あ
い
だ
、
斎
皇
女
の
派
遣
が
一
度
も
途
切
れ
る
こ
と
な
く

行
わ
れ
た
。 

『
日
本
書
紀
』
欽
明
紀
二
年
（
五
四
〇
）
春
三
月
条
に
は
、 

 

次
蘇
我
大
臣
宿
禰
女
。
曰
二

堅
鹽
媛
一

。
堅
鹽
。

此

云
二

岐

拖

志
一

。

生
二

七
男
六
女
一

。
（
中
略
）
其
二
曰
二

磐
隈
皇
女
一

。
更

名

夢

皇

女 

 

初
侍
レ

祀
二

於
伊
勢
大
神
一

。
後
坐
レ

姧
二

茨
城
皇
子
一

解
。 

欽
明
朝
の
斎
皇
女
に
、
堅
塩
媛
所
生
の
磐
隈
皇
女
が
立
て
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、

欽
明
天
皇
の
皇
后
は
石
姫
皇
女
で
あ
り
、
堅
塩
媛
は
他
の
五
妃
の
う
ち
第
三
妃
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
七
世
紀
前
半
に

作
ら
れ
た
天
寿

て

ん

じ

ゅ

国
繡
帳

こ
く
し
ゅ
う
ち
ょ
う

に
は
堅
塩
媛
を
大
后
（
皇
后
の
前
身
）
と
し
て
お
り
、
欽
明
朝
は
堅
塩
媛
・
磐
隈
皇
女
の
母
子

が
大
后
・
斎
皇
女
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

（28

）

。
次
代
の
敏
達
朝
の
斎
皇
女
は
莵
道
皇
女

（29

）

で
蘇
我
氏
の
血
は
受
け
継
い
で

い
な
い
が
、
続
く
用
明
朝
の
斎
皇
女
に
は
用
明
天
皇
の
皇
女
の
酢
香
手
姫
皇
女
が
選
ば
れ
た
。
用
明
天
皇
は
前
斎
皇
女

磐
隈
皇
女
と
同
じ
く
蘇
我
堅
塩
媛
所
生
の
皇
子
で
、
こ
の
用
明
天
皇
の
即
位
に
よ
っ
て
初
め
て
蘇
我
氏
の
血
を
引
く
皇

子
が
天
皇
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
酢
香
手
姫
皇
女
も
ま
た
父
を
介
し
て
蘇
我
氏
の
血
を
引
く
斎
皇
女
で
あ
る
と
い
え
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
蘇
我
氏
政
権
下
の
斎
皇
女
の
多
く
が
蘇
我
氏
の
血
を
引
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
蘇
我
氏
は
伊
勢
神
宮

及
び
斎
皇
女
を
重
視
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
蘇
我
氏
が
伊
勢
神
宮
を
重
視
し
た
理
由
で
あ
る
が
、
豊
受
大
神
宮
（
外
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宮
）
に
豊
受
大
神
を
祭
神
と
し
て
祀
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
豊
受
大
神
は
、
も
と
も
と
葛
城
氏
が
丹
波

国
で
奉
祭
し
て
い
た
神
で
、
『
豊
受
太
神
宮
禰
宜
補
任
次
第
』
に
よ
る
と
、
雄
略
天
皇
廿
一
年
（
四
七
七
）
に
、
丹
波

国
か
ら
伊
勢
に
遷
さ
れ
た

（3
0

）

。
葛
城
氏
は
五
世
紀
後
半
に
雄
略
天
皇
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
氏
族
で
あ
る
が
、
滅
亡
の
際

に
葛
城
円
大
臣
は
娘
の
韓
姫
を
雄
略
天
皇
に
献
上
し
て
命
乞
い
を
し
て
い
る
。
こ
の
韓
媛
と
雄
略
天
皇
と
の
間
に
生
ま

れ
た
の
が
稚
足
姫
皇
女
で
、
そ
の
後
稚
足
姫
皇
女
は
雄
略
朝
の
斎
皇
女
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
稚
足
姫
皇
女
は
実

在
の
人
物
で
は
な
い
が
、
葛
城
氏
と
豊
受
大
神
と
の
関
係
が
、
稚
足
姫
皇
女
の
伝
承
の
下
地
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
葛
城
氏
と
蘇
我
氏
は
建
内
宿
禰
系
譜
を
通
じ
て
擬
制
的
同
族
関
係
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

（31

）

。 

『
日
本
書
紀
』
推
古
紀
三
十
二
年
（
六
二
四
）
十
月
癸
卯
朔
条
に
、 

大
臣
遣
二

阿
曇
連
。
闕

レ

名

。

阿
倍
臣
摩
侶
遣
二
臣
一

。
令
レ

奏
二

于
天
皇
一

曰
。
葛
城
県
者
。
元
臣
之
本
居
也
。
故
因
二

其

県
一

為
二

姓
名
一

。
是
以
冀
之
。
常
得
二

其
県
一

。
以
欲
レ

為
二

臣
之
封
県
一

。
於
レ

是
。
天
皇
詔
曰
。
今
朕
則
自
二

蘇
我

一

出
之
。
大
臣
亦
為
二

朕
舅
一

也
。
故
大
臣
之
言
。
夜
言
矣
夜
不
レ

明
。
日
言
矣
則
日
不
レ

晩
。
何
辞
不
レ

用
。
然
今

当
二

朕
之
世
一

。
頓
失
二

是
県
一

。
後
君
曰
。
愚
痴
婦
人
臨
二

天
下
一

。
以
頓
亡
二

其
県
一

。
豈
独
朕
不
賢
耶
。
大
臣
亦

不
忠
。
是
後
葉
之
悪
名
。
則
不
レ

聴
。 

蘇
我
馬
子
が
「
葛
城
県
は
も
と
も
と
自
分
の
本
拠
地
で
あ
り
、
自
分
の
「
姓
名
」
も
こ
こ
か
ら
き
て
い
る
の
で
あ
る
か 

ら
、
葛
城
県
を
ほ
し
い
。
」
と
推
古
天
皇
に
対
し
て
要
求
し
て
い
る
記
事
が
み
え
る
。
葛
城
県
は
も
と
も
と
葛
城
氏
の 

所
領
で
あ
っ
た
が
、
葛
城
円
大
臣
が
雄
略
天
皇
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
時
に
没
収
さ
れ
、
そ
れ
が
大
王
家
の
も
の
と
な 

っ
た
経
緯
が
あ
る
。
馬
子
の
認
識
に
よ
れ
ば
、
蘇
我
氏
と
葛
城
氏
は
同
族
で
、
そ
れ
ゆ
え
葛
城
県
も
自
分
の
本
拠
地
で 

あ
り
、
自
身
の
姓
名
も
そ
こ
か
ら
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
馬
子
が
葛
城
氏
の
氏
名
を
か
た
っ
て
い
た
こ
と
は
、 

『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
の
な
か
に
も
、
聖
徳
太
子
が
建
立
し
た
葛
木
寺
を
「
蘇
我
葛
木
臣
」
に
賜
う
と
あ
り
、
蘇
我
馬
子 

が
「
蘇
我
葛
木
臣
馬
子
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
蘇
我
氏
は
葛
城
氏
と
同
族
と 
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認
識
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
葛
城
氏
の
祭
神
豊
受
大
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
伊
勢
神
宮
を
重
視
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
さ
ら
に
蘇
我
氏
は
伊
勢
神
宮
の
祭
神
も
変
化
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
泉
谷
康
夫
氏
は
、 

「
推
古
朝
の
大
和
朝
廷
に
お
い
て
日
神
信
仰
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、「
倭
王
以
レ

天
為
レ

兄
、
以
レ

日
為
レ

弟
」
と
い 

う
『
隋
書
』
の
記
載
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は

天
（32

）

日
矛
的
日
神
信
仰
で
あ
り
、
蘇
我
氏
に
よ
っ
て
大
和
朝
廷
の
中 

心
的
宗
教
の
地
位
ま
で
高
め
ら
れ
て
き
た
。
『
古
事
記
』
に
み
え
る
皇
女
名
の
う
ち
、
景
行
天
皇
以
前
の
皇
女
が
日
売 

命
と
称
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
応
神
天
皇
以
降
の
皇
女
の
殆
ど
が
郎
女
（
イ
ラ
ツ
メ
）
を
称
し
て
い
る
。
こ
れ
は
天 

皇
の
厳
め
し
い
和
風
諡
号
の
名
前
が
消
え
ワ
ケ
の
付
い
た
単
純
な
名
前
に
変
わ
っ
て
ゆ
く
の
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、 

系
図
の
信
憑
性
は
別
と
し
て
、
記
紀
編
纂
時
に
お
い
て
応
神
天
皇
以
降
は
穀
霊
信
仰
が
大
和
朝
廷
の
中
心
的
宗
教
で
あ 

る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
宣
化
天
皇
の
皇
女
以
降
、
郎
女
に
代
わ
っ
て
比
（
日
）
売
命
が
再
び
皇 

女
名
に
見
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
、
宣
化
朝
以
降
、
蘇
我
氏
に
よ
っ
て
天
日
矛
的
日
神
信
仰
が
強
調
さ
れ
た
。
」 

と
論
じ
て
い
る

（3
3

）

。
天
日
矛
は
新
羅
の
国
主
の
子
で
あ
り
、
新
羅
で
は
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
太
陽
神 

を
祭
る
「
神
宮
」
が
創
建
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
天
日
矛
的
日
神
信
仰
は
、
高
句
麗
の
始
祖
朱
蒙
の
出
誕
伝
承
に
類
似
し 

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
蘇
我
氏
が
積
極
的
に
大
陸
の
祭
祀
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

蘇
我
氏
は
雄
略
朝
以
降
、
大
王
家
の
守
護
神
で
あ
り
、
か
つ
て
の
葛
城
氏
の
守
護
神
を
遷
宮
し
た
伊
勢
神
宮
を
重
視
し 

な
が
ら
も
、
朝
鮮
半
島
の
国
家
的
祭
祀
も
取
り
入
れ
て
、
王
権
守
護
の
権
威
を
強
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
伊
勢
神
宮 

は
大
王
家
に
と
っ
て
も
、
蘇
我
氏
に
と
っ
て
も
重
要
な
祭
祀
場
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

そ
の
後
、
大
化
の
改
新
に
よ
り
蘇
我
本
宗
家
が
滅
亡
さ
せ
ら
れ
る
と
、
斎
皇
女
の
制
度
は
再
び
途
絶
す
る
。
政
権
を

奪
取
し
た
中
大
兄
皇
子
は
、
政
治
改
革
に
着
手
す
る
と
同
時
に
宗
教
改
革
を
行
い
、
天
日
矛
的
日
神
信
仰
を
廃
止
し
、

穀
霊
信
仰
を
復
活
さ
せ
た
。
孝
徳
朝
か
ら
天
智
朝
に
か
け
て
の
斎
皇
女
制
度
の
断
絶
は
、
大
化
改
新
に
よ
る
宗
教
改
革

の
影
響
を
受
け
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
大
化
の
改
新
以
前
の
斎
宮
は
蘇
我
氏
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
た
め
、
中
大
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兄
皇
子
が
宗
教
改
革
の
象
徴
と
し
て
廃
止
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
大
兄
皇
子
が
斎
皇
女
の
発
遣
を
廃
止
し
た
こ
と
か

ら
も
、
七
世
紀
中
頃
で
は
伊
勢
神
宮
が
皇
祖
神
と
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
伊
勢
の
神
が
皇
祖

神
と
し
て
観
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
天
武
朝
の
末
頃
に
、
大
和
朝
廷
内
で
穀
霊
信
仰
に
基
づ
き
成
立
し
た
天
孫

降
臨
神
話
と
結
び
つ
い
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
、
持
統
朝
に
お
い
て
日
神
信
仰
の
復
活
し
、
伊
勢
斎
王
制
度

と
し
て
整
備
さ
れ
、
南
北
朝
期
ま
で
存
続
す
る
よ
う
に
な
る
。 

 お
わ
り
に 

伊
勢
神
宮
の
創
始
伝
承
は
七
世
紀
頃
の
創
作
で
あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
基
に
な
っ
た
古
い
伝
承
は
存
在
し
て
い
た
。

そ
の
名
残
が
豊
鍬
入
姫
命
や
倭
姫
命
の
名
に
残
さ
れ
て
い
る
。
伊
勢
神
宮
は
も
と
も
と
南
伊
勢
地
方
の
地
方
神
で
あ
っ

た
が
、
雄
略
朝
の
時
期
に
お
き
た
社
会
的
宗
教
的
転
換
に
よ
っ
て
大
和
朝
廷
か
ら
の
崇
敬
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

伊
勢
神
宮
の
創
始
は
五
世
紀
末
の
雄
略
朝
の
頃
で
、
斎
皇
女
が
置
か
れ
た
の
も
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
制
度
と
し
て
整
備
さ
れ
た
の
は
六
世
紀
の
欽
明
朝
の
頃
で
あ
ろ
う
。
そ
の
背
景
に
は
蘇
我
氏
が
政
治
の
主
導
権
を

握
り
、
蘇
我
氏
に
よ
っ
て
伊
勢
神
宮
の
権
威
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
大
化
の
改
新
の
後
、

中
大
兄
皇
子
が
宗
教
改
革
の
一
環
と
し
て
斎
皇
女
の
伊
勢
派
遣
を
廃
止
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
の
こ
と
か

ら
、
伊
勢
斎
王
制
度
は
天
武
朝
に
お
い
て
初
め
て
置
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
旧
来
の
制
度
を
復
活
・
整
備
し
た
も
の

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。 
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註 
 

（
１
）
直
木
孝
次
郎
「
天
照
大
神
と
伊
勢
神
宮
の
起
源
」
（
『
日
本
古
代
の
氏
族
と
天
皇
』
所
収
、
塙
書
房
、
一
九
六
四

年
）
。
直
木
孝
次
郎
「
伊
勢
神
宮
の
成
立
に
つ
い
て
―
天
照
大
神
の
没
落
と
復
活
―
」
（
『
日
本
古
代
の
氏
族
と

国
家
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）
。 

（
２
）
岡
田
精
司
「
伊
勢
神
宮
の
成
立
と
古
代
王
権
」（
『
古
代
祭
祀
の
史
的
研
究
』
所
収
、
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
）
。 

（
３
）
吉
井
巌
「
崇
神
・
垂
仁
の
王
朝
―
人
名
構
成
の
一
要
素
イ
リ
の
検
討
に
関
連
し
て
―
」
（
『
万
葉
』
第
五
二
号
、

一
九
六
四
年
）
。 

（
４
）
榎
村
寛
之
「
斎
王
制
度
の
成
立
と
展
開
」
（
『
伊
勢
斎
宮
の
歴
史
と
文
化
』
所
収
、
塙
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
。 

（
５
）
榎
村
寛
之
、
前
掲
論
文
、
註
（
４
）
。 

（
６
）
岡
田
精
司
、
前
掲
論
文
、
註
（
２
）
。 

（
７
）
榎
村
寛
之
、
前
掲
論
文
、
註
（
４
）
。 

（
８
）
直
木
孝
次
郎
、
前
掲
論
文
、
註
（
１
）
。 

（
９
）
岡
田
精
司
、
前
掲
論
文
、
註
（
２
）
。 

（

10
）
『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』 

 
 

 
 

 

天
照
大
神
。
始
巻
向
玉
城
宮
御
宇
天
皇
御
世
。
国
国
処
処
太
宮
処
求
賜
時
。
度
会
乃
宇
治
乃
伊
須
須
乃
河

上
爾
大
宮
供
奉
。
爾
時
。
大
長
谷
天
皇
御
夢
爾
誨
覚
賜
久
。
吾
高
天
原
坐
氐
。
見
志
真
岐
賜
志
処
爾
志
都

真
利
坐
奴
。
然
吾
一
所
耳
坐
波
甚
苦
。
加
以
大
御
饌
毛
安
不
二

聞
食
一

坐
故
爾
。
丹
波
国
比
治
乃
真
奈
井

爾
坐
我
御
饌
神
。
等
由
気
大
神
乎
。
我
許
欲
止
誨
覚
奉
支
。
爾
時
。
天
皇
驚
梧
賜
氐
。
則
従
二

丹
波
国
一

令
二

行
幸
一

氐
。
根
爾
下
乃
度
会
乃
山
田
原
石
宮
柱
太
知
立
。
高
天
原
爾
比
疑
高
知
氐
。
宮
定
斎
仕
奉
始

支
。
是
以
。
御
饌
殿
造
奉
氐
。
天
照
坐
皇 

大
神
乃
朝
乃
大
御
饌
乎
日
別
仕
奉
。 
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『
豊
受
太
神
宮
禰
宜
補
任
次
第
』 

 
 

 
 

 

大
佐
々
命 

 

雄
略
天
皇
御
宇
二
所
大
神
宮
大
神
主 

 
 

右
命
。
彦
和
志
理
命
第
二
子
也
。 

 
 

雄
略
天
皇
二
十
一
年
丁
巳
。
依
二

皇
太
神
宮

託
（
マ
マ
）

宣
一

天
。
等
由
氣
大
神
乎
。
従
二

丹
後
國
與
佐
郡
真
井
一

利
。
大
佐
々
命
乎
為
レ

使
天
。
奉
レ

迎
二

伊
勢
国
山
田
原
仁
一

鎮
座
。
今
之
豊
受
大
神
宮
是
也
。
大
長
谷

天
皇
御
夢
爾
誨
覚
賜
天
奉
レ

迎
之
。
見
二

儀
式
帳
一

。 

（

11
）
麻
立
干
は
王
の
古
い
称
号
の
こ
と
。
辰
韓
諸
国
の
族
長
に
推
戴
さ
れ
た
君
主
。
新
羅
の
王
位
は
一
つ
の
家
系
に

固
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
朴
・
昔
・
金
の
諸
氏
が
交
互
に
王
位
に
つ
い
て
い
た
。
そ
の
後
、
金
氏
が
王
位
を
独
占

し
、
五
〇
二
年
に
北
魏
王
朝
へ
の
朝
貢
を
復
活
さ
せ
た
翌
年
か
ら
、
麻
立
干
に
変
わ
っ
て
王
と
称
す
る
よ
う
に

な
る
。 

（

12
）
泉
谷
康
夫
「
伊
勢
神
宮
の
成
立
に
つ
い
て
の
覚
書
」
（
『
記
紀
神
話
伝
承
の
研
究
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇

〇
三
年
）
。 

（

13
）
榎
村
寛
之
、
前
掲
論
文
、
註
（
４
）
。 

（

14
）
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
億
計
王
と
弘
計
王
の
父
で
あ
る
市
辺
押
磐
皇
子
は
安
康
天
皇
の
第
一
皇
子
で
、
安

康
天
皇
は
生
前
、
皇
子
に
皇
位
を
継
承
さ
せ
、
後
事
を
託
そ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
恨
ん
で
い
た
大
泊

瀬
皇
子
（
後
の
雄
略
天
皇
）
は
、
安
康
天
皇
が
眉
輪
王
に
よ
っ
て
四
五
六
年
八
月
に
暗
殺
さ
れ
た
の
ち
の
十
月

に
、
市
辺
押
磐
皇
子
を
近
江
国
の
蚊
屋
野
へ
狩
猟
に
誘
い
出
し
、
殺
害
す
る
。
そ
し
て
皇
子
の
遺
骸
を
抱
え
て

嘆
き
悲
し
ん
だ
帳
内
の
佐
伯
部
売
輪
も
殺
害
し
て
、
皇
子
と
と
も
に
穴
に
埋
め
て
し
ま
っ
た
。
億
計
王
と
弘
計

王
の
兄
弟
は
難
が
及
ぶ
の
を
恐
れ
、
丹
波
国
を
経
て
播
磨
国
赤
石
に
逃
れ
、
名
を
隠
し
て
縮
見
屯
倉
首
に
仕
え
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て
い
た
。 

（

15
）
『
日
本
書
紀
』
・
『
古
事
記
』
履
中
紀
が
、
父
を
履
中
天
皇
、
母
を
葦
田
宿
禰
（
葛
城
襲
津
彦
の
子
）
の
女
の 

 
 

 

 
 

 
黒
媛
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
『
日
本
書
紀
』
顕
宗
紀
に
引
く
「
譜
弟
」
は
父
を
市
辺
押
磐
皇
子
、
母
を
荑 

媛
と
し
て
い
る
。 

（

16
）
大
山
誠
一
「
継
体
朝
成
立
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
」
（
『
日
本
古
代
の
外
交
と
地
方
行
政
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、 

一
九
九
九
年
）
。 

（

17
）
四
七
九
年
、
宋
朝
の
順
帝
は
蕭
道
成
に
禅
譲
。
蕭
道
成
が
斉
朝
を
開
き
、
宋
朝
が
滅
亡
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
、

皇
帝
が
自
ら
の
皇
太
子
の
地
位
を
守
る
た
め
に
皇
族
た
ち
を
大
量
に
殺
害
す
る
な
ど
残
虐
な
行
為
が
目
立
ち
、

特
に
第
六
代
皇
帝
東
昏
侯
蕭
宝
巻
は
、
皇
族
・
官
僚
・
民
衆
を
虐
殺
し
て
い
き
、
政
治
が
大
き
く
乱
れ
た
。
宋

族
の
蕭
大
き
く
乱
れ
た
。
南
宋
宗
室
の
蕭
衍
は
、
兄
の
蕭
懿
を
東
昏
侯
に
殺
さ
れ
た
こ
と
を
大
義
名
分
に
挙
兵

し
、
東
昏
侯
を
殺
害
し
て
和
帝
（
蕭
宝
巻
の
同
母
弟
）
を
第
七
代
皇
帝
に
立
て
た
。
や
が
て
蕭
衍
は
和
帝
か
ら

禅
譲
を
受
け
て
、
五
〇
二
年
に
帝
位
に
就
き
、
梁
朝
を
興
し
た
。 

（

18
）
大
山
誠
一
、
前
掲
論
文
、
註
（

16
）
。 

（

19
）
大
山
誠
一
「
所
謂
「
任
那
日
本
府
」
の
成
立
に
つ
い
て
（
『
日
本
古
代
の
外
交
と
地
方
行
政
』
所
収
、
吉
川
弘

文
館
、
一
九
九
九
年
）
。 

（

20
）
榎
村
寛
之
、
前
掲
論
文
、
註
（
４
）
。 

（

21
）
『
日
本
書
紀
』
継
体
紀
廿
五
年
冬
十
二
月
五
日
条
、 

或
本
云
。
天
皇
廿
年
歳
次
甲
寅
崩
。
而
此
二

云
廿
五
年
歳
次
辛
亥
崩
一

者
。
取
二

百
済
本
記
一

為
レ

文
。
其
文

云
。
太
歳
辛
亥
三
月
。
師
進
至
二

于
安
羅
二

。
営
二

乞
□
城
一

。
是
月
。
高
麗
弑
二

其
王
安
一

。
又
聞
。
日
本

天
皇
及
太
子
・
皇
子
倶
崩
薨
。
由
レ

此
而
言
。
辛
亥
之
歳
。
当
二

廿
五
年
一

矣
。
後
勘
校
者
知
レ

之
也
。 
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（

22
）
門
脇
禎
二
「
斎
王
女
か
ら
斎
王
制
度
へ
」
（
『
古
代
文
化
』
第
四
三
巻
第
四
号
、
一
九
九
一
年
）
。 

（

23
）
加
藤
謙
吉
『
蘇
我
氏
と
大
和
王
権
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）
。 

 
 

 
加
藤
氏
は
「
蘇
我
氏
渡
来
人
説
」
を
批
判
す
る
過
程
で
、
稲
目
以
前
の
人
名
を
以
下
の
理
由
か
ら
後
代
の
創
作

と
断
じ
て
い
る
。 

① 

韓
子
は
「
継
体
紀
」
に
よ
れ
ば
人
名
で
は
な
く
混
血
児
を
示
す
普
通
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
も
し

韓
子
が
本
当
に
木
満
致
の
子
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
那
多
利
・
斯
布
利
の
名
に
類
す
る
朝
鮮
風
の
命
名
で
あ
る

は
ず
。 

 
 

 

②
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
高
麗
の
字
は
国
名
に
使
わ
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
人
名
と
し
て
は
か
な
り
不 

 
 

 
 

自
然
で
あ
る
。
し
か
も
「
高
麗
」
と
い
う
国
名
表
記
の
確
立
は
早
く
と
も
六
世
紀
末
で
あ
る
か
ら
、
蘇
我
高

麗
の
名
は
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
初
頭
の
実
在
の
渡
来
系
の
人
物
に
付
さ
れ
た
名
前
と
は
考
え
難
い
。 

 
 

 

③
か
り
に
韓
子
の
名
が
「
韓
＋
子
（
接
続
語
）
」
で
韓
に
本
来
の
意
味
が
あ
る
と
す
る
佐
伯
有
清
氏
の
説
〔
「
貴

族
文
化
の
発
生
」
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
２
、
所
収
）
に
従
っ
た
と
し
て
も
、
高
麗
の
名
と
同
様
、
あ
ま

り
に
も
具
体
性
を
欠
い
て
お
り
、
後
世
の
所
産
と
み
る
べ
き
。 

（

24
）
門
脇
禎
二
『
飛
鳥
古
京
―
古
代
び
と
の
舞
台
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）
。 

（

25
）
た
な
か
し
げ
ひ
さ
「
嗽
加(

そ
が)

氏
百
済
人
説
―
上
―
」（
『
史
迹
と
美
術
』
第
四
五
巻
第
二
号
、
一
九
七
五
年
）
。

た
な
か
し
げ
ひ
さ
「
嗽
加(

そ
が)

氏
百
済
人
説
―
下
―
」（
『
史
迹
と
美
術
』
第
四
五
巻
第
三
号
、
一
九
七
五
年
）
。

鈴
木
靖
民
「
木
満
致
と
蘇
我
氏
」
（
『
日
本
の
な
か
の
朝
鮮
文
化
』
第
五
一
号
、
一
九
八
一
年
）
。 

（

26
）
加
藤
謙
吉
、
前
掲
論
文
、
註
（

23
）
。 

（

27
）
塚
口
義
信
氏
は
「
蘇
我
氏
台
頭
の
背
景
―
蘇
我
氏
は
渡
来
系
の
豪
族
か
―
」〔
『
堺
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
二
十

三
、
一
九
八
八
年
〕
）
中
で
、
満
智
は
百
済
人
に
多
い
名
で
あ
り
、
名
の
一
致
だ
け
で
は
蘇
我
満
智
と
木
劦
満
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致
を
同
一
視
す
る
根
拠
に
は
成
り
難
い
こ
と
。
韓
子
は
「
日
本
人
の
男
性
と
朝
鮮
人
の
女
性
と
の
間
に
生
ま
れ

た
混
血
児
」
と
い
う
意
味
を
含
み
も
っ
た
名
で
あ
る
の
で
、
韓
子
の
母
は
朝
鮮
人
、
父
の
満
智
が
日
本
人
と
認

識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
蘇
我
満
智
・
木
劦
満
致
同
一
人
物
説
に
は
否
定
的
な
立
場
を
取
っ

て
い
る
。
し
か
し
古
代
に
お
い
て
は
、
「
韓
婦
」
（
『
日
本
書
紀
』
欽
明
紀
二
年
七
月
条
）
と
の
通
婚
は
珍
し
い

こ
と
で
は
な
く
、
蘇
我
稲
目
も
大
伴
連
佐
手
彦
が
高
句
麗
か
ら
連
れ
帰
っ
た
美
女
媛
と
そ
の
侍
女
の
吾
田
子
を

妻
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
蘇
我
氏
は
日
本
人
と
朝
鮮
人
と
の
度
重
な
る
婚
姻
関
係
の
な
か
か
ら
形
成
さ
れ
た

ウ
ヂ
と
推
測
し
て
い
る
。 

（

28
）
門
脇
禎
二
、
前
掲
論
文
、
註
（

24
）
。 

（

29
）
敏
達
朝
の
斎
皇
女
は
莵
道
皇
女
で
あ
る
が
、
敏
達
の
娘
に
は
「
莵
道
皇
女
」
と
呼
ば
れ
る
皇
女
が
二
人
存
在 

 
 

 

す
る
。
一
人
は
莵
道
磯
津
貝
皇
女
で
、
母
は
皇
后
広
姫
（
息
長
眞
手
王
の
娘
）
。
母
の
広
姫
は
敏
達
四
年
（
五 

 
 

 

七
五
）
十
一
月
に
薨
去
し
て
い
る
。
も
う
一
人
は
莵
道
貝
蛸
皇
女
で
、
母
は
皇
后
豊
御
食
炊
屋
姫
命
（
推
古 

天
皇
）
。
豊
御
食
炊
屋
姫
命
は
広
姫
薨
去
後
の
敏
達
五
年
（
五
七
六
）
三
月
十
二
日
に
立
后
さ
れ
る
。 

『
日
本
書
紀
』
敏
達
紀
七
年
（
五
七
八
）
三
月
五
日
条
に
は
「
以

 

二

莵
道
皇
女

 

一

侍

 

二

伊
勢
祠

 

一

、
即
姧

 

二

池
邊 

皇
子

 

一

、
事
顯
而
解
」
と
あ
る
だ
け
で
、
ど
ち
ら
の
皇
后
所
生
の
皇
女
で
あ
る
か
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か 

し
莵
道
貝
蛸
皇
女
は
の
ち
に
東
宮
厩
戸
皇
子
の
妃
と
な
る
こ
と
か
ら
、
斎
皇
女
に
立
て
ら
れ
た
の
は
、
広
姫 

所
生
の
莵
道
磯
津
貝
皇
女
の
方
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

（

30
）
註
（

10
）
に
同
じ
。 

（

31
）
塚
口
義
信
「
日
本
の
古
代
氏
族
・
葛
城
氏
―
そ
の
発
展
と
没
落
」
（
『
堺
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
二
七
号
、
一

九
九
二
年
）
。 

（

32
）
『
古
事
記
』
応
神
天
皇
段
「
天
之
日
矛
」 
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ま
た
昔
、
新
羅
の
國
主
の
子
あ
り
き
。
名
は
天
之
日
矛
と
謂
ひ
き
。
こ
の
人
參
渡
り
來
つ
。
參
渡
り
來
つ

る
所
以
は
、
新
羅
國
に
一
つ
の
沼
あ
り
。
名
は
阿
具
沼
と
謂
ひ
き
。
こ
の
沼
の
邊
に
、
一
賤
し
き
女
晝
寢

し
き
。
こ
こ
に
日
虹
の
耀
き
て
、
そ
の
陰
上
に
指
し
し
を
、
ま
た
一
賤
し
き
夫
、
そ
の
状
を
異
し
と
思
ひ

て
、
恒
に
そ
の
女
人
の
行
を
伺
ひ
き
。
故
、
こ
の
女
人
、
そ
の
晝
寢
せ
し
時
よ
り
妊
身
み
て
、
赤
玉
を
生

み
き
。
こ
こ
に
そ
の
伺
へ
る
賤
夫
、
そ
の
玉
を
乞
ひ
取
り
て
、
恒
に
裹
み
て
腰
に
著
け
き
。
こ
の
人
田
を

山
谷
の
間
に
營
り
き
。
故
、
耕
人
等
の
飮
食
を
、
一
つ
の
牛
に
負
せ
て
山
谷
の
中
に
入
る
に
、
そ
の
國
主

の
子
、
天
之
日
矛
に
遇
遭
ひ
き
。
こ
こ
に
そ
の
人
に
問
ひ
て
曰
ひ
し
く
、
「
何
し
か
も
汝
は
飮
食
を
牛
に

負
せ
て
山
谷
に
入
る
。
汝
は
必
ず
こ
の
牛
を
殺
し
て
食
ふ
な
む
。
」
と
い
ひ
て
、
す
な
わ
ち
そ
の
人
を
捕

へ
て
、
獄
囚
に
入
れ
む
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
答
へ
て
曰
ひ
し
く
、
「
吾
牛
を
殺
さ
む
と
に
は
あ
ら
ず
。
唯

田
人
の
食
を
送
る
に
こ
そ
。
」
と
い
ひ
き
。
然
れ
ど
も
な
ほ
赦
さ
ざ
り
き
。
こ
こ
に
そ
の
腰
の
玉
を
解
き

て
、
そ
の
國
主
の
子
に
幣
し
つ
。
故
、
そ
の
賤
し
き
夫
を
赦
し
て
、
そ
の
玉
を
將
ち
來
て
、
床
の
邊
に
置

け
ば
、
す
な
わ
ち
美
麗
し
き
孃
子
に
化
り
き
。
仍
り
て
婚
ひ
し
て
嫡
妻
と
し
き
。
（
下
略
） 

（

33
）
泉
谷
康
夫
、
前
掲
論
文
、
註
（

12
）
。 
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第
二
章 

斎
王
の
仏
教
忌
避
思
想
の
形
成 

 

は
じ
め
に 

『
続
日
本
紀
』
天
平
神
護
二
年
（
七
六
六
）
七
月
丙
子

（
廿
三
日
）

条
に
、
「
遣

 

レ

使
造

 

二

丈
六
仏
像
於
伊
勢
大
神
宮
寺

 

一

。
」
と
あ

り
、
伊
勢
大
神
宮
寺
に
使
を
派
遣
し
、
丈
六
の
仏
像
が
造
立
さ
れ
た
。
こ
の
記
事
に
よ
り
、
八
世
紀
後
半
の
伊
勢
神
宮

で
は
神
仏
習
合
が
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

（
１
）

。
と
こ
ろ
が
延
暦
廿
二
年
（
八
〇
四
）
の
奥
書
が
あ
る
『
皇

太
神
宮
儀
式
帳
』
「
天
照
坐
皇
太
神
宮
儀
式
并
神
宮
院
行
事
」
で
は
、
天
照
大
神
の
神
勅
を
受
け
て
、 

 
 

亦
種
々
乃
事
忌
定

 
 

メ

給
支
。
人
打ウ

ツ

乎
奈
津
止
云イ

ヒ

。
鳴
乎
鹽
垂

シ

オ

タ

ル

止
云
。
血
乎
阿
世

ア

セ

止
云
。
宍シ

ゝ

乎
多
氣

タ

ケ

止
云
。
佛
乎
中
子

ナ

カ

ゴ

止
云
。
經
乎
志シ

目メ

加
彌
止
云
。
塔
乎
阿
良
々
支ギ

止
云
。
法
師
乎
髪カ

ミ

長ナ

ガ

止
云
。
優
婆
塞
乎
角ツ

ノ

波
須

ハ

ス

止
云
。
寺
乎
瓦
葺

カ
ハ
ラ
ブ
キ

止
云
。
齋
食

ト

キ

乎
片
食

カ

タ

イ

ヒ

止
云
。
死
乎
奈
保
利
物モ

ノ

止
云
。
墓
乎
土
村

ツ

チ

ム

ラ

止
云
。
病ヤ

ム

乎
癒

ヤ
ス
ム

止
云
。 

と
仏
教
的
語
彙
に
忌
詞
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
の
成
立
段
階
で
排
仏
意
識
が
形
成
さ
れ
、
こ
の

間
に
大
き
な
変
革
が
生
じ
て
い
る

（
２
）

。
さ
ら
に
『
貞
観
式
』
『
貞
観
儀
式
』
で
は
、
大
祀
で
あ
る
大
嘗
祭
に
お
い
て
は
十

一
月
（
斎い

み

月づ

き

）
に
朝
廷
諸
司
と
五
畿
内
諸
国
司
で
仏
事
が
禁
止
さ
れ
、
中
祀
・
小
祀
に
お
い
て
も
、
内
裏
の
斎
が
行
わ

れ
る
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
重
軽
服
人
と
と
も
に
僧
尼
の
参
内
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
康
保
四
年
（
九
六
七
）
に

施
行
さ
れ
た
『
延
喜
式
』
巻
第
五
「
斎
宮
式
」
忌
詞
条
で
、
仏
教
に
対
す
る
斎
宮
忌
詞
が
規
定
さ
れ
、
斎
宮
は
仏
教
を

厳
格
に
排
除
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
九
世
紀
以
降
、
神
事
の
場
か
ら
仏
事
が
忌
避
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

『
栄
花
物
語
』
（
巻
廿
六
、
楚
王
の
ゆ
め
）
に
、
「
又
た
ゞ
に
て
は
斎
院
な
ど
に
こ
そ
居
給
は
め
。
そ
れ
め
で
た
き
事

な
れ
ど
、
罪
深
し
と
い
う
事
を
い
と
憂
き
事
に
お
ぼ
し
た
り
か
れ
ば
、
心
苦
こ
そ
あ
ら
め
」
と
あ
り
、
斎
院
に
な
る
こ

と
は
「
め
で
た
き
事
」
で
あ
る
が
、
一
方
で
「
罪
深
い
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
『
源
氏
物
語
』（
澪
漂
の
巻
）
で
は
、
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娘
の
秋
好
斎
宮
と
共
に
伊
勢
よ
り
帰
っ
て
き
た
六
条
御
息
所
は
、
「
罪
深
き
所
ほ
と
り
に
年
経
つ
る
も
い
み
じ
う
お
ぼ

し
て
」
尼
に
な
っ
た
。
そ
し
て
六
条
御
息
所
は
娘
の
秋
好
斎
宮
に
も
「
斎
宮
に
お
は
し
ま
し
し
頃
ほ
ひ
の
、
御
罪
か
ろ

む
べ
か
ら
む
功
徳
の
事
を
必
ず
さ
せ
給
へ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
平
安
時
代
の
貴
族
た
ち
は
、
斎

宮
・
斎
院
は
「
罪
深
い
」
も
の
で
あ
り
、
そ
の
境
遇
は
忌
避
さ
れ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る

（
３
）

。
と

こ
ろ
で
斎
宮
・
斎
院
の
何
が
「
罪
」
で
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
『
狭
衣
物
語
』
（
四
、
上
）
に
、
「
仏
の
御
か
た
ざ
ま
を

背
き
給
へ
る
の
み
ぞ
、
後
の
世
の
た
め
口
惜
し
き
事
に
侍
り
」
と
み
え
る
よ
う
に
、
仏
教
に
帰
依
す
る
こ
と
、
仏
事
に

関
係
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
後
生
の
妨
げ
に
繋
が
る
こ
と
が
「
罪
」
で
あ
っ
た
。 

一
方
で
斎
宮
・
斎
院
の
忌
避
の
さ
れ
方
に
は
差
が
あ
る
。
例
え
ば
、『
延
喜
式
』
巻
第
五
「
斎
宮
式
」
忌
詞
条
に
は
、

仏
教
関
係
の
「
内
七
言
」
「
別
忌
詞
」
と
触
穢
関
係
の
「
外
七
言
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
『
延
喜
式
』
巻
第
六
「
斎

院
司
式
」
忌
詞
条
に
は
触
穢
関
係
の
「
外
七
言
」
の
み
記
載
が
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
大
斎
院
選
子
内
親
王
は
、
斎
院

在
任
期
間
中
に
数
多
く
の
釈
教
歌
を
詠
み
、
『
発
心
和
歌
集
』
を
編
む
な
ど
、
仏
教
信
仰
を
持
ち
続
け
て
い
た
。
こ
の

よ
う
に
斎
宮
の
方
が
厳
格
に
仏
教
要
素
を
排
除
し
て
い
る
た
め
、
貴
族
に
よ
る
忌
避
傾
向
が
強
い
と
さ
れ
て
い
る

（
４
）

。 

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
斎
王
制
度
の
両
輪
と
さ
れ
て
い
る
斎
宮
・
斎
院
に
仏
教
忌
避
に
関
し
て
差
が
生
じ
た
の
は
何
故

な
の
か
。
奈
良
期
ま
で
に
お
い
て
神
仏
習
合
を
受
容
し
て
い
た
伊
勢
神
宮
が
、
平
安
期
以
降
に
仏
教
排
除
へ
と
傾
倒
し

た
要
因
は
何
で
あ
る
の
か
。
ま
た
排
仏
意
識
が
形
成
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
仏
事
を
忌
避
す
る
斎
宮
が
倦
厭
さ

れ
た
の
は
何
故
か
。
以
上
の
点
に
留
意
し
て
、
奈
良
期
か
ら
平
安
期
に
か
け
て
の
神
事
と
仏
事
の
関
係
を
考
察
し
、
斎

王
―
特
に
伊
勢
斎
宮
―
の
仏
教
忌
避
思
想
の
形
成
と
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。 
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第
一
節 

伊
勢
神
宮
と
神
仏
習
合 

（
一
）
天
武
朝
に
お
け
る
宗
教
政
策 

天
武
元
年
（
六
七
二
）
、
壬
申
の
乱
で
前
代
の
近
江
王
朝
を
倒
し
、
新
王
朝
の
大
王
と
な
っ
た
天
武
天
皇
の
登
場
は
、 

日
本
古
代
仏
教
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
天
武
天
皇
は
大
王
家
一
族
の
福
徳
を
祈
る
、
旧
来
の
神
祇
祭
祀
を
継

承
す
る
立
場
に
お
ら
ず
、
新
王
朝
に
相
応
し
い
、
新
た
な
祭
祀
制
度
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
天
武
天
皇

が
注
目
し
た
の
が
、
相
次
い
で
帰
国
し
た
入
唐
留
学
僧
よ
り
持
ち
込
ま
れ
た
隋
唐
仏
教
で
あ
る
。
仏
教
の
主
目
的
を
皇

帝
の
統
治
す
る
国
家
の
守
護
に
置
く
隋
唐
仏
教
の
在
り
方
は
、
政
敵
を
一
掃
し
て
専
制
権
力
を
得
た
天
武
天
皇
に
相
応

し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
以
後
、
国
家
レ
ベ
ル
の
仏
教
が
前
面
に
出
て
来
る
の
で
あ
る

（
５
）

。 

 

同
四
年
（
六
七
五
）
、
僧
尼
二
千
四
百
人
を
動
員
し
た
斎
会
を
手
始
め
に
、
毎
年
数
千
人
の
僧
侶
を
動
員
し
て
の
国

家
仏
教
が
挙
行
さ
れ
、
同
時
に
護
国
法
会
を
行
う
た
め
の
基
盤
整
備
に
も
着
手
す
る
。
同
二
年
（
六
七
三
）
三
月
、
川

原
寺
で
一
切
経
書
写
の
事
業
を
起
こ
し
た
。
同
五
年
（
六
七
六
）
に
使
者
を
全
国
に
派
遣
し
て
『
金
光
明
経
金
』
と
『
仁

王
経
』
を
説
か
せ
、
同
八
年
（
六
七
九
）
に
は
飛
鳥
京
の
二
十
四
寺
と
宮
中
で
『
金
光
明
経
』
を
説
か
せ
た
。
同
二
年

十
二
月
十
七
日
、
美
濃
王
と
紀
訶
多
麻
呂
を
造
高
市
大
寺
司
に
任
命
し
、
大
王
の
氏
寺
で
あ
っ
た
百
済
大
寺
を
継
承
し

た
高
市
大
寺
を
創
建
し
、
同
五
年
に
国
の
「
大
寺
」
た
る
寺
格
を
明
示
し
た
大
官
大
寺
に
改
称
し
た
。
ま
た
同
十
四
年

（
六
八
五
）
三
月
廿
七
日
に
は
、
諸
国
の
家
ご
と
に
仏
像
・
仏
典
を
備
え
た
「
仏
舎
」
を
作
り
、
仏
教
祭
祀
の
実
施
を

命
令
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
天
武
天
皇
が
仏
教
普
及
に
腐
心
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
れ
ま

で
畿
内
を
除
く
地
方
に
寺
院
は
少
な
か
っ
た
が
、
天
武
・
持
統
朝
に
は
全
国
で
氏
寺
が
盛
ん
に
造
営
さ
れ
る
。 

天
武
天
皇
の
仏
教
政
策
は
、
僧
尼
が
寺
院
に
籠
っ
て
天
皇
や
国
家
の
た
め
に
祈
祷
す
る
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
、
仏

教
を
国
家
に
従
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
同
四
年
に
諸
寺
に
与
え
ら
れ
て
い
た
山
林
・
池
を
取
り
上
げ
、

同
八
年
に
は
食
封
を
見
直
し
て
寺
院
の
収
入
を
国
家
が
決
定
す
る
。
中
央
統
制
機
関
と
し
て
は
、
天
武
十
二
年
（
六
八
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三
）
に
推
古
朝
に
設
け
ら
れ
た
十
師
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
僧
正
・
僧
都
を
復
活
し
て
僧
綱
制
を
整
え
た
。
加
え
て
天
武

朝
で
は
僧
尼
の
威
儀
・
服
装
を
も
規
制
し
、
す
べ
て
の
寺
院
と
僧
侶
を
国
家
の
統
制
下
に
置
こ
う
と
す
る
こ
ろ
ま
で
国

家
統
制
が
強
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

一
方
、
天
武
天
皇
は
大
化
の
改
新
政
権
下
で
廃
止
さ
れ
て
い
た
伝
統
的
な
宗
教
儀
礼
を
復
活
さ
せ
、
再
整
備
に
努
め

た
。
特
に
天
武
天
皇
が
重
視
し
た
の
は
、
か
つ
て
大
和
朝
廷
の
中
心
的
宗
教
の
場
で
あ
っ
た
伊
勢
神
宮
で
あ
っ
た
。『
日

本
書
紀
』
天
武
二
紀
四
月
己
巳

（
十
四
日
）

条
に
は
、 

 
 

欲
レ

遣
二

侍
大
來
皇
女
于
天
照
太
神
宮
一

。
而
令
レ

居
二

泊
瀬
齋
宮
一

。
是
先
潔
レ

身
。
稍
近
レ

神
之
所
也
。 

大
来
皇
女
が
天
照
太
神
宮
（
伊
勢
神
宮
）
を
奉
斎
す
る
た
め
の
斎
宮
に
選
出
さ
れ
、
泊
瀬
斎
宮
に
入
っ
た
こ
と
が
み
え

る
。
そ
し
て
、
翌
年
十
月
に
大
来
皇
女
は
伊
勢
神
宮
に
向
け
て
発
遣
し
て
い
る

（
７
）

。
斎
宮
の
起
源
は
古
く
、
雄
略
朝
に
創

始
さ
れ
た
制
度
で
あ
っ
た
が
、
舒
明
朝
か
ら
天
智
朝
ま
で
の
約
五
十
年
間
途
絶
し
て
い
た
。
元
来
、
伊
勢
神
宮
は
大
王

家
の
皇
祖
神
と
は
無
関
係
で
あ
っ
た
が
、
天
武
朝
に
お
い
て
皇
祖
神
天
照
大
神
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る

（
８
）

。
そ
れ
ゆ
え
か
、
大
来
皇
女
は
「
天
照
太
神
宮
に
遣
侍
さ
む
」
と
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
斎
宮
が
奉
仕

し
て
い
た
「
伊
勢
大
神
」
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
大
来
皇
女
は
「
皇
室
の
祖
霊
＝
天
照
大
神
を
祀
る

社
」
に
奉
祭
す
る
と
い
う
新
た
な
役
割
を
付
与
さ
れ
、
再
興
さ
れ
た
斎
宮
な
の
で
あ
る
。
天
武
天
皇
は
中
国
の
皇
帝
祭

祀
で
あ
る
宗
廟
を
意
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
９
）

。
伊
勢
神
宮
の
祭
神
を
天
照
大
神
と
す
る
こ
と
で
、
中
国
を
意

識
し
た
天
皇
祭
祀
を
構
築
し
、
自
身
の
王
権
の
強
化
を
務
め
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
四
年
二
月
三
日

に
十
市
皇
女
・
阿
閉
皇
女
が
、
朱
鳥
元
年
（
六
八
八
）
四
月
廿
七
日
に
は
多
紀
皇
女
・
山
背
姫
王
・
石
川
夫
人
ら
が
伊

勢
神
宮
に
発
遣
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
天
武
天
皇
に
と
っ
て
伊
勢
神
宮
が
如
何
に
特
別
な
神
社
で
あ
っ
た

か
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。 

ま
た
天
武
天
皇
は
諸
神
を
対
象
と
し
た
儀
礼
の
整
備
に
も
着
手
し
て
い
く
。
同
三
年
三
月
、
銀
が
初
め
て
産
出
し
た

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8D%81%E5%B8%AB&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8D%81%E5%B8%AB&action=edit&redlink=1
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こ
と
を
受
け
て
、
諸
臣
に
加
階
す
る
と
共
に
、
諸
神
祇
に
そ
の
銀
を
奉
納

（10

）

。
同
年
十
月
に
、
忍
壁
皇
子
を
石
上
神
宮
に

派
遣
し
て
、
神
宝
を
膏
油
で
磨
い
て
諸
家
に
返
還
さ
せ
て
い
る

（11

）

。
同
年
四
月
十
日
、
竜
田
の
風
神
を
祀
る
た
め
に
美
濃

王
・
佐
伯
連
広
足
を
、
広
瀬
の
大
忌
神
を
祀
る
た
め
に
間
人
大
蓋
・
大
山
中
曽
祢
連
韓
犬
を
遣
わ
し
た

（12

）

。
さ
ら
に
同
五

年
夏
に
は
日
照
り
に
使
を
遣
わ
し
て
奉
幣
を
捧
げ

（13

）

、
同
年
十
月
に
は
相
嘗
祭
の
創
始
に
伴
い
、
新
嘗
の
相
伴
に
与
ら
せ

る
こ
と
で
至
近
の
神
々
を
組
織
化

（1
4

）

。
そ
し
て
翌
年
に
、
神
税
の
処
分
に
つ
い
て
神
々
に
命
令
を
下
せ
る
よ
う
に
す
る

（15

）

。

こ
う
し
て
各
地
の
神
や
氏
族
の
神
が
皇
祖
神
天
照
大
神
の
配
下
に
組
み
込
ま
れ
、
天
皇
権
力
の
強
化
に
利
用
さ
れ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
で
祀
ら
れ
て
い
た
神
社
は
保
護
と
引
き
換
え
に
国
家
の
管
理
に
服
し
た
。 

 

興
味
深
い
こ
と
に
、
一
連
の
宗
教
統
制
は
仏
事
と
神
事
を
並
行
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
天
武
天
皇
は
中
国
を
規
範
に

し
た
国
家
体
制
の
構
築
を
目
標
と
し
て
、
唐
仏
教
や
祭
祀
儀
礼
な
ど
を
取
り
入
れ
て
い
た
。
当
時
の
唐
王
朝
は
、
帝
室

が
老
子
の
末
裔
だ
と
さ
れ
て
お
り
、
「
道
先
仏
後
」
の
宗
教
政
策
を
行
っ
て
い
た
。
当
然
、
天
武
天
皇
も
意
識
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
古
代
日
本
で
は
道
教
の
普
及
が
進
ん
で
お
ら
ず
、
唐
の
政
策
を
そ
の
ま
ま
導
入
す
る
こ
と
が
難

し
か
っ
た
。
そ
こ
で
日
本
古
来
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
神
信
仰
に
注
目
し
、
神
祇
と
し
て
整
備
す
る
こ
と
で
天
皇
権
力
の

強
化
に
利
用
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
国
家
に
よ
る
仏
事
と
神
事
の
統
制
が
同
時
に
行
わ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。 

 

（
二
）
神
仏
習
合
思
想
の
流
入
と
大
神
宮
寺
の
創
建 

八
世
紀
前
半
に
な
る
と
、
諸
国
の
神
社
に
神
宮
寺
が
突
如
と
し
て
創
建
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
神
宮
寺
の
建
立

は
神
仏
習
合
現
象
の
も
っ
と
も
早
い
例
と
さ
れ
て
い
る
。
吉
田
一
彦
氏

（16

）

に
よ
れ
ば
、
神
仏
習
合
思
想
は
、
八
世
紀
前
期

に
中
国
の
仏
教
思
想
か
ら
輸
入
さ
れ
と
い
う
。
「
神
道
」
の
語
は
も
と
も
と
中
国
的
な
神
信
仰
を
表
現
す
る
語
で
、
道

慈
に
よ
る
書
紀
の
記
述
以
後
、
日
本
語
と
し
て
定
着
し
た
。「
神
身
離
脱
」
を
示
す
史
料
で
み
ら
れ
る
「
神
道
」
は
「
神
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と
い
う
業
障
多
き
境
遇
」
の
意
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
用
例
が
中
国
史
料
に
み
え
る
。
「
神
身
離
脱
」
「
護
法
善
神
」
の

用
例
が
中
国
史
料
で
あ
る
『
高
僧
伝
』『
続
高
僧
伝
』
な
ど
に
豊
富
に
み
え
る
こ
と
か
ら
、
日
本
の
神
仏
習
合
の
思
想
・

表
現
は
、
中
国
仏
教
で
説
か
れ
て
い
た
思
想
・
用
語
・
概
念
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
受
容
の
時
期
は

八
～
九
世
紀
初
頭
で
あ
り
、
道
慈
が
萌
芽
と
な
り
、
そ
の
後
、
複
数
の
入
唐
僧
に
よ
っ
て
波
状
的
に
導
入
さ
れ
た
。
受

容
形
態
と
し
て
は
、
ま
ず
中
央
で
受
容
さ
れ
て
地
方
に
展
開
し
て
い
き
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
神
宮
寺
が
建
立
さ
れ
、

神
前
読
経
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
中
国
か
ら
流
入
し
た
神
仏
習
合
思
想
に
基
づ
き
、
神
社

の
境
内
や
近
隣
に
寺
院
が
建
て
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う

（17

）

。 

そ
れ
で
は
皇
室
の
祖
廟
で
あ
る
伊
勢
神
宮
は
仏
教
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
取
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
天

武
天
皇
二
年
（
六
七
三
）
、
大
来
皇
女
が
斎
宮
と
し
て
卜
定
さ
れ
て
以
来
、
斎
王
制
度
が
確
立
し
た
。
そ
し
て
『
続
日

本
紀
』
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
八
月
条
に
「
齋
宮
司
准
レ

寮
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
宝
元
年
以
前
に
斎
宮
司
が
存
在

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
飛
鳥
浄
御
原
令
』
や
『
大
宝
律
令
』
の
神
祇
官
の
項
に
は
、
斎

宮
及
び
斎
宮
司
に
関
す
る
規
定
が
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
天
武
朝
で
斎
宮
が
置
か
れ
た
が
、
斎
宮

司
は
朝
廷
の
正
式
な
官
司
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
つ
ま
り
天
武
朝
に
お
い
て
は
、
伊
勢
神
宮
は
天
皇
家
の
皇

祖
神
（
＝
氏
神
）
を
祀
る
私
的
な
社
で
あ
り
、
国
家
神
を
祀
る
公
的
な
社
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
『
類
聚
三
代
格
』

巻
四
に
、 

一 

廢
二

置
諸
司
一

事
、 

 

勅 

 

齋
宮
寮 

 
 

頭
一
人
。
從

五

位
官

。

助
一
人
。
正

六

位
官

。

大
允
一
人
。
少
允
一
人
。
従

七
位

官

。 

大
屬
一
人
。
少
屬
一
人
已

上
従

八

位
官

。 
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（
中
略
） 

 
 

 
 

神
亀
五
年
七
月
廿
一
日 

神
亀
五
年
（
七
二
八
）
七
月
廿
一
日
の
格
を
も
っ
て
、
斎
宮
司
か
ら
斎
宮
寮
へ
正
式
に
昇
格
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
後
、
『
続
日
本
紀
』
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
七
月
十
一
日
条
に
み
え
る
詔
に
て
、 

 
 

詔
曰
。
供
二

‐
給
齋
宮
一

年
料
。
自
今
以
後
。
皆
用
二

官
物
一

。
不
レ

得
三

依
レ

舊
充
二

‐
用
神
戸
庸
調
等
物
一

。
其
大

神
宮
禰
宜
二
人
准
二

位
二
階
。
内
人
六
人
一
階
一

。
莫
レ

問
二

年
之
長
幼
一

。 

今
ま
で
神
宮
所
属
の
神
戸
よ
り
徴
収
す
る
調
庸
で
賄
っ
て
い
た
斎
宮
の
経
費
が
、
官
物
で
支
弁
す
る
こ
と
が
定
め
ら
て

い
る
。
こ
れ
は
伊
勢
神
宮
が
皇
室
の
氏
神
と
い
う
私
的
な
地
位
か
ら
、
国
家
神
と
い
う
公
の
地
位
へ
大
き
く
地
位
が
上

昇
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
『
続
日
本
紀
』
天
宝
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
八
月
朔
日
条
に
み
え
る
淳
仁
天

皇
の
即
位
宣
命
で
は
初
め
て
伊
勢
神
宮
の
こ
と
に
言
い
及
び
、
「
百
官
職
事
已
上
及
大
神
宮
乎

始
氐

、
諸
社
禰
宜
祝
爾

大

御
物
賜
夫

、
」
と
、
伊
勢
神
宮
の
禰
宜
及
び
祝
に
賜
物
し
た
と
あ
る
。
こ
の
時
に
初
め
て
、
伊
勢
神
宮
は
天
皇
即
位
と
い

う
国
家
的
行
事
に
公
式
に
参
加
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
同
月
十
九
日
に
、
皇
太
子
大
炊
王
（
淳
仁
天
皇
）
の
即
位
を

伊
勢
神
宮
に
報
告
す
る
た
め
の
遣
使
を
発
遣
し
た
。
こ
の
記
事
は
天
皇
即
位
遣
使
の
初
見
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
伊
勢
神

宮
は
淳
仁
朝
以
降
に
、
天
皇
の
即
位
と
の
関
連
が
密
接
に
な
り
、
国
家
神
と
し
て
の
性
格
が
一
層
付
与
さ
れ
た
と
い
え

よ
う
。
こ
の
よ
う
に
天
平
年
間
（
七
二
九
～
七
四
九
）
以
後
に
、
伊
勢
神
宮
は
天
皇
家
の
皇
祖
神
＝
氏
神
を
祀
る
社
か

ら
皇
祖
神
＝
国
家
神
を
祀
る
社
に
地
位
が
上
昇
し
た
の
で
あ
る

（18

）

。
こ
う
し
て
伊
勢
神
宮
は
八
世
紀
中
頃
ま
で
に
確
固
た

る
地
位
を
確
立
し
て
い
く
。
一
方
で
、
こ
の
時
期
は
国
家
仏
教
の
隆
盛
期
で
も
あ
っ
た
。 

そ
れ
で
は
伊
勢
神
宮
は
仏
教
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
知
る
上
で
、
興
味
深
い
記

事
が
『
太
神
宮
諸
雜
事
記
』
巻
第
一
に
残
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

天
平
十
四
年
辛
巳
。
十
一
月
三
日
。
右
大
臣
朝
臣
橘
諸
兄
卿
参
二

‐
入
於
伊
勢
大
神
宮
一

。
其
故
波

天
皇
御
願
寺
可 
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レ

被
二

建
立
一

之
由
。
依
二

宣
旨
一

所
レ

被
二

祈
申
一

也
。
而
勅
使
参
之
儀
。
以
二

十
一
月
十
一
日
夜
中
一

令
二

示
現
一

給

布

。
天
皇
之
御
前
仁

玉
女
坐
。
即
放
二

金
色
光
一

天

宣
。
本
朝
和

神
国
也
。
可
下

奉
レ

欽
二

‐
仰
神
明
一

給
上

也
。
而
日

輪
者
大
日
如
来
也
。
本
地
者
盧
舎
那
仏
也
。
衆
生
者
悟
レ

之
。
当
レ

帰
二

‐
依
仏
法
一

也
。
御
夢
覚
之
後
。
御
道
心

弥
発
給
天

。
件
御
願
寺
事
於

始
企
給
倍

利

。 

『
太
神
宮
諸
雜
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
天
平
十
四
年
（
七
四
二
）
十
一
月
三
日
に
右
大
臣
橘
諸
兄
が
聖
武
天
皇
の
御
願
寺

（
の
ち
の
東
大
寺
）
建
立
の
成
就
祈
願
の
た
め
、
伊
勢
神
宮
に
参
入
し
た
。
そ
の
後
、
同
月
十
一
日
の
夜
、
天
皇
に
対

し
て
、
「
本
朝
は
神
国
な
れ
ば
、
神
明
を
歓
迎
し
奉
る
べ
き
な
り
。
し
か
る
に
日
輪
は
大
日
如
来
に
し
て
本
地
は
廬
舎

那
仏
な
り
。
衆
生
こ
れ
を
悟
ら
ば
、
ま
さ
に
仏
法
に
帰
依
す
る
べ
き
な
り
。
」
と
、
大
神
の
御
示
現
が
あ
っ
た
。
や
が

て
天
皇
は
、
夢
よ
り
醒
め
て
い
よ
い
よ
御
道
心
を
深
め
ら
れ
、
か
の
御
願
寺
の
建
立
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
諸
雜
事
記
は
九
世
紀
以
降
に
編
纂
さ
れ
た
編
年
書
で
あ
る
た
め
、
一
概
に
こ
の
記
述
を
信
じ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

し
か
し
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
二
年
十
一
月
丙（

三

戌日
）

条
に
も
、
「
遣
二

少
納
言
従
五
位
下
大
井
王
。
幷
中
臣
忌
部
等
一

奉
二

幣
帛
於
大
神
宮
一

。
車
駕
停
二

‐
御
関
宮
一

十
箇
日
。
」
と
あ
り
、
聖
武
天
皇
に
よ
る
伊
勢
神
宮
の
行
幸
参
拝
が
実
際
に

行
わ
れ
た
可
能
性
は
極
め
て
高
い
。
天
照
大
神
と
盧
舎
那
仏
が
結
び
付
き
、
東
大
寺
建
立
の
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。 こ

の
よ
う
に
伊
勢
神
宮
側
は
仏
教
と
の
習
合
、
協
調
す
る
動
き
を
み
せ
て
い
た
。
天
平
神
護
二
年
（
七
六
六
）
に
は
、

朝
廷
よ
り
使
が
遣
わ
さ
れ
、
丈
六
仏
像
を
伊
勢
大
神
宮
寺
に
造
立
さ
せ
て
い
る

（19

）

。
神
宮
寺
及
び
仏
像
が
造
ら
れ
る
ほ
ど
、

伊
勢
神
宮
で
は
神
仏
習
合
が
進
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
大
神
宮
寺
の
初
見
は
、
『
続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
二
年
（
六
九

八
）
十
二
月
乙

（
廿
九

卯日

）

条
に
、
「
遷
二

多
気
大
神
宮
寺
于
度
会
郡
一

。
」
と
み
え
る
の
だ
が
、
古
写
本
に
「
寺
」
の
文
字
が
な

い
た
め
、
現
在
で
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
『
太
神
宮
諸
雜
事
記
』
の
以
下
の
記
事
で
あ
る
。 

神
護
景
雲
元
年
十
月
三
日
。
逢
鹿
瀬
寺
。
永
可
レ

為
二

太
神
宮
寺
一

之
由
。
被
レ

下
二

宣
旨
一

卽
畢
。
同
年
十
二
月
。
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月
次
祭
使
差
二

‐
副
別
勅
使
一

。
以
二

逢
鹿
寺
一

永
可
レ

爲
二

太
神
宮
寺
一

之
由
。
被
レ

祈
二

‐
申
皇
太
神
宮
一

畢
。
宣
命

状
具
也
。 

神
護
景
雲
元
年
に
朝
廷
か
ら
伊
勢
国
逢
鹿
瀬
寺
を
も
っ
て
永
く
太
神
宮
寺
と
す
べ
き
宣
旨
が
下
さ
れ
た
と
記
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
天
平
神
護
二
年
七
月
に
逢
鹿
瀬
寺
へ
丈
六
像
造
顕
の
勅
が
下
り
、
翌
年
十
月
に
完
成
し
た
の
で
、

正
式
に
逢
鹿
瀬
寺
を
太
神
宮
寺
に
定
め
た
と
考
え
ら
れ
る

（20

）

。
つ
ま
り
大
神
宮
寺
は
称
徳
天
皇
の
治
世
下
に
お
い
て
創
建

さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
、
藤
原
仲
麻
呂
を
誅
し
て
称
徳
天
皇
が
重
祚
す
る
と
、
道
鏡
を
太
政
大
臣
禅
師
に
任
じ

て
重
用
し
た
。
道
鏡
は
翌
天
平
神
護
元
年
閏
十
月
、
太
政
大
臣
禅
師
と
し
て
百
官
の
拝
賀
を
受
け
、
翌
二
年
十
月
に
は

海
龍
王
寺
で
仏
舎
利
が
出
現
し
た
と
し
て
法
王
の
位
に
登
っ
て
い
る
。
以
後
称
徳
天
皇
が
崩
御
す
る
ま
で
の
六
年
間
、

道
鏡
が
政
権
を
掌
握
し
た
。
ま
さ
に
大
神
宮
寺
の
創
建
は
、
道
鏡
政
権
の
全
盛
期
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て

大
神
宮
寺
が
創
建
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
引
き
続
き
不
思
議
な
事
象
が
伊
勢
神
宮
で
起
き
て
い
る
。 

『
続
日
本
紀
』
天
平
神
護
三
年
（
七
六
七
）
八
月
癸
巳

（
十
六
日
）

日
条
の
改
元
の
宣
命
に
よ
れ
ば
、
巽
（
東
南
）
の
方
角
に
あ

る
伊
勢
神
宮
の
上
で
七
色
の
雲
が
現
れ
こ
と
を
伊
勢
国
守
従
五
位
下
阿
倍
朝
臣
東
人
等
が
奏
上
し
、
「
神
護
景
雲
」
と

改
元
さ
れ
た
と
あ
る
。
こ
の
瑞
祥
は
仏
教
の
み
な
ら
ず
天
地
の
神
も
出
現
さ
れ
た
と
さ
れ
、
神
宮
禰
宜
以
下
に
加
階
を

行
わ
れ
た
。
そ
の
改
元
の
宣
命
の
中
に
、
瑞
祥
を
「
伊
勢
大
神
の
慈
び
示
し
給
へ
る
も
の
」
と
し
て
称
え
る
と
と
も
に
、

「
三
宝
も
諸
天
も
天
智
の
神
た
ち
も
、
共
に
示
現
し
賜
へ
る
奇
し
く
貫
き
大
瑞
の
雲
」
と
考
え
、
道
鏡
を
中
心
と
す
る

朝
廷
側
が
三
宝
・
諸
天
な
ど
の
仏
教
的
効
徳
と
神
宮
の
神
徳
を
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
。
宣
命
に
は
「
大
神
宮
の
禰
宜
・

大
物
忌
・
内
人
等
に
は
二
級
を
叙
ひ
ふ
。
但
し
御
巫
以
下
の
人
に
は
一
級
を
叙
ふ
。
」
と
あ
り
、
こ
の
爵
位
授
与
は
一

般
と
較
べ
て
厚
遇
で
あ
っ
た
。
翌
年
四
月
、
神
宮
禰
宜
に
季
禄
を
賜
い
、
再
び
優
遇
措
置
を
行
っ
て
い
る
。 

ま
た
『
太
神
宮
諸
雜
記
』
に
も
、 
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天
平
神
護
三
年
丁
未
。
七
月
七
日
。
自
二

午
時
一

迄
二

于
未
二
點
一

仁

。
五
色
曇
立
天

。
天
照
坐
皇
太
神
宮
乃

鎭
坐
須

。

卽
宇
治
五
十
鈴
河
上
乃

宇
治
山
之
峯
頂
仁

懸
連

利

。
卽
禰
宜
内
人
等
注
二

具
状
一

申
二

於
宮
司
一

。
卽
宮
司
水
通
錄
二

子
細
一

。
言
二

‐
上
神
祇
官
一

。
隨
卽
官
奏
。
仍
神
祇
官
陰
陽
寮
等
勘
申
云
。
奉
二

‐
爲
公
家
一

。
又
爲
二

天
下
一

甚

最
嘉
之
瑞
相
也
者
。
卽
依
二

彼
嘉
瑞
之
雲
一

可
レ

被
二

改
元
一

之
由
被
レ

下
二

宣
旨
一

。
以
二

同
年
八
月
廿
日
一

改
二

神
護

景
雲
元
年
一

。
丁
未
。
件
嘉
雲
之
由
被
レ

祈
二

‐
申
於
二
所
太
神
宮
一

。
勅
使
中
納
言
從
三
位
藤
原
卿
。
令
レ

奉
二

二

宮
種
々
神
寶
等
一

給
。
具

不
レ

記

。

又
禰
宜
等
叙
二

正
五
位
下
一

畢
。 

と
、
天
平
神
護
三
年
の
瑞
祥
出
現
が
詳
し
く
み
え
る
。
宣
命
で
は
瑞
祥
を
伊
勢
国
司
が
奏
上
し
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
宮
司
水
通
の
言
上
は
別
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
神
宮
側
が
瑞
祥
出
現
を
積
極
的
に
主

張
し
た
と
い
え
よ
う
。
伊
勢
神
宮
の
神
官
は
、
神
宮
祭
主
や
宮
司
は
朝
廷
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
た
が
、
禰
宜
以
下
の
神 

官
た
ち
は
伊
勢
神
宮
が
皇
祖
神
を
祀
る
祖
廟
と
さ
れ
る
以
前
か
ら
伊
勢
神
に
奉
斎
し
て
き
た
在
地
の
名
門
氏
族
よ
り

選
任
さ
れ
て
い
る
。
天
平
年
間
以
降
、
伊
勢
神
宮
は
皇
祖
神
＝
国
家
神
を
祀
る
社
に
格
上
げ
さ
れ
た
た
め
、
他
の
神
社 

と
較
べ
て
中
央
の
神
祇
官
の
統
制
が
厳
し
か
っ
た
。
し
か
し
禰
宜
以
下
の
神
官
た
ち
の
あ
い
だ
で
は
彼
ら
本
来
の
信
仰

か
ら
仏
教
と
結
び
、
機
会
を
み
て
中
央
と
別
途
交
渉
を
持
と
う
と
画
策
し
た
の
で
あ
る

（21

）

。
そ
こ
で
伊
勢
神
宮
側
の
禰
宜

以
下
の
神
官
た
ち
が
道
鏡
の
権
勢
に
阿
諛
し

（22

）

、
道
鏡
の
奨
励
に
よ
っ
て
逢
鹿
瀬
寺
が
建
立
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
丈
六
仏

像
が
造
立
さ
れ
た
こ
と
で
、
逢
鹿
瀬
寺
が
正
式
に
伊
勢
大
神
宮
寺
と
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
伊
勢
神
宮
で
は
仏
像

が
造
ら
れ
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
ほ
ど
、
神
仏
習
合
が
推
進
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
称
徳
天
皇
の
治
世
を
称
え

る
瑞
祥
が
出
現
し
た
こ
と
を
伊
勢
神
宮
の
禰
宜
以
下
の
神
官
が
奏
上
し
、
朝
廷
よ
り
破
格
の
厚
遇
を
受
け
た
と
考
え
ら

れ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
八
世
紀
中
頃
の
伊
勢
神
宮
で
は
在
地
勢
力
が
中
心
と
な
り
、
道
鏡
の
仏
教
政
策
に
追
従
し
て
い
た
。 

そ
の
た
め
伊
勢
神
宮
は
後
世
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
厳
格
な
仏
教
排
除
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
仏
教
に
習
合
、
協
調
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す
る
態
度
を
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
時
期
の
斎
宮
と
仏
教
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。 

奈
良
時
代
を
通
じ
て
斎
宮
に
関
す
る
諸
規
定
は
ま
だ
制
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
当
然
な
が
ら
仏
教
忌
避
に
つ
い
て
も
規

定
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
上
、
斎
宮
の
潔
斎
の
実
態
を
記
し
た
具
体
的
な
記
録
が
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
八

世
紀
の
斎
宮
と
仏
教
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
斎
宮
が
奉
仕
す
る
伊
勢
神
宮
そ
の
も
の
が
道
鏡
の
仏
教
政
治

に
迎
合
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
も
、
厳
格
な
仏
教
忌
避
の
思
想
は
ま
だ
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ

う
。
斎
宮
の
仏
教
排
除
は
、
平
安
期
以
降
に
み
ら
れ
る
現
象
な
の
で
あ
る
。 

 

第
二
節 

仏
教
忌
避
思
想
の
形
成 

（
一
）
神
仏
隔
離
の
現
象 

前
述
の
と
お
り
、
八
世
紀
中
頃
の
称
徳
朝
で
は
、
伊
勢
神
宮
は
仏
教
を
受
容
し
、
仏
教
と
の
習
合
・
協
調
路
線
を
歩

ん
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
光
仁
朝
以
降
状
況
が
一
変
し
、
伊
勢
神
宮
側
は
仏
教
排
除
の
態
度
を
取
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し

て
平
安
時
代
に
入
る
と
、
神
仏
習
合
が
広
く
定
着
す
る
一
方
で
、
神
事
に
お
い
て
仏
法
を
忌
み
避
け
る
と
い
う
矛
盾
し

た
現
象
が
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
神
仏
隔
離
の
形
成
と
そ
の
要
因
に
関
し
て
論
証
し
た
い
と
思
う
。 

 

称
徳
天
皇
の
崩
御
を
受
け
て
即
位
し
た
光
仁
天
皇
の
代
に
な
る
と
、
伊
勢
神
宮
を
中
心
と
し
て
仏
教
排
除
の
動
向
が

確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
条
に
、
八
月
甲（

六

寅日

）

条
に
、 

是
日
異
常
風
雨
。
抜
レ

樹
發
レ

屋
。
卜
レ

之
。
伊
勢
月
讀
神
爲
レ

祟
。
於
レ

是
毎
年
九
月
。
准
二

荒
祭
神
一

奉
馬
。
又

荒
御
玉
命
。
伊
佐
奈
伎
命
。
伊
佐
奈
禰
命
。
入
二

於
官
社
一

。
又
徒
二

度
會
神
宮
寺
於
飯
高
郡
度
瀬
山
房
一

。 

宝
亀
三
年
八
月
六
日
に
暴
風
雨
が
あ
り
、
こ
れ
を
卜
っ
た
と
こ
ろ
、
「
伊
勢
の
月
読
神
の
た
た
り
」
と
判
明
し
た
。
そ

こ
で
毎
年
九
月
、
荒
祭
神
に
準
じ
て
馬
を
奉
献
し
、
度
会
郡
の
神
宮
寺
を
神
郡
外
の
飯
高
郡
の
渡
瀬
山
房
に
移
設
し
た
。
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こ
の
伊
勢
の
月
読
神
と
は
伊
勢
神
宮
の
別
宮
月
読
宮
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
神
宮
寺
は
伊
勢
神
宮
の
祟
り
に
よ
っ

て
神
郡
外
に
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
伊
勢
神
宮
の
祟
り
は
そ
れ
で
も
収
ま
ら
ず
、
『
続
日
本
紀
』
同
十
一
年
二

月
朔
日
条
に
、 

神
祇
官
言
。
伊
勢
大
神
宮
寺
。
先
爲
レ

有
レ

祟
。
遷
二

‐
建
他
處
一

。
而
今
近
二

神
郡
一

。
其
祟
未
レ

止
。
除
二

飯
高
郡

一

之
外
。
移
二

‐
造
便
地
一

者
。
許
レ

之
。 

神
祇
官
が
「
伊
勢
大
神
宮
寺
、
先
に
祟
り
が
あ
る
が
た
め
、
他
し
き
処
に
遷
し
建
つ
。
し
か
る
に
今
、
神
郡
（
度
会
郡
）

に
近
く
、
そ
の
祟
り
い
ま
だ
や
ま
ず
。
飯
野
郡
を
除
く
外
の
、
便
あ
る
地
に
移
し
造
ら
む
」
こ
と
を
提
案
し
、
こ
れ
を

許
可
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
大
神
宮
寺
は
飯
高
郡
の
さ
ら
に
外
に
出
さ
れ
、
や
が
て
廃
絶
す
る
。
そ
の

後
、
延
暦
廿
三
年
（
八
〇
四
）
録
上
の
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
「
天
照
坐
皇
太
神
宮
儀
式
并
神
宮
院
行
事
」
に
、 

亦
種
々
乃
事
忌
定

 
 

メ

給
支
。
人
打ウ

ツ

乎
奈
津
止
云イ

ヒ

。
鳴
乎
鹽
垂

シ

オ

タ

ル

止
云
。
血
乎
阿
世

ア

セ

止
云
。
宍シ

ゝ

乎
多
氣

タ

ケ

止
云
。
佛
乎
中
子

ナ

カ

ゴ

止
云
。
經
乎
志シ

目メ

加
彌
止
云
。
塔
乎
阿
良
々
支ギ

止
云
。
法
師
乎
髪カ

ミ

長ナ

ガ

止
云
。
優
婆
塞
乎
角ツ

ノ

波
須

ハ

ス

止
云
。
寺
乎
瓦
葺

カ
ハ
ラ
ブ
キ

止
云
。
齋
食

ト

キ

乎
片
食

カ

タ

イ

ヒ

止
云
。
死
乎
奈
保
利
物モ

ノ

止
云
。
墓
乎
土
村

ツ

チ

ム

ラ

止
云
。
病ヤ

ム

乎
癒

ヤ
ス
ム

止
云
。 

天
照
大
神
の
神
勅
を
受
け
て
仏
教
的
語
彙
に
忌
詞
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
が
み
え
、
伊
勢
神
宮
か
ら
仏
教
が
排
除
さ
れ
た
。

こ
れ
以
後
、
伊
勢
神
宮
は
神
仏
隔
離
の
態
度
を
取
り
、
再
び
神
宮
寺
が
建
立
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
で
は
な
ぜ
伊

勢
神
宮
は
仏
教
を
倦
厭
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
称
徳
朝
か
ら
光
仁
朝
に
か
け
て
の
政
局
と
伊
勢

神
宮
側
の
動
向
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
思
う
。 

神
護
景
雲
四
年
（
七
七
〇
）
八
月
四
日
の
称
徳
天
皇
崩
御
に
よ
り
道
鏡
の
権
勢
が
失
墜
し
、
同
月
廿
一
日
に
下
野
国 

薬
師
寺
別
へ
と
左
遷
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
道
鏡
の
失
脚
が
、
伊
勢
神
宮
と
仏
教
の
関
係
に
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な

る
。
『
二
所
太
神
宮
例
文
』
「
大
宮
司
次
第
」
に
、 

 
 

第
十
六 
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菅
生
朝
臣
水
通 

天

平

神

護

二

年

二

月

十

七

日

任

。

在

任

五

年

。

今

年

十

二

月

神

館

焼

失

畢

。 
 

と
あ
り
、
大
神
宮
寺
に
丈
六
仏
像
が
造
立
さ
れ
る
直
前
の
天
平
神
護
二
年
（
七
六
六
）
二
月
十
七
日
に
、
菅
生
朝
臣
水

通
が
宮
司
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
在
任
五
年
と
あ
る
の
で
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
に
は
任
を
解
か
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
次
の
宮
司
が
同
じ
例
文
に
、 

 
 

第
十
七 
此
宮
司
以
後
不
任
他
姓 

 
 

中
臣
比
登 
祭

主

廣

見

七

男

也

。

寶

龜

元

年

十

二

月

任

。

在

任

四

年

。

同

三

年

正

月

司

家

司

官

炎

上

畢

。 

と
、
宝
亀
元
年
十
二
月
に
任
官
さ
れ
て
い
る
の
で
、
水
通
は
そ
れ
以
前
に
職
を
退
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
水
通
は
道
鏡

が
失
権
し
た
年
の
暮
れ
近
く
に
職
を
解
か
れ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
水
通
は
道
鏡
に
迎
合
し
た
禰
宜
以
下
の
神
官
の

監
督
不
行
届
き
の
責
任
を
問
わ
れ
、
道
鏡
失
脚
後
に
解
任
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

（23

）

。
水
通
更
迭
後
に
中
臣
朝
臣
比
登
が
宮

司
に
補
任
さ
れ
た
。
中
臣
氏
は
古
く
か
ら
忌
部
氏
と
と
も
に
神
事
・
祭
祀
を
掌
握
し
て
き
た
豪
族
で
、
比
登
は
神
宮
祭

主
広
見
の
七
男
で
あ
り
、
宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
に
右
大
臣
と
な
っ
た
大
中
臣
清
麻
呂
の
甥
に
あ
た
る
。
伊
勢
神
宮
の

宮
司
の
任
官
は
こ
の
比
登
以
後
は
他
氏
を
交
え
ず
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
大
中
臣
清
麻
呂
と
中
臣
比

登
と
が
伊
勢
神
宮
の
再
建
に
務
め
、
神
職
団
の
粛
清
と
祭
祀
組
織
の
再
編
整
備
を
行
い
、
神
宮
か
ら
仏
教
色
を
排
除
し

て
、
神
仏
習
合
を
否
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る

（24

）

。 

神
仏
習
合
が
神
を
穢
す
も
の
と
考
え
る
古
来
の
観
念
が
根
強
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
称
徳
天
皇
が
天
平
神
護
元

年
（
七
六
五
）
十
一
月
廿
三
日
の
大
嘗
祭
の
日
に
下
し
た
宣
命
の
中
に
み
え
る
。
称
徳
天
皇
は
「
神
た
ち
を
ば
三
宝
よ

り
離
け
て
、
触
れ
ぬ
物
ぞ
と
な
も
人
の
念
ひ
て
あ
り
。
然
れ
ど
も
経
を
見
ま
つ
れ
ば
、
仏
の
御
法
を
護
り
ま
つ
り
尊
み

ま
つ
る
は
諸
の
神
た
ち
に
い
ま
し
け
り
」
と
弁
明
し
て
お
り
、
神
仏
習
合
思
想
は
必
ず
し
も
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
特
に
中
臣
氏
の
よ
う
な
神
祇
を
掌
る
氏
族
に
と
っ
て
は
、
受
け
入
れ
難
い
も
の
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
国
家
神
天
照
大
神
を
祀
る
伊
勢
神
宮
か
ら
仏
教
を
取
り
除
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 
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こ
の
よ
う
に
称
徳
朝
に
お
け
る
道
鏡
の
仏
教
優
先
政
策
へ
の
反
動
か
ら
、
ま
ず
神
宮
寺
が
神
郡
外
の
飯
高
郡
に
出
さ

れ
、
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
で
仏
教
的
語
彙
に
忌
詞
が
定
め
ら
れ
、
伊
勢
神
宮
か
ら
仏
教
が
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

そ
の
後
『
年
中
行
事
秘
抄
』
巻
末
の
「
可
レ

相
下

定
大
中
小
祀
。
其
致
斎
・
散
斎
間
。
幷
忌
二

仏
寺
・
故
者
一

事
之
限
上

事
」
に
、 

 
 

貞
観
神
祇
式
云
。
凡
六
月
十
二
月
月
次
・
十
一
月
新
嘗
等
祭
。
前
後
散
齋
間
。
僧
尼
及
重
服
奪
レ

情
從
レ

公
之
輩
。

不
レ

得
レ

參
二

‐
入
内
裏
一

。
雖
二

輕
服
人
一

。
致
齋
幷
散
齋
之
日
。
不
レ

得
二

參
入
一

。 

と
あ
り
、
神
祇
式
の
仏
教
忌
避
規
定
が
『
貞
観
式
』
段
階
で
成
立
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
『
延
喜
式
』

（
巻
三
、
臨
時
祭
）
の
、 

 
 

凡
祈
年
・
賀
茂
・
月
次
・
神
嘗
・
新
嘗
等
祭
前
後
散
斎
之
日
。
僧
尼
及
重
服
奪
レ

情
従
レ

公
之
輩
。
不
レ

得
レ

参
二

入
内
裏
一

。
雖
二

軽
服
人
一

。
致
斎
并
散
斎
之
日
。
不
レ

得
二

参
入
一

。
自
余
諸
祭
斎
日
。
皆
同
二

比
例
一

。 

と
い
う
条
文
に
な
っ
た
。
三
橋
正
氏

（2
5
）

に
よ
れ
ば
、
こ
の
条
文
は
貞
観
十
三
年
（
八
七
一
）
の
定
式
で
作
ら
れ
た
と
い
う
。

『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
年
四
月
壬
申

（

八

日

）

条
で
は
、
「
灌
二

佛
於
仁
壽
殿
一

。
平
野
祭
如
レ

常
」
灌
仏
会
と
平
野
祭
が
同

日
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
貞
観
十
三
年
四
月
甲（

八

申日

）

条
で
は
、
「
停
二

平
野
・
梅
宮
祭
一

。
以
レ

有
レ

穢
也
。
灌
二

佛
於
内
殿

一

如
レ

常
」
穢
が
あ
っ
た
た
め
、
祭
を
停
止
し
、
灌
仏
会
の
み
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
貞
観
十
六
年
四
月
丙
申（

八

条日

）

に
も
、

「
是
日
。
内
殿
依
レ

例
應
二

灌
佛
一

。
而
祠
二

平
野
神
一

。
仍
從
二

停
廃
一

焉
。
」
と
み
え
、
貞
観
十
三
年
以
降
、
祭
と
灌
仏

会
を
同
日
に
行
う
こ
と
が
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
神
事
優
先
の
原
則
が
確
定
し
、
神
事
と
仏
事
が
同
日
に
挙
行
さ

れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
神
事
と
仏
事
の
秩
序
が
完
成
し
、
神
事
に
お
け
る
純
粋
性
が
保
持
さ
れ
、
宮
中
に
お
け
る

神
仏
習
合
儀
礼
の
展
開
も
な
く
な
る
の
で
あ
る

（26

）

。 

貞
観
式
に
お
け
る
仏
教
忌
避
規
定
は
「
穢
規
定
」
の
中
に
包
括
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
古
代
国
家
の
基
本
法
典
で
あ

る
令
で
、
「
穢
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
は
、
養
老
二
年
（
七
一
八
）
以
降
に
成
立
し
た
『
養
老
令
』
「
神
祇
令
」
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の
「
散
斎
」
条
と
「
供
祭
祀
」
条
の
「
穢
悪
の
事
」
で
あ
る
。
『
養
老
令
』
の
条
文
の
ほ
と
ん
ど
は
、
大
宝
元
年
（
七

〇
一
）
の
『
大
宝
令
』
で
成
立
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
『
大
宝
令
』
に
も
同
様
の
規
定
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
「
散
斎
」
条
と
「
供
祭
祀
」
条
の
う
ち
、
祭
祀
を
執
行
す
る
た
め
に
必
要
な
潔
斎
に
つ
い
て
定
め
た
の
は
「
散
斎
」

条
で
あ
る
。
潔
斎
（
斎
）
を
「
致
斎
」
と
「
散
斎
」
に
区
分
し
、
「
致
斎
」
を
祭
祀
に
集
中
す
る
こ
と
。
そ
の
前
後
を

「
散
斎
」
期
間
と
設
定
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
「
致
斎
」
期
間
に
お
け
る
対
処
で
あ
る
が
、
役
所
の
仕
事
は
通
常
通
り

に
行
い
、
死
者
の
弔
い
・
病
気
見
舞
い
・
食
肉
・
死
刑
判
決
・
罪
人
の
刑
執
行
・
音
楽
と
共
に
「
穢
悪
の
事
」
に
関
わ

る
こ
と
を
散
斎
中
の
禁
止
事
項
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
穢
悪
の
事
」
は
中
国
か
ら
移
入
さ
れ
た
用
語
で
、
唐
の
「
祠

令
」
の
「
致
斎
」
に
関
す
る
規
定
の
条
文
に
基
づ
い
て
い
る
。
記
紀
神
話
に
み
え
る
「
穢
」
は
普
遍
化
さ
れ
た
穢
観
念

や
穢
規
定
を
提
示
し
て
い
な
い
た
め
、
「
穢
悪
の
事
」
は
日
本
古
来
の
神
観
念
や
潔
斎
規
定
に
由
来
し
な
い
。
つ
ま
り

『
大
宝
律
令
』
は
、
中
国
に
倣
っ
た
祭
祀
制
度
が
形
成
さ
れ
、
中
国
的
な
潔
斎
規
定
を
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
「
穢
悪
」
の
明
確
な
定
義
は
平
安
時
代
初
頭
ま
で
さ
れ
て
い
な
い
。
「
穢
悪
」
に
つ
い
て
一
定
の
見
解
が
定
め
ら
れ

た
の
は
、
律
令
の
施
行
細
則
で
あ
る
式
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。 

『
弘
仁
式
』
は
全
巻
が
散
逸
し
て
い
る
た
め
不
明
な
部
分
が
多
い
が
、
『
西
宮
記
』
「
臨
時
定
穢
事
」
の
中
に
逸
文
が

残
さ
れ
て
い
る
た
め
、
触
穢
に
関
し
て
は
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
西
宮
記
』
「
臨
時
定
穢
事
」
に
は
、 

或
記
云
。
弘
仁
式
云
。
触
穢
忌
事
応
忌
者
。
人
死
限
卅
日
。
産
七
日
。 

「
穢
悪
の
事
」
に
触
れ
た
場
合
、
人
の
死
は
三
十
日
、
人
の
出
産
は
七
日
、
六
畜
の
死
は
五
日
、
六
畜
の
出
産
は
三
日
、

食
肉
・
弔
問
・
病
気
見
舞
い
は
三
日
と
、
忌
の
日
数
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
『
弘
仁
式
』
の
改
訂
増
補
部
分

だ
け
を
集
め
た
『
貞
観
式
』
が
編
ま
れ
、『
弘
仁
式
』『
貞
観
式
』
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
『
延
喜
式
』
が
編
纂
さ
れ
た
。

『
延
喜
式
』
巻
第
三
、
「
臨
時
祭
」
穢
忌
条
に
は
、 

 
 

凡
觸
二

穢
惡
事
一

應
レ

忌
者
。
人
死
限
二

卅
日
一

。
自
二

葬

日

一

始

計

。 

産
七
日
。
六
畜
死
五
日
。
産
三
日
。

鶏

非
二

忌

限

一

。 

其
喫
宍 
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三
日
。

此

官

尋

常

忌
レ

之

。

但

當

二

祭

時
一

。

餘

司

皆

忌

。 
 

 
 

 
 

 
 

人
の
死
は
三
十
日
（
葬
日
よ
り
数
え
る
）
、
人
の
出
産
は
七
日
、
六
畜
の
死
は
五
日
、
六
畜
の
出
産
は
三
日
（
鶏
は
忌 

に
含
ま
ず
）
、
食
肉
は
三
日
（
神
祇
官
は
忌
、
供
奉
諸
司
は
忌
ま
ず
、
但
し
祭
時
は
余
司
も
皆
忌
）
と
定
め
ら
れ
、
『
弘 

仁
式
』
で
は
穢
悪
と
さ
れ
て
い
た
弔
問
・
病
気
見
舞
い
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
弔
喪
条
で
は
、 

凡
弔
レ

喪
。
問
レ

病
。
及
到
二

山
作
所
一

。
遭
二

三
七
日
法
事
一

者
。
雖
二

身
不
一

レ

穢
。
而
當
日
不
レ

可
レ

參
二-

入
内
裏 

一

。 

「
喪
を
弔
う
」
「
病
を
問
う
」
「
墓
所
に
到
る
」
「
三
七
日
の
法
事
に
遭
う
」
場
合
は
、
当
日
の
内
裏
へ
の
参
入
の
み
禁

止
さ
れ
、
「
そ
の
身
は
穢
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
『
貞
観
式
』
段
階
で
「
穢
悪
の
事
」
で
は

な
く
「
穢
」
の
観
念
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
「
穢
」
観
念
は
如
何
に
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
初
、
「
穢
悪
」
の
対
象
は
陵
墓
で
あ
っ
た
。 

承
和
八
年
（
八
四
一
）
十
月
廿
九
日
、
仁
明
天
皇
の
病
の
原
因
を
卜
占
し
た
と
こ
ろ
、
柏
原
御
陵
に
対
す
る
樹
木
伐
採 

と
犯
穢
に
よ
る
祟
り
と
の
結
果
が
出
て
い
る

（27

）

。
し
か
し
承
和
十
一
年
（
八
四
四
）
十
一
月
四
日
の
太
政
官
符
で
は
、
賀 

茂
下
社
の
禰
宜
賀
茂
県
主
広
友
ら
、
鴨
川
の
河
原
で
動
物
の
屍
を
洗
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
が
神
社
に
触
れ
、
「
汚
穢 

の
祟
」
が
「
御
卜
」
に
出
て
い
る
と
言
上
し
て
い
る

（28

）

。
そ
し
て
貞
観
四
年
（
八
六
二
）
十
一
日
廿
四
日
に
は
、
神
祇
官 

の
卜
占
で
、
「
触
穢
の
人
」
が
「
神
事
」
に
奉
仕
し
た
結
果
、
神
の
「
祟
」
が
起
き
、
大
祓
を
行
っ
て
い
る

（29

）

。 

こ
の
よ
う
に
初
め
は
陵
墓
に
対
す
る
畏
怖
の
念
よ
り
穢
意
識
が
培
わ
れ
て
い
た
が
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
神
祇
の 

方
で
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
っ
た
。
や
が
て
「
穢
悪
」
は
「
祟
を
な
す
神
」
と
い
う
神
観
念
と
結
び
つ
き
「
穢
と
な
り
、

「
神
が
嫌
悪
す
る
も
の
」
＝
「
穢
」
と
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る

（30
）

。 

そ
れ
で
は
「
穢
」
＝
「
神
が
嫌
悪
す
る
も
の
」
と
い
う
概
念
の
成
立
が
、
な
ぜ
神
事
か
ら
の
仏
教
的
要
素
の
排
除
へ

と
つ
な
が
る
の
か
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
三
橋
正
氏
は
『
貞
観
式
』
の
仏
教
忌
避
規
定
が
所
謂
「
穢
規
定
」
の
中
に
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包
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
神
事
前
後
に
必
要
と
さ
れ
る
「
斎
」
に
お
い
て
「
死
」
を
「
穢
」
と
し
て
忌
む
意

識
の
発
展
と
合
わ
せ
て
考
察
し
、
以
下
の
よ
う
に
論
述
し
て
い
る

（31

）

。
宮
中
仏
事
の
中
に
は
盂
蘭
盆
会
や
国
忌
な
ど
の
死

者
追
善
儀
礼
が
あ
り
、
ま
た
仏
名
会
を
始
め
た
淳
和
上
皇
以
降
、
臨
終
出
家
の
風
習
が
定
着
し
、
同
時
代
に
は
浄
土
思

想
が
流
入
し
て
仏
教
が
死
の
イ
メ
ー
ジ
と
密
接
に
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
、
葬
儀
か
ら
ま

っ
た
く
分
離
さ
れ
た
「
神
祇
」
の
再
編
が
な
さ
れ
、
「
穢
」
と
同
一
次
元
で
仏
教
が
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
を
忌
避
さ
る
規

定
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
ま
た
神
事
の
場
か
ら
仏
教
を
排
除
す
る
の
は
、
「
斎
」
と
い
う
祭
の
前
後
の
特
別
な
時
間
の
み

で
あ
る
。
そ
し
て
仏
教
忌
避
は
宮
中
の
祭
に
限
ら
れ
て
お
ら
ず
、
貴
族
の
個
人
的
信
仰
の
レ
ベ
ル
で
も
祭
前
後
の
「
斎
」

が
遵
守
さ
れ
、
僧
侶
・
仏
事
が
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

興
味
深
い
こ
と
に
、
仏
教
隔
離
は
天
皇
祭
祀
を
中
心
と
す
る
領
域
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。
祭
祀
以
外
の
時
間
、
伊 

勢
神
宮
・
斎
宮
や
内
裏
以
外
の
場
は
、
原
則
的
に
神
仏
の
接
触
・
融
合
は
許
容
さ
れ
て
い
た
。
神
事
の
場
か
ら
仏
教
を

排
除
す
る
の
は
、
「
斎
」
と
い
う
祭
の
前
後
の
特
別
な
時
間
の
み
で
あ
っ
た

（31

）

。
と
こ
ろ
が
隔
離
の
領
域
は
、
時
代
と
と

も
に
拡
大
の
傾
向
し
て
い
く
。
十
世
紀
以
降
、
神
仏
隔
離
が
適
用
さ
れ
る
祭
祀
の
行
事
（
上
卿
・
弁
・
史
）
や
祭
使
・

舞
人
・
陪
従
に
任
じ
ら
れ
た
貴
族
・
官
人
も
一
定
期
間
仏
法
を
忌
む
慣
習
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
自
宅
に
神
事
簡
を
立

て
て
僧
尼
の
参
入
を
禁
じ
、
仏
教
や
同
居
の
僧
尼
を
別
棟
に
移
し
、
日
課
の
念
誦
を
止
め
、
寺
詣
を
せ
ず
、
法
会
に
参

会
せ
ず
、
仏
教
を
遠
ざ
け
る
斎
戒
生
活
に
服
す
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
公
事
で
は
な
い
私
的
な
氏
神
祭
の
奉
幣
で
も
仏

教
を
忌
避
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
天
皇
や
内
裏
の
領
域
に
限
ら
れ
ず
、
朝
廷
貴
族
社
会
全
体
の
制
度
慣
習
と

し
て
定
着
し
て
い
っ
た

（3
2

）

。 

以
上
の
よ
う
に
、
奈
良
後
期
か
ら
平
安
期
に
か
け
て
神
仏
隔
離
が
段
階
的
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
第
一
段
階
と
し

て
、
八
世
紀
後
半
の
称
徳
朝
に
お
け
る
仏
教
優
先
政
策
の
反
動
に
よ
っ
て
、
伊
勢
神
宮
を
中
心
に
神
仏
習
合
に
対
す
る

抵
抗
が
起
き
た
。
そ
し
て
道
鏡
失
脚
後
に
神
宮
宮
司
と
な
っ
た
中
臣
比
登
と
叔
父
の
左
大
臣
大
中
臣
清
麻
呂
が
、
伊
勢
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神
宮
の
神
職
団
粛
清
と
祭
祀
組
織
の
再
編
整
備
を
行
い
、
伊
勢
神
宮
の
仏
教
色
が
取
り
除
か
れ
て
い
く
。
ま
ず
神
宮
寺

が
神
郡
外
の
飯
高
郡
に
出
さ
れ
、
廃
絶
し
た
。
そ
の
後
、
延
暦
廿
三
年
（
八
〇
四
）
録
上
の
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』「
天

照
坐
皇
太
神
宮
儀
式
并
神
宮
院
行
事
」
に
、
天
照
大
神
の
神
勅
を
受
け
て
仏
教
的
語
彙
に
忌
詞
が
規
定
さ
れ
、
伊
勢
神

宮
か
ら
仏
教
が
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

第
二
段
階
と
し
て
は
、
ま
ず
浄
土
思
想
が
流
入
し
臨
終
出
家
が
定
着
す
る
と
、
仏
教
が
死
の
イ
メ
ー
ジ
と
密
接
に
結 

び
つ
き
、
「
穢
」
と
同
一
次
元
で
仏
教
が
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
『
貞
観
式
』
穢
規
定
の
中
で
、
仏
教
忌
避
が
盛
り

込
ま
れ
た
。
さ
ら
に
平
安
仏
教
の
隆
盛
に
伴
う
宮
中
仏
事
の
増
加
が
隔
離
意
識
を
刺
激
し
、
神
事
優
先
の
原
則
が
確
立

し
た
の
で
あ
る
。 

 

（
二
）
斎
王
の
仏
教
忌
避
思
想 

 

弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
の
薬
子
の
乱
を
契
機
に
、
嵯
峨
天
皇
が
賀
茂
社
に
戦
勝
祈
願
の
た
め
、
斎
宮
に
倣
っ
て
娘
の

有
智
子
内
親
王
を
賀
茂
社
に
奉
仕
さ
せ
た
こ
と
か
ら
賀
茂
斎
王
制
度
が
始
ま
っ
た
。
以
後
、
斎
宮
は
唯
一
の
斎
王
制
度

で
は
な
く
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
以
後
、
斎
宮
と
斎
院
は
斎
王
制
度
の
両
輪
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
斎

宮
と
斎
院
と
で
は
仏
教
に
対
す
る
態
度
に
明
確
な
違
い
が
あ
っ
た
。
平
安
中
期
頃
に
穢
観
念
が
成
立
し
、
や
が
て
「
穢
」

と
同
一
次
元
で
仏
教
が
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
斎
宮
で
も
そ
の
影
響
を
多
大
に
受
け
た
。
斎
宮
が
仏
教
を
厳
格

に
忌
避
し
て
い
た
こ
と
は
、
『
延
喜
式
』
巻
第
五
、
「
斎
宮
式
」
忌
詞
条
に
、 

 
 

凡
忌
詞
。
内
七
言
。
佛
稱
二

中
子
一

。
經
稱
二

染
紙
一

。
塔
稱
二

阿
良
良
岐
一

。
寺
稱
二

瓦
葺
一

。
僧
稱
二

髪
長
一

。
尼

稱
二

女
髪
長
一

。
齋
稱
二

片
膳
一

。
外
七
言
。
死
稱
二

奈
保
留
一

。
病
稱
二

夜
須
美
一

。
哭
稱
二

塩
垂
一

。
血
稱
二

阿
世
一

。

打
稱
レ

撫
。
宍
稱
レ

菌
。
墓
稱
レ

壤
。
又
別
忌
詞
。
堂
稱
二

香
燃
一

。
優
婆
塞
稱
二

角
筈
一

。 

仏
教
関
係
の
「
内
七
言
」「
別
忌
詞
」
と
触
穢
関
係
の
「
外
七
言
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
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一
方
の
斎
院
は
、
『
延
喜
式
』
巻
第
六
「
斎
院
司
式
」
忌
詞
条
に
、 

凡
忌
詞
。
死
称
レ

直
。
病
称
レ

息
。
泣
称
二

塩
垂
一

。
血
称
レ

汗
。
完
称
レ

菌
。
打
称
レ

撫
。
墓
称
レ

壌
。 

触
穢
関
係
の
「
外
七
言
」
の
み
が
記
載
さ
れ
、
仏
教
忌
避
に
関
し
て
は
明
確
に
規
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
た
だ
し
崇
徳

朝
の
斎
院
禧
子
内
親
王
の
疾
病
に
よ
る
退
下
が
、
尼
で
あ
る
斎
院
女
別
当
が
、
斎
院
と
共
に
出
入
り
し
て
い
た
こ
と
に

対
す
る
祟
り
で
あ
り
、
仏
を
忌
む
斎
院
内
で
、
忌
避
さ
れ
る
べ
き
尼
が
神
殿
に
出
入
り
し
て
い
た
こ
と
が
言
語
道
断
と

批
判
さ
れ
て
い
る

（3
3

）

。
院
政
期
の
貴
族
た
ち
の
間
で
は
、
斎
院
も
斎
宮
同
様
に
仏
教
を
排
除
し
て
潔
斎
す
る
べ
き
存
在
と

認
識
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
朱
雀
朝
以
降
、
神
仏
隔
離
の
範
囲
が
拡
大
し
た
こ
と
が
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る

（3
4

）

。
し
か
し
尼
が
斎
院
女
別
当
を
務
め
、
斎
院
と
共
に
神
殿
に
出
入
り
し
て
い
た
よ
う
に
、
実
態
と
し
て
は

仏
教
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。 

 

斎
宮
・
斎
院
は
共
に
卜
定
よ
り
三
年
間
の
潔
斎
期
間
を
経
て
、
伊
勢
斎
宮
お
よ
び
紫
野
斎
院
に
参
入
し
て
い
る
が
、

そ
の
潔
斎
期
間
に
も
差
が
生
じ
て
い
る
。
『
延
喜
式
』
巻
第
五
、
「
斎
宮
式
」
祓
禊
条
に
は
、 

 
 

凡
齋
内
親
王
定
畢
。
卽
卜
二

宮
城
内
便
所
一

。
爲
二

初
齋
院
一

。
祓
禊
而
入
。
至
二

于
明
年
七
月
一

。
齋
二

於
此
院
一

。

更
卜
二

城
外
淨
野
一

。
造
二

野
宮
一

畢
。
八
月
上
旬
。
卜
二

‐
定
吉
日
一

。
臨
レ

河
祓
禊
。
卽
入
二

野
宮
一

。
自
二

遷
入

日
一

。
至
二

于
明
年
八
月
一

。
齋
二

於
此
宮
一

。
九
月
上
旬
。
卜
二

‐
定
吉
日
一

。
臨
レ

河
祓
禊
。
参
二

‐
入
於
伊
勢
斎

宮
一

。 

斎
宮
の
潔
斎
が
初
斎
院
か
ら
野
宮
、
伊
勢
斎
宮
の
三
段
階
を
経
て
い
る
の
に
対
し
、
斎
院
の
潔
斎
は
『
延
喜
式
』
巻
第

六
、
「
斎
院
司
式
」
初
斎
院
条
と
三
年
斎
条
に
、 

 
 

凡
定
二

斎
王
一

畢
。
即
卜
二

宮
城
内
便
所
一

。
為
二

初
斎
院
一

。
即
先
臨
二

川
頭
一

。
祓
潔
乃
入
。 

 
 

凡
斎
王
於
二

初
斎
院
一

三
年
斎
。
畢
其
年
四
月
始
将
レ

参
二

神
社
一

。
先
択
二

吉
日
一

。
臨
レ

流
祓
禊
。
供
神
料
同
二

初
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度
禊
一

。
其
儀
斎
王
乗
レ

輿
。 

初
斎
院
で
三
年
間
潔
斎
し
た
の
ち
に
、
紫
野
斎
院
に
参
入
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
延
喜
式
』
は
、
斎
宮
が
斎
院 

よ
り
一
段
階
多
い
斎
戒
を
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
斎
宮
の
方
が
斎
院
よ
り
も
厳
重
な
潔
斎
が
要
求
さ
れ
て
い
る 

の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
斎
宮
・
斎
院
の
潔
斎
に
こ
の
よ
う
な
差
異
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

そ
も
そ
も
伊
勢
神
宮
と
賀
茂
社
と
で
は
仏
教
に
対
す
る
態
度
が
違
っ
て
い
る
。
前
述
の
と
お
り
、
伊
勢
神
宮
で
は
八

世
紀
後
半
に
、
神
宮
寺
が
排
除
さ
れ
、
以
後
仏
教
を
倦
厭
し
て
い
る
。
一
方
の
賀
茂
社
は
、
『
続
日
本
後
紀
』
天
長
十

年
（
八
三
三
）
十
二
月
朔
日
条
に
、 

道
場
一
処
在
二

山
城
国
愛
宕
郡
賀
茂
社
以
東
一
許
里
一

。
本
号
二

岡
本
堂
一

。
是
神
戸
百
姓
奉
二

‐
為
賀
茂
大
神
一

所

二

建
立
一

也
。
天
長
年
中
検
非
違
使
尽
従
二

毀
廃
一

。
至
レ

是
。
勅
曰
。
仏
力
神
威
。
相
須
尚
矣
。
今
尋
二

本
意
一

。

事
縁
二

神
分
一

。
宜
三

彼
堂
宇
特
聴
二

改
建
一

。 

と
み
え
、
天
長
年
間
（
八
二
四
～
八
三
四
）
に
は
賀
茂
神
宮
寺
が
創
建
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
し
て
『
百
練
抄
』
永

久
四
年
（
一
一
一
六
）
条
六
月
廿
日
条
に
「
公
家
供
二

‐
養
賀
茂
上
社
多
寶
塔
一

。
今
上
懐
孕
之
時
御
願
也
。

但

馬

守

家

保

造
二-

立

之
一

。

」

と
、
康
治
二
年
（
一
一
四
三
）
三
月
十
六
日
条
に
は
「
賀
茂
神
宮
寺
供
養
。
先
年
炎
上
之
後
。
所
二

造
立
一

也
。
」
と
あ

り
、
院
政
期
ま
で
神
宮
寺
が
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
伊
勢
大
神
宮
寺
廃
絶
後
も
各
地
の
神
社
で
は
神
宮

寺
が
建
立
さ
れ
て
お
り
、
伊
勢
神
宮
以
外
の
神
社
で
は
神
仏
の
接
触
・
融
合
は
許
容
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
神
社
の
性
質
の
違
い
が
、
斎
宮
と
斎
院
の
仏
教
に
対
す
る
態
度
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
思
わ
れ
る
。
伊
勢
神
宮
が

仏
教
を
忌
避
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
に
奉
仕
す
る
斎
宮
も
仏
教
と
の
接
触
を
厳
し
く
禁
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

と
こ
ろ
で
斎
宮
の
仏
教
忌
避
規
定
は
、
貞
観
十
三
年
（
八
七
一
）
十
月
廿
二
日
施
行
の
『
貞
観
式
』
で
制
定
さ
れ 

た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
は
仏
教
忌
避
の
明
確
な
規
定
は
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
斎
宮
潔
斎
の
厳
格
化
は
、

斎
院
が
創
始
さ
れ
た
以
降
に
起
き
た
の
で
あ
る
。 
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創
始
当
初
の
斎
院
は
嵯
峨
天
皇
の
即
位
と
は
無
関
係
で
、
初
代
斎
院
有
智
子
内
親
王
は
嵯
峨
天
皇
の
譲
位
後
も
退
下

せ
ず
、
次
代
の
淳
和
天
皇
の
斎
院
も
務
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
天
長
十
年
（
八
三
三
）
三
月
廿
六
日
に
仁
明
天
皇
の
斎

宮
に
久
子
内
親
王
、
斎
院
に
高
子
内
親
王
を
同
日
卜
定
し
て
以
降
、
天
皇
の
代
替
わ
り
ご
と
に
斎
宮
・
斎
院
が
同
日
に

卜
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
斎
宮
と
斎
院
と
い
う
二
人
の
斎
王
が
併
存
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
相
互
に
影
響
を
受
け
、

両
者
が
同
質
化
し
て
い
く
。
そ
し
て
都
の
至
近
距
離
に
設
け
ら
れ
た
斎
院
は
世
俗
と
完
全
に
遮
断
さ
れ
た
聖
域
で
は
な

か
っ
た
。
斎
宮
は
よ
り
厳
し
い
斎
戒
に
よ
っ
て
森
厳
な
清
浄
性
が
求
め
ら
れ
た
の
に
対
し
、
斎
院
は
世
俗
化
の
傾
向
が

促
進
し
た
。
そ
の
結
果
、
神
祇
的
も
厳
格
さ
を
求
め
ら
れ
た
斎
宮
と
、
王
朝
社
会
と
交
わ
り
つ
つ
世
俗
的
祭
祀
を
認
め

ら
れ
た
斎
院
と
の
間
に
、
存
在
感
や
役
割
に
相
違
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う

（35

）

。
こ
の
よ
う
に
斎
宮
が
斎
院
よ
り
清
浄
性
を

強
く
求
め
ら
れ
た
め
、
『
延
喜
式
』
の
潔
斎
規
定
に
差
が
生
じ
、
斎
宮
の
方
が
よ
り
厳
格
な
潔
斎
を
求
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

お
わ
り
に 

天
武
朝
に
お
い
て
、
入
唐
留
学
僧
に
よ
っ
て
隋
唐
仏
教
（
＝
仏
教
の
主
目
的
を
皇
帝
の
統
治
す
る
国
家
の
守
護
に
置 

く
中
央
集
権
的
仏
教
）
が
持
ち
込
ま
れ
た
。
隋
唐
仏
教
の
在
り
方
は
、
専
制
権
力
を
得
た
天
武
天
皇
の
祭
祀
と
し
て
相

応
し
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
従
来
の
朝
鮮
仏
教
か
ら
中
国
仏
教
へ
と
仏
教
政
策
が
転
換
さ
れ
た
。
こ
れ
以
後
、
国
家

レ
ベ
ル
の
仏
教
が
前
面
に
出
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
神
仏
習
合
は
八
世
紀
以
降
に
道
慈
な
ど
の
入
唐
留
学
僧
に
よ
っ
て

持
ち
込
ま
れ
た
思
想
で
あ
り
、
そ
の
後
各
地
で
神
宮
寺
が
建
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
称
徳
朝
で
の
伊
勢
神
宮
は
仏

教
を
排
除
せ
ず
、
道
鏡
の
仏
教
政
治
に
神
宮
の
禰
宜
な
ど
在
地
神
官
が
迎
合
し
た
。
そ
し
て
大
神
宮
寺
が
建
立
さ
れ
、

仏
像
が
造
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
称
徳
天
皇
が
崩
御
し
、
道
鏡
が
失
脚
す
る
と
中
臣
比
登
と
大
中
臣
清
麻
呂
に

よ
っ
て
伊
勢
神
宮
が
再
建
さ
れ
る
。
そ
し
て
神
仏
隔
離
は
光
仁
朝
か
ら
、
段
階
的
に
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。 
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第
一
に
、
称
徳
朝
の
仏
教
優
先
政
策
に
よ
る
神
仏
習
合
化
へ
の
反
動
が
伊
勢
神
宮
よ
り
起
こ
る
。
次
代
の
光
仁
朝
に

神
宮
寺
が
神
郡
外
の
飯
高
郡
に
出
さ
れ
、
や
が
て
廃
絶
し
た
。
第
二
に
、
淳
和
上
皇
以
降
、
臨
終
出
家
の
風
習
が
定
着

し
、
同
時
代
に
浄
土
思
想
が
流
入
す
る
。
そ
の
結
果
仏
教
が
死
の
イ
メ
ー
ジ
と
密
接
に
結
び
つ
き
、
「
穢
」
と
同
一
次

元
で
仏
教
が
捉
え
ら
れ
、
仏
教
忌
避
の
規
定
が
貞
観
式
に
盛
り
込
ま
れ
た
。
た
だ
し
神
事
の
仏
教
忌
避
は
、
あ
く
ま
で

祭
前
後
の
「
斎
」
で
、
そ
れ
以
外
で
は
神
仏
の
接
触
は
許
容
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

斎
宮
が
斎
院
よ
り
も
清
浄
性
を
強
く
求
め
ら
れ
た
め
、
『
延
喜
式
』
の
潔
斎
規
定
に
差
異
が
生
じ
た
。
十
世
紀
以
降

の
王
朝
社
会
で
は
、
都
に
近
い
斎
院
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
斎
宮
と
比
べ
て
女
王
の
選
出
が
少
な
く
、
生
母

の
出
自
も
高
い
内
親
王
が
多
く
選
出
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
皮
肉
な
こ
と
に
、
斎
院
は
斎
宮
よ
り
も
二
百
年
以
上
も
前

の
順
徳
朝
で
廃
絶
し
、
一
方
の
斎
宮
は
後
醍
醐
朝
ま
で
継
続
す
る
。
世
俗
化
が
促
進
さ
れ
た
斎
院
は
や
が
て
存
在
意
義

が
喪
失
し
、
厳
格
な
潔
斎
に
よ
り
強
い
清
浄
性
を
求
め
ら
れ
て
い
た
斎
宮
の
存
在
意
義
は
保
持
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
南

北
朝
期
ま
で
の
継
続
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

註 （
１
）
田
中
卓
「
伊
勢
神
宮
寺
の
創
建
」
（
田
中
卓
著
作
集
四
『
伊
勢
神
宮
の
創
始
と
発
展
』
所
収
、
国
書
刊
行
会
、

一
九
八
五
年
、
初
出
一
九
五
九
年
）
。 

（
２
）
佐
藤
真
人
「
神
仏
隔
離
の
要
因
を
め
ぐ
る
考
察
」
（
『
宗
教
研
究
』
八
一
、
二
〇
〇
七
年
）
。 

（
３
）
東
郷
富
規
子
「
大
斎
院
管
見
」
（
『
園
田
学
園
女
子
大
学
論
文
集
』
四
、
一
九
六
九
年
）
。 

 
 

 

富
樫
美
恵
子
「
摂
関
期
の
斎
宮
・
斎
院
の
選
定
と
斎
王
忌
避
の
思
想
」
（
『
寧
楽
史
苑
』
第
四
十
七
号
、
二
〇 

 
 

 

〇
二
年
）
。 

（
４
）
富
樫
美
恵
子
、
前
掲
論
文
、
註
（
３
）
。 
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（
５
）
曾
根
正
人
「
奈
良
仏
教
の
展
開
」
（
『
新
ア
ジ
ア
仏
教
史
十
一
、
日
本
一
、
日
本
仏
教
の
礎
』
所
収
、
佼
成
出
版

社
、
二
〇
一
〇
年
）
。 

（
６
）
曾
根
正
人
、
前
掲
論
文
、
註
（
５
）
。 

（
７
）
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
三
年
（
六
七
四
）
冬
十
月
乙（

九

酉日

）

条
。 

（
８
）
直
木
孝
次
郎
「
天
照
大
神
と
伊
勢
神
宮
の
起
源
」
（
『
日
本
古
代
の
氏
族
と
天
皇
』
、
塙
書
房
、
一
九
六
四
年
） 

 
 

 
 

直
木
氏
に
よ
る
と
、
伊
勢
神
宮
の
祭
神
は
、
も
と
も
と
伊
勢
地
方
に
神
威
を
有
す
る
地
方
的
な
神
で
あ
っ
た
。 

こ
の
伊
勢
の
地
方
神
が
皇
室
と
結
び
つ
き
特
別
の
崇
敬
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
第
一
の
理
由
は
、
皇
室
の
東 

方
発
展
で
あ
り
、
皇
室
は
東
方
進
出
に
際
し
こ
の
神
の
力
を
巧
み
に
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
祭
神
を 

天
照
大
神
と
し
、
特
別
の
崇
敬
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
は
さ
し
て
古
い
も
の
で
は
な
い
。
伊
勢
神
宮
は
、 

天
武
・
聖
武
の
代
に
な
っ
て
、
初
め
て
他
社
と
区
別
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
本
来
は
伊
勢 

の
地
方
神
の
社
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
、
天
照
大
神
を
祭
る
伊
勢
神
宮
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
地
方
神
の
社 

が
も
と
も
と
日
の
神
を
祀
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
伊
勢
神
宮
の
地
位
を
決
定
的
に
し
た
の
は
、 

壬
申
の
乱
に
お
い
て
こ
の
祭
神
の
役
割
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。 

（
９
）
三
橋
正
「
国
家
祭
祀
の
成
立
と
定
着
」
（
『
日
本
古
代
神
祇
制
度
の
形
成
と
展
開
』
所
収
、
法
藏
館
、
二
〇
一
〇

年
）
。 

（

10
）
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
三
年
（
六
七
四
）
三
月
丙（

七

辰日

）

条
。 

（

11
）
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
三
年
八
月
庚（

三

辰日

）

条
。 

（

12
）
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
四
年
（
六
七
五
）
四
月
癸
未

（

十

日

）

条
。 

（

13
）
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
五
年
（
六
七
六
）
六
月
是
夏
条
、 

大
旱
。
遣
二

使
四
方
一

捧
二

幣
帛
一

。
祈
二

諸
神
祇
一

。
亦
請
二

諸
僧
尼
一

。
祈
二

于
三
宝
一

。
然
不
レ

雨
。
由
レ



 60 

是
五
穀
不
レ

登
。
百
姓
飢
之
。 

（

14
）
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
五
年
十
月
丁（

三

酉日

）

条
。 

（

15
）
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
六
年
十
一
月
己（

廿

卯
一
日
）

・
辛
巳

（
廿
三
日
）

・
乙（

廿

酉
七
日
）

条
。 

（

16
）
吉

田

一

彦
「

多

度

神

宮

寺

と

神

仏

習

合

―

中

国

の

神

仏

習

合

思

想

の

受

容

を

め

ぐ

っ

て

―

」
（
『

古

代

王

権

と

交

流

四 

伊

勢

湾

と

古

代

の

東

海

』

所

収

、

名

著

出

版

、

一

九

九

六

年

）
。 

（

17
）
神
宮
寺
創
建
に
関
す
る
主
な
史
料 

●
越
前
国
気
比
神
宮
寺 

『
藤
氏
家
伝
』
「
武
智
麻
呂
伝
」 

 

爲
二

靈
龜
元
年
一

。
公
甞
夢
遇
二

一
奇
人
一

。
容
貌
非
常
。
語
曰
。
公
愛
二

‐
慕
佛
法
一

。
人
神
共
和
。
幸
爲 

レ

吾
造
レ

寺
。
助
二

‐
濟
吾
願
一

。
吾
因
二

宿
業
一

。
爲
レ

神
固
久
。
今
欲
下

歸
二

‐
依
佛
道
一

修
中

‐
行
副
業
上

。

不
レ

得
二

因
縁
一

。
故
來
告
之
。
公
疑
是
氣
比
神
。
欲
レ

答
不
レ

能
而
覺
也
。
乃
祈
曰
。
神
人
道
別
。
隱
顯
不

レ

同
。
未
レ

知
二

昨
夜
夢
中
奇
人
是
誰
者
一

。
神
若
示
驗
必
爲
樹
レ

寺
。
於
レ

是
神
取
二

優
婆
塞
久
米
勝
足
一

置
二

高
木
末
一

。
因
稱
二

其
驗
一

。
公
乃
知
レ

實
。
遂
樹
二

一
寺
一

。
今
在
二

越
前
國
一

神
宮
寺
是
也
。

 

 
 

 

●
若
狭
国
比
古
神
宮
寺 

『
類
聚
国
史
』
巻
一
八
〇 

天
長
六
年
三
月
乙（

十

未
六
日
）

条 

若
狹
國
比
古
神
。
以
二

和
朝
臣
宅
繼
一

爲
二

神
主
一

。
宅
繼
辭
云
。
據
二

‐
撿
古
記
一

。
養
老
年
中
。
疫
癘
屢 

發
。
病
死
者
衆
。
水
旱
失
レ

時
。
年
穀
不
レ

稔
。
宅
繼
曾
祖
赤
麿
。
歸
二

心
佛
道
一

。
練
二

身
深
山
一

。
大
神

感
レ

之
。
化
レ

人
語
宣
。
此
地
是
吾
住
據
。
我
禀
二

神
身
一

。
苦
惱
甚
深
。
思
下

歸
二

‐
依
佛
法
一

。
以
免
中

神
道
上

。
無
レ

果
二

斯
願
一

致
二

災
害
一

耳
。
汝
能
爲
レ

吾
修
行
者
。
赤
麿
卽
建
二

道
場
一

造
二

佛
像
一

。
號
曰
二

神
願
寺
一

。
爲
二

大
神
一

修
行
。
厥
後
年
穀
豊
登
。
人
无
二

夭
死
一

云
々
。 
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●
常
陸
国
鹿
島
神
宮
寺 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
二 

「
年
分
度
者
事
」
、 

太
政
官
符 

應
三

隨
レ

闕
度
二

‐
補
鹿
嶋
神
宮
寺
僧
五
人
一

事 
右
撿
二

案
内
一

。
太
政
官
去
承
和
三
年
六
月
十
五
日
下
二

治
部
省
一

符
偁
。
得
二

常
陸
國
解
一

偁
。
神
宮
司
從

八
位
上
中
臣
朝
臣
廣
年
解
偁
。
去
天
平
勝
寶
年
中
修
行
僧
満
願
到
二

‐
來
此
部
一

。
爲
レ

神
發
願
始
建
二

件

寺
一

。
奉
レ

寫
二

大
般
若
經
六
百
巻
一

。
図
二

‐
畫
佛
像
一

住
持
八
箇
年
。
神
以
感
應
。
而
満
願
去
後
年
代
已

久
。
無
レ

人
二

住
持
伽
一

藍
荒
蕪
。
今
部
内
民
大
部
須
弥
麿
等
五
人
試
二

‐
練
読
經
一

。
良
堪
レ

爲
僧
。
望
請
。

特
令
三
得
度
住
二

件
寺
一

者
。
権
中
納
言
從
三
位
兼
行
左
兵
衛
督
藤
原
朝
臣
良
房
宣
。 

奉
レ

勅
。
依
レ

請

者
。
今
被
二

右
大
臣
宣
一

偁
。
奉 

レ

勅
。
件
僧
等
若
有
レ

闕
者
。
國
司
幷
別
當
僧
簡
下

‐
定
百
姓
之
中

堪
レ 

爲
僧
者
。
随
闕
度
補
。
但
度
緣
戒
牒
一
准
二

國
分
寺
僧
一

。 

嘉
承
三
年
八
月
五
日 

●
伊
勢
国
多
度
神
宮
寺 

『
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
幷
資
財
帳
』 

 
 

桑
名
郡
多
度
寺
鎮
三
綱
謹
牒
上 

神
宮
寺
伽
藍
縁
起
幷
資
財
帳 

以
二

去
天
平
寶
字
七
年
歳
次
癸
卯
十
二
月
庚
戌
朔
廿
日
丙
辰
一

。
神
社
之
東
有
レ

井
。
於
二

道
場
一

満
願
禪
師

居
住
。
敬
二

‐
造
阿
弥
陀
丈
六
一

。
于
レ

時
在
レ

人
託
レ

神
云
。
我
多
度
神
也
。
吾
經
二

久
劫
一

作
二

重
罪
業
一

。

受
二

神
道
報
一

。
今
冀
永
為
レ

離
二

神
身
一

。
欲
レ

帰
二

‐
依
三
寶
一

。
如
レ

是
託
訖
。
雖
レ

忍
二

數
遍
一

。
猶
弥

託
云
々
。
於
レ

茲
満
願
禪
師
神
坐
山
南
邊
伐
掃
。
造
二

‐
立
小
堂
及
神
御
像
一

。
号
偁
二

多
度
大
菩
薩
一

。 
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こ
の
よ
う
に
伊
勢
神
宮
の
建
立
は
、
越
前
・
若
狭
・
常
陸
・
伊
勢
国
と
広
範
囲
に
及
ぶ
。 

（

18
）
直
木
孝
次
郎
、
前
掲
論
文
、
註
（
８
）
。 

（

19
）
『
続
日
本
紀
』
天
平
神
護
二
年
七
月
丙
子

（
廿
三
日
）

条
。 

（

20
）
田
中
卓
、
前
掲
論
文
、
註
（
１
）
。 

（

21
）
高
取
正
男
「
排
仏
意
識
の
原
点
」
（
『
史
窓
』
第
二
十
七
号
、
一
九
六
九
年
）
。 

（

22
）
田
中
卓
、
前
掲
論
文
、
註
（
１
）
。 

 
 

 

高
取
正
男
、
前
掲
論
文
、
註
（

21
）
。 

（

23
）
高
取
正
男
、
前
掲
論
文
、
註
（

21
）
。 

（

24
）
高
取
正
男
、
前
掲
論
文
、
註
（

21
）
。 

（

25
）
三
橋
正
「
日
本
的
信
仰
構
造
の
形
成
―
神
仏
関
係
論
―
」
（
『
平
安
時
代
の
信
仰
と
宗
教
儀
礼
』
所
収
、
続
群
書

類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
。 

（

26
）
三
橋
正
、
前
掲
論
文
、
註
（

25
）
。 

（

27
）
『
日
本
後
記
』
承
和
八
年
（
八
四
一
）
十
月
乙（

廿

未
九
日
）

条
。 

（

28
）
『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
「
神
社
事
」 

太
政
官
符 

応
レ

禁
三

‐
制
汚
二

‐
穢
鴨
上
下
大
神
宮
辺
河
一

事 

右
得
二

彼
神
宮
祢
宜
外
従
五
位
下
賀
茂
県
主
広
友
等
解
一

偁
。
鴨
川
之
流
経
二

二
神
宮
一

。
但
欲
二

清
潔
一

之
。
豈
敢
汚
穢
。
而
遊
猟
之
徒
就
二

屠
割
事
一

。
濫
穢
二

上
流
一

。
経
二

‐
触
神
社
一

。
因
レ

茲
汚
穢
之
祟
屡

出
二

御
卜
一

。
雖
レ

加
二

禁
制
一

曽
不
二

忌
避
一

。
仍
申
送
者
。
大
納
言
正
三
位
兼
行
右
近
衛
大
将
民
部
卿
陸

奥
出
羽
按
察
使
藤
原
朝
臣
良
房
宣
。
奉 

レ

勅
。
神
明
攸
レ

祟
不
レ

可
レ

不
レ

慎
。
宜
下

仰
二

当
国
一

俾
中

禁
断
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上

之
。
若
違
レ

制
犯
者
禁
二

其
身
一

申
上
。
容
隠
不
レ

申
。
国
郡
司
并
祢
宜
祝
等
必
処
二

重
科
一

。
不
二

曽
寛

宥
一

。 承
和
十
一
年
十
一
月
四
日 

（

29
）
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
四
年
（
八
六
二
）
十
一
月
甲（

廿

申日

）

条
。 

（

30
）
三
橋
正
「
穢
」
（
『
日
本
古
代
神
祇
制
度
の
形
成
と
展
開
』
所
収
、
法
藏
館
、
二
〇
一
〇
年
）
。 

（

31
）
三
橋
正
「
臨
終
出
家
の
成
立
と
そ
の
意
義
」（
『
平
安
時
代
の
信
仰
と
宗
教
儀
礼
』
所
収
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、

二
〇
〇
〇
年
）
。 

（

32
）
佐
藤
真
人
「
神
仏
隔
離
の
要
因
を
め
ぐ
る
考
察
」
（
『
宗
教
研
究
』
八
十
一
、
二
〇
〇
七
年
）
。 

（

33
）
『
長
秋
記
』
長
承
二
年
（
一
一
三
三
）
九
月
五
日
条
、 

 
 

 
 

 

（
前
略
）
抑
當
齋
院
女
別
當
。
往
年
為
レ

尼
着
二

法
衣
一

之
人
也
。
故
關
白
娘
。
字
御
料
。
母
但
馬
守
良
綱

姫
。
字
但
馬
公
。
而
件
人
常
祇
候
。
與
二

齋
王
一

奉
レ

具
。
神
殿
内
出
入
云
々
。
此
事
言
語
同
斷
也
。
不
レ

謝
レ

神
者
。
其
祟
忽
不
レ

止
歟
。
如
レ

此
人
。
被
レ

責
レ

病
。
受
二

菩
薩
戒
一

。
額
髪
を
剃
な
ど
す
る
は
常
事

也
。
於
二

件
人
一

稱
レ

尼
。
多
年
是
人
皆
知
事
也
。
尤
不
便
な
り
け
る
事
也
者
。 

（

34
）
三
橋
正
、
前
掲
論
文
、
註
（

30
）
。 

（

35
）
瀧
浪
貞
子
「
伊
勢
斎
王
制
の
創
始
」
（
後
藤
祥
子
編
『
王
朝
文
学
と
斎
宮
・
斎
院
』
所
収
、
竹
林
舎
、
二
〇
〇

九
年
）
。 
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第
三
章 

平
安
京
の
斎
王
御
所 

 

は
じ
め
に 

伊
勢
斎
王
制
度
に
つ
い
て
言
及
し
た
研
究
は
数
多
く
存
在
す
る
が
、
摂
関
家
が
朝
廷
を
掌
握
す
る
九
世
紀
以
降
に
つ

い
て
は
論
文
の
数
が
少
な
く
、
研
究
蓄
積
も
十
分
で
は
な
い
。
近
年
で
は
斎
宮
の
伊
勢
発
遣
儀
礼
に
関
す
る
考
察

（
１
）

、
斎

宮
の
官
人
組
織
の
分
析

（
２
）

な
ど
、
『
延
喜
式
』
や
『
江
家
次
第
』
な
ど
の
解
読
を
中
心
と
し
た
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
伊
勢
斎
王
制
度
の
変
遷
や
実
態
に
関
し
て
は
研
究
蓄
積
が
不
十
分
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
『
延
喜
式
』

や
『
江
家
次
第
』
に
規
定
な
い
初
斎
院
入
御
以
前
の
斎
王
御
所
に
関
し
て
は
、
研
究
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、

未
解
明
な
部
分
が
多
い
。
た
だ
し
考
古
学
的
研
究
は
行
わ
れ
て
お
り
、
平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
）
に
は
平
安
京
右
京

三
条
二
坊
十
五
・
十
六
町
に
あ
る
平
安
貴
族
の
邸
宅
跡
が
初
斎
院
入
御
以
前
の
斎
宮
の
御
所
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て

い
る
。
そ
し
て
こ
の
斎
王
御
所
が
醍
醐
朝
の
斎
宮
柔
子
内
親
王
の
邸
宅
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
３
）

。

こ
の
よ
う
に
、
考
古
学
的
側
面
の
成
果
に
よ
り
、
特
定
の
邸
宅
の
こ
と
は
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
斎
王
御
所
の

全
容
解
明
に
は
至
っ
て
い
な
い
。 

初
斎
院
入
御
以
前
の
斎
王
御
所
に
つ
い
て
は
『
延
喜
式
』
巻
第
五
、
神
祇
五
、
「
斎
宮
式
」
定
齋
王
条
に
は
、 

凡
天
皇

卽
レ

位
者
。
定
二

伊
勢
太
神
宮
齋
王
一

。
仍
簡
二

内
親
王
未
レ

嫁
者
一

卜
之
。
若

無
二

内

親

王
一

者

。

依
二

世

次

一

。

簡
二

‐

定

女

王
一

卜

之

。 

訖

卽
遣
二

勅
使
於
彼
家
一

。
告
二

‐
示
事
由
一

。
神
祇
祐
已
上
一
人
率
二

僚
下
一

。
隨
二

勅
使
一

共
向
。
卜
部
解
除
。
神
部
以
二 

 
 

木
綿
一

著
二

賢
木
一

。
立
二

殿
四
面
及
内
外
門
一

。
賢

木

。

木

綿

所

司

儲

之

。

解

除

料

散

米

酒

肴

等

本

家

儲

之

。 

其
後
擇
二

日
時
一

。
百
官
爲
二

大
祓
一

。
同
二

尋

常

二

季 

儀一

。 
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と
あ
り
、
斎
宮
卜
定
後
、
勅
使
を
「
彼
家
」
に
遣
わ
し
て
事
由
を
告
げ
る
こ
と
。
神
祇
祐
以
上
一
人
が
僚
下
を
率
い
て

勅
使
に
同
道
し
、
卜
部
が
解
除
し
、
神
部
が
賢
木
に
木
綿
を
つ
け
、
そ
れ
を
殿
の
四
面
お
よ
び
内
外
の
門
に
立
て
て
隔

離
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
斎
院
も
『
延
喜
式
』
巻
第
六
、
「
斎
院
司
」
定
齋
王
条
に
、 

凡
天
皇

卽
レ

位
。
定
二

賀
茂
大
神
齋
王
一

。
仍
簡
二

内
親
王
未
レ

嫁
者
一

卜
之
。
若

無
二

内

親

王
一

者

。

依
二

世

次
一

。

簡
二

諸

女

王
一

卜

之

。 

卜
食
訖
遣
二 

勅

使
於
彼
家
一

。
告
二

‐
示
事
由
一

。
神
祇
祐
已
上
一
人
率
二

僚
下
一

。
隨
二

勅
使
一

共
向
。
卜
部
解
除
。
神
部
以
二

木
綿

一

着
二

賢
木
一

。
立
二

神
殿
四
面
及
内
外
門
一

。
木

綿

賢

木

所

司

備

之

。

解

除

料

等

本

家

儲

之

。 

事
畢
賜
レ

祿
。
中
臣
。
忌
部
以
下
各
有
レ

差
。
其
後

遣
二

參
議
已
上
一
人
於
上
下
兩
社
一

。
奉
レ

幣
告
下

定
二

齋
王
一

状
上

。
内

藏

寮

備
レ

幣

。

卜

部

一

人

隨
レ

使

。

就
二

川

頭
一

向
レ

社

解

除

。 

と
記
載
さ
れ
、
斎
宮
と
同
様
に
、
卜
定
の
後
に
勅
使
を
「
彼
家
」
に
遣
わ
し
て
事
由
を
告
げ
る
こ
と
。
そ
の
際
に
勅
使

に
神
祇
官
が
随
行
し
て
お
り
、
木
綿
を
付
け
た
賢
木
を
、
寝
殿
の
四
面
及
び
内
外
の
門
に
立
て
て
世
俗
か
ら
切
り
離
し

て
い
る
。 

さ
ら
に
『
北
山
抄
』
巻
第
六
、
備
忘
略
記
、
「
齋
王
卜
定
事
」
に
は
、 

卜
二

‐
定
齋
王
一

事
。

官

式

云

。

若

内

親

王

不
二

卜

食
一

者

。

簡
二

女

王
一

。

上
卿
奉
レ

勅
。
令
レ

召
二

‐
候
神
祇
官
一

如
レ

常
。
座
定
。
令
レ

進
二

硯
昏
等
一

。

自
書
二

内
親
王
名
一

。
爲
二

未
レ

嫁

者
一

。

若

無
二

其

人

一

。

依
二

世

次
一

。

簡
二

女

王
一

。 
令
二

外
記
封
一

。
舊

例

。

以
二

続

飯
一

封

。

近

代

用
レ

刀

云

々

。

 

召
二

祭
主
一

給
レ

之
令
レ

卜
。
或

人

云

。

中

臣

官

人

。

 

卜
了
。
封
レ

上
書
二

卜
食
合
否
一

進
レ

之
。
若
有
二

二
人
以
上
一

。
又
封
令
レ

卜
如
レ

先
。
了
。
神
祇
官
退
出
。
所
司
撤

レ

座
。
卽
入
二

御
卜
於
筥
一

。
令
レ

持
二

外
記
一

參
上
奏
レ

之
。
奏
レ

仰
復
レ

座
。
召
二

祭
主
一

。
仰
下

以
二

其
人
一

定
由
上

。

仰
二

辨
官
一

令
レ

給
二

承
知
官
符
於
所
司
一

。
卽
遣
二

侍
臣
五
位
以
上
一
人
一

。
告
二

本
家
一

。
自
二

殿

上
一

差

二

‐

遣

之
一

。 

神
祇
官
向
二

彼
家
一

。
解
除
立
二

賢
木
一

。
上
卿
召
二

陰
陽
寮
一

。
令
レ

勘
下

‐
申
奉
二

‐
幣
大
神
宮
一

日
上

。
又
百
官
爲
二

大
祓
一

。如
二

二

季

儀
一

。

 
 

斎
王
卜
定
後
に
、
侍
臣
五
位
以
上
一
人
を
遣
わ
し
、
斎
王
卜
定
の
結
果
を
「
本
家
」
に
告
げ
る
こ
と
。
神
祇
官
が
「
彼

家
」
に
向
か
い
、
解
除
を
し
て
賢
木
を
立
て
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
江
家
次
第
』
巻
第
従
十
二
、
神
事
、
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「
斎
王
卜
定
事
」
に
も
、
「
此
間
自
二

殿
上
一

差
二

近
衛
次
將
一

。

差
〔
遣
カ
〕

二

彼
内
親
王
家
一

。
多

用
二

上

臈

次

將
一

。

」
と
、
斎
王
卜
定
後
に

殿
上
よ
り
近
衛
次
将
を
「
内
親
王
家
」
に
遣
わ
す
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
斎
王
は
卜
定
の
結
果
を
「
彼
家
」
「
本
家
」
「
内
親
王
家
」
で
受
け
た
あ
と
、
そ
の
家
が
俗
世
よ
り
切
り

離
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
潔
斎
生
活
に
入
っ
て
い
た
。
斎
王
が
卜
定
の
事
由
報
告
を
受
け
る
家
は
、
先
行
研
究
に
よ
る
と
九

世
紀
か
ら
十
世
紀
前
半
ま
で
は
斎
王
の
自
宅
で
あ
っ
た
が
、
十
世
紀
後
半
以
降
に
な
る
と
、
皇
后
・
中
宮
所
生
の
内
親

王
が
斎
王
と
な
る
場
合
に
限
り
、
貴
族
の
邸
宅
を
利
用
し
た
ら
し
い

（
４
）

。
し
か
し
院
政
期
以
降
、
女
房
な
ど
正
式
な
妃
で

は
な
い
母
を
持
つ
内
親
王
も
、
貴
族
の
邸
宅
か
ら
斎
王
に
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
第
三
者
の
邸
宅
を
「
斎
王
家
」

と
し
て
利
用
す
る
対
象
は
、
必
ず
し
も
皇
后
所
生
の
内
親
王
に
限
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
「
斎
王
家
」

は
『
延
喜
式
』
や
儀
式
書
な
ど
に
明
確
な
規
定
が
な
い
た
め
、
場
の
選
定
に
は
そ
の
時
々
の
穢
意
識
や
清
浄
感
、
斎
王

を
取
り
巻
く
政
治
的
状
況
な
ど
の
影
響
を
受
け
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
「
斎
王
家
」
の
実
態
の
解
明
は
、
斎

王
制
度
の
変
遷
を
知
る
上
で
重
要
な
手
掛
か
り
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
い
ま
だ
解
明
が
進
ん
で
い
な

い
斎
王
が
初
め
て
の
居
所
潔
斎
す
る
「
斎
王
家
」
の
実
態
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
ず
平
安
期
以
降
の
法
制
史
料
や
儀

式
書
に
み
ら
れ
る
「
彼
家
」
「
本
家
」
「
内
親
王
家
」
に
ま
つ
わ
る
記
事
を
古
記
録
か
ら
抽
出
し
、
初
斎
院
入
御
以
前
の

斎
王
の
潔
斎
所
の
場
所
を
特
定
し
、
十
世
紀
後
半
以
降
の
場
の
変
遷
を
精
査
す
る
。
そ
し
て
斎
王
の
実
情
を
明
ら
か
に

し
、
斎
王
制
度
の
推
移
に
つ
い
て
論
考
し
た
い
と
思
う
。 

な
お
、
本
稿
で
は
西
山
良
平
氏
の
論
に
倣
っ
て
「
彼
家
」
「
本
家
」
「
内
親
王
家
」
を
「
斎
王
家
」
と
総
称
す
る
。 

 

第
一
節 

「
斎
王
家
」
に
つ
い
て 

（
一
）
古
記
録
に
み
る
「
斎
王
家
」 
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十
世
紀
以
前
の
斎
王
関
連
の
記
事
は
、
編
年
史
料
に
断
片
的
な
記
述
し
か
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
不
明
瞭
な
部
分
が
多

い
。
特
に
斎
王
が
卜
定
の
事
由
報
告
を
受
け
る
「
斎
王
家
」
に
つ
い
て
は
、
史
料
に
は
ほ
と
ん
ど
記
載
が
な
い
。
平
安

期
に
お
け
る
「
斎
王
家
」
に
関
す
る
記
述
が
確
認
で
き
る
の
は
、
村
上
朝
の
斎
宮
英
子
内
親
王
の
時
で
あ
る
。
英
子
内

親
王
は
醍
醐
天
皇
の
第
十
六
皇
女
で
、
母
は
藤
原
淑
姫
（
参
議
藤
原
菅
根
女
、
醍
醐
更
衣
）
、
同
母
兄
弟
に
長
明
親
王
・

兼
明
親
王
・
源
自
明
が
い
る
。
朱
雀
・
村
上
天
皇
の
異
母
姉
で
あ
り
、
卜
定
時
の
年
齢
は
二
十
六
歳
と
比
較
的
高
齢
の

斎
宮
で
あ
っ
た
。
英
子
内
親
王
の
卜
定
に
つ
い
て
は
、
『
貞
信
公
記
抄
』
天
慶
九
年
（
九
四
六
）
五
月
廿
七
日
条
に
、 

外
記
千
桂
云
。
今
日
令
レ

卜
二

齋
宮
一

。
英
子
内
親
王
合
也
。
以
二

少
將
爲
善
朝
臣
一

令
レ

告
二

彼
家
一

。

 

と
あ
り
、
今
日
の
斎
王
卜
定
に
よ
り
英
子
内
親
王
が
斎
宮
に
決
定
し
た
こ
と
。
少
将
源
為
善
が
「
彼
家
」
に
遣
わ
さ
れ

斎
宮
就
任
の
知
ら
せ
を
告
げ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
時
、
勅
使
の
為
善
が
派
遣
さ
れ
た
「
彼
家
」
の
場
で
あ

る
が
、
『
北
山
抄
』
巻
第
六
、
備
忘
略
記
「
齋
王
卜
定
事
」
に
、 

 
 

（
天
慶
九
年
五
月
）
廿
七
日
。
大
臣
依
レ

召
參
二

‐
上
御
前
一

。
須
臾
着
レ

陣
云
々
。
書

 

二

内
親
王
名

 

一

。
令
三

外
記 

封
二

‐
入
筥
一

。
召
二

祭
主
頼
基
一

給
レ

之
云
々
。
卜
了
。
奉
二

大
臣
一

。
復
二

本
座
一

。
大
臣
召
二

外
記
一

仰
云
。
神
祇 

官
令
二

退
出
一

。
但
祭
主
頼
基
。
蹔
可
レ

候
二

陣
頭
一

。
神
祇
官
退
出
了
。
大
臣
參
上
。
更
不
レ

開
レ

封
奏
レ

之
。
還
着 

仰
二

外
記
一

。
令
レ

召
二

頼
基
一

。
頼
基
入
レ

自
二

敷
政
門
一

。
候
二

膝
突
一

。
仰
下

以
二

无
品
英
子
内
親
王
一

定
二

伊
勢
齋 

王
一

之
由
上

。
又
召
レ

辨
仰
レ

之
。
自
二

殿
上
一

。
差
二

少
將
爲
善
一

。
爲
二

勅
使
一

。
親
王
家
儲
二

酒
饌
饗
一

。
勅
使
幷 

神
祇
官
人
給
レ

祿
云
々
。 

無
品
英
子
内
親
王
が
斎
宮
に
卜
定
さ
れ
た
結
果
を
、
勅
使
少
将
為
善
を
派
遣
し
て
「
親
王
家
」
に
告
げ
て
い
る
。
こ
の 

こ
と
か
ら
「
彼
家
」
＝
「
親
王
家
」
、
す
な
わ
ち
英
子
内
親
王
の
自
宅
が
「
斎
王
家
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 

と
こ
ろ
で
『
延
喜
式
』
巻
第
五
、
神
祇
五
、
「
斎
宮
式
」
祓
禊
条
に
は
「
凡
齋
内
親
王
定
畢
。
卽
卜 

二

宮
城
内
便
所
一 

爲

 

二

初
斎
院

 

一

。
祓
禊
而
入
。
至

 

二

于
明
年
七
月

 

一

。
齋

 

二

於
此
院

 

一

。
」
と
新
斎
宮
が
決
定
す
る
と
す
ぐ
に
宮
城
内
の
便
所
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を
卜
し
て
初
斎
院
と
し
、
祓
禊
の
後
に
入
御
し
明
年
七
月
ま
で
こ
の
院
で
潔
斎
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
英
子
内
親
王
は
卜
定
後
す
ぐ
に
初
斎
院
に
入
っ
て
い
な
い
。 

初
斎
院
で
の
潔
斎
は
、
『
三
代
実
録
』
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
十
二
月
廿
五
日
条
に
、
「
伊
勢
斎
恬
子
内
親
王
於

 

二

鴨

水
辺
六
条
坊
門
未

 

一

修
レ

禊
。
賀
茂
斎
儀
子
内
親
王
於

 

二

同
水
辺
待
賢
門
未

 

一

修

 

レ

禊
。
並
入

 

二

初
斎
院

 

一

。
」
と
あ
る
の
が

初
見
で
あ
り
、
以
後
斎
宮
の
潔
斎
は
初
斎
院
と
野
宮
に
分
か
れ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
『
延
喜
式
』
の
規

定
通
り
に
卜
定
後
た
だ
ち
に
初
斎
院
に
移
る
事
例
は
殆
ど
な
い
。
斎
王
は
卜
定
後
、
「
斎
王
家
」
で
数
ヶ
月
間
潔
斎
生

活
を
送
っ
た
の
ち
、
初
斎
院
に
入
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
英
子
内
親
王
は
先
例
に
倣
っ
た
儀
式
を
踏
襲
し

て
い
た
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
英
子
内
親
王
は
同
年
九
月
十
六
日
に
、
「
斎
王
家
」
で
の
潔
斎
期
間
中
に
急
逝
し
た

た
め
、
結
局
斎
宮
儀
礼
を
完
遂
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
代
わ
っ
て
村
上
朝
の
斎
宮
に
選
出
さ
れ
た
の
は
、
村
上

天
皇
の
姪
で
六
歳
の
悦
子
女
王
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
卜
定
の
様
子
は
、
『
日
本
紀
略
』
天
暦
元
年
（
九
四
七
）
二
月

廿
六
日
条
に
、 

以
二

悦
子
女
王
一

定
二

伊
勢
斎
王
一

。
年

六
。

從
二

殿
上
一

差
二

‐
遣
右
近
少
將
有
年
一

。
仰
二

‐
遣
父
中
務
卿
重
明
親 

王
家
一

。
又
神
祇
官
向
二

彼
家
一

差
二

賢
木
一

。 
 

悦
子
女
王
を
伊
勢
斎
宮
に
定
め
、
殿
上
よ
り
右
近
少
将
藤
原
有
年
が
勅
使
と
し
て
重
明
親
王
家
に
遣
わ
さ
れ
た
こ
と
が

み
え
る
。 

斎
宮
悦
子
女
王
は
重
明
親
王
（
醍
醐
天
皇
第
四
皇
子
）
の
二
女
で
、
母
は
藤
原
寛
子
（
関
白
藤
原
忠
平
二
女
）
で
あ

る
。
悦
子
女
王
の
同
母
姉
徽
子
女
王
も
朱
雀
朝
の
斎
宮
に
選
ば
れ
て
お
り
、
姉
妹
そ
ろ
っ
て
斎
宮
を
務
め
る
こ
と
に
な

っ
た
。
卜
定
時
の
悦
子
女
王
は
六
歳
と
ま
だ
幼
く
、
母
の
寛
子
が
天
慶
八
年
（
九
四
五
）
に
す
で
に
死
去
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
父
の
重
明
親
王
に
よ
っ
て
養
育
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
勅
使
右
近
少
將
有
年
が
派
遣
さ
れ
た

「
中
務
卿
重
明
親
王
家
」
と
は
、
悦
子
女
王
が
暮
ら
し
て
い
た
邸
宅
の
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
「
斎
王
家
」
に
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斎
宮
本
人
の
自
宅
が
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
「
重
明
親
王
家
」
に
は
神
祇
官
が
派
遣
さ
れ
、
木
綿
を
つ
け

た
賢
木
を
家
の
四
方
に
め
ぐ
ら
し
て
、
外
界
か
ら
隔
離
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
世
俗
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
悦
子
女
王
の
自

宅
は
、
同
年
九
月
廿
五
日
の
初
斎
院
入
御

（
５
）

ま
で
、
潔
斎
所
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。 

十
世
紀
中
頃
ま
で
斎
宮
は
斎
王
の
邸
宅
を
初
斎
院
入
御
前
ま
で
「
斎
王
家
」
と
し
て
利
用
し
て
い
た
。
そ
れ
で
は
も

う
ひ
と
つ
の
斎
王
で
あ
る
斎
院
は
、
ど
の
よ
う
な
場
所
を
「
斎
王
家
」
と
し
て
利
用
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

時
期
の
斎
院
の
初
斎
院
以
前
の
御
所
に
つ
い
て
、
明
確
な
場
所
を
記
載
し
た
史
料
が
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
詳
細
は
不
明

で
あ
る
。
し
か
し
『
延
喜
式
』
巻
第
六
、
「
斎
院
司
」
定
齋
王
条
や
『
北
山
抄
』
「
斎
王
卜
定
事
」
の
規
定
か
ら
、
斎
宮

同
様
に
斎
院
も
、
斎
王
の
邸
宅
を
そ
の
ま
ま
「
斎
王
家
」
と
し
て
利
用
し
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

 （
二
）
文
学
作
品
に
み
る
「
斎
王
家
」 

こ
の
よ
う
に
十
世
紀
初
め
に
お
い
て
は
、
斎
王
の
自
宅
を
「
斎
王
家
」
に
活
用
し
て
い
た
。
た
だ
し
こ
の
斎
王
の
自

宅
が
、
斎
王
が
日
頃
か
ら
生
活
し
て
い
る
邸
宅
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
新
た
に
設
け
ら
れ
た
別
邸
で
あ
る
の
か
は
、

編
年
史
料
や
法
制
史
料
な
ど
に
具
体
的
な
記
載
が
な
い
た
め
不
明
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
初
斎
院

入
御
以
前
の
斎
宮
の
御
所
に
関
す
る
記
述
が
み
え
る
。
そ
こ
で
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
あ
る
が
『
源
氏
物
語
』
の
斎
宮
譚

を
参
考
に
、
「
斎
王
家
」
の
居
住
形
態
に
つ
い
て
検
証
し
た
い
と
思
う
。 

『
源
氏
物
語
』
（
葵
の
巻
）
に
は
、
斎
宮
が
初
斎
院
に
入
ら
ず
「
本
の
宮
」
に
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
六
条
御
息
所 

が
光
源
氏
と
の
対
面
を
拒
む
一
節
が
み
え
る
。
斎
宮
の
母
六
条
御
息
所
は
、
賀
茂
斎
院
の
御
禊
に
供
奉
す
る
光
源
氏
の

姿
を
み
よ
う
と
身
分
を
隠
し
見
物
し
て
い
た
。
そ
の
時
に
、
光
源
氏
の
正
妻
葵
の
上
一
行
と
見
物
の
場
所
を
め
ぐ
っ
て

車
争
い
が
起
き
る
。
葵
の
上
一
行
の
乱
暴
に
よ
っ
て
六
条
御
息
所
の
牛
車
は
破
損
。
六
条
御
息
所
は
一
条
大
路
で
恥
を

か
か
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
を
耳
に
し
た
光
源
氏
は
謝
罪
の
た
め
に
六
条
御
息
所
の
許
を
訪
れ
る
が
、
六
条
御
息
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所
は
、
「
斎
宮
の
ま
だ
本
の
宮
に
お
は
し
ま
せ
ば
、
榊
の
憚
り
に
こ
と
づ
け
て
、
心
安
く
も
対
面
し
た
ま
は
ず
。
」
と
娘

の
斎
宮
（
秋
好
中
宮
）
が
ま
だ
初
斎
院
に
入
ら
ず
「
本
の
宮
」
に
い
る
た
め
、
榊
の
憚
り
を
理
由
に
対
面
し
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
い
う
「
本
の
宮
」
と
は
、
『
北
山
抄
』
「
斎
王
卜
定
事
」
に
、
「
卽
遣
二

侍
臣
五
位
以
上
一
人
一

告
二

本
家
一

」
に
み

え
る
「
本
家
」
の
こ
と
で
、
す
な
わ
ち
「
斎
王
家
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
は
、
六
条
京
極
付
近
に
あ
る
六
条
御
息

所
の
邸
宅
が
「
斎
王
家
」
と
さ
れ
て
い
た
。
「
斎
王
家
」
は
別
邸
で
は
な
く
、
斎
宮
が
卜
定
前
か
ら
普
段
生
活
し
て
い

た
邸
宅
が
利
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
榊
の
憚
り
」
と
は
、
『
延
喜
式
』
巻
第
五
、
神
祇
五
、
「
斎
宮
式
」
定
齋

王
条
に
、
「
訖
卽
遣
二 
勅
使
於
彼
家
一

。
告
二

‐
示
事
由
一

。
神
祇
祐
已
上
一
人
率
二

僚
下
一

。
隨
二

勅
使
一

共
向
。
卜
部

解
除
。
神
部
以
二

木
綿
一

著
二

賢
木
一

。
立
二

殿
四
面
及
内
外
門
一

。
賢

木

。

木

綿

所

司

儲

之

。

解

除

料

散

米

酒

肴

等

本

家

儲

之

。

」
と
あ
る
と
お
り
、
斎
王
卜
定

後
に
神
祇
官
が
「
斎
王
家
」
に
赴
き
、
賢
木
を
挿
し
た
こ
と
を
指
す
。
つ
ま
り
六
条
御
息
所
は
娘
の
斎
宮
と
共
に
「
斎

王
家
」
に
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
光
源
氏
の
訪
問
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
榊
へ
の
憚
り
は
、
六
条

御
息
所
が
光
源
氏
を
避
け
る
口
実
で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
貴
族
た
ち
に
は
男
性
が
斎
王
の
居
所
に
近
づ
く
こ
と
を
敬
遠

す
る
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る

（
６
）

。 

ま
た
同
じ
く
葵
の
巻
に
は
、
光
源
氏
が
葵
の
上
の
喪
中
に
よ
り
「
斎
宮
の
御
清
ま
り
も
、
わ
づ
わ
は
し
く
や
」
と
、

六
条
御
息
所
に
手
紙
を
出
す
こ
と
を
控
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
斎
宮
本
人
で
は
な
く
、
同
居
の
母
親
に
対
し
て
も
、

喪
中
の
人
物
が
手
紙
を
送
る
こ
と
さ
え
憚
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
斎
宮
は
仏
事
や
不
浄
な
も
の
を
排
除
し
て
、
清
ら

か
な
斎
戒
生
活
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
斎
宮
の
潔
斎
所
の
中
に
暮
ら
す
家
族
も
、
仏
事
や
不
浄

な
も
の
に
触
れ
る
こ
と
は
極
力
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

こ
れ
ら
の
『
源
氏
物
語
』
の
記
述
に
よ
り
、
十
世
紀
に
お
い
て
「
斎
王
家
」
は
斎
王
が
日
常
生
活
し
て
い
た
家
が
そ

の
ま
ま
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
。
「
斎
王
家
」
に
家
族
が
同
居
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
「
斎
王
家
」
に
家
族

が
共
に
暮
ら
す
場
合
、
斎
宮
の
潔
斎
の
妨
げ
に
な
ら
ぬ
よ
う
、
家
族
も
不
浄
な
も
の
を
忌
避
し
て
生
活
す
る
よ
う
に
求
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め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
『
源
氏
物
語
』
は
文
学
作
品
で
あ
る
の
で
物
語
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
そ
の
ま
ま
史
実
と
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
十
世
紀
の
貴
族
た
ち
は
、
斎
王
が
今
ま
で
暮
ら
し
て
い
た
邸
宅
を

「
斎
王
家
」
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
対
し
て
何
ら
疑
問
を
感
じ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
当
時
、
「
斎
王
家
」
＝
「
斎

王
が
以
前
か
ら
暮
ら
し
て
い
る
家
」
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
様
々
な
制
約
が
あ
る
が
、
斎
王
の
家

族
た
ち
は
別
邸
に
移
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
「
斎
王
家
」
に
住
み
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

第
二
節 

「
斎
王
家
」
の
場
の
変
遷 

（
一
）
斎
王
の
自
邸
か
ら
別
邸
へ 

十
世
紀
中
頃
ま
で
「
斎
王
家
」
に
は
斎
王
の
自
邸
が
利
用
さ
れ
て
い
た
が
、
円
融
朝
の
斎
院
選
子
内
親
王
の
時
に
な

る
と
「
場
」
に
変
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
天
延
三
年
（
九
七
五
）
四
月
三
日
、
母
藤
原
懐
子
（
摂
政
藤
原
伊
尹

女
、
冷
泉
女
御
）
の
薨
去
に
よ
り
退
下
し
た
尊
子
内
親
王
に
代
わ
っ
て
、
同
年
六
月
廿
五
日
に
十
二
歳
の
選
子
内
親
王

が
斎
院
に
卜
定
さ
れ
た
。
こ
れ
よ
り
選
子
内
親
王
は
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
九
月
廿
二
日
に
老
病
を
理
由
に
六
十
八

歳
で
退
下
す
る
ま
で
、
五
十
七
年
間
斎
院
を
務
め
る
こ
と
に
な
る
。 

『
日
本
紀
略
』
天
延
三
年
六
月
廿
五
日
条
に
、
「
卜
二

‐
定
賀
茂
齋
王
一

。
先
朝
第
十
選
子
内
親
王
也
。
以
二

陸
奥
守

貞
盛
二
條
万
里
小
路
宅
一

爲
二

潔
斎
所
一

。
」
と
あ
り
、
陸
奥
守
貞
盛
の
二
条
万
里
小
路
宅
が
選
子
内
親
王
の
「
潔
斎
所
」

と
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
前
述
の
と
お
り
「
斎
王
家
」
は
初
斎
院
入
御
ま
で
を
過
ご
す
潔
斎
の
場
で
あ
る
の
で
、
こ

こ
で
い
う
「
潔
斎
所
」
と
は
「
斎
王
家
」
の
こ
と
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
選
子
内
親
王
の

「
斎
王
家
」
は
自
宅
以
外
の
貴
族
の
邸
宅
を
利
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
選
子
内
親
王
の

特
殊
な
養
育
環
境
が
挙
げ
ら
れ
る
。 
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選
子
内
親
王
は
、
康
保
元
年
（
九
六
四
）
四
月
廿
四
日
に
、
村
上
天
皇
の
第
十
皇
女
と
し
て
誕
生
し
た
。
母
は
中
宮

藤
原
安
子
で
、
同
母
兄
弟
に
冷
泉
天
皇
・
円
融
天
皇
・
為
平
親
王
・
輔
子
内
親
王
・
資
子
内
親
王
ら
が
い
る
。
し
か
し

誕
生
か
ら
五
日
後
に
母
の
安
子
が
崩
御
す
る
と
い
う
不
幸
に
見
舞
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も
同
年
八
月
廿
一
日
に
内
親
王
宣

下
、
同
三
年
（
九
六
六
）
八
月
廿
五
日
に
は
弘
徽
殿
に
お
い
て
著
袴
の
儀
が
執
り
行
わ
れ
る
な
ど
中
宮
所
生
の
皇
女
と

し
て
相
応
し
い
待
遇
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
同
四
年
五
月
廿
五
日
、
父
の
村
上
天
皇
が
崩
御
す
る
。
外
祖
母
の

藤
原
盛
子
は
天
慶
六
年
（
九
四
三
）
九
月
十
二
日
に
逝
去
、
外
祖
父
藤
原
師
輔
も
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
五
月
四
日
に

薨
去
し
て
い
る
。
選
子
内
親
王
は
わ
ず
か
四
歳
に
し
て
父
母
も
亡
く
し
、
頼
る
べ
く
外
祖
父
母
も
す
で
に
い
な
い
と
い

う
、
恵
ま
れ
な
い
境
遇
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
幼
い
選
子
内
親
王
に
は
誰
か
し
ら
の
後
見
が
必
要
で
あ
っ
た
。 

村
上
天
皇
崩
御
後
の
選
子
内
親
王
の
後
見
に
つ
い
て
は
、
天
延
元
年
（
九
七
三
）
二
月
廿
日
に
、
円
融
天
皇
（
十
五

歳
）
に
入
内
す
る
藤
原
媓
子
（
兼
通
女
、
二
十
七
歳
）
に
随
い
、
同
輦
に
て
宮
中
に
参
入
し
、
麗
景
殿
に
伺
候
し
て
い

る
こ
と

（
７
）

。
同
年
六
月
廿
日
に
媓
子
が
堀
河
院
に
退
出
す
る
時
、
媓
子
に
随
っ
て
選
子
内
親
王
も
同
輦
に
て
退
出
し
て
い

る
こ
と

（
８
）

。
さ
ら
に
天
延
二
年
（
九
七
四
）
十
一
月
十
一
日
、
選
子
内
親
王
の
着
裳
の
儀
に
お
い
て
、
腰
結
を
太
政
大
臣

藤
原
兼
通
の
室
で
媓
子
の
母
で
あ
る
昭
子
女
王
が
務
め
、
理
髪
を
兼
通
の
も
う
一
人
の
室
で
あ
る
典
侍
大
江
皎
子
が
務

め
た
こ
と

（
９
）

。
以
上
の
事
例
か
ら
、
所
京
子
氏
は
選
子
内
親
王
が
母
安
子
の
同
母
兄
藤
原
兼
通
の
女
媓
子
と
と
も
に
堀
河

院
で
過
ご
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
、
選
子
内
親
王
は
伯
父
兼
通
の
邸
第
で
、
父
方
の
従
姉
母
子
に
育
て
ら
れ
、
生
活
を

共
に
し
た
と
論
じ
て
い
る

（1
0

）

。 

こ
の
よ
う
に
、
選
子
内
親
王
は
育
っ
た
環
境
が
特
異
で
あ
り
、
内
裏
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る

（11

）

。 

斎
王
は
卜
定
か
ら
初
斎
院
に
移
る
ま
で
の
間
、
斎
王
の
邸
宅
で
潔
斎
生
活
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
選
子

内
親
王
が
暮
ら
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
兼
通
邸
は
、
中
宮
媓
子
の
里
第
で
も
あ
っ
た
。
「
斎
王
家
」
は
賢
木
を
挿
し

て
世
俗
か
ら
切
り
離
し
、
む
や
み
に
人
の
出
入
り
が
で
き
な
い
特
色
が
あ
る
。
そ
の
た
め
中
宮
の
里
第
で
あ
る
兼
通
邸
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を
「
斎
王
家
」
と
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
選
子
内
親
王
は
卜
定
に
先
立
っ
て
別
の
場
所
に
移
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ

で
他
人
の
邸
宅
を
斎
王
家
と
し
て
使
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
、
邸
宅
を
「
潔
斎
所
」
に
提
供
し
た
貞
盛
と
は
、

鎮
守
府
将
軍
平
貞
盛
の
こ
と
で
あ
る
。
貞
盛
は
承
平
天
慶
の
乱
の
お
り
に
父
国
香
を
殺
害
し
た
従
兄
弟
の
将
門
を
討
っ

た
こ
と
で
一
躍
名
を
轟
か
せ
た
。
な
ぜ
貞
盛
の
邸
宅
が
「
斎
王
家
」
に
用
い
ら
れ
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
貞
盛
が

選
子
内
親
王
の
外
戚
家
の
家
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（12

）

。 

こ
う
し
て
選
子
内
親
王
の
時
に
初
め
て
他
人
の
邸
宅
を
「
斎
王
家
」
と
し
た
が
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
は
こ
れ
ま
で
ど

お
り
斎
王
の
自
宅
を
「
斎
王
家
」
と
し
て
活
用
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
花
山
朝
の
斎
宮
済
子
女
王
は
、
『
小
右
記
』

永
観
二
年
（
九
八
四
）
十
一
月
五
日
条
に
よ
る
と
、 

（
前
略
）
民
部
大
輔
惟（

藤

成原

）

云
。
昨
日
有
二

齋
王
卜
定
之
事
一

。
式
部

（

爲

平

）

卿
親
王
・
彈
正

（

章

明

）

尹
親
王
許
差
二

所
衆
一

。
先
取
二

‐
遣
女
王
名
簿
一

。
其
後
召
二

左
大
臣

（

源

雅

信

）

於
御
前
一

。
被
レ

仰
二

女
王
名
一

。
是
事
不
レ

慥
。
仍
下
二

‐
給
名
簿
等
一

。
大

臣
懐

 

二

名
簿

 

一

還

 

二

‐
著
仗
座
一

。
卜
定
奏
文
云
々
。
卜
‐

 

二

定
彈
正
尹
親
王
女

 

一

云
々
。
以
二

左
近
衞
佐
爲
頼

（

藤

原

）

朝
臣
一

被
レ

仰
二

‐
遣
其
由
一

。
依
レ

有
二

事
緣
一

也
者
。
先
以
二

近
衞
官
一

被
二

仰
遣
一

者
也
。
（
後
略
） 

と
あ
り
、
父
章
明
親
王
（
醍
醐
天
皇
第
十
三
皇
子
）
の
許
に
勅
使
と
し
て
左
近
衛
佐
藤
原
為
頼

（13

）

が
派
遣
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
『
日
本
紀
略
』
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
九
月
二
日
条
に
、
「
伊
勢
齋
王
濟
子
女
王
自
二

中
河
家
一

禊
二

東
河
一

。
入

二

左
兵
衞
府
一

。
」
と
、
「
中
河
家
」
を
出
て
鴨
川
に
お
い
て
禊
を
行
っ
た
の
ち
、
宮
中
の
初
斎
院
に
充
て
ら
れ
た
左
兵

衞
府
に
移
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
中
河
家
」
と
は
済
子
女
王
の
父
章
明
親
王
の
邸
宅
の
こ
と
で
あ
る
。
章
明

親
王
は
母
醍
醐
天
皇
更
衣
藤
原
柔
子
（
藤
原
兼
輔
女
）
の
死
後
、
母
の
邸
宅
で
あ
っ
た
「
京
極
邸
」
を
譲
り
受
け
て
い

た
（1

4

）

。
ま
た
『
政
事
要
略
』
よ
る
と
、
章
明
親
王
の
邸
宅
が
「
東
北
邊
之
末
。
鴨
河
堤
之
内
。
彈
正
尹
章
明
親
王
之
第
」

と
あ
り
、
鴨
河
の
堤
の
内
、
す
な
わ
ち
中
河
の
地
に
所
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
済
子
女
王
は
日
頃

暮
ら
し
て
い
た
父
の
邸
宅
「
中
河
家
」
を
「
斎
王
家
」
と
し
て
利
用
し
た
の
で
あ
る
。 
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と
こ
ろ
で
済
子
女
王
と
共
に
斎
宮
候
補
に
名
が
挙
が
っ
て
い
た
為
平
親
王
（
村
上
天
皇
第
四
皇
子
）
女
と
は
次
代
の

一
条
朝
の
斎
宮
に
選
出
さ
れ
た
恭
子
女
王
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（15

）

。
恭
子
女
王
は
花
山
天
皇
の
従
姉
妹
で
あ
っ
た

が
、
永
観
二
年
の
卜
定
時
の
年
齢
が
一
歳
と
あ
ま
り
に
幼
す
ぎ
た
。
そ
の
た
め
従
姉
妹
の
恭
子
女
王
で
は
な
く
遠
縁
の

済
子
女
王
が
花
山
朝
の
斎
宮
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う

（16

）

。 

一
条
朝
の
斎
宮
恭
子
女
王
の
「
斎
王
家
」
は
、
『
日
本
紀
略
』
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
八
月
八
日
条
に
、
「
今
日
卜
二

‐
定
伊
勢
齋
王
一

。
式
部
卿
爲
平
親
王
女
恭
子
女
王
。
年

三

。

卜
食
。
但
賀
茂
齋
院
不
レ

改
。
」
と
簡
潔
な
記
事
し
か
残 

さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
正
確
な
「
場
」
は
不
明
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
済
子
女
王
の
時
と
同
様
に
、
斎
宮
の
自
宅
を
「
斎

王
家
」
に
利
用
し
た
可
能
性
が
高
い
。 

と
こ
ろ
が
三
条
朝
の
斎
宮
当
子
内
親
王
の
時
に
な
る
と
、
『
日
本
紀
略
』
長
和
元
年
（
一
〇
一
二
）
十
二
月
四
日
条

に
、
「
齋
宮
卜
定
。
第
一
當
子
内
親
王
卜
食
。
坐
二

于
大
和
守
藤
原
輔
尹
六
角
町
尻
宅
一

。
」
と
あ
り
、
他
人
で
あ
る
大

和
守
藤
原
輔
尹
六
角
町
尻
宅
を
「
斎
王
家
」
と
し
て
借
り
上
げ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
当
子
内
親
王
は
三
条
天
皇
の

第
一
皇
女
で
、
母
は
皇
后
藤
原
娍
子
（
藤
原
済
時
女
）
で
あ
る
。
同
母
兄
妹
に
は
、
敦
明
親
王
（
小
一
条
院
）
・
敦
儀

親
王
・
敦
平
親
王
・
師
明
親
王
（
性
信
入
道
親
王
）
・
禔
子
内
親
王
ら
が
い
る
。
平
安
期
以
降
、
今
上
天
皇
の
女
で
、

か
つ
中
宮
・
皇
后
所
生
の
皇
女
が
斎
王
に
選
出
さ
れ
た
の
は
、
斎
宮
・
斎
院
を
通
し
て
当
子
内
親
王
が
初
例
で
あ
る
。

中
宮
・
皇
后
所
生
の
皇
子
女
は
、
お
も
に
内
裏
で
生
活
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
内
裏
内
に
「
斎
王
家
」
を
置
く
こ
と

が
出
来
な
い

（1
7

）

。
ま
た
皇
后
の
里
第
を
人
の
出
入
り
が
制
限
さ
れ
、
潔
斎
の
場
で
あ
る
「
斎
王
家
」
に
す
る
こ
と
も
難
し

い
。
そ
こ
で
、
選
子
内
親
王
を
先
例
に
、
他
人
の
邸
宅
を
「
斎
王
家
」
に
借
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
当
子
内
親

王
以
降
、
第
三
者
の
住
居
を
「
斎
王
家
」
と
し
て
用
い
る
事
例
が
増
加
し
て
ゆ
く
。 

他
人
の
邸
第
の
使
用
例
と
は
異
な
る
が
、
後
一
条
朝
の
斎
宮
嫥
子
女
王
も
卜
定
前
に
別
宅
に
移
動
し
て
い
た
こ
と
が 
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確
認
で
き
る
。
『
小
右
記
』
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
二
月
十
八
日
条
に
よ
る
と
、
「
從
二

染
殿
一

被
レ

返
二

‐
給
箏
二
・

琴
六
一

。
先
年
住
二

染
殿
一

之
間
所
レ

置
也
。
明
日
齊

〔

齋

〕

宮
於
二

彼
宮
一

可
二

立
給
一

。
」
と
あ
り
、
嫥
子
女
王
は
卜
定
以
前
に

「
染
殿
」
へ
移
っ
て
い
る
。
「
染
殿
」
は
、
も
と
は
藤
原
良
房
の
邸
宅
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
良
房
→
基
経
→
忠
平

→
師
輔
→
安
子
→
為
平
親
王
と
伝
領
さ
れ
て
い
っ
た
。
『
小
右
記
』
の
筆
者
で
あ
る
右
大
臣
藤
原
実
資
は
、
為
平
親
王

女
の
婉
子
女
王
（
花
山
天
皇
の
女
御
）
と
婚
姻
し
た
こ
と
か
ら
、
婉
子
女
王
と
共
に
染
殿
で
暮
ら
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
婉
子
女
王
は
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
九
月
に
薨
去
し
た
の
で
、
実
資
は
「
染
殿
」
か
ら
小
野
宮
邸
に
戻
っ
て
い
た

が
、
楽
器
類
を
「
染
殿
」
に
置
い
た
ま
ま
に
し
て
い
た
ら
し
い
。
し
か
し
嫥
子
女
王
の
「
斎
王
家
」
と
し
て
「
染
殿
」

が
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
実
資
は
斎
王
卜
定
を
前
に
「
染
殿
」
に
置
い
て
い
た
笙
や
琴
な
ど
を
小
野
宮
邸

へ
運
び
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
「
染
殿
」
は
嫥
子
女
王
が
普
段
生
活
を
し
て
い
た
邸
宅
で
は
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

斎
宮
嫥
子
女
王
は
具
平
親
王
（
村
上
天
皇
第
七
皇
子
）
の
三
女
で
、
母
は
為
平
親
王
二
女
で
あ
る
。『
栄
花
物
語
』（
巻

第
十
二 

た
ま
の
む
ら
ぎ
く
）
に
、 

あ
る
が
中
の
お

（
嫥
子

と
女
王
）

宮
は
、
三
條

院
（
院
イ
ナ
シ
）

の
入
道
の
一

品

宮

（
資
子
内
親
王
）

の
御
子
に
し
た
て
ま
つ
ら
せ
給
し
、
ま
た
十
は
か
り
や

お
は
し
ま
す
ら
ん
、
こ
た
み
の
さ
い
宮
に
ゐ
さ
せ
給
ぬ
。
そ
の
御
あ
つ
か
ひ
も
、
た
ゝ
こ
の
大
将

（

頼

通

）

殿
よ
ろ
つ
さ
せ

給
。 

と
あ
り
、
嫥
子
女
王
が
伯
母
の
村
上
天
皇
第
九
皇
女
資
子
内
親
王
の
養
子
と
な
り
、
十
歳
ば
か
り
で
斎
宮
に
卜
定
さ
れ
、

藤
原
頼
通
が
そ
の
後
見
を
務
め
て
い
た
。
嫥
子
女
王
の
実
父
具
平
親
王
は
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
七
月
廿
八
日
に
、

養
母
資
子
内
親
王
は
長
和
四
年
（
一
〇
一
五
）
四
月
廿
六
日
に
薨
去
し
た
た
め
、
嫥
子
女
王
の
同
母
姉
隆
姫
女
王
が
頼

通
の
室
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
頼
通
が
幼
い
嫥
子
女
王
の
後
ろ
盾
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
嫥
子
女
王
の
邸
宅
は
不
明
で
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あ
る
が
、
養
母
資
子
内
親
王
の
邸
宅
で
あ
っ
た
三
条
第
か
、
あ
る
い
は
庇
護
者
で
あ
る
義
兄
頼
通
の
邸
宅
に
身
を
寄
せ

て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。 

「
染
殿
」
が
嫥
子
女
王
の
「
斎
王
家
」
と
し
て
使
用
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
に
、
嫥
子
女
王
の
母
と
「
染
殿
」
の
所
有

者
婉
子
女
王
が
同
母
姉
妹
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
婉
子
女
王
は
数
年
前
に
薨
去
し
、
そ
の
夫
で
あ
る
藤
原
実

資
も
現
在
は
住
ん
で
い
な
い
た
め
、
「
染
殿
」
は
無
人
の
状
態
で
あ
っ
た
。
斎
宮
の
潔
斎
所
と
し
て
準
備
を
整
え
る
上

で
、
居
住
者
の
い
な
い
「
染
殿
」
が
「
斎
王
家
」
と
し
て
都
合
が
良
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
「
染
殿
」
は
嫥
子

女
王
の
外
祖
父
為
平
親
王
が
所
有
し
て
い
た
邸
宅
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
嫥
子
女
王
の
「
斎
王
家
」
に

「
染
殿
」
を
使
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
九
月
廿
二
日
、
円
融
・
花
山
・
一
条
・
三
条
・
後
一
条
天
皇
の
五
代
五
十
七
年
に
わ
た
っ

て
斎
院
の
任
に
在
り
続
け
た
選
子
内
親
王
が
、
老
病
を
理
由
に
退
下
す
る
と
、
後
任
の
斎
院
に
三
歳
の
馨
子
内
親
王
が

卜
定
さ
れ
た
。
『
左
経
記
』
同
年
十
一
月
七
日
条
に
よ
る
と
、 

 

有
レ

召
參
殿
。
仰
云
。
二
宮
御
出
幷
可
レ

奏
下

卜
二

‐
定
齋
院
一

之
日
等
上

事
。
内
々
爲
レ

問
二

卜
定
一

所
レ

喚
也
。
可
レ

遣
二

‐
召
陰
陽
助
孝
秀
一

者
。
仰
二

隆
佐
朝
臣
一

召
レ

之
。
孝
秀
參
入
。
卽
召
二

御
前
一

。
被
レ

問
二

件
日
々
一

。
申
云
。

來
月
七
日
出
二

‐
御
巽
方
家
一

。
十
三
日
若
十
六
日
可
レ

被
二

卜
定
一

歟
云
々
。
仰
自
二

内
裏
一

當
レ

巽
之
人
家
誰
家
哉
。

余
申
云
。
丹
波
守
章
任
朝
臣
三
條
宅
宜
歟
。
仰
云
。
甚
吉
事
也
。 

後
一
条
天
皇
の
第
二
皇
女
馨
子
内
親
王
の
斎
院
卜
定
を
行
う
に
あ
た
り
、
内
裏
よ
り
東
南
の
方
向
に
あ
た
る
邸
宅
「
斎

王
家
」
と
し
て
適
当
と
さ
れ
、
源
経
頼
の
意
見
に
よ
っ
て
丹
波
守
藤
原
章
任
朝
臣
の
三
條
宅
が
候
補
に
あ
が
っ
て
い
る
。

そ
し
て
『
日
本
紀
略
』
同
年
十
二
月
十
六
日
条
に
も
、
「
卜
二

‐
定
賀
茂
齋
院
一

第
二
馨
子
内
親
王
卜
食
。
遷
二

‐
座
丹

波
守
章
任
三
條
宅
一

。
」
と
み
え
、
章
任
朝
臣
の
邸
宅
が
「
斎
王
家
」
と
し
て
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ

で
は
章
任
邸
が
「
斎
王
家
」
に
選
ば
れ
た
背
景
で
あ
る
が
、
『
栄
花
物
語
』
（
殿
上
の
花
見
の
巻
）
に
よ
る
と
、 
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齋
院
に
つ
い
に
姫
宮
定
ら
せ
給
ぬ
れ
ば
、
帝
・
后
お
ぼ
し
騒
が
せ
給
こ
と
限
り
な
し
。
（
中
略
）
か
く
て
内
の
御

乳
母
の
大
貮

 

（

藤

の原

三
位

基

子

）

と
聞
ゆ
る
は
、
と
の
ゝ
上
鷹
司
ど
の
ゝ
御
乳
母
子
な
り
。
そ
の
人
の
子
に
、
丹
波
の
守
の
り

（

章

た
う

任

）

と
い
ふ
人
の
家
の
三
條
な
る
に
出
で
さ
せ
給
へ
り
。
榊
な
ど
を
さ
す
程
、
た
ゞ
の
事
に
は
変
り
て
お
か
し
く

見
ゆ
れ
ど
、 

丹
波
守
章
任
は
後
一
条
天
皇
の
乳
母
藤
原
基
子
の
男
で
、
母
の
基
子
は
、
藤
原
道
長
の
正
室
源
倫
子
の
乳
母
子
で
も
あ

っ
た
。
章
任
は
斎
院
馨
子
内
親
王
に
と
っ
て
縁
故
あ
る
者
で
あ
っ
た
。 

こ
の
よ
う
に
嫥
子
女
王
・
馨
子
内
親
王
の
事
例
か
ら
、
斎
王
と
何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
る
邸
宅
が
「
斎
王
家
」
に
選

ば
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
章
任
宅
に
榊
を
挿
し
て
い
る
の
で
、
章
任
宅
＝
「
斎
王
家
」
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。
十
一
世
紀
前
半
に
は
斎
王
卜
定
に
先
立
っ
て
別
宅
に
移
動
し
、
そ
の
場
が
そ
の
ま
ま
「
斎
王
家
」
と
し
て

利
用
す
る
慣
習
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。 

院
政
期
に
な
る
と
、
「
斎
王
家
」
は
受
領
階
層
の
邸
宅
を
借
り
上
げ
る
こ
と
が
一
般
化
し
、
出
自
の
低
い
母
を
持
つ

斎
王
で
も
「
人
の
家
」
を
用
い
て
い
る
。
天
仁
元
年
（
一
一
〇
八
）
十
月
廿
八
日
、
鳥
羽
朝
の
斎
宮
に
叔
母
の

姰
子
内

親
王
が
卜
定
さ
れ
た
。
鳥
羽
朝
で
は
斎
王
候
補
者
が
存
在
し
な
い
た
め
、
斎
宮
・
斎
院
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
前
代
未
聞
の
問
題
が
発
生
し
て
い
た
。
そ
こ
で
卜
い
で
白
河
院
の
落
胤
を
探
し
出
し
、
斎
宮
に
立
て
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
時
に
探
し
出
さ
れ
認
知
さ
れ
た
の
が

姰
子
内
親
王
で
あ
る

（18

）

。

姰
子
内
親
王
が
落
胤
と
い
う
こ
と
は
、
当
然

母
の
木
工
頭
藤
原
季
実
女
は
正
式
な
妃
で
は
な
い
。
そ
の

姰
子
内
親
王
の
「
斎
王
家
」
が
、
『
中
右
記
』
同
年
十
月
廿

八
日
条
に
よ
る
と
、
「
齋
王
御
所
近
江
守
國
資
之
宅
。
綾
小
路
與
油
小
路
也
。
」
と
あ
り
、
近
江
守
藤
原
國
資
宅
が
使
用

さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
同
じ
く
白
河
法
皇
の
落
胤
で
鳥
羽
朝
の
斎
院
に
選
出
さ
れ
た
官
子
内
親
王
も
、『
中

右
記
』
同
年
十
一
月
八
日
条
に
、
「
今
日
齋
院
卜
定
也
。
（
中
略
）
今
夜
勅
使
此
四
位
少
將
宗
能
也
。

猶

可
レ

遣
二

五

位
一

歟

。 

齋
院
御
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所
。
土
佐
守
盛
業
朝
臣
二
條
京
極
宅
也
。
今
夜
齋
院
被
レ

渡
云
々
。
上
卿
辨
神
祇
官
人
參
二

彼
亭
一

。
」
と
あ
り
、
「
土
佐

守
源
盛
業
朝
臣
二
条
京
極
宅
」
を
「
斎
王
家
」
と
し
て
借
用
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
近
衛
朝
の
斎
宮
喜
子
内
親
王
も
、
『
台
記
』
仁
平
元
年
（
一
一
五
一
）
三
月
二
日
条
に
、 

 

今
日
。
卜
二-

定
伊
勢
齋
内
親
王
一

。
故

堀

川

院

女

。

名

喜

子

。

先
被
レ

下
二

親
王
宣
旨
一

。
内
大
臣
奉
レ

被
二

其
事
一

。
以
二

左
馬
頭
隆

季
朝
臣
室
町
第
一

。
爲
二

其
所
一

。 

と
み
え
、
左
馬
頭
藤
原
隆
季
の
邸
宅
で
あ
る
室
町
第
を
「
斎
王
家
」
と
し
て
利
用
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
邸
宅
を

提
供
し
た
藤
原
隆
季
は
、
鳥
羽
上
皇
の
第
一
の
寵
臣
と
し
て
知
ら
れ
る
藤
原
家
成
の
嫡
男
で
、
自
身
も
早
く
か
ら
鳥
羽

上
皇
に
近
習
し
て
い
た
。
父
の
家
成
は
美
福
門
院
の
従
兄
で
あ
り
、
国
政
の
中
枢
に
深
く
関
与
し
て
い
た
。
斎
宮
喜
子

内
親
王
は
堀
河
天
皇
の
皇
女
で
、
『
諸
家
系
図
纂
』
に
よ
る
と
母
を
典
侍
仁
子
女
王
（
康
資
王
女
）
と
す
る
が
定
か
で

は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
母
は
正
式
な
妃
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
卜
定
時
の
推
定
年
齢
は
四
十
歳
を
超
え
て
い
た
と

考
え
ら
れ
、
内
親
王
宣
旨
を
受
け
る
こ
と
な
く
忘
れ
ら
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
堀
河
天
皇
の
落
胤
と
し
て

見
出
さ
れ
、
斎
宮
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
隆
季
と
斎
宮
喜
子
内
親
王
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
鳥
羽
上
皇
・

美
福
門
院
と
の
関
わ
り
が
深
い
隆
季
が
邸
第
を
「
斎
王
家
」
に
提
供
し
て
い
た
こ
と
は
大
変
興
味
深
い
。
こ
の
よ
う
に

鳥
羽
・
近
衛
朝
の
事
例
か
ら
、
例
え
母
が
正
式
な
妃
で
は
な
く
て
も
、
院
政
期
に
は
第
三
者
の
貴
族
の
邸
宅
を
「
斎
王

家
」
と
し
て
借
り
上
げ
る
慣
習
が
定
着
し
て
い
た
と
い
え
る
。 

 

（
二
）
場
の
変
遷
の
背
景 

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
十
世
紀
後
半
以
降
別
宅
を
「
斎
王
家
」
と
し
て
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
興
味
深 
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い
こ
と
に
、
別
宅
を
「
斎
王
家
」
と
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
は
、
貴
族
た
ち
の
間
で
穢
に
対
す
る
意
識
に
変
化
が

生
じ
、
穢
概
念
が
拡
大
し
て
い
く
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
橋
正
氏
に
よ
る
と
、
摂
関
期
か
ら
院
政
期
に 

か
け
て
、
顕
現
化
さ
れ
る
個
人
意
識
に
基
づ
い
て
新
た
な
信
仰
儀
礼
が
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
（19

）

。
穢
が
問

題
に
さ
れ
る
場
合
、
我
が
身
に
降
り
か
か
る
神
の
祟
を
恐
れ
『
延
喜
式
』
の
穢
規
定
を
誇
大
解
釈
す
る
傾
向
が
あ
っ

た
（20

）

。

そ
し
て
従
来
以
上
の
「
忌
」
が
要
請
さ
れ
、
信
仰
の
観
点
か
ら
疑
わ
し
い
穢
を
慎
む
と
い
う
個
人
レ
ベ
ル
で
の
判
断
が

導
入
さ
れ
た
。
ま
た
十
世
紀
以
降
、
神
仏
隔
離
が
適
用
さ
れ
る
祭
祀
の
行
事
（
上
卿
・
弁
・
史
）
や
祭
使
・
舞
人
・
陪

従
に
任
じ
ら
れ
た
貴
族
・
官
人
も
一
定
期
間
仏
法
を
忌
む
慣
習
が
生
じ
、
自
宅
に
神
事
簡
を
立
て
て
僧
尼
の
参
入
を
禁

じ
、
仏
教
や
同
居
の
僧
尼
を
別
棟
移
し
、
日
課
の
念
誦
を
止
め
、
寺
詣
を
せ
ず
、
法
会
に
参
会
せ
ず
、
仏
教
を
遠
ざ
け

る
斎
戒
生
活
に
服
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

（21

）

。
こ
う
し
た
貴
族
た
ち
の
穢
や
神
仏
隔
離
に
対
す
る
心
境
の
変

化
が
、
日
頃
の
邸
宅
を
そ
の
ま
ま
「
斎
王
家
」
に
用
い
る
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
別

宅
を
「
斎
王
家
」
に
利
用
す
れ
ば
厳
格
に
日
常
生
活
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
潔
斎
所
の
中
に
穢
や
仏
教
を
持
ち
込
む
こ
と

を
遮
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
斎
王
の
乳
母
一
族
や
外
戚
家
の
家
司
の
邸
宅
、
あ
る
い
は
親
戚
の
空
き
家
な
ど
、

斎
王
に
関
わ
り
の
あ
る
人
々
の
邸
宅
を
借
り
入
れ
て
「
斎
王
家
」
と
し
て
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

と
こ
ろ
が
院
政
期
に
な
る
と
、
全
く
関
係
の
な
い
受
領
の
邸
宅
を
「
斎
王
家
」
と
使
用
す
る
よ
う
に
な
る
。
「
斎
王

家
」
選
定
の
様
子
は
『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
八
月
廿
二
日
条
に
以
下
の
と
お
り
記
さ
れ
て
い
る
。 

今
日
藏
人
大
進
參
會
殿
下
云
。
初
齋
宮
卜
定
御
所
未
レ

定
。
有
二

豫
議
一

兩
三
所
中
。
右
少
將
泰
通
朝
臣
五
條
坊
門

高
倉
。
本
家
主
大
納
言
成
通
於
二

北
對
一

入
滅
。
已
雖
レ

過
二

十
餘
年
一

。
猶
有
レ

憚
歟
。
被
レ

問
二

先
例
一

於
外
記

幷

神
祇
官
。
各
不
二

分
明
一

。
仍
不
レ

召
レ

之
。
但
馬
前
司
親
弘
綾
小
路
猪
隈
。
先
年
家
人
頓
死
云
々
。
件
條
及
二

數
十

年
一

之
上
。
依
非
二

家
主
一

。
不
レ

可
レ

有
レ

憚
之
由
有
二

御
定
一

。
已
可
レ

被
レ

召
云
々
。
此
外
或
半
作
。
或
無
二

便
宜

一

。
或
有
レ

憚
。
或
恩
免
云
々
。 



 84 

來
廿
七
日
可
レ

令
二

卜
定
一

。
上
卿
新
大
納
言
。
右
少
辧
重
方
雖
レ

被
二

定
仰
一

。
於
二

卜
定
前

幷
渡
御
一

者
。
偏
職
事

奉
行
也
。 

こ
の
時
、
「
斎
王
家
」
の
候
補
と
し
て
右
少
将
藤
原
泰
通
の
五
条
坊
門
高
倉
邸
と
、
但
馬
前
守
藤
原
親
弘
の
綾
小
路
猪 

隈
邸
が
挙
が
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
邸
宅
は
い
ず
れ
も
過
去
に
邸
内
で
死
人
を
出
し
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て 

い
た
。
五
条
坊
門
高
倉
邸
で
は
本
家
の
主
で
あ
る
大
納
言
藤
原
成
通
が
北
対
で
死
去
し
、
一
方
の
綾
小
路
猪
隈
邸
で
は 

家
人
が
頓
死
し
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
綾
小
路
猪
隈
邸
で
死
人
が
出
た
の
は
数
十
年
前
の
こ
と
で
、
し
か
も
家
主
で
は 

な
い
の
で
憚
り
な
し
と
判
断
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
例
え
十
年
以
上
前
で
も
家
主
が
死
亡
し
た
邸
宅
は
、
「
斎
王 

家
」
と
し
て
相
応
し
く
な
い
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
『
延
喜
式
』
巻
第
三
、
「
臨
時
祭
」
穢
忌
条
に 

は
、
「
凡
觸
二

穢
惡
事
一

應
レ

忌
者
。
人
死
限
二

卅
日
一

。
自
二

葬

日

一

始

計

。 

産
七
日
。
六
畜
死
五
日
。
産
三
日
。
鶏

非
二

忌

限
一

。

其
喫
宍
三 

日
。

此

官

尋

常

忌
レ

之

。

但

當

二

祭

時
一

。

餘

司

皆

忌

。

」
と
あ
り
、
人
の
死
は
三
十
日
（
葬
日
よ
り
数
え
る
）
、
人
の
出
産
は
七
日
、
六
畜
の
死
は
五
日
、 

六
畜
の
出
産
は
三
日
（
鶏
は
忌
に
含
ま
ず
）
、
食
肉
は
三
日
（
神
祇
官
は
忌
、
供
奉
諸
司
は
忌
ま
ず
、
但
し
祭
時
は
余 

司
も
皆
忌
）
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
仁
安
三
年
の
卜
定
で
は
十
年
以
上
前
の
家
主
や
家
人
の
「
死
」
が
問
題 

視
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
『
延
喜
式
』
の
穢
規
定
以
上
の
反
応
で
あ
る
。
高
倉
朝
の
事
例
か
ら
、
「
斎
王
家
」 

に
過
去
数
年
間
、
人
が
死
亡
し
て
い
な
い
屋
敷
が
望
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
高
倉
朝
の
斎
宮
に
卜
定
さ
れ 

た
の
は
後
白
河
上
皇
第
五
皇
女
惇
子
内
親
王
で
、
綾
小
路
猪
隈
邸
の
主
の
藤
原
親
弘
も
五
条
坊
門
高
倉
邸
の
主
の
藤
原 

泰
通
の
ど
ち
ら
も
内
親
王
と
の
関
係
は
深
く
な
い
。
こ
の
よ
う
に
院
政
期
に
な
る
と
、
斎
王
と
関
係
の
な
い
受
領
の
邸 

宅
を
用
い
る
例
が
急
増
す
る
。
例
え
ば
堀
河
朝
の
場
合
、
斎
宮
善
子
内
親
王
は
三
条
烏
丸
加
賀
守
藤
原
家
通
宅

（22

）

、
斎
院 

令
子
内
親
王
は
前
越
前
守
源
高
実
近
衛
萬
里
小
路
宅

（23

）

、
斎
院
禛
子
内
親
王
は
源
清
実
大
炊
御
門
南
京
極
西
宅

（24

）

を
「
斎
王 

家
」
に
借
り
上
げ
て
い
る
。
ま
た
崇
徳
朝
で
は
斎
院
統
子
内
親
王
は
相
模
守
藤
原
盛
重
新
造
宅

（25

）

、
禧
子
内
親
王
は
綾
小 

路
北
東
洞
院
西
尾
張
守
藤
原
顕
盛
新
宅

（2
6

）

を
使
用
し
て
い
る
。 
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斎
宮
善
子
内
親
王
の
「
斎
王
家
」
と
し
て
借
用
さ
れ
た
藤
原
家
通
宅
は
、
家
通
没
後
に
は
白
河
上
皇
に
買
い
取
ら
れ

三
条
東
殿
が
造
営
さ
れ
て
い
る
。
家
通
は
禎
子
内
親
王
・
篤
子
内
親
王
家
の
別
当
を
務
め
、
同
母
姉
妹
の
藤
原
兼
子
も

堀
河
天
皇
の
乳
母
を
努
め
る
な
ど
白
河
法
皇
・
堀
河
天
皇
に
近
く
仕
え
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
一
方
、
斎
院
令
子
内
親

王
の
「
斎
王
家
」
と
し
て
邸
宅
が
利
用
さ
れ
た
源
高
実
は
、
令
子
内
親
王
の
職
事
で
あ
っ
た
。
斎
院
統
子
内
親
王
に
邸

第
を
提
供
し
た
藤
原
盛
重
は
白
河
法
皇
に
北
面
武
士
と
し
て
近
侍
し
、
斎
院
禧
子
内
親
王
の
「
斎
王
家
」
と
し
て
新
宅

が
使
用
さ
れ
た
藤
原
顕
盛
は
白
河
法
皇
に
院
近
臣
と
し
て
仕
え
た
藤
原
長
実
の
子
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
斎
王
家
」

と
し
て
借
用
さ
れ
た
邸
宅
の
ほ
と
ん
ど
が
、
院
近
臣
本
人
や
近
縁
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

旧
来
、
身
分
に
よ
っ
て
居
住
宅
地
の
広
狭
は
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
十
世
紀
後
半
ご
ろ
か
ら
受
領
で
も
一
町
家
を
所

持
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
院
政
期
に
な
る
と
受
領
は
赴
任
地
で
得
た
莫
大
な
富
を
も
っ
て

豪
邸
を
建
て
、
そ
の
邸
宅
を
上
皇
に
献
上
し
て
い
た

（27

）

。
こ
れ
ら
の
裕
福
な
受
領
た
ち
は
、
院
に
対
し
て
私
的
な
財
政
的

奉
仕
を
繰
り
返
す
こ
と
で
受
領
功
過
定
を
通
過
し
、
重
任
や
遷
任
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
十
二
世
紀
初
頭
以
降
、

院
御
所
や
御
願
寺
の
造
営
を
成
功
で
賄
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
時
期
に
卜
定
さ
れ
た
斎
王
の
多
く
が
院

の
娘
で
あ
っ
た

（2
8

）

。
つ
ま
り
自
宅
を
「
斎
王
家
」
と
し
て
提
供
す
る
こ
と
は
、
斎
王
の
父
で
あ
る
院
に
取
り
入
る
た
め
の

手
段
の
一
種
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

十
世
紀
後
半
以
降
、
穢
概
念
の
拡
大
に
よ
り
、
貴
族
た
ち
は
日
頃
の
邸
宅
を
そ
の
ま
ま
「
斎
王
家
」
と
し
て
用
い
る

こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
斎
王
と
関
わ
り
の
あ
る
乳
母
一
族
や
外
戚
家
の
家
司
の
第
宅
、
親
族

の
空
き
家
な
ど
を
「
斎
王
家
」
と
し
て
利
用
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
斎
王
卜
定
前
に
別
に
準
備
さ
れ
た
邸
宅
へ
の
移
動

は
儀
式
と
し
て
定
着
し
、
上
皇
に
取
り
入
る
た
め
受
領
た
ち
が
自
身
の
邸
宅
を
「
斎
王
家
」
に
提
供
す
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。 
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お
わ
り
に 

十
世
紀
中
頃
ま
で
、
初
斎
院
入
御
以
前
の
斎
王
御
所
で
あ
る
「
斎
王
家
」
は
斎
王
が
日
頃
暮
ら
す
邸
宅
が
利
用
さ
れ

て
い
た
。
当
時
の
「
斎
王
家
」
に
お
け
る
居
住
形
態
は
不
明
な
部
分
が
多
い
が
、
『
源
氏
物
語
』
の
記
述
に
よ
り
、
「
斎

王
家
」
は
斎
宮
が
日
常
生
活
し
て
い
た
邸
宅
が
そ
の
ま
ま
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
。
「
斎
王
家
」
に
家
族
が
同
居
す
る

場
合
が
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
「
斎
王
家
」
に
家
族
が
共
に
暮
ら
す
場
合
、
斎
王
の
潔
斎
の
妨
げ
に
な
ら
ぬ
よ
う
、
家
族

も
不
浄
な
も
の
を
忌
避
し
て
生
活
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
様
々
な
制
約
が

あ
る
が
、
斎
王
の
家
族
た
ち
は
別
邸
に
移
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
「
斎
王
家
」
に
住
み
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
三
条
朝
の
斎
宮
当
子
内
親
王
以
降
に
な
る
と
、
別
宅
や
第
三
者
の
邸
宅
を
借
用
し
て
「
斎
王
家
」
と
し
て
利
用

す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
「
斎
王
家
」
の
場
の
変
化
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
摂
関
期
か
ら
院
政
期
に
か
け

て
、
神
の
祟
を
恐
れ
、
『
延
喜
式
』
の
穢
規
定
を
誇
大
解
釈
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
家
族
が
潔
斎
所
で
あ

る
「
斎
王
家
」
に
同
居
を
す
る
場
合
、
様
々
な
支
障
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
あ
ら
か
じ
め
別
邸
を
「
斎
王

家
」
に
し
て
お
け
ば
、
家
族
な
ど
か
ら
持
ち
込
ま
れ
る
恐
れ
の
あ
る
不
浄
な
出
来
事
を
遮
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
た
め
「
斎
王
家
」
の
場
が
斎
王
の
自
宅
か
ら
他
所
に
変
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

ま
た
「
斎
王
家
」
に
受
領
階
層
の
邸
宅
が
多
く
借
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
摂
関
期
か
ら
院
政
期
に
か
け
て

受
領
が
任
国
で
財
を
築
き
、
豪
邸
を
建
て
て
権
力
者
に
取
り
入
ろ
う
と
そ
の
邸
第
を
院
に
提
供
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
穢
概
念
と
政
治
体
制
の
変
化
が
密
接
に
結
び
付
き
、
「
斎
王
家
」
の
場
が
斎
王
の
自
宅
か
ら
第
三
者
の
邸

宅
へ
と
変
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。 
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註 （
１
）
芝
野
眞
理
子
「
「
別
れ
の
御
櫛
」
考
」
（
『
史
窓
』
第
四
十
八
号
、
一
九
九
一
年
）
。
榎
村
寛
之
「
斎
王
発
遣
儀
礼

の
本
質
に
つ
い
て
」
（
『
『
律
令
天
皇
制
祭
祀
の
研
究
』
所
収
、
塙
書
房
、
一
九
九
六
年
』
）
。
所
功
「
斎
王
群
行

発
遣
次
第
の
成
立
」
（
『
古
代
文
化
』
第
五
十
一
巻
第
二
号
、
一
九
九
九
年
）
。
榎
村
寛
之
「
十
一
世
紀
斎
王
群

行
の
社
会
的
背
景
―
『
田
中
家
春
記
』
に
見
る
伊
勢
へ
の
旅
―
」
（
『
伊
勢
斎
宮
の
歴
史
と
文
化
』
所
収
、
塙
書

房
、
二
〇
〇
九
年
）
。 

（
２
）
所
京
子
「
平
安
時
代
の
斎
宮
女
官
（
上
・
下
）
」
（
『
古
代
文
化
』
第
三
十
巻
第
三
・
四
号
、
一
九
七
八
年
）
。
榎

村
寛
之
「
斎
宮
の
女
官
に
つ
い
て
」
（
『
伊
勢
斎
宮
の
祭
祀
と
制
度
』
所
収
、
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
。 

（
３
）
網
伸
也
「
平
安
京
の
「
斎
宮
」
邸
宅
」
（
後
藤
祥
子
編
『
王
朝
文
学
と
斎
宮
・
斎
院
』
所
収
、
竹
林
舎
、
二
〇

〇
九
年
）
。 

（
４
）
西
山
良
平
「
平
安
京
の
墨
書
『
齋
宮
』
と
斎
宮
家
・
斎
宮
御
所
」（
『
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
調
査
報
告 

第

二
十
一
冊 

平
安
京
右
京
三
条
二
坊
十
五
・
十
六
町
―
「
斎
宮
」
の
邸
宅
跡
』
、
二
〇
〇
二
年
）
。 

（
５
）
『
日
本
紀
略
』
天
暦
元
年
（
九
四
七
）
九
月
廿
五
日
条
。 

（
６
）
榎
村
寛
之
「
『
源
氏
物
語
』
に
見
る
斎
宮
―
十
世
紀
貴
族
の
斎
王
観
―
」
（
『
伊
勢
斎
宮
の
歴
史
と
文
化
』
所 

収
、
塙
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
。 

（
７
）
『
「
親
信
卿
記
」
の
研
究
』
（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
所
引
『
親
信
卿
記
』
天
延
元
年
（
九
七
三
）
二
月

廿
日
条
。 

（
８
）
『
「
親
信
卿
記
」
の
研
究
』
（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
所
引
『
親
信
卿
記
』
天
延
元
年
（
九
七
三
）
六
月

廿
日
条
。 
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（
９
）
『
「
親
信
卿
記
」
の
研
究
』
（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
所
引
『
親
信
卿
記
』
天
延
二
年
（
九
七
四
）
十
一

月
十
一
日
条
。 

（

10
）
所
京
子
「
大
斎
院
選
子
の
仏
教
信
仰
」
（
『
神
道
史
研
究
』
第
三
十
二
巻
第
三
号
、
一
九
八
四
年
）
。 

（

11
）
山
本
一
也
「
通
過
儀
礼
か
ら
見
た
親
王
・
内
親
王
の
居
住
」
（
西
山
良
平
・
藤
田
勝
也
編
『
平
安
京
の
住
ま 

い
』
所
収
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）
。 

（

12
）
所
京
子
「
『
狭
衣
物
語
』
に
み
る
斎
院
の
史
的
考
察
」
（
『
斎
王
の
歴
史
と
文
学
』
所
収
、
国
書
刊
行
会
、
一
九

九
九
年
）
。 

（

13
）
堤
中
納
言
藤
原
兼
輔
の
孫
。
父
は
雅
正
。
章
明
親
王
の
母
柔
子
は
兼
輔
の
女
で
あ
る
の
で
、
為
頼
と
章
明
親
王

は
従
兄
弟
の
間
柄
。 

（

14
）
西
山
良
平
、
前
掲
論
文
、
註
（
４
）
。 

（

15
）
所
京
子
「
伊
勢
斎
宮
関
係
和
歌
集
成
―
平
安
中
期
を
中
心
に
し
て
―
」
（
『
聖
徳
学
園
女
子
短
期
大
学
紀
要
』 

第
九
集
、
一
九
八
三
年
）
。 

（

16
）
『
玉
葉
』
治
承
二
年
（
一
一
七
八
）
三
月
一
日
条
。 

 
 

 
 

 

以
二

職
事
信
光
一

申
云
。
今
上
皇
女
。
可
レ

被
レ

卜
二

‐
定
賀
茂
齋
王
一

。
而
今
年
二
歳
。
被
問
レ

例
レ

之
處
。

二
歳
三
歳
共
有
レ

例
。
可
レ

就
二

何
例
一

哉
。
可
二

計
奏
一

者
。
下
官
奏
云
。
二
三
歳
各
有
二

其
例
一

。
吉
凶
之

間
。
又
以
同
前
者
。
年
來
不
レ

被
レ

置
二

齋
王
一

。
叡
情
無
聊
。
適
皇
女
誕
生
。
縦
雖
レ

無
レ

例
。
只
以
早
速

可
レ

爲
レ

先
。
何
況
於
レ

有
二

先
規
一

哉
。
就
二

二
歳
例
一

。
今
年
可
レ

被
二

卜
定
一

。
不
レ

可
レ

及
二

異
議
一

者
。

大
相
國
。
左
相
。
下
官
被
レ

問
二

三
人
一

。
云
々
。
今
日
光
能
持
二

‐
來
例
一

。 

 
 

 
 

 

齋
王
〔
齋
院
〕
卜
定
年
齒
例
。 

 
 

 
 

 

二
歳
例 
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恭
子
。
延
喜
第
三
皇
女
。
齋
院
。 

 
 

 
 

 
 

 

延
喜
三
年
二
月
十
九
日
。
卜
定
。
同
十
五
年
五
月
五
日
。
依
二

母
氏
事
一

退
出
。 

 
 

 
 

 
 

恂
子
。
上
西
門
院
〔
也
〕
。
齋
院
。 

 
 

 
 

 
 

 

大
治
四
年
四
月
六
日
。
卜
定
。
天
承
三
年
六
月
九
日
。
依
レ

病
退
出
。 

 
 

 
 

 
 

功
子
。
今
上
皇
女
。
齋
宮
。 

 
 

 
 

 
 

 
治
承
元
年
十
月
廿
日
。
卜
定
。 

 
 

 
 

 

三
歳
例 

 
 

 
 

 
 

尊
子
。
冷
泉
院
第
二
皇
女
。
母
女
御
懐
子
。
齋
院
。 

 
 

 
 

 
 

 

康
保
五
年
七
月
一
日
。
卜
定
。
天
延
三
年
四
月
三
日
。
依
二

母
氏
事
一

退
出
。 

 
 

 
 

 
 

恭
子
。
爲
平
子
。
齋
宮
。 

 
 

 
 

 
 

 

寛
和
二
年
八
月
八
日
卜
定
。
寛
弘
七
年
七
月
一
日
。
依
二

父
親
王
事
一

退
出
。 

 
 

 
 

 
 

馨
子
。
後
一
條
院
皇
女
。
齋
院
。 

 
 

 
 

 
 

 

長
元
四
年
十
二
月
十
六
日
。
卜
定
。
同
九
年
四
月
十
七
日
。
依
二

後
一
條
院
御
事
一

退
出
。 

 
 

 
 

 
 

媞
子
。
郁
芳
門
院
。
齋
宮
。 

 
 

 
 

 
 

 

承
暦
二
年
八
月
二
日
。
卜
定
。
應
徳
二
年
九
月
廿
二
日
。
依
二

中
宮
御
事
一

退
出
。 

 
 

 

こ
の
よ
う
に
、
斎
宮
・
斎
院
の
最
少
年
齢
は
二
歳
で
、
一
歳
の
選
出
例
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
花
山
天
皇
の
斎 

 
 

 

宮
候
補
に
従
姉
妹
の
恭
子
女
王
が
挙
が
っ
た
が
、
結
果
的
に
こ
の
時
成
人
に
達
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
遠 

縁
の
済
子
女
王
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

（

17
）
山
本
一
也
、
前
掲
論
文
、
註
（

11
）
。 

（

18
）
『
中
右
記
』
天
仁
元
年
（
一
一
〇
八
）
十
月
九
日
・
廿
六
日
条
。 
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『
殿
暦
』
天
仁
元
年
（
一
一
〇
八
）
十
月
廿
六
日
条
。 

（

19
）
三
橋
正
『
日
本
古
代
神
祇
制
度
の
形
成
と
展
開
』
（
法
藏
館
、
二
〇
一
〇
年
）
。 

（

20
）
『
中
右
記
』
寛
治
元
年
（
一
〇
八
七
）
二
月
十
一
日
条
に
よ
る
と
、
斎
王
卜
定
の
御
使
役
を
勤
め
た
藤
原
宗
忠

は
臨
月
の
妻
が
い
る
た
め
、
憚
り
に
な
る
と
心
配
し
て
い
る
。
結
局
、
憚
り
な
し
と
判
断
さ
れ
た
た
め
、
宗
忠

は
そ
の
ま
ま
御
使
役
を
勤
め
た
。
『
延
喜
式
』
巻
第
三
、
「
時
祭
」
穢
忌
条
の
規
定
で
は
人
の
出
産
は
七
日
間
の

穢
と
な
る
が
、
妊
娠
は
穢
で
は
な
い
。
宗
忠
の
言
動
か
ら
、
少
し
で
も
穢
の
疑
い
が
あ
る
場
合
、
排
除
し
よ
う

と
す
る
認
識
が
貴
族
に
芽
生
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

ま
た
『
玉
葉
』
承
安
二
年
（
一
一
七
二
）
九
月
十
九
日
条
に
は
、
九
条
兼
実
が
神
宮
上
卿
に
任
ぜ
ら
れ
た
際

の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
兼
実
は
蔵
人
左
少
弁
兼
光
か
ら
「
太
神
宮
文
書
」
を
受
け
取
り
自
宅
で
保
管
す
る

時
に
、
神
事
札
を
立
て
て
家
中
の
仏
経
を
取
り
出
し
、
妊
婦
や
重
軽
の
人
々
を
遠
ざ
け
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に

神
事
―
特
に
伊
勢
神
宮
関
連
の
神
事
―
関
わ
る
貴
族
た
ち
は
、
憚
り
あ
る
事
象
を
厳
格
に
忌
避
し
よ
う
と
し
て

い
た
の
で
あ
る
。 

（

21
）
佐
藤
真
人
「
神
仏
隔
離
の
要
因
を
め
ぐ
る
考
察
」
（
『
宗
教
研
究
』
八
十
一
、
二
〇
〇
七
年
）
。 

（

22
）
『
中
右
記
』
寛
治
元
年
（
一
〇
八
七
）
二
月
十
一
日
条
。 

（

23
）
『
栄
花
物
語
』
（
巻
第
四 

紫
野
）
に
「
一
院
の
姫
宮

令

子

、
殿
に
お
は
し
ま
す
、
斎
院
に
居
さ
せ
給
ぬ
。
い
と
華
や

か
に
め
で
た
き
御
有
様
な
り
。
」
と
あ
り
、
斎
院
卜
定
ま
で
外
祖
父
藤
原
師
実
の
邸
宅
を
居
所
と
し
て
い
た
ら

し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
初
斎
院
入
御
の
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
『
中
右
記
』
寛
治
四
年
（
一
〇
九
〇
）
四

月
九
日
条
に
「
御
所
近
衛
萬
利
小
路
。
前
越
前
守
高
実
朝
臣
宅
也
。
」 

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
斎
王
家
」
と
し
て
源
高
実
宅
が
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 

（

24
）
『
本
朝
世
紀
』
康
和
元
年
（
一
〇
九
九
）
十
月
廿
日
条
。 
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（

25
）
『
中
右
記
』
大
治
二
年
（
一
一
二
七
）
四
月
五
日
条
。 

（

26
）
『
中
右
記
』
長
承
元
年
（
一
一
三
二
）
十
一
月
廿
五
日
条
。 

（

27
）
朧
谷
寿
『
平
安
貴
族
と
邸
第
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
。 

（

28
）
院
政
期
（
堀
河
～
高
倉
朝
）
の
斎
宮
・
斎
院
と
院
と
の
関
係 

 
 

 

【
白
河
院
政
期
】 

●
善
子
内
親
王
（
斎
宮
）
―
白
河
天
皇
第
二
皇
女
、
母
女
御
藤
原
道
子
〔
娘
〕 

●
令
子
内
親
王
（
斎
院
）
―
白
河
天
皇
第
三
皇
女
、
母
中
宮
藤
原
賢
子
〔
娘
〕 

●
禛
子
内
親
王
（
斎
院
）
―
白
河
天
皇
第
四
皇
女
、
母
中
宮
藤
原
賢
子
〔
娘
〕 

●

姰
子
内
親
王
（
斎
宮
）
―
白
河
天
皇
第
六
皇
女
、
母
木
工
頭
藤
原
季
実
女
〔
娘
〕 

●
官
子
内
親
王
（
斎
院
）
―
白
河
天
皇
第
五
皇
女
、
母
宮
人
源
頼
子
〔
娘
〕 

●
守
子
内
親
王
（
斎
宮
）
―
輔
仁
親
王
第
一
王
女
、
白
河
天
皇
猶
子
、
母
大
納
言
源
師
忠
女
〔
義
理
の
娘
〕 

 
 

 
 

●
悰
子
内
親
王
（
斎
院
）
―
堀
河
天
皇
第
一
皇
女
、
母
典
侍
藤
原
宗
子
〔
孫
〕 

 
 

 
 

●
統
子
内
親
王
（
斎
院
）
―
鳥
羽
天
皇
第
二
皇
女
、
母
中
宮
藤
原
璋
子
〔
曾
孫
〕 

 
 

 

【
鳥
羽
院
政
期
】 

 
 

 
 

●
禧
子
内
親
王
（
斎
院
）
―
鳥
羽
天
皇
第
一
皇
女
、
母
中
宮
藤
原
璋
子
〔
娘
〕 

 
 

 
 

●
怡
子
内
親
王
（
斎
院
）
―
輔
仁
親
王
第
二
王
女
、
白
河
天
皇
猶
子
、
母
大
蔵
卿
源
行
宗
女
〔
義
理
の
叔
母
〕 

●
妍
子
内
親
王
（
斎
宮
）
―
鳥
羽
天
皇
第
三
皇
女
、
母
参
議
藤
原
家
政
女
〔
娘
〕 

●
喜
子
内
親
王
（
斎
宮
）
―
堀
河
天
皇
第
二
皇
女
、
母
不
詳
〔
異
母
姉
妹
〕 

 
 

 
 

●
亮
子
内
親
王
（
斎
宮
）
―
後
白
河
天
皇
第
一
皇
女
、
母
従
三
位
藤
原
成
子
〔
孫
〕 
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【
後
白
河
院
政
期
】 

 
 

 
 

●
好
子
内
親
王
（
斎
宮
）
―
後
白
河
天
皇
第
二
皇
女
、
母
従
三
位
藤
原
成
子
〔
娘
〕 

 
 

 
 

●
式
子
内
親
王
（
斎
院
）
―
後
白
河
天
皇
第
三
皇
女
、
母
従
三
位
藤
原
成
子
〔
娘
〕 

 
 

 
 

●
休
子
内
親
王
（
斎
宮
）
―
後
白
河
天
皇
第
四
皇
女
、
母
従
三
位
藤
原
成
子
〔
娘
〕 

 
 

 
 

●
惇
子
内
親
王
（
斎
宮
）
―
後
白
河
天
皇
第
五
皇
女
、
母
右
大
臣
藤
原
公
能
女
〔
娘
〕 

●
僐
子
内
親
王
（
斎
院
）
―
二
条
天
皇
第
一
皇
女
、
母
大
外
記
中
原
師
元
女
〔
孫
〕 

 
 

 
 

●
頌
子
内
親
王
（
斎
院
）
―
鳥
羽
天
皇
第
七
皇
女
、
母
左
大
臣
藤
原
実
能
女
〔
異
母
妹
〕 

 
 

 
 

●
功
子
内
親
王
（
斎
宮
）
―
高
倉
天
皇
第
一
皇
女
、
母
右
近
衛
少
将
藤
原
公
重
女
〔
孫
〕 

● 

範
子
内
親
王
（
斎
院
）
―
高
倉
天
皇
第
二
皇
女
、
母
中
納
言
藤
原
成
範
女
〔
孫
〕 
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第
二
部 

斎
王
制
度
の
変
容 
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第
一
章 

摂
関
期
に
於
け
る
斎
王
卜
定 

 

は
じ
め
に 

十
世
紀
以
降
、
朝
廷
は
地
方
へ
の
関
心
を
失
い
、
国
司
へ
大
幅
な
行
政
権
を
委
任
す
る
代
わ
り
に
、
一
定
以
上
の
租

税
進
納
を
義
務
づ
け
る
政
治
形
態
を
取
る
よ
う
に
な
る
。
次
第
に
摂
関
家
を
筆
頭
と
す
る
貴
族
層
の
政
治
意
識
は
京
内

に
集
約
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
国
家
の
守
護
神
で
あ
る
伊
勢
神
宮
よ
り
都
の
守
護
神
で
あ
る
賀
茂
社
を
重
視
す
る
傾
向

を
強
め
て
い
っ
た
。
菅
原
孝
標
女
は
『
更
科
日
記
』
の
中
で
、 

 

物
は
か
り
な
き
心
に
も
、
「
つ
ね
に
天
照
御
神
を
念
じ
申
せ
」
と
い
ふ
人
あ
り
。
い
づ
こ
に
お
は
し
ま
す
、
神
仏

に
か
は
な
ど
、
さ
は
い
へ
ど
、
や
う

〈
思
ひ
わ
か
れ
て
、
人
に
と
へ
ば
、
「
神
に
お
は
し
ま
す
。
紀
の
国
造
と
申

す
は
、
こ
の
御
神
也
。
さ
て
は
内
侍
所
に
す
べ
ら
神
と
な
む
お
は
し
ま
す
。
」
と
い
ふ
。
「
伊
勢
の
国
ま
で
は
思
か

く
べ
き
に
も
あ
ら
ざ
り
。
内
侍
所
に
も
、
い
か
で
か
ま
ゐ
り
を
が
み
た
て
ま
つ
ら
む
。
空
の
光
を
念
じ
申
す
べ
き

に
こ
そ
は
」
な
ど
、
浮
て
お
ぼ
ゆ
。 

と
述
べ
て
お
り
、
天
照
大
神
が
ど
こ
で
祀
ら
れ
て
い
る
か
把
握
し
て
い
な
い
。
地
方
と
の
関
わ
り
が
深
い
受
領
階
級
出

身
の
孝
標
女
で
す
ら
こ
の
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
伊
勢
神
宮
は
中
央
か
ら
顧
み
ら
れ
な
く
な
り
、
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
は
国

家
的
祭
祀
と
い
う
よ
り
、
天
皇
家
の
男
系
系
譜
に
由
来
す
る
形
式
的
な
祭
祀
と
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る

（
１
）

。
一
方
、
賀
茂
祭
は
京
の
貴
族
に
と
っ
て
最
も
華
や
か
で
注
目
の
高
い
祭
り
で
あ
っ
た
。
『
源
氏
物
語

（
２
）

』
や
『
枕

草
子

（
３
）

』
の
記
述
よ
り
、
祭
の
中
で
特
に
関
心
を
集
め
て
い
た
の
が
斎
院
御
禊
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

貴
族
た
ち
の
伊
勢
神
宮
軽
視
の
結
果
、
斎
宮
に
は
天
皇
と
の
血
縁
関
係
の
薄
い
異
母
姉
妹
や
女
王
が
選
出
さ
れ
、
斎

院
に
は
天
皇
と
の
血
縁
関
係
の
濃
い
娘
や
同
母
姉
妹
が
選
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
摂
関
期
に
入
っ
て
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顕
著
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

（
４
）

。
摂
関
期
に
多
く
み
ら
れ
る
女
王
斎
宮
の
存
在
は
斎
宮
の
相
対
的
地
位
の
低
下
と
形
骸

化
の
象
徴
と
み
な
さ
れ
て
い
た

（
５
）

。 
斎
王
の
選
出
儀
礼
で
あ
る
卜
定
は
、
事
前
に
内
定
し
て
い
た
候
補
者
の
合
否
を
決
定
す
る
形
式
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、

斎
王
の
人
選
に
は
政
治
的
な
意
思
の
介
入
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
６
）

。
東
郷
富
規
子
氏
は
、
「
斎
王
の
選

定
は
予
め
選
び
出
さ
れ
た
皇
女
ま
た
は
王
女
を
一
定
の
儀
式
の
う
ち
に
神
祇
官
適
不
適
を
卜
う
と
い
う
方
法
で
行
わ

れ
て
お
り
、
真
の
決
定
は
む
し
ろ
予
選
に
お
い
て
な
さ
れ
て
」
お
り
、
「
斎
王
選
定
の
際
に
は
政
権
保
持
者
た
る
藤
原

氏
が
策
動
し
て
有
力
な
外
戚
を
持
た
ぬ
皇
女
ま
た
は
王
女
に
卜
合
さ
せ
、
自
身
の
孫
に
な
ら
せ
ぬ
よ
う
に
し
て
い
た
」

と
論
じ
て
い
る

（
７
）

。
ま
た
榎
村
寛
之
氏
は
、
八
世
紀
・
十
世
紀
・
十
一
世
紀
・
十
二
世
紀
の
史
料
を
通
じ
て
斎
王
候
補
者

は
事
前
に
会
議
で
決
定
さ
れ
、
卜
定
は
そ
の
合
否
を
占
っ
た
も
の
で
あ
り
、
政
治
的
な
力
関
係
の
反
映
が
あ
り
え
る
と

し
て
い
る

（
８
）

。 

摂
関
全
盛
期
（
花
山
～
後
冷
泉
朝
）
の
斎
王
の
う
ち
、
九
条
流
摂
関
家
の
血
を
引
く
斎
宮
は
、
小
一
条
院
皇
女
嘉
子

内
親
王
（
母
藤
原
寛
子
―
藤
原
道
長
女
）
の
み
で
あ
る
の
に
対
し
、
斎
院
は
村
上
天
皇
皇
女
選
子
内
親
王
（
母
中
宮
藤

原
安
子
―
藤
原
師
輔
女
）
、
後
一
条
天
皇
皇
女
馨
子
内
親
王
（
母
中
宮
藤
原
威
子
―
藤
原
道
長
女
）
、
後
朱
雀
天
皇
皇
女

禖
子
内
親
王
（
母
中
宮
藤
原
嫄
子
―
敦
康
親
王
女
・
藤
原
頼
通
養
女
）
ら
が
選
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
摂

関
家
は
斎
宮
で
は
な
く
斎
院
を
重
視
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
摂
関
家
を
外
戚
に
持
つ
皇
女
の
う
ち
、

優
遇
さ
れ
て
い
る
皇
女
が
斎
宮
・
斎
院
に
卜
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
斎
王
卜
定
に
摂
関
家
の
意
思
が
介
入
し
て

い
た
場
合
、
摂
関
家
は
斎
王
自
体
に
積
極
的
な
関
心
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
９
）

。 

し
か
し
女
王
斎
宮
が
頻
発
す
る
時
期
（
円
融
～
後
一
条
朝
）
は
、
斎
院
の
交
替
が
行
わ
れ
ず
、
選
子
内
親
王
が
五
十

七
年
間
務
め
て
お
り
、
一
概
に
女
王
斎
宮
の
出
現
が
斎
宮
の
地
位
低
下
を
示
す
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
時
期
の
天
皇
で

あ
る
三
条
天
皇
は
、
斎
宮
に
第
一
皇
女
当
子
内
親
王
（
母
皇
后
藤
原
娍
子
―
藤
原
済
時
女
）
を
選
出
し
て
い
る
。
三
条
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天
皇
に
は
藤
原
道
長
女
の
妍
子
が
入
内
し
て
い
た
が
、
こ
の
時
ま
だ
娘
の
媞
子
内
親
王
は
誕
生
し
て
お
ら
ず
、
斎
宮
に

選
ぶ
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
。
ま
た
後
一
条
天
皇
の
場
合
も
、
即
位
よ
り
十
五
年
後
に
大
斎
院
選
子
内
親
王
が
高

齢
を
理
由
に
斎
院
を
退
下
し
た
た
め
、
馨
子
内
親
王
を
斎
院
に
選
出
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
摂
関
家
が
意

図
的
に
外
孫
を
斎
宮
に
選
出
し
な
か
っ
た
と
は
考
え
難
い
。 

斎
院
は
『
延
喜
式
』
巻
第
六
、
神
祇
六
、
「
斎
院
司
」
に
、
「
凡
天
皇
即
レ

位
。
定
二

賀
茂
大
神
王
一

。
仍
簡
二

内
親
王

未
レ

嫁
者
一

卜
之
。
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
斎
宮
と
同
様
に
天
皇
の
代
替
わ
り
ご
と
に
交
替
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
。
し
か
し
必
ず
し
も
厳
守
さ
れ
て
お
ら
ず
、
二
代
以
上
の
天
皇
の
斎
院
を
務
め
た
者
が
十
二
名
も
存
在
す
る
。

こ
れ
は
初
代
斎
院
有
智
子
内
親
王
の
時
か
ら
確
認
さ
れ
る
現
象
で
、
天
皇
の
代
替
わ
り
ご
と
に
必
ず
交
替
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
斎
宮
と
は
大
き
く
異
な
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
選
子
内
親
王
が
長
期
間
斎
院
を
努
め
た
要
因
と
し
て
摂
関

家
の
血
を
引
く
皇
女
で
あ
っ
た
た
め
、
摂
関
家
の
荘
厳
装
置
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（10

）

。
け
れ

ど
も
そ
れ
だ
け
が
原
因
で
斎
院
の
交
替
が
こ
れ
程
長
く
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
摂
関
家
の
荘
厳
装
置
と
し

て
斎
院
が
機
能
し
て
い
た
な
ら
ば
、
や
は
り
天
皇
と
の
血
縁
関
係
の
近
い
摂
関
家
の
血
を
引
く
皇
女
を
斎
院
に
選
出
す

べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
行
わ
な
か
っ
た
の
は
、
新
た
な
斎
院
を
選
出
で
き
な
い
状
況
で
あ
っ
た
可
能
性
が
十
分

に
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
貴
族
た
ち
は
斎
宮
に
無
関
心
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
『
源
氏
物
語
』
や
『
狭
衣
物
語
』
な
ど
斎
宮
が
登

場
す
る
平
安
文
学
作
品
は
多
い
。
本
当
に
関
心
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
話
題
に
す
ら
あ
が
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
女
王

の
選
出
が
多
い
か
ら
と
い
っ
て
、
貴
族
た
ち
が
斎
宮
を
斎
院
よ
り
軽
視
し
て
い
た
と
は
一
概
に
言
い
難
い
。
し
か
も
承

久
の
乱
以
前
に
断
絶
し
た
斎
院
と
異
な
り
、
斎
宮
は
南
北
朝
時
代
ま
で
存
続
し
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
長
き
に
渡
っ
て
存

在
し
た
こ
と
は
、
形
骸
化
と
い
う
よ
り
は
、
斎
宮
の
選
出
条
件
に
何
ら
か
の
変
化
が
生
じ
た
と
考
え
る
方
が
適
切
だ
と

思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
候
補
者
の
範
囲
が
広
い
ほ
ど
制
度
を
安
定
的
に
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。 
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そ
こ
で
本
稿
で
は
摂
関
期
に
お
け
る
斎
宮
・
斎
院
の
卜
定
に
注
目
し
、
摂
関
家
は
斎
宮
を
冷
遇
し
て
い
た
の
か
。
女

王
斎
宮
の
出
現
は
斎
宮
の
形
骸
化
を
示
す
事
象
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
と
も
制
度
を
円
滑
に
運
営
す
る
た
め
の
必
要
な
変

化
で
あ
っ
た
の
か
。
以
上
の
点
に
留
意
し
て
、
摂
関
期
の
斎
王
制
度
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
思
う
。 

 

第
一
節 
卜
定
の
時
期 

（
一
）
斎
宮
の
場
合 

斎
宮
の
卜
定
は
『
延
喜
式
』
巻
第
五
、
神
祇
五
、
「
斎
宮
式
」
定
齋
王
条
に
、 

凡
天
皇

卽
レ

位
者
。
定
二

伊
勢
太
神
宮
齋
王
一

。
仍
簡
二

内
親
王
未
レ

嫁
者
一

卜
之
。
若

無
二

内

親

王
一

者

。

依
二

世

次

一

。

簡
二

‐

定

女

王
一

卜

之

。 
 

と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
天
皇
の
皇
位
継
承
儀
礼
の
一
環
と
し
て
執
り
行
わ
れ
て
い
た
。
同
じ
く
即
位
儀
礼
で
あ

る
大
嘗
祭
は
『
延
喜
式
』
巻
第
七
、
神
祇
七
、
「
践
祚
大
嘗
祭
式
」
に
、 

凡
践
祚
大
嘗
。
七
月
以
前

卽
位
者
。
當
年
行
レ

事
。
八
月
以
後
者
。
明
年
行
レ

事
。
此

據
二

受

讓

卽
一

。

非

レ

謂
二

諒

闇

登

極
一

。 

と
あ
り
、
七
月
以
前
に
即
位
し
た
場
合
は
当
年
に
、
八
月
以
後
に
即
位
し
た
場
合
は
翌
年
に
行
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
て

い
る
。
た
だ
し
上
記
の
規
定
は
受
譲
即
位
の
場
合
で
あ
り
、
諒
闇
登
極
の
場
合
は
服
喪
期
間
が
過
ぎ
る
ま
で
は
行
わ
な

い
。
と
こ
ろ
が
斎
宮
卜
定
に
関
し
て
は
、
明
確
な
日
時
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
歴
代
斎
宮
の
卜
定
の
時
期

に
は
バ
ラ
つ
き
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
『
延
喜
斎
宮
式
』
で
は
天
皇
即
位
後
に
斎
宮
を
選
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、

斎
宮
卜
定
は
必
ず
即
位
式
の
あ
と
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
延
喜
斎
宮
式
』
の
い
う
「

卽
レ

位
」
と
は
践
祚
で

は
な
く
即
位
式
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
斎
宮
卜
定
は
即
位
式
を
挙
げ
た
あ
と
に
執
り
行
わ
れ
る
儀
礼

で
あ
っ
た
。
践
祚
と
即
位
の
区
別
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
平
城
天
皇
か
ら
、
伊
勢
斎
王
制
度
が
廃
絶
す
る
後
醍
醐

天
皇
ま
で
の
即
位
式
と
斎
宮
卜
定
の
関
係
を
ま
と
め
た
も
の
が
次
の
表
１
で
あ
る
。 
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即
位
式
と
斎
宮
卜
定
の
実
施
間
隔
は
天
皇
ご
と
に
異
な
っ
て
お
り
一
定
で
は
な
い
。
斎
宮
卜
定
の
中
絶
や
大
幅
な
卜

定
の
遅
延
が
み
ら
れ
る
安
徳
天
皇
以
降
は
除
外
し
、
践
祚
と
即
位
式
が
分
か
れ
た
平
城
天
皇
か
ら
高
倉
天
皇
ま
で
の
即

位
式
と
斎
宮
卜
定
の
関
係
は
以
下
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

①
即
位
式
よ
り
一
ヶ
月
未
満
…
八
例
（
仁
明
・
光
孝
・
醍
醐
・
村
上
・
花
山
・
一
条
・
後
一
条
・
二
条
） 

②
即
位
式
よ
り
一
ヶ
月
以
上
三
ヶ
月
未
満
…
七
例
（
淳
和
・
文
徳
・
陽
成
・
円
融
・
白
河
・
堀
河
・
近
衛
） 

③
即
位
式
よ
り
三
ヶ
月
以
上
六
ヶ
月
未
満
…
六
例
（
平
城
・
嵯
峨
・
後
朱
雀
・
崇
徳
・
後
白
河
・
高
倉
） 

④
即
位
式
よ
り
六
ヶ
月
以
上
一
年
未
満
…
六
例
（
清
和
・
冷
泉
・
後
冷
泉
・
後
三
条
・
鳥
羽
・
六
条
） 

⑤
即
位
式
よ
り
一
年
以
上
…
三
例
（
宇
多
・
朱
雀
・
三
条
） 

即
位
式
か
ら
斎
宮
卜
定
ま
で
の
期
間
が
短
い
①
と
②
の
場
合
、
院
政
期
の
二
条
天
皇
は
例
外
と
し
て
残
り
の
天
皇
は

践
祚
か
ら
即
位
式
ま
で
の
期
間
も
短
く
お
よ
そ
一
ヶ
月
前
後
で
行
っ
て
い
る
。
ま
た
即
位
式
か
ら
斎
宮
卜
定
ま
で
や
や

時
間
が
か
か
っ
た
③
の
場
合
、
嵯
峨
・
崇
徳
・
高
倉
天
皇
は
践
祚
か
ら
即
位
式
の
期
間
は
一
ヶ
月
ほ
ど
だ
が
、
平
城
・

後
朱
雀
・
後
白
河
天
皇
は
二
ヶ
月
前
後
の
時
間
を
有
し
て
お
り
、
天
皇
に
よ
っ
て
バ
ラ
つ
き
が
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
即

位
式
か
ら
斎
宮
卜
定
ま
で
長
い
期
間
が
空
く
④
と
⑤
の
場
合
、
即
位
式
を
執
り
行
う
ま
で
二
ヶ
月
以
上
か
か
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
践
祚
か
ら
一
ヶ
月
前
後
で
即
位
式
を
挙
げ
た
天
皇
は
、
そ
の
後
の
斎
宮
卜
定
も
迅
速
に
行
っ
て
い
る
。
逆
に
践

祚
か
ら
即
位
式
ま
で
数
ヶ
月
か
か
る
よ
う
な
天
皇
は
、
斎
宮
卜
定
を
行
う
時
期
も
遅
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
で
は

何
故
、
即
位
儀
礼
の
時
期
に
こ
の
よ
う
な
違
い
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
先
帝
の
退
位
状
況
を
検
証
し
た

い
と
思
う
。 

す
べ
て
の
即
位
儀
礼
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
た
①
の
ケ
ー
ス
で
は
、
先
帝
は
す
べ
て
死
を
伴
わ
な
い
譲
位
に
よ
り
退

位
し
て
い
る
。
②
の
ケ
ー
ス
で
は
、
先
帝
が
譲
位
後
三
日
で
崩
御
し
た
文
徳
天
皇
は
例
外
と
し
て
、
残
り
は
先
帝
の
退

位
に
死
が
関
係
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
一
様
で
は
な
い
③
の
ケ
ー
ス
は
、
践
祚
か
ら
即
位
式
が
一
ケ
月
弱
で
行
わ
れ
た
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嵯
峨
・
崇
徳
・
高
倉
天
皇
の
場
合
、
先
帝
は
通
常
の
譲
位
を
し
て
い
る
。
一
方
、
即
位
式
ま
で
二
ヶ
月
ほ
ど
時
間
が
か

か
っ
た
平
城
・
後
朱
雀
・
後
白
河
天
皇
の
場
合
、
先
帝
は
在
位
の
ま
ま
崩
御
し
て
い
る
。
ま
た
④
と
⑤
の
ケ
ー
ス
で
は
、

先
帝
が
在
位
の
ま
ま
崩
御
も
し
く
は
譲
位
後
数
日
で
崩
御
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
先
帝
の
退
位
状
況
に
よ
っ
て
新
帝

の
即
位
儀
礼
の
時
期
に
明
確
な
違
い
が
あ
る
。
死
を
絡
ま
な
い
受
譲
即
位
を
し
た
天
皇
は
、
践
祚
か
ら
斎
宮
卜
定
ま
で

の
一
連
の
即
位
儀
礼
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
、
先
帝
の
崩
御
（
譲
位
後
す
ぐ
に
死
去
も
含
む
）
に
伴
う
即
位
を
し
た
天

皇
は
、
即
位
儀
礼
に
滞
り
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
即
位
儀
礼
の
停
滞
も
一
定
で
は
な
く
、
個
々
の
ケ
ー
ス
に

よ
っ
て
バ
ラ
つ
き
が
あ
る
。
表
２
に
は
崩
御
に
よ
る
即
位
を
し
た
際
の
先
帝
と
新
帝
の
血
縁
関
係
を
ま
と
め
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

 

先
帝
の
死
去
か
ら
斎
宮
卜
定
の
期
間
は
短
い
場
合

は
三
ヶ
月
弱
、
長
い
場
合
は
一
年
六
ヶ
月
ほ
ど
か
か

っ
て
い
る
。
文
徳
天
皇
以
前
は
異
な
る
が
清
和
天
皇

以
降
、
先
帝
と
新
帝
の
血
縁
関
係
が
父
子
で
あ
る
時
、

卜
定
は
父
帝
の
崩
御
か
ら
一
年
以
上
経
過
し
て
か
ら

行
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
先
帝
と
新
帝
の
血
縁
関
係

が
兄
弟
以
下
の
場
合
、
三
条
天
皇
を
例
外
と
し
て
、

先
帝
の
崩
御
か
ら
数
ヵ
月
ほ
ど
で
斎
宮
卜
定
を
行
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
新
帝
は
父
の
死
か
ら
一
年
経
過
し

て
か
ら
斎
宮
を
選
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
興
味
深

い
こ
と
に
、
こ
れ
は
重
服
が
除
服
と
な
る
時
と
同
じ

で
あ
る
。
『
令
集
解
』
「
喪
葬
令
」
に
よ
る
と
服
喪
期 

表 ２  死を 絡む 退 位を した 先 帝と 新 帝の血縁 関 係  

 
先 帝  新 帝  血 縁  崩 御 から 卜 定ま での 期 間  

桓 武  平 城  父 子  約 11 ヶ 月  

仁 明  文 徳  父 子  約 ３ ヶ月  

文 徳  清 和  父 子  約 1 年 １ ヶ 月  

光 孝  宇 多  父 子  約 １ 年６ ヶ 月  

醍 醐  朱 雀  父 子  約 １ 年３ ヶ 月  

村 上  冷 泉  父 子  約 １ 年１ ヶ 月  

一 条  三 条  従 兄 弟  約 １ 年５ ヶ 月  

後一条 後朱雀 同母兄弟 約 ７ ヶ月  

後朱雀 後冷泉 父 子  約 １ 年２ ヶ 月  

後冷泉 後三条 異母兄弟 約 １ ０ケ 月  

堀 河  鳥 羽  父 子  約 １ 年３ ヶ 月  

近 衛  後白河 異母兄弟 約 ８ ヶ月  

二 条  六 条  父 子  約 １ 年４ ヶ 月  
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間
は
、
君
（
天
皇
・
太 

政
天
皇
）
父
母
・
夫
・
本
主
の
死
は
一
年
、
祖
父
母
・
養
父
母
は
五
ヶ
月
、
曾
祖
父
母
・
外

祖
父
母
・
伯
叔
姑
・
妻
・
兄
弟
姉
妹
・
夫
の
父
母
・
嫡
子
は
三
ヶ
月
、
高
祖
父
母
・
舅
姨
・
嫡
母
・
継
母
・
継
父
同
居
・

異
父
兄
弟
姉
妹
・
衆
子
・
嫡
孫
は
一
ヶ
月
、
衆
孫
・
従
父
兄
弟
姉
妹
・
兄
弟
の
子
は
七
日
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の

期
間
が
過
ぎ
る
と
除
服
と
な
る
。
特
に
天
皇
が
父
母
の
喪
に
服
す
る
期
間
を
諒
闇
と
い
い
、
令
制
で
は
一
年
間
で
あ
っ

た
が
、
承
和
七
年
（
八
四
〇
）
の
淳
和
天
皇
の
死
後
、
仁
明
天
皇
は
「
日
を
以
て
月
に
易
え
る
」
と
い
う
中
国
の
方
式

を
取
り
入
れ
た
。
た
だ
し
一
年
を
過
ぎ
る
ま
で
は
諒
闇
中
で
、
そ
の
間
は
「
心
喪
」
に
服
し
、
そ
の
後
大
祓
を
行
っ
て

除
服
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
『
令
義
解
』
「
軍
防
令
」
で
は
父
母
の
喪
は
重
服
と
い
い

（12

）

、
そ
れ
以
下
の
軽
服
と
区
別

さ
れ
て
い
た
。
清
和
天
皇
以
降
、
先
帝
が
在
位
の
ま
ま
崩
御
も
し
く
は
譲
位
後
に
崩
御
し
た
場
合
、
受
譲
即
位
を
し
た

場
合
と
比
べ
て
斎
宮
卜
定
が
遅
い
の
は
、
服
喪
期
間
が
影
響
し
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
前
述
し
た
と
お
り
、

大
嘗
祭
は
諒
闇
が
明
け
る
ま
で
行
わ
れ
な
い
。
斎
宮
卜
定
は
大
嘗
祭
同
様
に
天
皇
の
即
位
儀
礼
で
あ
る
。
そ
の
た
め
新

帝
の
服
喪
期
間
が
過
ぎ
る
ま
で
斎
宮
卜
定
を
行
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
三
条
天
皇
は
従
兄
弟
の
一
条
天
皇
か
ら
皇
位
を
継
承
し
た
が
、
斎
宮
卜
定
は
即
位
式
か
ら
約
一
年
一
ヶ
月

後
に
践
祚
か
ら
数
え
る
と
一
年
五
ヶ
月
後
に
行
っ
て
い
る
。
確
か
に
一
条
天
皇
は
譲
位
後
す
ぐ
に
崩
御
し
て
い
る
が
、

そ
れ
だ
け
が
原
因
で
父
子
継
承
を
し
た
他
の
天
皇
よ
り
斎
宮
卜
定
が
遅
く
な
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
こ
の
卜
定
の
遅
れ

は
三
条
天
皇
の
父
で
あ
る
冷
泉
上
皇
の
死
が
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
即
位
式
よ
り
八
日
後

の
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
十
月
廿
四
日
、
冷
泉
上
皇
が
赤
痢
に
よ
っ
て
急
死
し
、
三
条
天
皇
は
諒
闇
に
服
す
る
こ
と

に
な
る
。
斎
宮
卜
定
は
新
帝
の
服
喪
期
間
が
過
ぎ
て
か
ら
行
う
こ
と
が
慣
例
化
し
て
お
り
、
三
条
天
皇
は
父
の
死
か
ら

一
年
間
は
斎
宮
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
三
条
天
皇
も
父
の
重
服
に
か
か
っ
た
た
め
、
そ
の
諒
闇
が
明
け
る

ま
で
斎
宮
卜
定
を
行
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
九
世
紀
後
半
以
降
、
斎
宮
卜
定
は
新
帝
の
即
位
状
況
に
よ
っ
て
実
施
時
期
に
差
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
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た
。
死
を
絡
ま
な
い
通
常
の
受
譲
即
位
を
し
た
場
合
、
践
祚
→
即
位
式
→
斎
宮
卜
定
と
ス
ム
ー
ズ
に
即
位
儀
礼
が
執
り

行
わ
れ
る
。
一
方
で
、
先
帝
が
死
を
絡
む
退
位
を
し
た
場
合
、
斎
宮
卜
定
の
時
期
に
遅
れ
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
先
帝

と
新
帝
の
関
係
が
父
子
で
あ
っ
た
場
合
、
天
皇
の
諒
闇
が
明
け
る
ま
で
最
低
一
年
間
は
斎
宮
卜
定
を
行
わ
な
い
の
が
慣

例
化
し
た
の
で
あ
る
。 

 

（
二
）
斎
院
の
場
合 

 

斎
宮
の
卜
定
は
新
帝
の
即
位
状
況
に
よ
っ
て
実
施
期
間
が
異
な
る
が
、
も
う
一
つ
の
斎
王
制
度
で
あ
る
斎
院
の
卜
定

に
も
同
様
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
斎
院
卜
定
の
実
施
例
を
検
証
し
、
卜
定
の
時
期
に
関
す
る
傾
向

を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
斎
院
卜
定
は
『
延
喜
式
』
巻
第
六
、
神
祇
六
、
「
斎
院
司
」
定
齋
王
条
に
、 

凡
天
皇

卽
レ

位
。
定
二

賀
茂
大
神
宮
齋
王
一

。
仍
簡
二

内
親
王
未
レ

嫁
者
一

卜
之
。

若

無
二

内

親

王
一

者

。

依
二

世

次
一

。

簡
二

諸

女

王
一

卜

之

。 
 

天
皇
が
即
位
し
た
の
ち
、
卜
定
で
選
出
さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
天
皇
の
即
位
と
斎
院
卜
定
の
関
係
は
以
下

の
と
お
り
パ
タ
ー
ン
分
け
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

①
即
位
後
斎
宮
と
同
日
卜
定
…
七
例
（
仁
明
・
文
徳
・
清
和
・
陽
成
・
朱
雀
・
冷
泉
・
後
朱
雀
） 

 
 

②
斎
宮
よ
り
遅
れ
て
卜
定
…
七
例
（
嵯
峨
・
宇
多
・
後
冷
泉
・
白
河
・
鳥
羽
・
崇
徳
・
土
御
門
） 

 
 

③
交
代
し
な
い
…
十
八
例
（
淳
和
・
光
孝
・
醍
醐
・
村
上
・
円
融
・
花
山
・
一
条
・
三
条
・
後
一
条
・
後
三
条
・

堀
河
・
近
衛
・
後
白
河
・
二
条
・
六
条
・
高
倉
・
安
徳
・
順
徳
） 

斎
院
の
場
合
、
天
皇
の
代
替
わ
り
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
改
め
ら
れ
る
①
と
②
の
パ
タ
ー
ン
と
改
め
ら
れ
な
い
③
の
パ
タ
ー

ン
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
①
と
②
の
う
ち
、
崩
御
に
よ
る
即
位
を
し
た
○Ａ
群
【
文
徳
・
清
和
・
宇
多
・

朱
雀
・
冷
泉
・
後
朱
雀
・
後
冷
泉
・
鳥
羽
】
と
受
譲
即
位
を
し
た
○Ｂ
群
【
嵯
峨
・
仁
明
・
陽
成
・
白
河
・
崇
徳
・
土
御

門
】
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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つ
ぎ
に
○Ａ
群
に
お
い
て
先
帝
と
斎
院
の
血
縁
関
係
は
、 

文
徳 

先
帝
：
仁
明
天
皇
〔
父
〕
＝
斎
院
：
高
子
内
親
王
〔
娘
〕
…
父
帝
崩
御
に
よ
る
退
下
。 

清
和 

先
帝
：
文
徳
天
皇
〔
父
〕
＝
斎
院
：
述
子
内
親
王
〔
娘
〕
…
父
帝
崩
御
に
よ
る
退
下
。 

宇
多 

先
帝
：
光
孝
天
皇
〔
父
〕
＝
斎
院
：
穆
子
内
親
王
〔
娘
〕
…
父
帝
崩
御
に
よ
る
退
下
。 

 
 

朱
雀 
先
帝
：
醍
醐
天
皇
〔
父
〕
＝
斎
院
：
韶
子
内
親
王
〔
娘
〕
…
父
上
皇
崩
御
に
よ
る
退
下
。 

 
 

冷
泉 

先
帝
：
村
上
天
皇
〔
異
母
弟
〕
＝
斎
院
：
婉
子
内
親
王
〔
異
母
姉
〕
…
当
帝
崩
御
に
よ
る
退
下
。 

 
 

後

朱

雀 

先
帝
：
後
一
条
天
皇
〔
父
〕
＝
斎
院
：
馨
子
内
親
王
〔
娘
〕
…
父
帝
崩
御
に
よ
る
退
下
。 

 
 

後

冷

泉 

先
帝
：
後
朱
雀
天
皇
〔
父
〕
＝
斎
院
：
娟
子
内
親
王
〔
娘
〕
…
父
帝
崩
御
に
よ
る
退
下
。 

 
 

鳥
羽 

先
帝
：
堀
河
天
皇
〔
同
母
兄
〕
＝
斎
院
：
禛
子
内
親
王
〔
同
母
妹
〕
―
疾
病
に
よ
る
退
下
（
当
帝
崩
御

と
同
日

（1
3

）

）
。 

八
例
中
六
例
が
父
娘
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
父
の
死
去
に
伴
い
斎
院
を
退
下
し
て
い
る
。
残
り
の
二
例
は
先
帝
と
斎
院
の

血
縁
関
係
が
兄
妹
で
あ
る
が
、
天
皇
の
崩
御
に
伴
い
退
下
し
て
い
る
。
婉
子
内
親
王
の
例
は
異
母
弟
の
村
上
天
皇
が
在

位
の
ま
ま
崩
御
し
た
た
め
解
任
さ
れ
、
禛
子
内
親
王
の
例
は
堀
河
天
皇
の
崩
御
と
同
日
に
疾
病
に
よ
っ
て
が
解
任
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
○Ａ
群
の
天
皇
は
先
帝
退
位
の
時
点
で
斎
院
が
退
下
し
て
い
た
た
め
、
新
た
な
斎
院
を
選
出
す
る

必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
婉
子
内
親
王
の
事
例
か
ら
天
皇
と
斎
院
が
父
娘
で
は
な
く
て
も
、
当
帝
が

在
位
の
ま
ま
崩
御
し
た
時
は
斎
院
を
改
め
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
譲
位
後
に
先
帝
が
崩
御
し
た
場
合
は
、
先
帝
と
斎

院
の
関
係
が
父
娘
で
な
い
限
り
、
斎
院
を
改
め
る
必
要
は
な
か
っ
た
。 

○Ｂ
群
の
場
合
、
賀
茂
斎
王
制
度
を
創
設
し
た
嵯
峨
天
皇
と
二
十
三
年
ぶ
り
に
賀
茂
斎
王
制
度
を
復
活
さ
せ
た
土
御
門

天
皇
は
除
外
し
て
、
仁
明
・
陽
成
・
崇
徳
天
皇
は
先
帝
の
譲
位
、
白
河
天
皇
は
疾
病
に
よ
っ
て
斎
院
が
そ
れ
ぞ
れ
退
下

し
て
い
る
。
斎
宮
と
同
日
に
斎
院
の
卜
定
が
行
わ
れ
て
い
た
の
は
仁
明
～
陽
成
天
皇
ま
で
に
集
中
し
て
お
り
、
こ
の
時
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期
の
斎
院
は
天
皇
の
代
替
わ
り
ご
と
に
任
を
解
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
九
世
紀
中
頃
ま
で
は
斎
院
も
斎
宮
と
同
様
に

天
皇
の
即
位
に
対
応
し
た
制
度
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
光
孝
天
皇
以
降
、
天
皇
が
譲
位
に
よ
る
皇
位
継
承
を

す
る
と
、
斎
院
の
交
代
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
斎
院
は
父
母
の
崩
御
や
本
人
の
疾
病
な
ど
斎
院
を
努
め

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
時
だ
け
、
新
斎
院
が
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
即
位
時
に
斎
院
が
不
在
の
場
合
、
斎
宮
卜

定
と
同
日
あ
る
い
は
遅
れ
て
斎
院
卜
定
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
新
帝
が
諒
闇
の
場
合
、
斎
宮
同
様
に
新
帝
が
除
服
し
た
の

ち
に
卜
定
を
行
っ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
九
世
紀
後
半
以
降
、
斎
院
は
父
母
の
死
や
本
人
の
疾
病
以
外
の
理
由
で
退
下
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な

く
な
っ
て
い
っ
た
。
通
常
の
受
禪
に
よ
る
即
位
は
斎
院
を
改
め
な
い
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
『
日
本
紀

略
』
天
禄
元
年
（
九
七
〇
）
二
月
廿
九
日
条
に
「
被

 

レ

告

 

二-

申
齋
院
尊
子
内
親
王
不

 

レ

改
由
於
賀
茂
社

 

一

。
」
と
あ
る
と

お
り
、
斎
院
を
改
め
な
い
由
を
賀
茂
社
に
奉
告
を
行
え
ば
良
か
っ
た
の
で
あ
る
。
天
皇
の
代
替
わ
り
ご
と
に
必
ず
改
め

ら
れ
る
斎
宮
と
必
ず
し
も
改
め
ら
れ
な
い
斎
院
、
同
じ
斎
王
制
度
で
あ
り
な
が
ら
異
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
よ
う

に
思
え
る
。 

 

第
二
節 

斎
王
卜
定
の
儀 

斎
王
は
未
婚
の
内
親
王
（
内
親
王
不
在
の
場
合
は
女
王
）
の
中
か
ら
卜
定
で
選
ば
れ
た
。
卜
定
時
の
斎
王
の
年
齢
は

判
明
し
て
い
る
限
り
で
二
歳
～
三
十
歳
ま
で
で
、
総
じ
て
十
代
の
選
出
が
多
い
。
『
栄
花
物
語
』
（
巻
三
十
八
、
松
の
下

枝
）
に
、 

今
の
斎
院
も
、
わ
づ
ら
は
せ
給
て
、
下
り
さ
せ
給
ぬ
れ
ば
、
女
院
に
お
は
し
ま
し
つ
る
四
宮
居
さ
せ
給
ぬ
。
高
倉

殿
の
宮
、
斎
院
に
ゐ
さ
せ
給
ふ
べ
し
な
ど
い
ふ
事
あ
り
て
、
今
さ
ら
に
と
や
思
し
け
ん
、
尼
に
な
ら
せ
給
ふ
と
て
、

十
二
月
の
八
日
、
戒
受
け
さ
せ
給
ふ
と
の
ゝ
し
れ
ど
（
後
略
） 
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延
久
四
年
（
一
〇
七
二
）
七
月
に
退
下
し
た
佳
子
内
親
王
の
後
任
斎
院
を
決
め
る
際
、
当
初
は
高
倉
殿
の
宮
祐
子
内
親

王
が
候
補
に
挙
が
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
祐
子
内
親
王
は
斎
院
に
卜
定
さ
れ
る
こ
と
を
拒
ん
で
出
家
す
る
。
結
局
、
後

三
条
院
の
四
宮
篤
子
内
親
王
が
斎
院
に
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
祐
子
内
親
王
の
年
齢
は
三
十
五
歳
、
一
方

の
篤
子
内
親
王
の
年
齢
は
十
一
歳
で
あ
っ
た
。
祐
子
内
親
王
が
「
今
さ
ら
に
」
と
言
っ
た
の
は
年
齢
的
な
こ
と
を
指
し

た
と
思
わ
れ
る
。
『
栄
花
物
語
』
の
文
節
よ
り
、
斎
王
は
若
い
内
親
王
（
女
王
）
が
任
じ
ら
れ
る
の
が
一
般
的
と
い
う

認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
祐
子
内
親
王
は
斎
院
を
拒
否
す
る
た
め
に
出
家
し
て
い
る
。
斎
王
は
俗
人
の
内

親
王
や
女
王
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
卜
定
の
儀
が
行
わ
れ
る
前
に
、
祐
子
内
親
王
の
名
が
斎
院

候
補
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
斎
王
は
卜
定
以
前
に
候
補
者
が
内
定
し
て
い
た
と
い
え
る
。
卜
定
の
儀
に
先
立

っ
て
あ
ら
か
じ
め
候
補
が
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
儀
式
書
や
古
記
録
な
ど
の
史
料
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
『
北
山
抄
』
巻
第
六
、
備
忘
略
記
、
齋
王
卜
定
事
に
よ
れ
ば
、 

 

延
喜
三
年
二
月
十
九
日
。
左
大
臣
兩
度
令

 

レ

卜
。
初
度
丙
合
。
後
度
乙
合
。
先
例
以

 

二

續
飯

 

一

封
。
此
般
用

 

レ

刀
。 

以

 

二

乙
合
親
王

 

一

定

 

レ

之
。
左
中
辦
當
時
爲

 

二

勅
使

 

一

。
明
日
發

 

レ

使
。
令

 

レ

申

 

二

彼
社

 

一

。 

延
喜
三
年
（
九
〇
三
）
二
月
十
九
日
、
疾
病
に
よ
り
斎
院
を
退
下
し
た
君
子
内
親
王

（14

）

の
後
任
斎
院
の
選
定
が
行
わ
れ
た
。

左
大
臣
が
二
度
卜
い
を
行
い
、
一
度
目
が
丙
合
、
二
度
目
が
乙
合
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
先
例
に
倣
い
乙
合 

親
王
を
斎
院
に
決
定
し
て
い
る
。
延
喜
三
年
の
卜
定
に
お
い
て
は
斎
院
候
補
が
少
な
く
と
も
二
名
存
在
し
て
い
た
。
ち

な
み
に
こ
の
時
の
斎
院
は
、『
日
本
紀
略
』
同
日
条
に
、「
卜

 

二

‐
定
賀
茂
齋
院

 

一

。
恭
子
内
親
王
卜
食
云
々
。
」
と
あ
り
、

恭
子
内
親
王
だ
と
判
明
し
て
い
る
。
恭
子
内
親
王
は
先
日
に
姉
の
宣
子
内
親
王
と
共
に
親
王
宣
旨
を
受
け
て
い
る

（15

）

。
宣

子
内
親
王
は
恭
子
内
親
王
が
母
（
更
衣
藤
原
鮮
子
）
の
喪
で
退
下
し
た
後
任
の
斎
院
に
選
ば
れ
て
い
る
の
で
、
丙
合
と

な
っ
た
も
う
一
人
の
候
補
は
宣
子
内
親
王
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い

（16

）

。
延
喜
三
年
の
事
例
か
ら
、
斎
宮
・
斎
院
候
補
が

卜
定
以
前
に
決
定
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
同
じ
く
『
北
山
抄
』
に
は
、 
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承
平
元
年
十
二
月
廿
五
日
。
左
大
臣
仰

 

二

外
記

 

一

召

 

二

硯
紙

 

一

。
自
書

 

二

内
親
王
名

 

一

。
令

 

二

外
記
密
封

 

一

。
召

 

二

奥
生

 

一 

給
 

レ 

之
。
先
令

 

レ

卜

 

二

伊
勢
齋
王

 

一

。
大
臣
開
見
。
兩
度
不

 

レ

合
。
三
度
合

 

レ

之
。
次
令

 

レ

卜

 

二

賀
茂
齋
王

 

一

。
一
度 

合
也
。
參
上
奏
了
。
召

 

二

奥
生

 

一

。
仰

 

下

以

 

二

雅
子
内
親
王

 

一

定

 

二

伊
勢
齋
王

 

一

。
以

 

二

婉
子
内
親
王

 

一

定

 

二

賀
茂
齋
王

 

一

之

由

 

上

。
又
仰

 

レ

辨
令

 

レ

給

 

二

承
知
官
符

 

一

。
諒

闇

間

卜

定

例

。

在
二

嘉

祥

三

年
一

。

而

承

平

例

如
レ

之

。 

承
平
元
年
（
九
三
一
）
十
二
月
廿
五
日
の
斎
王
卜
定
に
お
い
て
、
事
前
に
斎
宮
・
斎
院
候
補
と
な
る
内
親
王
を
選
ん
で

い
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
斎
宮
の
卜
定
は
二
度
合
わ
ず
三
度
目
に
な
っ
て
よ
う
や
く
合
い
異
母
姉
雅
子

内
親
王
が
選
ば
れ
た
。
一
方
の
斎
院
は
一
度
の
卜
定
で
合
い
異
母
姉
婉
子
内
親
王
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
雅
子
内
親
王

が
三
度
占
わ
れ
た
の
か
、
斎
宮
候
補
が
三
人
い
た
の
か
は
判
断
で
き
な
い
が
、
候
補
は
ほ
ぼ
内
定
し
て
い
て
、
卜
定
は

形
式
的
な
儀
礼
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
『
小
右
記
』
永
観
二
年
（
九
八
四
）
十
一
月
五
日
条
に
は
、 

（
前
略
）
民
部
卿
大
輔
惟（

藤

成原

）

云
。
昨
日
有
二

齋
王
卜
定
之
事
一

。
式
部

（

爲

平

）

卿
親
王
・
彈
正

（

章

明

）

尹
親
王
許
差
二

所
衆
一

。
先
取

二

‐
遣
女
王
名
簿
一

。
其
後
召
二

左
大
臣

（

源

雅

信

）

於
御
前
一

。
被
レ

仰
二

女
王
名
一

。
是
事
不
レ

慥
。
仍
下
二

‐
給
名
簿
等
一

。
大

臣
懐

 

二

名
簿

 

一

還

 

二

‐
著
杖
座
一

。
卜
定
奏
文
云
々
。
卜

 

二

‐
定
彈
正
尹
親
王
女
済
子

 

一

云
々
。
以
二

左
近
衞
佐
爲
頼

（

藤

原

）

朝

臣
一

。
被
レ

仰
二

‐
遣
其
由
一

。
依
レ

有
二

事
緣
一

也
者
。
先
以
二

近
衞
官
人
一

被
二

仰
遣
一

者
也
。 

花
山
天
皇
の
斎
宮
卜
定
に
先
立
っ
て
、
式
部
卿
為
平
親
王
（
村
上
天
皇
皇
子
）
と
弾
正
尹
章
明
親
王
（
醍
醐
天
皇
皇
子
）

の
許
に
所
衆
を
差
し
向
け
て
女
王
の
名
簿
を
取
り
遣
わ
し
、
左
大
臣
源
雅
信
を
召
し
て
花
山
天
皇
の
御
前
で
会
議
を
開

い
て
い
る
。
結
局
、
花
山
天
皇
の
斎
宮
に
は
章
明
親
王
女
の
済
子
女
王
が
卜
定
さ
れ
た
。 

後
一
条
天
皇
の
斎
宮
卜
定
は
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
二
月
十
九
日
に
行
わ
れ
た
が
、
『
御
堂
関
白
記
』
同
月
十
三

日
条
に
は
、
「
示

 

下

源
宰
相

（

賴

定

）

以

 

二

故
中
務
宮

（

具

平

親

王

）

女
子

（

嫥

子

） 

一

可

 

レ

為

 

二

齋
王

 
一

由
 

上

。
至

 

二

彼
宮

 

一

還
来
云
。
示

 

二

案
内

 

一

了
者
。
」
と
あ

り
、
卜
定
の
儀
の
六
日
前
に
は
嫥
子
女
王
が
斎
宮
に
内
定
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
同
記
同
月
十
九
日

条
に
、
「
曉
女
方

（

倫

子

）

參

 

レ

院
。
右
大
臣
參
入
。
會

 

二-

合
東
渡
殿

 

一

。
齋
王
卜
定
事
等
相
示
。
」
と
、
右
大
臣
藤
原
顕
光
が
藤
原
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道
長
の
も
と
に
参
入
し
、
斎
宮
卜
定
に
関
す
る
打
合
せ
を
事
前
に
行
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
時
も
卜
定
以
前
に
斎
宮

は
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
事
例
か
ら
、
斎
王
卜
定
の
儀
は
事
前
に
内
定
し
て
い
た
候
補
者
の
合
否
を
占

う
形
式
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
斎
王
の
選
定
に
お
い
て
重
要
な
の
は
候
補
を
先
行
す
る
会
議
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

 

以
上
か
ら
、
斎
宮
の
選
定
に
は
政
治
的
な
関
係
が
反
映
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
新
帝
が
元

服
し
て
い
る
場
合
、
天
皇
の
意
志
を
ま
ず
優
先
さ
せ
る
。
し
か
し
新
帝
が
幼
帝
の
場
合
、
天
皇
に
判
断
能
力
が
な
く
、

自
分
の
意
思
で
斎
宮
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
政
権
を
掌
握
す
る
権
力
者
が
中
心
と
な
っ
て
斎
宮
斎
院
の
選

定
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

第
三
節 

斎
王
選
定
を
め
ぐ
る
背
景 

藤
原
忠
平
以
降
、
摂
関
家
が
政
権
実
権
を
掌
握
す
る
と
、
天
皇
家
と
婚
姻
関
係
を
結
び
「
天
皇
の
ミ
ウ
チ
化
」
が
進

ん
で
い
っ
た

（1
7

）

。
一
方
、
こ
の
時
期
の
斎
宮
は
異
母
姉
妹
以
上
の
血
縁
関
係
の
遠
い
斎
王
が
増
加
し
、
斎
院
は
娘
や
同
母

姉
妹
が
選
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
特
に
摂
関
最
盛
期
（
花
山
～
後
冷
泉
朝
）
に
は
、
斎
宮
に
女
王
の
選
出
例
が
急
増

す
る
。
そ
の
た
め
一
般
的
に
摂
関
家
は
斎
宮
に
無
関
心
で
、
あ
え
て
自
身
の
後
見
す
る
外
戚
の
皇
女
を
斎
宮
に
選
ば
な

い
よ
う
に
し
て
い
た
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る

（18

）

。
し
か
し
こ
の
時
期
の
藤
原
摂
関
家
は
、
小
野
宮
流
（
実
頼
）
と
九
条
流

（
師
輔
）
に
分
裂
し
、
さ
ら
に
九
条
流
内
で
も
摂
関
の
座
を
巡
り
、
兄
弟
間
で
の
争
い
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
。
ま
た

九
条
流
摂
関
家
を
外
戚
と
す
る
天
皇
の
摂
政
関
白
を
小
野
宮
流
摂
関
家
が
務
め
る
な
ど
、
朝
廷
内
の
構
造
は
複
雑
で
あ

っ
た
。
そ
の
上
、
天
皇
家
も
冷
泉
系
と
円
融
系
に
分
裂
し
、
両
統
の
血
を
引
く
後
三
条
天
皇
が
即
位
す
る
ま
で
分
裂
状

態
が
継
続
し
て
い
た
。
女
王
斎
宮
は
政
権
が
不
安
定
な
こ
の
時
期
に
集
中
し
て
お
り
、
選
定
の
背
景
に
は
何
ら
か
の
政

治
的
意
図
が
介
入
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
摂
関
最
盛
期
に
お
け
る
斎
王
選
定
に
つ
い
て
考
察
し
た

い
と
思
う
。 
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花
山
～
後
冷
泉
朝
の
斎
王
選
定
の
特
徴
と
し
て
斎
宮
は
女
王
の
選
出
が
続
出
し
、
斎
院
は
天
皇
退
位
に
よ
る
交
替
が

ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
選
子
内
親
王
は
円
融
～
後
一
条
朝
の
五
代
五
十
七
年
の
長
き

に
わ
た
っ
て
斎
院
を
務
め
て
い
る
。
つ
ま
り
斎
院
は
斎
宮
に
比
べ
累
代
が
少
な
く
、
結
果
的
に
内
親
王
の
選
出
が
多
く

感
じ
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
こ
の
時
期
内
親
王
の
卜
定
が
減
少
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
斎
王

選
考
の
事
例
を
個
別
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。 

花
山
天
皇
の
主
な
斎
宮
候
補
と
し
て
、
同
母
姉
の
冷
泉
天
皇
第
一
皇
女
宗
子
内
親
王
、
従
姉
妹
の
式
部
卿
為
平
親
王

王
女
恭
子
女
王

（1
9

）

、
そ
し
て
弾
正
尹
章
明
親
王
王
女
済
子
女
王
が
い
る
。
こ
の
う
ち
宗
子
内
親
王
は
斎
宮
選
定
会
議
の
際

に
名
が
挙
が
っ
て
い
な
い
た
め
、
候
補
か
ら
脱
落
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
正
式
な
斎
宮
候
補
と
し
て
審
議
さ
れ
た
の

は
恭
子
女
王
と
済
子
女
王
で
あ
っ
た
。
も
う
一
人
の
候
補
で
あ
っ
た
恭
子
女
王
は
、
当
時
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
嬰
児
で

一
歳
斎
王
の
選
出
例
は
な
い
た
め
適
任
で
は
な
い
。
宗
子
内
親
王
は
摂
関
家
の
血
を
引
く
皇
女
で
あ
る
が
、
外
祖
父
藤

原
伊
尹
が
す
で
に
な
く
、
外
戚
は
力
を
失
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
摂
関
家
も
権
中
納
言
藤
原
義
懐
・
関
白
藤
原
頼
忠
・
右

大
臣
藤
原
兼
家
が
三
つ
巴
の
対
立
を
繰
り
広
げ
て
い
た
。
そ
の
た
め
そ
の
他
の
親
族
に
よ
る
後
見
も
期
待
出
来
な
い
。

そ
こ
で
斎
宮
候
補
と
し
て
は
適
齢
で
あ
っ
た
済
子
女
王
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
章
明
親
王
は
花
山
天
皇
の
即
位
式

で
左
侍
従
を
務
め
、
済
子
女
王
の
姉
妹
と
み
ら
れ
る
女
の
慶
子
女
王
も
左
褰
帳
を
努
め
る
な
ど
重
視
さ
れ
て
い
た
ら
し

い
（2

1

）

。
済
子
女
王
が
斎
宮
に
選
ば
れ
た
の
は
、
章
明
親
王
の
皇
室
内
に
お
け
る
立
場
が
考
慮
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
こ
の
時
の
摂
関
家
は
斎
宮
選
考
に
介
入
で
き
る
よ
う
な
状
況
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
斎
宮

は
花
山
天
皇
の
主
導
の
も
と
会
議
に
よ
っ
て
候
補
者
が
審
議
さ
れ
、
適
任
と
判
断
さ
れ
た
済
子
女
王
が
選
ば
れ
た
に
過

ぎ
な
い
。 

寛
和
二
年
（
九
八
六
）
八
月
八
日
、
一
条
天
皇
の
斎
宮
に
村
上
天
皇
第
四
皇
子
為
平
親
王
の
王
女
恭
子
女
王
が
選
出

さ
れ
た
。
即
位
当
時
、
一
条
天
皇
は
七
歳
で
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ま
だ
皇
女
は
誕
生
し
て
お
ら
ず
、
姉
妹
も
一
人
も
存
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在
し
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
ま
た
従
姉
妹
に
あ
た
る
冷
泉
上
皇
の
皇
女
た
ち
も
す
で
に
薨
去
し
て
お
り
、
近
親
の
内
親

王
の
中
か
ら
斎
宮
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
円
融
・
冷
泉
上
皇
の
同
母
兄
弟
で
あ
る
為
平
親
王
王
女
の

恭
子
女
王
が
斎
宮
に
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
為
平
親
王
は
貞
元
三
年
（
九
七
八
）
に
輦
車
宣
旨
・
式
部
卿
任
命
・
一

品
に
叙
さ
れ
る
な
ど
皇
族
の
中
で
も
っ
と
も
上
位
に
い
た
。
一
条
朝
の
斎
宮
選
考
に
つ
い
て
は
詳
細
な
記
録
が
な
く
不

明
で
あ
る
が
、
皇
室
内
で
高
い
地
位
に
い
る
為
平
親
王
の
王
女
を
斎
宮
に
選
ぶ
こ
と
は
極
め
て
順
当
と
い
え
る
。 

長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
二
月
十
九
日
、
後
一
条
天
皇
の
斎
宮
に
故
中
務
卿
具
平
親
王
第
三
王
女
嫥
子
女
王
が
卜
定

さ
れ
た
。
後
一
条
天
皇
は
九
歳
の
幼
帝
で
あ
る
た
め
皇
女
が
ま
だ
誕
生
し
て
お
ら
ず
、
必
然
的
に
姉
妹
も
し
く
は
女
王

の
中
か
ら
斎
宮
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
後
一
条
天
皇
に
は
異
母
姉
の
一
条
天
皇
第
一
皇
女
脩
子
内
親
王
が

お
り
、
必
ず
し
も
女
王
の
中
か
ら
斎
宮
に
選
ぶ
必
要
性
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
斎
宮
に
選
ば
れ
た
の
は
嫥
子
女
王
で

あ
っ
た
。
嫥
子
女
王
は
一
条
天
皇
の
従
姉
妹
で
あ
る
の
で
、
後
一
条
天
皇
と
の
血
縁
関
係
は
極
め
て
薄
い
。
異
母
姉
の

脩
子
内
親
王
で
は
な
く
遠
縁
の
嫥
子
女
王
を
斎
宮
に
選
出
し
た
こ
と
は
、
斎
宮
を
軽
視
し
た
人
選
を
行
っ
た
よ
う
に
思

え
る
。
し
か
し
嫥
子
女
王
は
藤
原
頼
通
の
正
室
隆
姫
女
王
の
同
母
妹
で
、
同
母
弟
の
源
師
房
は
後
に
頼
通
の
猶
子
と
な

る
な
ど
、
後
一
条
天
皇
の
外
戚
で
あ
る
九
条
流
摂
関
家
と
の
関
わ
り
は
深
い
。 

『
栄
花
物
語
』
（
巻
十
二 

た
ま
の
む
ら
き
く
）
に
は
、 

あ
る
が
中
の
お
と
宮
は
、
三
條
院
の
入
道
の
一
品
宮
の
御
子
に
し
奉
ら
せ
給
し
、
ま
だ
十
ば
か
り
や
お
は
し
ま
す

ら
ん
、
こ
た
み
の
斎
宮
に
ゐ
さ
せ
給
ぬ
、
そ
の
御
扱
ひ
も
、
た
ゞ
こ
の
大
將
殿
よ
ろ
づ
に
せ
さ
せ
給
、 

嫥
子
女
王
が
資
子
内
親
王
（
村
上
天
皇
皇
女
）
の
猶
子
に
な
っ
た
こ
と
。
十
歳
ば
か
り
で
斎
宮
に
選
出
さ
れ
た
こ
と
。

そ
し
て
義
兄
の
頼
通
が
後
見
を
務
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

ま
た
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
五
年
二
月
十
九
日
条
に
は
、 

曉
女
方

（

倫

子

）

參

 

レ

院
。
右
大
臣
參
入
。
會

 

二-

合
東
渡
殿

 

一

。
齋
王
卜
定
事
等
相
示
。
後
大
臣
着

 

レ

陣
令

 

レ

卜
。
以

 

二

經
頼

 

一

奏
。
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依（

衍 

レ

例カ

）

仰

 

二

依

 

レ

例
可

 

レ

行
由

 

一

。
諸
給

 

二

施
行

 

一

府
（
符
）

給

 

二

大
炊
・
大
善

 

一

。
宣
旨
以

 

二

少
將
經

（

源

）

親

 

一

示

 

二-

遣
齋

 

二

。
々
々
故

中
務
卿
親
王
具
平
三
女
嫥
子
。
大
臣
不

 

レ

仰

 

二

神
祇
官

 

一

。
以

 

レ

弁
仰

 

レ

之
。
違
例
也
。
次
皇

（

俊

太
賢

）

后
宮
大
夫
奏

 

二

開
關

事
 

一

。
國
司
返

 

レ

解
近
江
一
枚
。
今
二
國

（

伊
勢

・

美

濃
）

二
枚
。
木
契
相
加
。
即
返

 

二

‐
給
外
記

 

一

破
云
々
。
參
入
。
候

 

レ

宿
。
此
日

帶
刀
給

 

二

兵
杖

 

一

云
々
。
不

 

レ

給

 

レ

試
。
只
仰

 

二

御
前

 

一

云
々
。
件
事
近
代
無

 

二

如

 

レ

此
事

 

一

。
是
本
宮
可

 

レ

然
無

 

レ

人
歟
。

任

 

二

帶
刀

 
一

事
。
奏

 

二

可

 

レ

給

 

レ

試
由

 

一

。
給

 

二

參
議

 

一

試
。
了

 

レ

奏

 

二

名
薄

（
簿
） 

一

。
後
任
者
也
。
不

 

レ

知

 

二

前
例

 

一

。
不
覺
宮
司

也
。 

斎
宮
卜
定
の
当
日
に
右
大
臣
藤
原
顕
光
が
藤
原
道
長
の
と
こ
ろ
に
参
り
、
東
渡
殿
で
斎
宮
卜
定
の
こ
と
を
打
ち
合
わ
せ

し
て
い
る
。
な
お
卜
定
の
上
卿
は
こ
の
顕
光
が
努
め
た
の
だ
が
、
『
小
右
記
』
同
日
条
に
よ
る
と
顕
光
は
儀
式
の
手
順

を
間
違
え
た
た
め
、
道
長
に
「
老
愚
者
也
。
至

 

レ

今
不

 

レ

被

 

二

出
仕

 

一

有

 

レ

何
乎
者
。
」
と
激
し
く
罵
ら
れ
て
い
る
。
顕
光

の
失
態
に
激
怒
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
道
長
は
斎
宮
儀
礼
に
冷
淡
で
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
斎
宮
卜
定
の
打
合
せ
を

道
長
と
顕
光
が
行
っ
て
い
た
こ
と
、
儀
式
の
失
敗
に
道
長
が
激
怒
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
道
長
は
外
孫
後
一
条
天

皇
の
斎
宮
卜
定
に
非
常
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

さ
ら
に
『
御
堂
関
白
記
』
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
九
月
十
七
日
条
に
は
、「
齊

〔
齋
〕

宮
遷

 

二

野
宮

 

一

。
終
日
雨
。
申
時
雨
止
。

此
時
吉
時
。
与

 

二

攝
政

 

一

同
見
物
。
」
と
あ
り
、
道
長
と
頼
通
父
子
が
嫥
子
女
王
の
野
宮
入
御
を
わ
ざ
わ
ざ
見
学
し
て
い

る
。
寛
仁
二
年
正
月
八
日
の
群
行
に
は
、
長
奉
送
使
に
藤
原
能
信
が
決
定
さ
れ
た
。
能
信
は
道
長
の
四
男
で
、
頼
通
と

は
異
母
兄
弟
で
あ
り
、
母
は
源
高
明
女
の
明
子
で
あ
る
。
明
子
は
嫥
子
女
王
の
母
方
の
祖
母
（
源
高
明
女
）
の
姉
妹
に

あ
た
る
。
長
奉
送
使
は
伊
勢
群
行
の
責
任
者
で
あ
り
、
斎
宮
の
近
縁
の
者
が
努
め
る
こ
と
が
多
い

（21

）

。
嫥
子
女
王
の
場
合

も
例
外
で
は
な
く
、
母
方
の
縁
者
が
選
ば
れ
て
い
る
。 

 
 

こ
の
よ
う
に
嫥
子
女
王
は
九
条
流
摂
関
家
と
関
係
の
深
い
斎
宮
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
そ
し
て
道
長
や
頼

通
は
嫥
子
女
王
の
斎
宮
儀
礼
に
強
い
関
心
を
持
ち
、
斎
宮
儀
礼
に
も
積
極
的
に
関
与
し
て
い
た
。
九
条
流
摂
関
家
は
斎
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宮
に
冷
淡
な
態
度
を
取
っ
て
い
た
ど
こ
ろ
か
、
外
孫
の
即
位
儀
礼
と
し
て
重
要
視
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。 

異
母
姉
脩
子
内
親
王
は
皇
后
藤
原
定
子
（
関
白
藤
原
道
隆
女
）
所
生
の
一
条
天
皇
の
第
一
皇
女
で
、
中
関
白
家
を
外

戚
と
し
て
い
た
。
し
か
し
外
祖
父
の
道
隆
は
脩
子
内
親
王
誕
生
前
に
薨
去
し
、
父
母
も
こ
の
時
す
で
に
亡
く
し
て
い
た
。

さ
ら
に
外
伯
父
の
伊
周
が
花
山
上
皇
に
対
す
る
不
敬
事
件
を
起
こ
し
て
失
脚
し
、
外
戚
の
中
関
白
家
の
零
落
が
著
し
く

後
見
人
に
恵
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
母
定
子
の
没
後
、
同
母
弟
の
敦
康
親
王
は
中
宮
藤
原
彰
子
に
引
き
取
ら
れ
養
育
さ

れ
て
い
た
が
、
脩
子
内
親
王
は
道
長
・
彰
子
父
娘
の
庇
護
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
。
九
条
流
摂
関
家
に
と
っ
て
、
脩
子

内
親
王
よ
り
嫥
子
女
王
の
方
が
身
近
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

ま
た
『
権
記
』
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
五
月
廿
七
日
条
に
は
、 

（
前
略
）
如
レ

此
大
事
只
任
二

宗
廟
社
稷
之
神
一

。
非

 

二

敢
人
力
之
所

 

レ

及

 

一

者
也
。
但
故
皇
后
宮
外
戚
高
氏
之
先
。

依
二

齋
宮
事
一

爲
二

後
胤
一

之
者
。
皆
以
二

不
レ

和
一

也
。
今
爲
二

皇
子
一

非

 

レ

無

 

二

所
レ

怖

 

一

。
能
可

 

レ

被

 

レ

祈

 

二

‐
謝
太
神

宮

 

一

也
。
猶
有
二

愛
憐
之
御
意
一

。
（
後
略
） 

新
王
家
別
当
藤
原
行
成
が
高
階
氏
の
血
を
引
く
敦
康
親
王
の
即
位
は
、
伊
勢
神
宮
の
怒
り
を
買
う
と
進
言
し
て
い
る
。

一
条
天
皇
は
皇
后
藤
原
定
子
所
生
の
第
一
皇
子
敦
康
親
王
の
即
位
を
望
ん
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
皇
后
定
子
の
外
戚
家
が

高
階
氏
で
あ
る
の
で
伊
勢
神
宮
に
憚
る
所
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
反
対
さ
れ
、
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
外
孫
敦
成
親
王
（
後
一
条
天
皇
）
の
即
位
を
切
望
す
る
藤
原
道
長
に
よ
る
政
治
的
画
策
で
あ
っ
た
可

能
性
が
極
め
て
高
く
、
藤
原
行
成
の
発
言
に
ど
れ
ほ
ど
の
信
憑
性
が
あ
る
の
か
疑
わ
し
い
。
し
か
し
脩
子
内
親
王
を
伊

勢
神
宮
に
奉
仕
す
る
斎
宮
に
選
出
す
る
に
あ
た
っ
て
、
最
大
の
障
害
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
敦
康
親
王
の

即
位
を
母
の
外
戚
を
理
由
に
退
け
た
の
に
、
同
母
姉
の
脩
子
内
親
王
を
斎
宮
に
選
出
す
る
こ
と
は
道
義
上
無
理
で
あ
る
。

後
一
条
天
皇
に
は
脩
子
内
親
王
以
外
に
姉
妹
は
お
ら
ず
、
従
姉
妹
も
存
在
し
な
い
。
そ
の
た
め
に
血
縁
関
係
は
遠
い
が

外
戚
家
と
深
い
関
わ
り
の
あ
る
嫥
子
女
王
が
斎
宮
に
選
ば
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 
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今
上
天
皇
に
皇
女
が
い
な
い
場
合
、
斎
宮
候
補
は
政
治
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
て
選
考
さ
れ
て
い
た
。
今
上
天
皇
と
外

戚
の
異
な
る
異
母
姉
妹
よ
り
も
血
縁
の
遠
い
女
王
の
方
が
多
く
選
出
さ
れ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
斎
宮
に
選
ば
れ

た
女
王
は
い
ず
れ
も
皇
室
内
で
重
き
を
置
か
れ
て
い
た
親
王
の
女
で
あ
り
、
後
見
も
し
っ
か
り
し
て
い
た
。
摂
関
期
に

お
い
て
も
斎
宮
は
天
皇
の
即
位
儀
礼
と
し
て
の
性
格
を
失
わ
ず
、
機
能
し
て
い
た
。
一
方
の
斎
院
は
即
位
儀
礼
の
要
素

が
早
く
に
薄
れ
た
せ
い
か
、
交
替
し
な
い
ケ
ー
ス
が
非
常
に
多
く
み
ら
れ
る
。
摂
関
期
に
な
る
と
幼
帝
が
多
く
出
現
し

た
た
め
、
候
補
と
な
り
得
る
内
親
王
の
数
が
平
安
前
期
と
比
較
し
て
激
減
し
て
い
た
。
少
な
い
候
補
者
の
中
か
ら
斎

宮
・
斎
院
を
同
時
に
選
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
斎
宮
卜
定
が
優
先
し
て
行
わ
れ
、
斎
院

は
先
代
よ
り
継
続
し
て
務
め
る
こ
と
が
慣
例
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

最
後
に
斎
宮
に
遠
縁
、
斎
院
に
異
母
姉
妹
を
選
ぶ
と
い
う
斎
王
の
選
考
を
行
っ
た
冷
泉
朝
の
事
例
を
確
認
し
た
い
と

思
う
。
永
承
元
年
（
一
〇
四
六
）
三
月
十
日
に
敦
明
親
王
（
小
一
条
院
）
の
皇
女
嘉
子
内
親
王
を
斎
宮
に
卜
定
、
遅
れ

て
同
年
三
月
二
十
四
日
に
異
母
妹
の
媟
子
内
親
王
を
斎
院
に
選
定
し
た
。
嘉
子
内
親
王
は
三
条
天
皇
の
皇
孫
（
冷
泉
系
）

で
あ
り
、
後
冷
泉
天
皇
（
円
融
系
）
と
は
皇
統
す
ら
こ
と
な
る
極
め
て
血
縁
関
係
の
薄
い
斎
宮
で
あ
っ
た
。
嘉
子
内
親

王
は
父
の
敦
明
親
王
が
帝
位
に
就
い
て
い
な
い
の
で
、
本
来
な
ら
ば
、
「
女
王
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
だ
が
、
他
の
兄
弟

姉
妹
と
共
に
祖
父
三
条
天
皇
の
猶
子
と
な
り
、
親
王
宣
旨
を
受
け
て
い
た
。
そ
の
た
め
「
女
王
」
で
は
な
く
「
内
親
王
」

と
し
て
破
格
の
扱
い
を
受
け
て
い
た
。 

敦
明
親
王
は
父
の
三
条
天
皇
の
強
い
要
望
に
よ
り
後
一
条
天
皇
の
皇
太
子
と
な
っ
た
。
し
か
し
寛
仁
元
年
（
一
〇
一

七
）
五
月
九
日
に
三
条
上
皇
が
崩
御
す
る
と
、
外
孫
敦
良
親
王
の
即
位
を
望
む
藤
原
道
長
に
よ
っ
て
圧
力
を
か
け
ら
れ
、

自
ら
皇
太
子
廃
位
を
願
い
出
た
。
そ
の
後
、
道
長
の
計
ら
い
で
小
一
条
院
太
政
天
皇
の
尊
号
が
贈
ら
れ
、
上
皇
に
准
じ

た
扱
い
を
受
け
る
よ
う
な
る
。
さ
ら
に
敦
明
親
王
は
皇
太
子
辞
退
後
、
道
長
の
娘
の
寛
子
を
妃
に
迎
え
て
い
る
。
こ
の

寛
子
の
生
ん
だ
皇
女
の
一
人
が
、
嘉
子
内
親
王
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
後
冷
泉
天
皇
と
嘉
子
内
親
王
は
母
方
の
従
兄
弟
の
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間
柄
で
あ
っ
た
。 

前
述
の
と
お
り
、
斎
王
選
考
は
会
議
を
経
て
候
補
が
内
定
さ
れ
る
。
会
議
は
時
の
権
力
者
が
中
心
と
な
っ
て
行
わ
れ
、

政
治
的
な
バ
ラ
ン
ス
が
考
慮
さ
れ
て
い
た
。
後
冷
泉
天
皇
に
は
皇
女
が
生
ま
れ
て
い
な
い
た
め
、
斎
宮
に
は
小
一
条
院

の
皇
女
を
、
斎
院
に
は
異
母
姉
妹
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
摂
関
家
は
斎
宮
を
冷
遇
な
ど
し
て
お
ら
ず
、
道
長
な
ど
は

強
い
関
心
を
示
し
て
い
た
。
ま
た
賀
茂
社
に
奉
仕
す
る
斎
院
は
天
皇
と
の
即
位
儀
礼
と
の
関
連
が
早
く
に
廃
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
朝
廷
内
の
勢
力
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
た
人
選
を
行
う
必
要
が
な
か
っ
た
。
単
純
に
当
帝
の
近
親
者
を
選
べ
ば

よ
い
。
斎
宮
と
斎
院
の
人
選
の
違
い
は
斎
宮
が
即
位
儀
礼
で
あ
る
の
に
対
し
、
斎
院
卜
定
は
都
の
守
護
神
を
祀
る
斎
王

の
就
任
儀
と
い
う
性
質
の
違
い
に
起
因
す
る
。
摂
関
家
を
筆
頭
と
し
た
貴
族
た
ち
が
斎
宮
を
軽
視
し
て
い
た
か
ら
で
は

な
い
。 

 お
わ
り
に 

 

斎
宮
卜
定
は
天
皇
の
即
位
儀
礼
で
あ
る
た
め
、
新
帝
の
即
位
状
況
に
よ
っ
て
実
施
の
時
期
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。

斎
宮
候
補
者
は
卜
定
に
先
立
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
が
慣
例
で
あ
り
、
女
王
で
あ
ろ
う
が
内
親
王
で
あ
ろ
う
が
そ
れ
は
変

わ
ら
な
い
。
摂
関
期
に
お
い
て
斎
宮
の
選
定
に
は
政
治
的
意
図
が
反
映
さ
れ
て
い
た
が
、
候
補
は
会
議
で
定
め
ら
れ
て

い
る
の
で
、
摂
関
家
の
一
存
で
候
補
を
決
め
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
斎
宮
選
出
の
背
景
に
は
政
治
的
な
意
図
が
確

か
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
斎
宮
軽
視
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
。
藤
原
道
長
な
ど
は
斎
宮
に
強
い
関
心
を
示
し
て
お

り
、
血
縁
関
係
は
な
い
が
姻
戚
の
嫥
子
女
王
を
外
孫
の
斎
宮
に
立
て
て
い
る
。
一
方
、
斎
院
は
天
皇
の
即
位
儀
礼
と
の

関
連
が
早
く
か
ら
絶
た
れ
た
た
め
、
今
上
天
皇
の
近
親
の
内
親
王
を
単
純
に
選
ん
で
も
何
の
問
題
も
な
か
っ
た
。 

摂
関
期
の
斎
宮
は
特
に
冷
遇
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
く
、
決
し
て
貴
族
た
ち
の
関
心
が
持
た
れ
な
く
な
っ
た
存
在

で
も
な
い
。
斎
宮
は
摂
関
期
で
も
天
皇
の
即
位
儀
礼
で
あ
り
続
け
、
重
要
な
儀
礼
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 
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註 （
１
）
榎
村
寛
之
『
律
令
天
皇
制
祭
祀
の
研
究
』
（
塙
書
房
、
一
九
九
六
年
）
。 

（
２
）
『
源
氏
物
語
』
葵
巻
に
は
、
賀
茂
祭
の
斎
院
御
禊
を
見
物
す
る
際
、
光
源
氏
の
正
妻
葵
上
と
愛
人
六
条
御
息
所

と
の
間
で
車
争
い
が
起
き
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
み
え
る
。 

（
３
）
『
枕
草
子
』
五
段
二
二
二
段
。 

（
４
）
摂
関
期
（
朱
雀
～
後
冷
泉
朝
）
に
お
け
る
斎
王
と
天
皇
の
血
縁
関
係 

 
 

 

朱
雀
朝
〔
斎
宮
〕
雅
子
内
親
王
（
異
母
姉
）
／
斉
子
内
親
王
（
異
母
姉
）
／
徽
子
女
王
（
姪
） 

 
 

 
 

 
 

〔
斎
院
〕
婉
子
内
親
王
（
異
母
姉
） 

村
上
朝
〔
斎
宮
〕
英
子
内
親
王
（
異
母
姉
）
／
悦
子
女
王
（
姪
）
／
楽
子
内
親
王
（
娘
） 

〔
斎
院
〕
婉
子
内
親
王
（
異
母
姉
） 

 
 

 

冷
泉
朝
〔
斎
宮
〕
輔
子
内
親
王
（
同
母
妹
） 

 
 

 
 

 
 

〔
斎
院
〕
尊
子
内
親
王
（
娘
） 

 
 

 

円
融
朝
〔
斎
宮
〕
隆
子
女
王
（
従
姉
妹
）
／
規
子
内
親
王
（
異
母
姉
） 

 
 

 
 

 
 

〔
斎
院
〕
尊
子
内
親
王
（
姪
）
／
選
子
内
親
王
（
同
母
妹
） 

 
 

 

花
山
朝
〔
斎
宮
〕
済
子
女
王
（
父
の
従
妹
） 

 
 

 
 

 
 

〔
斎
院
〕
選
子
内
親
王
（
叔
母
） 

 
 

 

一
条
朝
〔
斎
宮
〕
恭
子
女
王
（
従
妹
） 

 
 

 
 

 
 

〔
斎
院
〕
選
子
内
親
王
（
叔
母
） 

 
 

 

三
条
朝
〔
斎
宮
〕
当
子
内
親
王
（
娘
） 

 
 

 
 

 
 

〔
斎
院
〕
選
子
内
親
王
（
叔
母
） 



 117 

 
 

 

後

一

条

朝

〔
斎
宮
〕
嫥
子
女
王
（
父
の
従
姉
妹
） 

 
 

 
 

 
 

〔
斎
院
〕
選
子
内
親
王
（
大
叔
母
）
・
馨
子
内
親
王
（
娘
） 

 
 

 
後

朱

雀

朝

〔
斎
宮
〕
良
子
内
親
王
（
娘
） 

 
 

 
 

 
 

〔
斎
院
〕
娟
子
内
親
王
（
娘
） 

 
 

 

後

冷

泉

朝

〔
斎
宮
〕
嘉
子
内
親
王
（
再
従
兄
の
子
）
・
敬
子
女
王
（
再
従
兄
の
子
） 

 
 

 
 

 
 

〔
斎
院
〕
禖
子
内
親
王
（
異
母
妹
）
・
正
子
内
親
王
（
異
母
妹
） 

（
５
）
榎
村
寛
之
、
前
掲
論
文
、
註
（
１
）
。 

（
６
）
甲
田
利
雄
「
斎
宮
覚
書
」
（
『
平
安
時
代
臨
時
公
事
略
解
』
所
収
、
続
群
書
類
従
刊
行
会
、
一
九
八
一
年
）
。 

（
７
）
東
郷
富
規
子
「
大
斎
院
管
見
」
（
『
園
田
学
園
女
子
大
学
論
文
集
』
四
、
一
九
六
九
年
）
。 

（
８
）
榎
村
寛
之
、
前
掲
論
文
、
註
（
１
）
。 

（
９
）
富
樫
美
恵
子
「
摂
関
期
の
斎
宮
・
斎
院
の
選
定
と
斎
王
忌
避
の
思
想
」
（
『
寧
樂
史
苑
』
第
四
七
号
、
二
〇
〇
二

年
）
。 

（

10
）
榎
村
寛
之
、
前
掲
論
文
、
註
（
１
）
。 

（

11
）
『
令
義
解
』
「
喪
葬
令
」 

 
 

 
 

 

凢
服
紀
ハ

爲
ニ二

君
。
謂

。

天

子

也

。

父
母
及
夫
。
本
主

 

一

。
謂

。

其

文

學

家

令

等

。

不
レ

在
二

此

限
一

也

。

一
年
。
謂

。

以
二

十

二

月
一

爲
レ

限

。

不
レ

計
二

潤

月
一

。

其

五

月

以

下

。

並

皆

計
レ

日

也

。

祖
父
母
。 

養
父
母
ニ

。
五
月
。

謂

。

其

養

子

爲
二

本

生
一

一

年

。

即

養

父

母

爲
レ

子

一

月

也

。

曾
祖
父
母
。
外
祖
父
母
。
伯
叔
父
姑
。
妻
。
兄
妹
姉
妹
。
夫
ノ 

之
父
母
。
謂

。

養

子

之

妻

妾

。

於

二

夫

之

養

父

母
一

亦

同

。

嫡
子
ニ

。
三
月
。
高
祖
父
母
。
舅
。
姨
。
嫡
母
。
継
母
。
継
父
ノ

同
居
。
異
父 

兄
ノ

弟
姉
妹
。
衆
子
。
嫡
孫
ニ

。
一
月
。
衆
孫
。
從
父
兄
弟
姉
妹
。
兄
弟
ノ

子
。
七
日
。 

（

12
）
『
令
義
解
』
「
軍
防
令
」
衛
士
下
日
條
、 

 
 

 
 

 

凢
衛
士
ハ

。
雖
二

下
日

ト一

。
皆
不

レレ

得
二

輙
ク

卅
里
ノ

私
ニ

行
ヲ一

。
必
有

ラニ

ハ

事
故
一

。
湏

シ下

經
レ二

本
府

ニ一

判
コ

ト

ハ

テ 
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聽
サ

ン

キ

乃
去
上

。
其
上
番
ノ

年
ハ

。
雖
レ

有
ト二

重
服
一

。
謂

。

父

母

喪

也

。

（
後
略
） 

（

13
）
『
中
右
記
』
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
七
月
十
九
日
条
、 

 
 

 
 

 

（
前
略
）
後
聞
。
齋
院
日
者
不
例
。
今
日
危
急
。
運
命
殆
欲

 

レ

盡
。
卜
筮
所
告

 

下

退

 

二

齋
院

 

一

吉

 

上

也
。
仍 

 
 

 
 

 
亥
時
許
俄
奉

 

レ

出

 

二

長
官
長
兼
直
廬

 

一

。
則
有

 

二

平
愈
事

 

一

。
誠
是
神
明
不

 

レ

受
歟
。
權
大
納
言
俊
實
依

 

レ

仰 
參

 
二

齋
院

 

一

。
沙
汰
件
事
也
。
齋
王
者
與

 

レ

帝
同
母
也
。
同
日
有
此
事
。
誠
以
希
有
也
。
（
後
略
） 

 

（

14
）
宇
多
天
皇
第
四
皇
女
。
母
は
女
御
橘
義
子
（
参
議
橘
広
相
女
）
。
寛
平
五
年
（
八
九
三
）
三
月
十
四
日
に
宇 

 
 

 

多
天
皇
の
斎
院
に
卜
定
さ
れ
た
。
『
西
宮
記
』
臨
時
五
、
初
斎
院
入
紫
野
院
、
裏
書
に
は
、 

 
 

 
 

 

延
喜
二
年
十
月
八
日
。
自

 

二

斎
院
使
公
節

 

一

陳

 

二

斎
王
煩

 

レ

病
由

 

一

。
兼
可

 

二

遷
宮

 

一

否
云
々
。
差

 

二

蔵
人
公
利

 

一

營
問
之
。
九
日
。
仰

 

二

左
大
臣

 

一

。
令

 

レ

定

 

下

斎
王
移

 

二

他
家

 

一

事

 

上

。
入

 

レ

夜
公
節
来
云
。
親
王
甚
無
気
力
云
々
。

此
夜
罷
出
云
々
。
十
一
日
。
左
大
臣
。
奏

 

下

斎
院
君
子
内
親
王
以

 

二

九
日
夜

 

一

薨
状

 

上

云
々
。
十
一
月
三
日
。

斎
王
薨
状
。
可

 

レ

奉

 

レ

告
 

二

賀
茂

 

一

状
。
仰

 

二

右
（
光
）

大
臣

 

一

令

 

レ

勧

 

レ

例
之
。
五
日
右
大
臣
奉

 

二

賀
茂
宣
命

 

一

。 

 
 

 

延
喜
二
年
（
九
〇
二
）
十
月
九
日
、
病
に
よ
り
斎
院
を
退
出
し
て
他
家
に
移
っ
た
あ
と
、
そ
の
日
の
夜
に
薨
じ

た
こ
と
が
分
か
る
。 

（

15
）
『
日
本
紀
略
』
延
喜
三
年
（
九
〇
三
）
二
月
十
七
日
戊
子
条
。 

（

16
）
榎
村
寛
之
、
前
掲
論
文
、
註
（
１
）
。 

（

17
）
村
井
康
彦
「
道
長
と
そ
の
時
代
」
（
『
王
朝
文
化
断
章
』
所
収
、
教
育
社
、
一
九
八
五
年
）
。 

（

18
）
富
樫
美
恵
子
、
前
掲
論
文
、
註
（
９
）
。 

（

19
）
所
京
子
『
斎
王
和
歌
文
学
の
史
的
研
究
』
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
八
年
）
。 

（

20
）
『
天
祚
禮
祀
職
掌
録
』 

 
 

 
 

 

光
孝
天
皇
以
前
。
上
古
依
レ

無
二

委
細
所
見
一

。
略
不
レ

注
レ

之
。 
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登
極
卽
位
事 

花
山
院 

永
観
二
年
十
月
十
日
即
位 

大
極
殿 

 
 

 
 

 
 

（
中
略
） 

左
侍
従
。
彈
正
尹
章
明
親
王
、
刑
部
卿
従
四
位
上
茂
親
王
。
少
納
言
従
五
位
城
上
藤
原
信
義
。 

（
中
略
） 

褰
帳
。
左
慶
子
女
王
。
彈

正

尹

章

明

親

王

女

。 

右
明
子
女
王
。
前

上

總

太

守

。

盛

明

親

王

女

。 

（

21
）
所
京
子
、
前
掲
論
文
、
註
（

19
）
。 
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第
二
章 

院
政
期
に
於
け
る
斎
王
選
考
の
問
題 

 

は
じ
め
に 

応
徳
三
年
（
一
〇
八
六
）
、
白
河
天
皇
は
八
歳
の
実
子
善
仁
親
王
（
堀
河
天
皇
）
に
譲
位
し
、
上
皇
と
な
っ
て
幼
帝

の
政
務
を
後
見
し
た
。
こ
れ
が
一
般
的
に
院
政
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
白
河
天
皇
は
当
初
か
ら
強
力
な
院

政
体
制
を
行
う
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
白
河
天
皇
の
譲
位
は
主
と
し
て
異
母
弟
輔
仁
親
王
の
皇
位
継

承
を
断
念
さ
せ
る
意
図
で
行
わ
れ
た
。
実
際
に
白
河
天
皇
及
び
堀
河
天
皇
の
御
世
で
は
、
藤
原
師
実
や
そ
の
子
師
通
を

相
談
相
手
と
し
て
政
務
を
執
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
師
通
が
急
逝
す
る
と
摂
関
家
内
部
で
混
乱
が
生
じ
、
摂
関
家
の
権

威
低
下
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。
次
い
で
堀
河
天
皇
の
崩
御
、
そ
し
て
五
歳
の
孫
宗
仁
親
王
（
鳥
羽
天
皇
）
の
即
位
が

契
機
と
な
り
、
結
果
的
に
白
河
法
皇
の
も
と
に
政
治
的
権
限
が
集
中
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
白
河
法
皇
以
後
、
院
政

を
布
い
た
上
皇
が
「
治
天
の
君
」
と
し
て
事
実
上
の
君
主
と
し
て
君
臨
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
天
皇
家
の

変
化
は
斎
王
制
度
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
斎
宮
・
斎
院
の
人
選
は
時
の
皇
親
の
あ

り
方
に
連
動
さ
れ
る
側
面
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
が
院
政
期
は
天
皇
制
の
過
渡
期
に
当
た
る
重
要
な
時
期
に
も
関
わ
ら
ず
、
斎
王
制
度
に
関
す
る
専
論
す
ら
な

く
、
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
。
院
政
期
の
斎
王
に
関
わ
る
研
究
は
、
白
河
天
皇
皇
女
媞
子
内
親
王
に
始
ま
る
准
母
立
后

制
（
１
）

な
ど
で
間
接
的
に
触
れ
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
斎
宮
・
斎
院
経
験
者
が
未
婚
の
ま
ま
准
母
立
后
さ

れ
、
女
院
と
な
っ
た
と
い
う
事
実
関
係
の
指
摘
が
中
心
で
、
斎
王
制
度
そ
の
も
の
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
そ
の
中
で
野
村
育
代
氏
の
説
は
、
院
政
期
の
斎
王
制
度
を
考
察
す
る
上
で
重
要
な
指
摘
と
な
っ
て
い
る

（
２
）

。
野
村

氏
は
、
後
三
条
天
皇
の
即
位
に
よ
っ
て
摂
関
家
か
独
立
し
た
天
皇
家
は
、
家
父
長
で
あ
る
院=

治
天
の
君
の
も
と
に
独
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自
の
家
産
を
院
の
下
に
集
積
し
、
一
個
の
中
世
権
門
と
し
て
自
立
し
た
存
在
と
な
っ
た
。
そ
し
て
天
皇
家
に
伝
領
さ
れ

る
家
産
を
管
理
相
続
す
る
の
が
、
郁
芳
門
院
に
始
ま
る
未
婚
の
ま
ま
立
后
し
た
女
院
で
、
未
婚
女
院
の
ほ
と
ん
ど
が
斎

宮
・
斎
院
の
経
験
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

こ
の
野
村
氏
の
説
を
受
け
、
榎
村
寛
之
氏
は
十
世
紀
以
降
、
摂
関
家
を
筆
頭
と
す
る
貴
族
層
が
国
家
の
守
護
神
で
あ

る
伊
勢
神
宮
を
軽
視
し
、
都
の
守
護
神
で
あ
る
賀
茂
社
を
重
視
す
る
傾
向
を
強
め
た
こ
と
。
そ
の
結
果
、
斎
宮
に
は
天

皇
と
の
血
縁
関
係
が
薄
い
女
王
な
ど
が
多
く
選
出
さ
れ
、
斎
院
に
は
天
皇
と
の
血
縁
関
係
の
濃
い
娘
や
同
母
姉
妹
な
ど

が
多
く
選
出
さ
れ
た
て
い
た
こ
と
。
と
こ
ろ
が
院
政
期
に
な
る
と
、
斎
宮
は
治
天
の
君
で
あ
る
院
と
の
関
係
が
重
視
さ

れ
、
院
を
家
父
長
と
す
る
天
皇
家
の
家
産
管
理
者
で
あ
る
、
未
婚
の
女
院
と
な
る
た
め
の
一
階
梯
と
し
て
機
能
す
る
よ

う
に
な
り
、
家
と
し
て
の
天
皇
家
を
守
る
武
器
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（
３
）

。
つ
ま
り
女
王
斎
宮
が
頻
発
し
た
摂

関
期
に
、
斎
宮
は
形
骸
化
・
相
対
的
地
位
の
低
下
が
進
み
、
存
亡
の
危
機
に
立
た
さ
れ
て
い
た
が
、
院
政
期
に
未
婚
女

院
を
形
成
す
る
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
の
手
段
と
し
て
復
活
し
た
の
で
あ
る
。 

し
か
し
果
た
し
て
院
政
期
に
斎
宮
は
未
婚
女
院
を
形
成
す
る
た
め
に
復
活
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
摂
関
期

は
伊
勢
斎
王
制
度
の
衰
退
期
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
女
王
斎
宮
が
頻
発
し
た
時
期
（
円
融
～
後
一
条
）
に
は
斎
院
の

交
替
が
行
わ
れ
ず
、
選
子
内
親
王
が
五
代
五
十
七
年
間
に
わ
た
っ
て
斎
院
を
務
め
て
い
る
。
斎
宮
は
斎
院
と
異
な
り
必

ず
天
皇
の
代
替
わ
り
で
交
替
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
候
補
者
不
足
な
ど
が
原
因
で
女
王
が
選
ば
れ
た
可
能
性
も
十
分

に
考
え
ら
れ
る
。
藤
原
道
長
・
頼
通
は
姻
戚
に
あ
た
る
嫥
子
女
王
の
斎
宮
儀
礼
に
積
極
的
に
関
与
し
て
お
り
、
斎
宮
に

強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た

（
４
）

。
こ
の
こ
と
か
ら
も
斎
宮
が
冷
遇
さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。 

ま
た
媞
子
内
親
王
以
降
、
内
親
王
が
未
婚
の
ま
ま
准
母
立
后
さ
れ
た
事
例
は
全
部
で
八
例

（
５
）

存
在
し
、
そ
の
う
ち
六
例

が
斎
宮
・
斎
院
経
験
者
で
あ
る
。
こ
の
間
、
卜
定
さ
れ
た
斎
宮
は
二
十
一
名
、
斎
院
は
十
二
名
も
い
る
が
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
が
退
下
後
に
何
も
厚
遇
を
受
け
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
わ
ず
か
な
例
を
取
り
上
げ
て
、
斎
宮
が
未
婚
女
院
と
な
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る
た
め
の
階
梯
と
し
て
機
能
し
た
と
は
言
い
難
い
。 

『
延
喜
式
』
に
は
、
斎
宮
・
斎
院
が
皇
親
女
子
の
中
か
ら
卜
定
さ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
の
人

選
は
そ
の
時
々
の
皇
親
の
あ
り
方
に
連
動
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
天
皇
が
す
べ
て
成
人
で
あ
っ
た
九
世
紀
前
半
を
通

し
て
、
斎
宮
及
び
斎
院
に
は
今
上
天
皇
の
娘
が
選
出
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
九
歳
の
幼
帝
清
和
天
皇
が
登
場
す
る
と
様

相
が
一
変
す
る
。
こ
れ
以
後
、
幼
帝
が
多
く
出
現
す
る
よ
う
に
な
り
、
即
位
時
点
に
お
い
て
娘
が
誕
生
し
て
い
な
い
ケ

ー
ス
が
続
出
し
た
の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
斎
宮
・
斎
院
候
補
者
は
今
上
の
姉
妹
以
下
の
皇
親
女
子
に
限
定

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

さ
ら
に
十
世
紀
中
葉
以
降
に
は
、
皇
子
女
の
出
生
率
低
下
に
伴
い
斎
宮
に
女
王
、
一
方
の
斎
院
は
交
替
を
行
わ
れ
な

い
こ
と
が
増
加
す
る
。
こ
の
こ
と
は
女
王
が
候
補
者
不
足
の
際
に
斎
王
制
度
を
円
滑
に
維
持
す
る
た
め
に
機
能
し
て
い

た
こ
と
を
示
す
事
例
と
も
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
院
政
期
以
降
に
な
る
と
、
女
王
が
斎
王
に
選
出
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な

る
。
院
政
期
は
摂
関
期
同
様
、
幼
帝
の
時
代
で
あ
る
。
極
め
て
少
例
で
あ
る
准
母
立
后
制
の
出
現
の
み
で
は
、
人
選
の

変
化
は
説
明
で
き
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
変
化
は
斎
宮
の
復
活
で
は
な
く
、
皇
親
の
あ
り
方
に
何
ら
か
の
変
化
が

生
じ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。 

そ
こ
で
本
稿
で
は
い
ま
だ
実
態
解
明
の
研
究
が
進
捗
し
て
い
な
い
、
院
政
期
の
斎
王
制
度
に
つ
い
て
、
お
も
に
斎
王

の
選
考
を
中
心
に
考
察
し
た
い
と
思
う
。
院
政
の
出
現
が
斎
王
制
度
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
。
院
政
期

は
先
行
研
究
の
指
摘
ど
お
り
、
斎
宮
の
復
活
期
で
あ
る
の
か
。
ま
た
女
王
斎
王
が
姿
を
消
す
こ
と
に
な
っ
た
要
因
は
何

で
あ
る
の
か
。
以
上
の
こ
と
に
留
意
し
て
、
院
政
期
に
お
け
る
斎
王
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
明
確
に
し
た
い
と
思
う
。 
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第
一
節 

女
王
斎
王
の
終
焉 

（
一
）
白
河
朝
の
斎
王
卜
定 

延
久
四
年
（
一
〇
七
二
）
十
二
月
八
日
、
後
三
条
天
皇
の
譲
位
を
受
け
て
白
河
天
皇
が
即
位
し
た
。
翌
年
二
月
十
六

日
に
は
淳
子
女
王
が
斎
宮
に
卜
定
さ
れ
た
。
淳
子
女
王
は
敦
賢
親
王
の
王
女
で
、
敦
賢
親
王
は
小
一
条
院
敦
明
親
王
（
三

条
天
皇
第
一
皇
子
）
の
子
で
あ
る
の
で
、
三
条
天
皇
の
曾
孫
に
あ
た
る
。
今
ま
で
に
も
数
多
く
の
女
王
が
斎
宮
に
選
出

さ
れ
た
が
、
す
べ
て
二
世
女
王
（
皇
孫
）
で
あ
り
、
三
世
女
王
（
皇
曾
孫
）
が
選
ば
れ
た
前
例
は
な
く
、
極
め
て
異
例

の
人
選
で
あ
っ
た

（
６
）

。
即
位
当
時
の
白
河
天
皇
は
二
十
歳
と
年
若
く
、
娘
が
ま
だ
誕
生
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
必

然
的
に
姉
妹
以
下
の
皇
親
女
子
の
中
か
ら
斎
宮
・
斎
院
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
白
河
天
皇
に
は
同
母
姉
妹

の
聡
子
内
親
王
（
二
十
四
歳
）
・
篤
子
内
親
王
（
十
四
歳
）
が
い
た
が
、
斎
宮
に
選
ば
れ
た
の
は
再
従
姉
妹

（
７
）

の
淳
子
女

王
で
あ
っ
た
。
一
方
、
斎
院
に
は
斎
宮
卜
定
か
ら
一
ヶ
月
遅
れ
で
同
母
妹
篤
子
内
親
王
を
選
ん
で
い
る
。
血
縁
関
係
だ

け
に
注
目
し
て
み
る
と
、
斎
宮
を
軽
視
し
た
人
選
を
行
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
白
河
天
皇
の
父
後
三
条
天
皇
は

斎
宮
に
第
二
皇
女
俊
子
内
親
王
、
斎
院
に
第
三
皇
女
佳
子
内
親
王
を
選
ん
で
い
る
。
そ
の
子
で
あ
る
白
河
天
皇
が
斎
宮

を
軽
視
し
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。
そ
こ
で
白
河
朝
に
お
け
る
斎
王
選
考
の
背
景
を
検
証
し
た
い
と
思
う
。 

後
三
条
上
皇
は
譲
位
か
ら
約
四
ヵ
月
後
の
延
久
五
年
（
一
〇
七
三
）
五
月
七
日
、
長
年
患
っ
て
い
た
糖
尿
病
の
悪
化

に
よ
り
崩
御
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
後
三
条
天
皇
が
在
位
僅
か
四
年
半
で
譲
位
し
た
有
力
な
説
の
一
つ
に
、
疾
病
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
後
三
条
上
皇
の
体
調
に
考
慮
し
、
万
が
一
の
事
態
に
備
え
て
後
三
条
上
皇
の
皇
女
た
ち
を

斎
宮
候
補
か
ら
除
外
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

何
故
な
ら
『
延
喜
式
』
巻
五
、
神
祇
五
、
「
斎
宮
」
斎
王
相
代
条
に
、 

 
 

凡
齋
王
相
代
應
レ

歸
京
者
。
遣
レ

使
奉
レ

弊
亦
レ

初
。
若
遭
二

國
哀
及
親
喪
一

者
。
遣
二

中
臣
一
人
一

告
二

其
状
一

。
不
レ

奉
二

幣
帛
一

。 
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と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
斎
宮
は
父
母
の
喪
に
遭
う
と
交
代
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
斎
宮
は
天
皇
の
即
位

ご
と
に
必
ず
改
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
斎
宮
卜
定
は
天
皇
の
即
位
儀
礼
の
一
環
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
た
。
斎
宮

制
は
天
皇
制
と
対
応
関
係
に
あ
り
、
基
本
的
に
は
天
皇
一
代
に
つ
き
一
人
の
斎
宮
が
理
想
的
と
さ
れ
て
い
た

（
８
）

。
ま
た
斎

宮
が
伊
勢
に
発
遣
さ
れ
る
際
、
『
江
家
次
第
』
巻
第
十
二
、
神
事
、
「
伊
勢
群
行
」
に
は
、
「
天
皇
以
レ

櫛
刺
二

加
其
額
一

勅
、
京
乃

方
仁

趣
〔
赴
〕

支
不奈

、
」
と
あ
り
、
天
皇
が
斎
宮
に
帰
京
を
望
ま
な
い
こ
と
を
伝
え
、
自
身
の
御
代
が
い
つ
ま
で
も
続

く
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
卜
定
直
後
に
凶
事
で
退
下
す
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
。
当
然
斎
宮
の
選
考
は
慎

重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
短
期
間
で
の
交
替
の
危
険
性
を
回
避
す
る
た
め
に
、
斎
宮
に
は
白
河
天
皇
の
オ
バ
も
し
く

は
従
姉
妹
以
下
の
血
縁
者
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

一
方
、
斎
院
の
人
選
は
難
航
し
た
よ
う
で
あ
る
。
白
河
天
皇
の
治
世
初
め
に
行
わ
れ
た
斎
院
卜
定
は
、
天
皇
の
即
位

儀
礼
と
は
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
白
河
天
皇
の
即
位
以
前
の
延
久
四
年
七
月
六
日
に
斎
院
佳
子
内
親

王
が
疾
病
に
よ
っ
て
退
下
し
て
お
り
、
後
任
の
斎
院
を
選
ん
だ
に
過
ぎ
な
い
。『
栄
花
物
語
』（
巻
三
十
八
、
松
の
下
枝
）

に
は
、
こ
の
時
の
斎
院
交
替
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

今
の
斎
院
も
、
わ
づ
ら
は
せ
給
て
、
下
り
さ
せ
給
ぬ
れ
ば
、
女
院
に
お
は
し
ま
し
つ
る
四
宮
居
さ
せ
給
ぬ
。
高
倉

殿
の
宮
、
斎
院
に
ゐ
さ
せ
給
ふ
べ
し
な
ど
い
ふ
事
あ
り
て
、
今
さ
ら
に
と
や
思
し
け
ん
、
尼
に
な
ら
せ
給
ふ
と
て
、

十
二
月
の
八
日
、
戒
受
け
さ
せ
給
ふ
と
の
ゝ
し
れ
ど
（
後
略
） 

今
の
斎
院
（
＝
後
三
条
天
皇
第
三
皇
女
佳
子
内
親
王
）
が
病
に
よ
り
退
下
し
た
後
、
高
倉
の
宮
（
＝
後
朱
雀
天
皇
第
三

皇
女
祐
子
内
親
王
）
が
斎
院
候
補
に
ほ
ぼ
内
定
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
祐
子
内
親
王
は
「
今
さ
ら
に
」
と

斎
院
卜
定
を
固
辞
し
て
出
家
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
否
応
な
し
に
四
宮
（
＝
後
三
条
天
皇
第
四
皇
女
篤
子
内
親
王
）
が

斎
院
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
前
斎
院
の
退
下
か
ら
実
に
八
ヶ
月
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
死
を
絡
ま
な
い
退
下
で
後
任

斎
院
の
決
定
が
こ
れ
ほ
ど
遅
く
な
る
事
例
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
斎
宮
・
斎
院
の
卜
定
を
同
時
期
に
実
施
す
る 
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場
合
、
同
日
卜
定
も
し
く
は
斎
宮
卜
定
を
先
行
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
し
て
父
清
和
上
皇
の
崩
御

（
９
）

に
伴
い
斎

宮
・
斎
院
を
交
替
し
た
陽
成
朝
、
阿
衡
の
紛
議
の
影
響
で
政
権
運
営
が
不
安
定
化
し
た
宇
多
朝
は
例
外
と
し
て
、
摂
関

期
ま
で
に
お
い
て
斎
宮
と
斎
院
の
卜
定
期
間
が
一
ヶ
月
近
く
も
空
く
こ
と
は
違
例
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
篤
子
内
親
王

は
斎
院
に
決
ま
り
か
け
て
い
た
祐
子
内
親
王
が
出
家
を
し
て
拒
み
、
他
に
適
当
な
内
親
王
が
存
在
し
な
い
た
め
紆
余
曲

折
を
経
て
選
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

ま
た
女
王
の
選
定
が
多
く
見
ら
れ
た
斎
宮
と
異
な
り
、
斎
院
は
内
親
王
が
卜
定
さ
れ
る
こ
と
が
慣
例
化
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
（
賢
木
の
巻
）
に
は
、
朝
顔
の
姫
君
が
斎
院
に
選
ば
れ
た
時
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る
。 

 
 

斎
院
は
、
御
服
に
て
下
り
ゐ
た
ま
ひ
に
し
か
ば
、
朝
顔
の
姫
君
、
替
は
り
に
ゐ
た
ま
ひ
に
き
。
賀
茂
の
い
つ
き
に 

は
、
孫
王
の
ゐ
た
ま
ふ
例
、
多
く
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ど
、
さ
る
べ
き
女
御
子
や
お
は
せ
ざ
り
け
ん
。 

斎
院
は
女
三
宮
が
桐
壷
院
の
喪
に
よ
っ
て
退
下
し
、
朝
顔
の
姫
君
に
交
替
し
た
。
斎
院
に
は
孫
王
が
な
る
の
は
珍
し
い

例
で
あ
る
が
、
他
に
適
当
な
内
親
王
が
い
な
い
た
め
に
な
っ
た
と
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
記
述
か
ら
、
少
な
く
と
も

紫
式
部
が
生
き
た
十
世
紀
後
半
か
ら
十
一
世
紀
初
頭
の
貴
族
た
ち
は
、
斎
院
に
は
内
親
王
を
選
ぶ
べ
き
と
い
う
認
識
が

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
当
初
は
リ
ス
ク
を
避
け
、
病
の
状
況
が
芳
し
く
な
い
後
三
条
天
皇
の
皇
女
以
外
か
ら
斎

院
を
立
て
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
最
有
力
候
補
に
目
さ
れ
て
い
た
祐
子
内
親
王
が
辞
退
し
、
他
に
相
応
し
い
内
親
王
が

い
な
い
た
め
、
否
応
な
く
篤
子
内
親
王
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
斎
院
は
斎
宮
と
異
な
り
天
皇
と
の
対
応
関
係
が
早

く
か
ら
崩
れ
て
い
た
の
で
、
斎
宮
ほ
ど
神
経
質
な
選
考
を
行
う
必
要
が
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
斎

院
も
当
初
は
後
三
条
天
皇
の
皇
女
を
選
ぶ
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
斎
宮
よ
り
一
ヶ
月
遅
れ
の
卜
定
は
、
斎
院
の
候
補
者

の
選
考
が
難
航
し
た
た
め
と
い
え
よ
う
。
結
局
、
篤
子
内
親
王
は
父
上
皇
の
崩
御
に
伴
い
同
年
五
月
七
日
、
在
任
期
間

僅
か
二
ヶ
月
程
で
退
下
す
る
こ
と
に
な
る
。
歴
代
最
短
の
退
下
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
承
保
元
年
（
一
〇
七
四
）
十
二
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月
八
日
、
故
敦
明
親
王
の
娘
斉
子
女
王
が
後
任
斎
院
に
選
出
さ
れ
た
。
敦
明
親
王
の
王
子
女
は
三
条
天
皇
の
養
子
と
し

て
親
王
宣
旨
を
受
け
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
斉
子
女
王
は
母
の
出
自
が
低
く
正
式
な
妃
で
も
な
い
た
め

（10

）

、
他
の
兄
弟
姉
妹

の
よ
う
に
親
王
宣
旨
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
白
河
天
皇
の
同
母
姉
聡
子
内
親
王
は
す
で
に
出
家
し
、
白
河
天
皇
の
皇

女
も
ま
だ
誕
生
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
承
保
元
年
の
卜
定
に
お
い
て
は
、
斎
院
に
な
り
得
る
内
親
王
が
一
人
も
存
在
し

な
い
状
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
な
ぜ
、
血
統
的
に
は
三
条
天
皇
の
曾
孫
に
過
ぎ
な
い
淳
子
女
王
が
斎
宮
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
斎

王
候
補
者
の
選
考
は
公
卿
会
議
を
経
て
卜
定
前
に
内
定
し
て
い
た

（11

）

。
前
述
の
と
お
り
白
河
天
皇
は
オ
バ
か
従
姉
妹
以
下

の
血
縁
者
か
ら
斎
宮
を
選
ぶ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
白
河
天
皇
に
は
即
位
当
時
に
斎
宮
に
な
れ
る
オ
バ
や

従
姉
妹
が
存
在
せ
ず

（1
2

）

、
必
然
的
に
遠
縁
の
皇
族
女
子
か
ら
選
ぶ
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
再
従
姉
妹
の
淳
子
女
王
が
候

補
に
挙
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
淳
子
女
王
の
父
敦
賢
親
王
は
敦
明
親
王
（
小
一
条
院
）
の
王
子
で
あ
る
の
で
、
本
来
は

二
世
王
で
あ
っ
た
が
、
他
の
兄
弟
姉
妹
と
同
様
に
祖
父
三
条
天
皇
の
猶
子
と
な
り
、
親
王
宣
旨
を
受
け
た
の
で
、
「
親

王
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た

（1
3

）

。
こ
れ
は
父
で
あ
る
敦
明
親
王
に
小
一
条
院
太
政
天
皇
の
尊
号
が
贈
ら
れ
、
上
皇
に
准
じ

た
扱
い
を
受
け
て
い
た
こ
と
に
所
以
す
る
。
皇
太
子
で
あ
っ
た
敦
明
親
王
は
、
外
孫
敦
良
親
王
（
後
朱
雀
天
皇
）
の
即

位
を
望
む
藤
原
道
長
の
圧
力
に
よ
っ
て
、
皇
太
子
辞
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
こ
と
に
対
す
る
道
長
の
配
慮
に
よ

っ
て
敦
明
親
王
に
異
例
の
太
政
天
皇
の
尊
号
が
贈
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
敦
明
親
王
も
「
親
王
」
と
し
て
厚
遇

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
敦
賢
親
王
は
従
兄
弟
の
後
三
条
天
皇
と
そ
の
子
の
白
河
天
皇
の
即
位
式
で
左
侍
従
を
務

め
、
王
女
の
居
子
女
王
も
堀
河
天
皇
の
即
位
式
で
左
褰
帳
の
役
を
務
め
る
な
ど

（14

）

、
実
際
に
朝
廷
内
で
重
視
さ
れ
て
い
た

ら
し
い
。
さ
ら
に
敦
賢
親
王
は
後
三
条
天
皇
の
女
御
で
皇
太
弟
実
仁
親
王
の
生
母
源
基
子
の
叔
父
で
も
あ
っ
た
。
他
に

相
応
し
い
皇
親
女
子
が
い
な
い
こ
と
に
加
え
、
朝
廷
内
に
お
け
る
敦
賢
親
王
の
立
場
が
考
慮
さ
れ
、
淳
子
女
王
が
斎
宮

に
選
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
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（
二
）
法
親
王
の
登
場 

 
承
保
四
年
（
一
〇
七
七
）
八
月
十
七
日
、
敦
賢
親
王
の
薨
去

（15

）

に
伴
い
淳
子
女
王
が
斎
宮
を
退
下
し
た
。
淳
子
女
王
を

最
後
に
、
女
王
斎
宮
は
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。
承
暦
二
年
（
一
〇
七
八
）
八
月
二
日
、
白
河
天
皇
第
一
皇
女
媞
子
内

親
王
の
斎
宮
卜
定
以
降
、
斎
宮
・
斎
院
に
は
内
親
王
、
特
に
治
天
の
君
の
娘
の
選
出
が
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
人
選
変
化
の
要
因
の
一
つ
に
、
白
河
天
皇
の
治
世
下
で
皇
親
の
構
成
員
に
変
化
が
生
じ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

 

『
帝
王
編
年
記
』
に
よ
る
と
、
白
河
天
皇
の
皇
子
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
男
子
は
八
人
い
る
。
第
一
皇
子
敦
文
親
王
は

中
宮
藤
原
賢
子
所
生
の
御
子
で
、
白
河
天
皇
の
嫡
子
と
し
て
期
待
さ
れ
て
お
り
、
父
帝
か
ら
も
大
変
可
愛
が
ら
れ
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
承
保
四
年
（
一
〇
七
七
）
九
月
六
日
、
当
時
大
流
行
し
て
い
た
痘
瘡
に
よ
り
敦
文
親
王
は
僅
か
四
歳
で

夭
折
し
て
し
ま
う
。 

第
二
皇
子
覚
行
法
親
王
は
典
侍
藤
原
経
子
所
生
の
御
子
で
あ
る
。
承
暦
三
年
（
一
〇
七
九
）
七
月
九
日
に
中
宮
賢
子

が
第
三
皇
子
善
仁
親
王
（
堀
河
天
皇
）
を
生
む
と
、
覚
行
法
親
王
は
永
保
三
年
（
一
〇
八
三
）
十
月
廿
八
日
に
九
歳
で

仁
和
寺
御
室
性
信
入
道
親
王

（1
6

）

の
も
と
に
入
室
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
白
河
天
皇
が
覚
行
法
親
王
を
幼
く
し
て
出
家
さ
せ
理

由
と
し
て
、
真
言
密
教
法
脈
と
性
信
入
道
新
王
が
築
い
て
き
た
宗
教
的
権
威
の
両
方
を
覚
行
法
親
王
に
相
承
さ
せ
よ
う

と
し
た
こ
と
。
皇
位
継
承
者
を
善
仁
親
王
に
限
定
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（17

）

。
こ
の
覚
行
法
親
王
は
父

帝
か
ら
深
く
鍾
愛
さ
れ
て
お
り
、
事
あ
る
ご
と
に
褒
賞
を
与
え
ら
れ
、
承
徳
三
年
（
一
〇
九
九
）
一
月
三
日
に
は
出
家

し
た
皇
子
と
し
て
は
初
の
親
王
宣
旨
が
下
さ
れ
た
。
な
お
出
家
後
の
皇
子
へ
の
親
王
宣
下
は
前
例
の
な
い
こ
と
で
あ
り
、

関
白
藤
原
師
通
の
反
対
を
退
け
て
、
院
の
専
制
的
な
意
見
に
も
と
づ
き
行
わ
れ
た

（18

）

。 

そ
の
後
、
応
徳
二
年
（
一
〇
八
五
）
十
一
月
八
日
に
皇
太
弟
実
仁
親
王
が
痘
瘡
に
罹
病
し
て
十
五
歳
で
夭
折
す
る
と
、

白
河
天
皇
は
翌
年
十
一
月
廿
六
日
に
善
仁
親
王
を
立
太
子
し
て
即
日
譲
位
を
行
っ
た
。
後
三
条
上
皇
は
傍
流
と
は
い
え

藤
原
北
家
の
血
を
引
く
第
一
皇
子
の
白
河
天
皇
よ
り
、
女
御
源
基
子
と
の
間
に
生
ま
れ
た
藤
原
氏
と
の
外
戚
関
係
を
持
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た
な
い
皇
子
に
皇
位
継
承
候
補
と
し
て
期
待
を
か
け
て
い
た
。
そ
の
た
め
実
仁
親
王
即
位
の
後
に
は
、
輔
仁
親
王
を
皇

太
弟
と
す
る
よ
う
に
遺
詔
し
た
と
さ
れ
る
。
い
わ
ば
堀
河
天
皇
の
即
位
は
父
の
遺
言
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
寛

治
五
年
（
一
〇
九
二
）
十
二
月
廿
九
日
、
中
宮
賢
子
同
母
妹
源
師
子
が
第
四
皇
子
覚
法
法
親
王
を
生
む
。
覚
法
法
親
王

は
堀
河
天
皇
に
皇
子
が
な
か
な
か
誕
生
し
な
い
た
め
、
十
四
歳
ま
で
出
家
せ
ず
に
い
た
。
と
こ
ろ
が
康
和
五
年
（
一
一

〇
三
）
正
月
十
六
日
に
宗
仁
親
王
（
鳥
羽
天
皇
）
が
誕
生
し
、
同
年
八
月
五
日
に
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
る
と
、
同
月
廿

四
日
に
な
っ
て
覚
法
法
親
王
は
出
家
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
後
に
生
ま
れ
た
四
人
の
皇
子
た
ち

（19

）

も
、
次
々
と
出
家
さ
せ
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
白
河
天
皇
の
皇
子
の
う
ち
、
中
宮
賢
子
所
生
の
皇
子
以
外
の
六
人
全
員
が
元
服
前
に
出
家
さ

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

白
河
天
皇
は
堀
河
天
皇
の
皇
子
に
つ
い
て
も
、
第
一
皇
子
宗
仁
親
王
（
鳥
羽
天
皇
）
の
み
残
し
て
、
他
の
二
人
の
異

母
弟

（2
0

）

は
い
ず
れ
も
幼
児
の
う
ち
に
出
家
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
白
河
天
皇
は
皇
位
継
承
を
一
人
に
限
定
す
る
と
い

う
独
特
な
政
策
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
白
河
天
皇
が
も
と
も
と
傍
系
の
存
在
に
過
ぎ
ず
、
直
系
と
し
て
実

仁
親
王
が
皇
太
子
の
地
位
に
就
き
、
そ
の
死
後
は
同
母
弟
輔
仁
親
王
が
有
力
な
後
継
者
候
補
と
し
て
存
在
し
て
い
た
た

め
、
独
力
で
白
河
自
身
の
直
系
と
し
て
の
権
威
を
つ
く
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
と
さ
れ
て
い
る

（21

）

。
さ
ら
に
白
河
天
皇
は

自
己
の
王
権
を
正
当
化
す
る
た
め
、
顕
密
仏
教
界
の
頂
点
に
自
身
の
親
王
宣
下
を
受
け
た
皇
子
を
位
置
づ
け
、
法
親
王

を
介
し
て
仏
教
界
全
体
を
統
制
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（22

）

。
白
河
院
政
期
以
降
、
皇
位
継
承
者
以
外
の
未
婚

の
皇
子
の
出
家
は
慣
例
化
し
て
ゆ
く
。
そ
の
た
め
親
王
に
娘
が
誕
生
し
な
く
な
り
、
斎
宮
・
斎
院
に
卜
定
さ
れ
る
の
は

上
皇
や
天
皇
の
皇
女
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

（
三
）
女
王
斎
王
の
条
件 

そ
れ
で
は
親
王
の
娘
が
誕
生
し
な
く
な
る
と
、
な
ぜ
女
王
斎
王
が
姿
を
消
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
養 
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老
令
』
継
嗣
令
皇
兄
弟
子
条
に
よ
れ
ば
、
「
凡
皇
兄
弟
皇
子
。
皆
以
親
王
。
女
帝
子
亦
同
。
以
外
並
為
二

諸
王
一

。
自
二

親
王
一

五
世
。
雖
レ

得
二

王
名
一

。
不
レ

在
二

皇
親
之
限
一

。
」
と
あ
る
。
四
世
王
ま
で
が
皇
親
で
あ
り
、
五
世
王
は
王
名
を

称
し
て
も
皇
親
と
は
認
め
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
徐
々
に
皇
親
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
が
、

結
局
、
延
暦
十
七
年
（
七
九
八
）
閏
五
月
廿
三
日
の
勅
に
よ
り
、
四
世
王
ま
で
を
皇
親
と
す
る
継
嗣
令
の
規
定
に
戻
さ

れ
て
い
る
。
斎
宮
は
『
延
喜
式
』
巻
第
五
、
神
祇
五
、
「
斎
宮
式
」
定
斎
王
条
に
、 

凡
天
皇

卽
レ

位
者
。
定
二

伊
勢
太
神
宮
齋
王
一

。
仍
簡
二

内
親
王
未
レ

嫁
者
一

卜
之
。
若

無
二

内

親

王
一

者

。

依
二

世

次

一

。

簡
二

‐

定

女

王
一

卜

之

。 
 

と
あ
る
。
ま
た
斎
院
も
同
じ
く
『
延
喜
式
』
巻
第
六
、
神
祇
六
、
「
斎
院
司
」
定
斎
王
条
に
、 

凡
天
皇

卽
レ

位
。
定
二

賀
茂
大
神
宮
齋
王
一

。
仍
簡
二

内
親
王
未
レ

嫁
者
一

卜
之
。
若

無
二

内

親

王
一

者

。

依
二

世

次
一

。

簡
二

諸

女

王
一

卜

之

。 

と
、
共
に
未
婚
の
内
親
王
（
適
任
者
不
在
の
場
合
は
女
王
）
の
中
か
ら
卜
定
さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
斎
宮
・

斎
院
候
補
に
な
る
得
る
内
親
王
が
不
在
の
場
合
、
皇
親
範
囲
内
の
女
王
か
ら
選
出
す
る
の
だ
が
、
そ
の
女
王
に
も
条
件

が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
嘉
応
三
年
（
一
一
七
一
）
八
月
十
七
日
、
頌
子
内
親
王
が
疾
病
の
た
め
急
遽
斎
院
を
退
く
こ

と
に
な
り
、
後
任
斎
院
の
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
『
玉
葉
』
同
年
九
月
十
日
条
に
、
斎
院
不
在
問
題
の
合
議
の
詳
細

が
残
さ
れ
て
い
る
。
少
し
長
い
引
用
と
な
る
の
で
、
幾
つ
か
に
区
切
っ
て
検
証
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。 

 
 

藏
人
右
衛
門
權
佐
光
雅
爲
二

法
皇
御
使
一

來
。
則
余
着
二

冠
直
衣
一

相
逢
。
光
雅
仰
云
。
齋
院
兩
度
卜
定
已
不
レ

叶
二

神
慮
一

。
尤
有
二

其
恐
一

事
也
。
而
當
時
其
人
不
二

御
座
一

。
何
様
可
レ

被
レ

行
哉
。
可
レ

令
二

計
申
一

者
。
余
申
云
。

已
是
朝
家
大
事
也
。
以
二

短
慮
一

。
輙
不
レ

能
二

定
申
一

之
上
。
如
二

仰
詞
一

者
。
子
細
不
二

分
明
一

。
於
二

其
人
一

不
二

御
座
一

之
條
者
。
何
様
可
レ

令
レ

申
哉
。
奉
二

沙
汰
之
趣
一

之
後
。
可
二

計
申
一

事
歟
。 

蔵
人
藤
原
光
雅
が
後
白
河
法
皇
の
使
者
と
し
て
右
大
臣
九
条
兼
実
の
所
に
参
り
、
後
任
斎
院
に
つ
い
て
の
相
談
が
行

わ
れ
た
。
光
雅
は
「
二
度
の
斎
院
卜
定
は
神
慮
に
叶
わ
な
い
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
後
任
の
斎
院
と
な
る

人
も
い
な
い
。
ど
う
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
」
と
い
う
後
白
河
法
皇
の
言
葉
を
兼
実
に
伝
え
て
い
る
。
そ
こ
で
兼
実
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は
「
斎
院
の
候
補
が
存
在
し
な
い
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
。
沙
汰
の
趣
を
受
け
た
後
に
考
え
を
申
す
べ

き
で
は
な
い
か
。
」
と
返
答
し
て
い
る
。 

光
雅
云
。
此
事
被
二

仰
下
一

之
時
。
人
々
定
被
レ

申
二

此
旨
一

歟
。
聊
在
二

子
細
一

。
可
二

答
申
一

之
由
。
再
三
雖
レ

申
二

事
由
一

。
只
先
可
レ

申
二

此
趣
一

之
由
有
二

御
定
一

。
仍
所
二

參
啓
一

也
。
但
内
々
舊
齋
院
可
二

卜
定
一

哉
否
之
由
。
被
レ

問
二

先
例
一

。
仍
其
勘
例
各
可
レ

令
二

見
申
一

歟
之
由
雖
二

令
一

レ

申
。
又
以
二

不
レ

可
レ

然
由
一

有
レ

仰
。
仍
力
不
レ

及
候
。

余
云
。
一
切
至
二

于
其
人
一

不
レ

御
者
、
爭
默
止
哉
。
然
者
以
二

舊
齋
院
一

被
二

卜
定
一

之
條
。
雖
二

可
レ

然
事
一

。
無
二

先
例
一

之
上
。
其
運
已
盡
了
人
也
。
今
及
二

沙
汰
一

之
條
。
非
レ

無
二

神
慮
之
恐
一

歟
。
答
之
詞
也
。
專
非
レ

可
レ

被
二

奏
聞
一

。
尚
有
二

恐
事
一

歟
。
光
雅
申
云
。
可
レ

存
二

此
旨
一

。
密
事
此
事
仰
詞
之
次
第
。
頗
以
不
審
也
云
々
。 

す
る
と
光
雅
は
「
斎
院
候
補
者
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
動
か
な
い
。
そ
の
報
告
を
す
る
た
め
に
兼
実
の
所
に
参
上
し
た
。

た
だ
し
内
々
に
旧
斎
院
を
も
う
一
度
卜
定
す
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
先
例
は
あ
る
の
か
。
旧
斎
院
の

卜
定
は
先
例
が
な
く
、
し
か
も
旧
斎
院
は
既
に
斎
院
の
運
が
尽
き
た
人
で
あ
る
の
で
神
慮
に
叶
わ
な
い
。
」
と
述
べ
て

い
る
。
そ
し
て
光
雅
は
こ
の
よ
う
な
案
を
平
気
で
提
案
す
る
後
白
河
法
皇
の
対
応
に
、
不
信
感
を
募
ら
せ
て
い
る
の
で

あ
る
。 

余
内
心
案
レ

之
。
院
御
子
被
レ

加
二

元
服
一

之
宮
御
坐
。
其
御
子
息
女
宮
兩
人
被
レ

坐
云
々
。
何
其
人
々
不
レ

被
二

卜

定
一

哉
。
或
人
云
。
非
二

親
王
一

之
人
子
息
。
無
下

爲
二

齋
宮
齋
院
一

之
例
上

。
若
父
宮
被
レ

下
二

親
王
之
宣
旨
一

者
。
其

又
不
レ

可
レ

然
云
々
。
此
條
尤
神
慮
難
レ

測
事
也
。
乍
レ

置
二

可
レ

然
之
人
一

。
被
レ

行
下

無
二

先
例
一

事
上

之
條
。
非
二

愚
意
之
所
一

レ

及
。
人
々
皆
雖
レ

存
二

此
旨
一

。
一
切
無
二

其
人
一

之
由
被
二

仰
下
一

之
上
。
不
レ

能
二

申
出
一

歟
。
末
代

之
政
。
只
在
二

小
人
之
心
一

歟
。
可
レ

哀
々
々
。
又
孫
王
卜
定
有
二

先
例
一

也
。 

兼
実
は
後
白
河
法
皇
の
御
子
で
元
服
し
た
宮
に
は
姫
宮
が
二
人
い
る
。
な
ぜ
そ
の
姫
宮
た
ち
を
斎
院
に
選
出
し
な
い
の

か
、
疑
問
に
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
非
親
王
の
子
が
斎
宮
・
斎
院
に
選
出
さ
れ
た
前
例
は
な
く
、
ま
た
父
宮
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に
親
王
宣
旨
を
下
し
、
そ
の
子
を
斎
院
に
選
出
し
た
と
し
て
も
神
慮
に
叶
う
か
分
か
ら
な
い
。
結
局
、
兼
実
の
意
見
は

採
用
さ
れ
ず
、
高
倉
天
皇
に
皇
女
が
誕
生
す
る
ま
で
斎
院
不
在
の
状
態
が
数
年
間
続
く
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
の
後
白
河
法
皇
の
御
子
と
は
、
第
三
皇
子
以
仁
王
の
こ
と
で
あ
る
。
以
仁
王
は
幼
い
時
に
最
雲
法
親
王
（
堀
河
天

皇
第
三
皇
子
）
に
弟
子
入
り
す
る
が
、
最
雲
法
親
王
が
死
去
し
た
た
め
に
還
俗
し
暲
子
内
親
王
（
八
条
院
）
の
猶
子
と

な
っ
て
い
た
。
院
政
期
に
親
王
宣
下
を
受
け
る
の
は
、
原
則
と
し
て
皇
位
継
承
の
可
能
性
が
あ
る
正
妃
（
女
御
・
中
宮
・

皇
后
）
所
生
の
皇
子
、
ま
た
は
仏
門
に
入
っ
た
皇
子
（
法
親
王
）
の
み
で
あ
っ
た
。
以
仁
王
の
母
藤
原
成
子
は
女
御
に

な
れ
ず
、
幼
少
の
頃
に
は
仏
門
に
あ
っ
た
も
の
の
十
二
歳
の
と
き
還
俗
し
た
以
仁
王
に
は
親
王
宣
下
を
行
う
根
拠
が
な

か
っ
た
。
つ
ま
り
以
仁
王
の
二
人
の
姫
宮
た
ち
は
父
が
親
王
宣
旨
を
受
け
て
い
な
い
た
め
、
後
白
河
法
皇
の
孫
で
あ
っ

て
も
斎
院
に
な
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
以
仁
王
の
姫
宮
の
事
例
か
ら
、
斎
宮
・
斎
院
に
選
ば
れ
る
女
王
は
、
親

王
を
父
に
持
つ
二
世
女
王
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
例
え
血
統
的
に
は
上
皇
の
孫
で
あ
ろ
う
と
、
非
親

王
の
娘
は
斎
王
に
は
な
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

第
二
節 

斎
王
の
選
出
傾
向 

（
一
） 

鳥
羽
朝
の
斎
王
選
考
問
題 

 

白
河
天
皇
の
皇
位
継
承
計
画
の
影
響
に
よ
り
、
斎
宮
・
斎
院
候
補
は
上
皇
及
び
天
皇
の
娘
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
承
暦
二
年
（
一
〇
七
二
）
八
月
二
日
、
白
河
朝
二
人
目
の
斎
宮
と
し
て
白
河
天
皇
の
第
一
皇
女
媞
子
内
親
王

が
卜
定
さ
れ
た
。
媞
子
内
親
王
は
中
宮
藤
原
賢
子
を
母
に
持
ち
、
父
帝
か
ら
大
変
鍾
愛
さ
れ
た
皇
女
で
あ
っ
た
。
卜
定

以
前
の
同
年
三
月
十
六
日
に
は
僅
か
三
歳
で
准
三
宮
の
宣
旨
を
受
け
、
年
官
年
爵
と
封
千
戸
を
賜
る
な
ど
大
変
厚
遇
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
来
、
斎
宮
に
は
天
皇
の
寵
が
薄
い
女
王
や
内
親
王
が
選
ば
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

（23

）

。
し
か

し
平
安
期
以
降
、
斎
宮
卜
定
時
に
娘
が
誕
生
し
て
い
る
天
皇
は
一
部
の
例
外
を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
が
自
分
の
皇
女
を
斎
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宮
に
選
ん
で
い
る
。
そ
の
中
に
は
皇
后
・
中
宮
・
女
御
な
ど
の
正
妃
所
生
の
皇
女
も
多
く
、
村
上
朝
の
楽
子
内
親
王
、

三
条
朝
の
当
子
内
親
王
、
後
朱
雀
朝
の
良
子
内
親
王
な
ど
、
父
帝
か
ら
の
鍾
愛
が
深
い
皇
女
た
ち
も
斎
宮
に
選
ば
れ
て

い
る
。
決
し
て
意
図
的
に
天
皇
の
寵
の
薄
い
女
王
や
内
親
王
を
選
出
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
媞
子
内

親
王
の
斎
宮
選
出
は
、
前
例
を
踏
ま
え
て
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
堀
河
天
皇
の
斎
宮
に
は
第
二
皇

女
善
子
内
親
王
（
母
女
御
藤
原
道
子
）
、
斎
院
に
は
第
三
皇
女
令
子
内
親
王
・
第
四
皇
女
禛
子
内
親
王
（
母
中
宮
藤
原

賢
子
）
が
選
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
正
妃
所
生
の
皇
女
た
ち
で
、
全
員
に
准
三
宮
の
宣
旨
が
下
さ
れ
る
な

ど
厚
遇
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
次
代
の
鳥
羽
朝
で
は
、
前
例
の
な
い
斎
宮
・
斎
院
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。 

鳥
羽
天
皇
は
父
堀
河
天
皇
の
急
逝
を
受
け
て
即
位
し
た
五
歳
の
幼
帝
で
あ
る
。
天
仁
元
年
（
一
一
〇
八
）
七
月
廿
五

日
に
故
堀
河
天
皇
の
諒
闇
が
明
け
る
と
、
早
速
斎
宮
卜
定
の
問
題
が
表
面
化
し
た
よ
う
で
あ
る
。
『
中
右
記
』
同
年
七

月
廿
七
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
。 

在
家
之
間
甲
斐
權
守
知
信
爲

 

二

殿
下
御
使

 

一

來
云
。
來
月
十
三
日
依

 

二

吉
日

 

一

欲

 

レ

上

 

二

最
前
表

 

一

之
處
。
件
日
齋
宮
卜

定
之
議
日
也
。
而
同
日
如
何
可

 

二

量
申

 

一

者
。
予
申
云
。
齋
宮
卜
定
朝
家
一
代
大
事
也
。
御
上
表
猶
可

 

下

令

 

レ

用

 

二

他

日

 

一

給

 

上

歟
。
就

 

レ

中
齋
王
未

 

レ

知

 

二

誰
人

 
一

之
間
。
頗
議
之
間
及

 

二

大
事

 

一

歟
。
他
事
不

 

レ

可

 

レ

候
之
由
可

 

レ

申
者
。 

甲
斐
守
知
信
が
摂
政
藤
原
忠
実
の
使
者
と
し
て
権
中
納
言
藤
原
宗
忠
の
許
に
参
り
、
「
来
月
十
三
日
は
吉
日
な
の
で
御

上
表
を
行
い
た
い
が
、
件
の
日
は
斎
宮
卜
定
の
議
定
の
日
で
も
あ
る
。
同
日
に
行
っ
て
も
よ
い
も
の
か
。
」
と
宗
忠
に

意
見
を
求
め
た
。
そ
こ
で
宗
忠
は
「
斎
宮
卜
定
は
国
家
の
一
大
事
で
あ
る
。
御
上
表
は
他
日
を
用
い
た
ほ
う
が
良
い
。

特
に
誰
を
斎
宮
と
す
べ
き
か
未
だ
に
決
ま
っ
て
い
な
い
。
斎
宮
卜
定
の
議
定
は
非
常
に
大
事
で
あ
る
の
で
、
他
の
事
と

一
緒
に
行
う
べ
き
で
は
な
い
。
」
と
回
答
し
て
い
る
。
『
中
右
記
』
か
ら
、
通
常
で
あ
れ
ば
斎
宮
選
考
の
会
議
以
前
に
、

斎
宮
と
な
る
べ
き
人
の
目
星
が
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
鳥
羽
朝
で
は
斎
王
候
補
す
ら
み
つ
か

ら
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
結
局
、
御
上
表
は
八
月
十
三
日
に
行
わ
れ
、
斎
宮
卜
定
の
議
定
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
お
そ
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ら
く
適
当
な
候
補
者
が
み
つ
か
ら
ず
延
期
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
既
存
の
皇
親
女
子
の
中
に
は
斎
宮
や
斎

院
に
な
る
べ
き
人
が
い
な
い
た
め
、
白
河
法
皇
の
落
胤
か
ら
候
補
者
を
決
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
『
中
右
記
』
同
年
十

月
廿
六
日
条
に
は
、 

 
 

齋
宮
齋
院
全
無
二

其
人
一

。
仍
于

 

レ

今
不
レ

立
レ

申
。
但
無
レ

止
神
事
。
又
不
レ

可
二

默
而
止
一

。
稱
二

院
幷
堀
川
院
皇

女
一

之
輩
頗
有
二

其
數
一

。
然
而
其
母
皆
不
レ

落
。
不
レ

知
二

一
定
一

。
雖
レ

申
二

上
皇
一

不
二

慥
覺
御
一

之
由
。
被
レ

仰

也
。
去
九
日
爲
二

王
胤
一

哉
否
之
條
。
内
々
被
レ

問
二

六
壬
占
一

也
。
是
依
二

江
帥
申
説
一

所

 

レ

被
レ

行
也
。
而
件
人
四

人
之
中
。
道
言
家
榮
所
二

占
申
一

。
又
以
不
同
也
。
爲
二

天
下
大
事
一

如
何
。
民
部
卿
。
幷
下
官
。
頭
爲
房
。
密
々

付
二

占
形
一

量
申
。
季
實
朝
臣
孫
。
稱
二

院
御
女
一

之
人
。
皆
以
合
レ

占
。
先
被
レ

立
二

齋
宮
一

。
何
事
之
有
哉
。
已
明

後
日
可
レ

被
二

卜
定
一

。
追
又
可
二

一
定
一

者
。 

と
あ
り
、
そ
の
時
の
経
緯
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
、
白
河
法
皇
や
堀
河
天
皇
の
皇
女
を
自
称
す
る
者
は
多

い
が
、
皆
母
親
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
父
親
で
あ
る
白
河
法
皇
の
記
憶
も
曖
昧
で
あ
っ
た
た
め
に
、
真
相
が
分
か
ら
な
い
。

大
江
匤
房
の
意
見
に
よ
り
陰
陽
寮
の
道
言
・
家
栄
ら
が
落
胤
の
真
偽
を
占
う
が
、
結
果
が
一
致
し
な
い
。
そ
こ
で
今
度

は
民
部
卿
源
俊
明
・
藤
原
宗
忠
・
蔵
人
頭
藤
原
為
房
が
密
々
に
占
い
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
す
る
と
木
工
頭
藤
原
季

実
（2

4

）

の
外
孫
が
白
河
法
皇
の
落
胤
で
と
い
う
結
果
が
一
致
し
た
の
で
、
こ
れ
を
白
河
法
皇
の
皇
女
と
認
知
し
、
斎
宮
に
立

て
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
二
日
後
の
同
月
廿
八
日
に
斎
宮
卜
定
が
行
わ
れ
た
が
、
『
中
右
記
』
同
日
条
に
は
当
日
の

詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

今
日
齋
宮
卜
定
也
。
（
中
略
）

姰
子
女
王
是
太
上
皇
御
女
也
。
而
可

 

レ

被

 

レ

爲

 

二

齋
王

 

一

也
。
其
前
可

 

レ

爲

 

二

内
親
王

 
 一

哉
。
先
問

 

二

外
記

 

一

之
處
。
申
云
。
今
上
男
女
王
子
之
外
。
内
親
王
宣
旨
強
不

 

レ

見
者
。
人
々
可

 

二

定
申

 

一

者
。
藤
宰

相
申
云
。
重
猶
尋

 

二

先
例

 

一

。
可

 

レ

有

 

二

一
定

 

一

歟
。
左
大
辨
申
云
。
先
例
不
分
明
者
可

 

レ

隨

 

二

欶
定

 

一

。
治
部
卿
同

 

レ

之
。

下
官
申
云
。
先
例
已
不

 

二

慥
見

 

一

。
但
被

 

レ

下

 

二

内
親
王
宣
旨

 

一

。
何
事
之
有
哉
。
今
思
太
上
天
皇
威
儀
。
已
同

 

二

人
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主

 

一

。
就

 

レ

中
我
上
皇
已
専
政
主
也
。
仍
存
在
旨
所

 

レ

申
也
。
右
大
將
。
民
部
卿
同

 

レ

予
。

内

々

被
レ

問
二

帥

卿

匡

房
一

之

時

。

申

旨

如
レ

此

云

々

。

以

 

二

此
旨

 
一

奏
聞
。
頭
爲
房
歸
來
。
仰
云
。
以

 

二

姰
子
女
王

 

一

可

 

レ

爲

 

二

内
親
王

 

一

者
。 

斎
宮
卜
定
に
先
駆
け
て
ま
ず

姰
子
女
王
に
内
親
王
宣
旨
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
今
上
の
皇
子
女
の
ほ
か
に 

親
王
宣
旨
を
下
さ
れ
た
例
は
見
な
い
。
し
か
し
太
上
天
皇
の
威
儀
は
今
上
と
同
じ
で
あ
り
、
白
河
法
皇
は
「
専
政
主
」 

で
あ
る
の
で

姰
子
女
王
に
内
親
王
宣
旨
が
下
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
ま
ず
鳥
羽
天
皇
の
斎
宮
が
白 

河
法
皇
の
落
胤
か
ら
選
考
さ
れ
、
そ
の
後
に
斎
院
卜
定
が
行
わ
れ
た
。
『
中
右
記
』
同
年
十
一
月
八
日
条
に
よ
る
と
、 

 
 

今
日
齋
院
卜
定
也
。
（
中
略
）
頭
爲
房
仰
下
云
。
官
子
女
王
。
准
二

一
日
齋
宮
例
一

。
先
可
レ

爲
二

内
親
王
一

哉
否 

事
。
人
々
可
二

量
申
一

。
件

女

王

上

皇

御

女

。

故

頼

綱

朝

臣

外

孫

也

。

年

來

世

不
レ

知

之

人

也

。 

民
部
卿
以
下
一
同
申
云
。
齋
宮
卜
定
之
時
。
一
日
已
定
申
了
。 

准
二

彼
例
一

。
被
レ

爲
二

内
親
王
一

可
レ

宜
歟
。
是
只
同
事
也
者
。 

故
源
頼
綱
の
外
孫
官
子
女
王
が
斎
院
に
内
定
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
官
子
女
王
は
長
年
の
間
誰
に
も
知
ら
れ

て
お
ら
ず
、
斎
宮

姰
子
内
親
王
を
先
例
と
し
て
斎
院
卜
定
の
前
に
内
親
王
宣
旨
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
斎
院
も
白
河
法
皇
の
落
胤
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。 

し
か
し
こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
故
堀
河
天
皇
に
は
典
待
仁
子
女
王
所
生
の
悰
子
内
親
王
が
お
り
、
出
自
の
疑
わ

し
い
落
胤
を
探
し
出
し
斎
王
に
立
て
る
必
要
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
後
に
悰
子
内
親
王
は
崇
徳
天
皇
の
斎
院
に
選

出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
本
人
の
資
質
に
問
題
が
あ
っ
た
と
も
考
え
難
い
。
そ
れ
な
の
に
鳥
羽
天
皇
の
斎
宮
・
斎
院
に

は
、
白
河
法
皇
の
落
胤
が
選
ば
れ
て
い
る
。
『
中
右
記
』
な
ど
の
古
記
録
で
選
考
の
経
緯
を
確
認
し
て
も
、
白
河
法
皇

が
強
引
に
自
身
の
皇
女
を
斎
王
に
立
て
る
こ
と
を
こ
だ
わ
っ
て
い
た
よ
う
に
も
思
え
な
い
。
そ
の
上
、
摂
政
藤
原
忠
実

を
筆
頭
に
他
の
貴
族
た
ち
も
み
な
、
斎
宮
・
斎
院
に
な
り
得
る
候
補
者
が
存
在
し
な
い
と
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
今
上
に
姉
妹
が
存
在
し
な
が
ら
、
斎
宮
や
斎
院
に
選
ば
れ
な
い
事
例
は
、
他
に
も
確
認
で
き
る
。 

永
万
元
年
（
一
一
六
五
）
六
月
廿
五
日
、
病
に
倒
れ
た
父
二
条
天
皇
の
譲
位
を
受
け
て
生
後
七
ヶ
月
で
六
条
天
皇
は
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即
位
し
た
。
そ
の
後
、
同
年
七
月
廿
八
日
に
二
条
上
皇
が
崩
御
し
た
た
め
、
諒
闇
明
け
の
翌
年
十
二
月
八
日
に
叔
母
の

休
子
内
親
王
を
斎
宮
に
選
出
し
た
。
一
方
、
斎
院
は
交
替
が
行
わ
れ
ず
、
式
子
内
親
王
が
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
六

条
天
皇
に
は
異
母
姉
に
僐
子
内
親
王
が
い
る
が
、
結
局
こ
の
時
の
斎
宮
に
選
ば
れ
な
か
っ
た
。
僐
子
内
親
王
は
高
倉
朝

で
斎
院
に
選
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
人
の
資
質
に
問
題
が
あ
る
と
は
考
え
難
い
。 

こ
こ
で
双
方
の
共
通
点
を
探
る
と
、
即
位
時
及
び
即
位
直
後
に
父
帝
が
崩
御
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
卜
定

時
に
は
い
ず
れ
も
諒
闇
は
明
け
て
お
り
、
本
来
な
ら
ば
姉
妹
を
斎
宮
・
斎
院
に
選
出
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
現
に

前
代
の
後
冷
泉
朝
で
は
、
父
後
朱
雀
上
皇
の
諒
闇
が
明
け
る
と
、
異
母
妹
の
禖
子
内
親
王
を
斎
院
に
選
出
し
て
い
る
。

だ
が
院
政
期
に
な
る
と
、
父
帝
の
死
か
ら
一
年
で
そ
の
皇
女
を
斎
宮
・
斎
院
に
選
出
す
る
事
例
は
み
ら
れ
な
く
な
る
。

院
政
期
以
降
に
、
父
帝
を
失
っ
た
皇
女
を
数
年
間
、
斎
宮
・
斎
院
に
選
出
す
る
こ
と
を
忌
避
す
る
傾
向
が
生
じ
た
よ
う

で
あ
る
。 

時
代
は
少
し
下
る
が
『
玉
葉
』
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
九
月
十
七
日
条
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
。 

此
事
一
旦
雖
レ

可
レ

然
。
頗
不
レ

叶
 

二

我
朝
之
儀
一

歟
。
造

 

二

服
忌
令
一

之
旨
。
不
レ

載
下

父
坐
之
時
可
レ

減

 

二

母
喪
一 

 
 

之
旨
上

。
只
二
親
共
縮

 

二

三
年
一

。
定

 

二

一
朞
一

了
。
加
之
。
冷
泉
院
東
宮
之
時
。
母
后
安
子
崩
御
。
于
レ

時
。
父
村

上
帝
御
宇
也
。
然
而

卽
被
レ

用

 

二

一
年
服
一

了
。
今
天
子
逢

 

二

国
母
之
喪
一

。
謂

 

二

父
之
法
皇
御
坐
一

。
何
縮

 

二

其
喪
一

。

本
條
所
レ

見
准
遽
之
例
如
レ

斯
。
不
レ

知

 

二

物
議
一

之
輩
。
申

 

二

‐
出
如
レ

此
之
謬
事
一

。
愚
事
云
々
。

 

こ
れ
は
同
年
七
月
八
日
に
高
倉
天
皇
の
母
建
春
門
院
が
死
去
し
た
折
、
天
皇
の
服
喪
期
間
に
関
し
て
議
論
が
起
こ
っ
た

時
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
九
条
兼
実
は
「
服
忌
令
に
は
父
存
命
中
の
母
の
喪
に
つ
い
て
載
せ
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、

中
国
で
は
二
親
の
喪
は
三
年
間
と
す
る
所
を
我
朝
で
は
一
年
間
に
縮
め
て
と
し
て
い
る
。
冷
泉
院
が
東
宮
で
あ
っ
た
時
、

父
村
上
天
皇
の
存
命
中
に
母
后
藤
原
安
子
が
崩
御
し
た
が
、
一
年
間
の
喪
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ

今
天
皇
が
国
母
の
喪
に
逢
っ
た
と
い
う
の
に
、
そ
の
喪
を
縮
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
」
と
応
じ
て
い
る
。
こ
の
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よ
う
に
院
政
期
の
貴
族
た
ち
は
中
国
で
は
父
母
の
死
に
対
す
る
服
喪
期
間
が
三
年
間
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
そ
れ
を
短

縮
さ
せ
て
一
年
間
の
服
喪
に
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
摂
関
期
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
、
我
が
身
に
降
り
か

か
る
神
の
祟
を
恐
れ
『
延
喜
式
』
の
穢
規
定
を
誇
大
解
釈
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

（25

）

。
そ
し
て
従
来
以
上
の

「
忌
」
が
要
請
さ
れ
、
信
仰
の
観
点
か
ら
疑
わ
し
い
穢
を
慎
む
と
い
う
個
人
レ
ベ
ル
で
の
判
断
が
導
入
さ
れ
た
ら
し
い
。

つ
ま
り
斎
宮
・
斎
院
候
補
の
選
定
に
あ
た
り
、
父
母
の
死
か
ら
日
の
浅
い
内
親
王
の
選
考
を
控
え
る
父
傾
向
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
二
条
天
皇
の
皇
女
僐
子
内
親
王
は
、
父
の
死
か
ら
三
年
後
の
嘉
応
元
年
（
一
一
六
九
）
十

月
廿
日
に
斎
院
に
卜
定
さ
れ
て
い
る
。
斎
宮
や
斎
院
は
神
に
奉
仕
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
た
め
、
一
定
期
間
が
過
ぎ

る
ま
で
父
母
を
亡
く
し
た
皇
女
を
斎
宮
や
斎
院
に
選
出
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
鳥
羽
朝
で
は
堀
河
天
皇
の
皇
女

を
斎
王
に
選
出
す
る
こ
と
を
忌
避
し
て
い
た
た
め
、
現
存
の
皇
親
の
中
か
ら
斎
王
候
補
を
選
出
す
る
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
。
摂
関
期
ま
で
で
あ
れ
ば
、
二
世
女
王
（
親
王
の
娘
）
を
斎
王
に
選
出
す
れ
ば
問
題
が
解
決
で
き
た
。
し
か
し
こ

の
時
期
に
は
二
世
女
王
の
存
在
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
白
河
法
皇
の
落
胤
を
探
し
出
し
、
候
補
者
不
足
の
危

機
的
状
況
を
打
開
し
た
の
で
あ
る
。 

 

（
二
）
崇
徳
朝
に
み
る
斎
王
卜
定
の
問
題
点 

保
安
四
年
（
一
一
二
三
）
六
月
九
日
、
崇
徳
天
皇
の
斎
宮
に
守
子
内
親
王
が
選
出
さ
れ
た
。
守
子
内
親
王
は
後
三
条

天
皇
第
三
皇
子
輔
仁
親
王
の
娘
で
あ
る
の
で
、
本
来
な
ら
ば
「
女
王
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
が
、
『
中
右
記

部
類
』
の
筆
者
で
あ
る
藤
原
宗
忠
は
「
斎
宮
群
行
記
」
の
中
で
、「
内
親
王
」
と
し
て
記
し
て
い
る

（26

）

。
そ
の
理
由
は
『
帝

王
編
年
記
』
（
巻
二
十
）
に
「
斎
王
守
子
内
親
王
輔

仁

親

王

女

。

白

河

院

御

猶

子

。

保

安

四

年

六

月

九

日

卜

定

。

」
と
あ
る
と
お
り
、
守
子
内
親
王
が
白
河
法
皇

の
猶
子
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
内
親
王
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
守
子
内
親
王
に
は
同
母
兄
に
源
有
仁
が

お
り
、
永
久
三
年
（
一
一
一
五
）
に
十
三
歳
で
元
服
し
た
際
、
白
河
法
皇
の
猶
子
と
な
り
、
初
め
は
皇
嗣
と
目
さ
れ
て
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い
た

（2
7

）

。
し
か
し
鳥
羽
天
皇
に
顕
仁
親
王
（
崇
徳
天
皇
）
が
誕
生
し
た
た
め
、
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）
八
月
十
四
日
に

源
姓
を
賜
り
臣
籍
降
下
し
、
直
ち
に
従
三
位
権
右
中
将
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
違
例
の
昇
進
に
つ
い
て
、『
中

右
記
』
同
日
条
に
以
下
の
と
お
り
み
え
る
。 

 
 

今
夕
三
宮

（
輔
仁
親
王
）

之
子
宮
有
仁
。
賜
レ

姓
爲
レ

臣
。

源

朝

臣

。

敍
位
三
位
。
任
二

右
近
衞
權
中
將
一

。
又
清
原
清
友
任
二

掃
部
小

〔
少
〕

屬 

一

云
々
。
賜

姓

之

事

被
レ

仰
二

‐

下

右

中

辨

雅

兼
一

了

。

後

作
二

官

符
一

。 

 
 

 

件
御
子
賜
レ

姓
爲
レ

臣
之
條
如
何
。
圓
融
院
御
子
末
孫
爲
二

臣
下
一

也
。
冷
泉
院
・
花
山
院
・
三
條
院
御
子
孫
之

方
。
賜
姓
之
輩
一
兩
人
雖
有
二

其
例
一

。
圓
融
院
御
後
殊
所
二

不
レ

見
一

也
。
就
中
後
三
條
院
後
胤
中
賜
レ

姓
爲
レ

臣
初
出
來
。
豈
以
可
レ

然
哉
。
往
昔
雖
有
二

其
例
一

。
近
代
未
レ

見
二

此
事
一

。
但
天
運
令
レ

然
。
又
何
爲
哉
。 

土
御
門
右
府
師
房

村

上

御

孫

中

務

卿

具

平

親

王

子

。
寛

仁

四

年

正

月

敍
二

從

四

位

下
一

。

二

世

王

。

其

後

賜
二

源

朝

臣

姓
一

。

十

二

月

任
二

侍

從
一

。 

 
 

侍
從

三
條
院
御

宰
相
基

孫

小

一

條

院

平御
子

。
長

元

二

年

十

二

月

八

日

從

四

位

上

。

元

服

日

。

一

世

源

氏

。 

近
代
件
二
人
外
所
二

不
レ

見
一

也
。
彼
人
々
敍
二

四
位
一

。
今
度
敍
二

三
位
一

。
依
二

父
親
王

（

輔

仁

）

之
哀
憐
一

歟
。 

臣
籍
降
下
の
近
代
の
例
は
、
具
平
親
王
（
村
上
天
皇
皇
子
）
の
子
源
師
房
と
敦
明
親
王
（
三
条
天
皇
皇
子
）
の
子
源
基

平
の
二
例
し
か
存
在
し
な
い
こ
と
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
無
位
か
ら
四
位
に
叙
さ
れ
た
が
、
有
仁
の
場
合
は
い
き
な
り
三

位
に
叙
さ
れ
、
極
め
て
異
例
な
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
出
来
る
。
そ
し
て
今
回
の
叙
位
に
つ
い
て
、
宗
忠
は
「
父

輔
仁
親
王
の
哀
憐
に
よ
る
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
輔
仁
親
王
に
対
す
る
配
慮
か
ら
、
白
河
法
皇
は
有
仁
を
破
格

に
優
遇
し
た
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
て
有
仁
は
白
河
法
皇
の
意
向
に
よ
り
累
進
を
重
ね
た
が
、
同
母
妹
守
子
内
親
王
も
同
様
に
厚
遇
さ
れ
た
。
斎

宮
卜
定
の
翌
年
四
月
廿
三
日
、
守
子
内
親
王
の
初
斎
院
の
禊
が
行
わ
れ
、
白
河
法
皇
と
鳥
羽
上
皇
の
両
院
は
三
条
御
所

の
門
前
に
車
を
留
め
て
見
物
を
し
て
い
る

（2
8

）

。
守
子
内
親
王
は
糸
毛
車
に
御
車
副
十
四
人
を
従
え
て
御
禊
に
臨
み
、
そ
の

様
子
を
多
く
の
人
々
が
見
物
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
守
子
内
親
王
は
白
河
法
皇
の
養
女
と
し
て
人
々
か
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ら
注
目
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
斎
宮
儀
礼
も
非
常
に
華
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。
白
河
法
皇
が
姪
の
守
子
内
親
王
を
養
女

に
迎
え
た
の
は
、
有
仁
と
同
様
に
輔
仁
親
王
に
対
す
る
配
慮
か
ら
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
守
子
内
親
王
は
父
の
輔
仁
親

王
を
九
歳
の
時
に
亡
く
し
て
お
り
、
義
父
の
白
河
法
皇
が
守
子
内
親
王
を
養
育
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
故
、

白
河
法
皇
は
孫
の
鳥
羽
上
皇
と
共
に
守
子
内
親
王
の
御
禊
を
わ
ざ
わ
ざ
見
物
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
守
子
内
親
王
は
白
河

法
皇
の
養
女
と
し
て
厚
遇
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
守
子
内
親
王
の
斎
宮
選
出
は
、
養
父
白
河
法
皇
の
意
向
を
反

映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

一
方
、
斎
院
は
斎
宮
卜
定
か
ら
二
ヶ
月
遅
れ
の
保
安
四
年
八
月
廿
八
日
に
悰
子
内
親
王
が
選
定
さ
れ
た
。
悰
子
内
親

王
は
堀
河
天
皇
の
第
一
皇
女
で
鳥
羽
上
皇
の
異
母
姉
に
あ
た
り
、
二
十
五
歳
と
高
齢
の
斎
院
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
崇

徳
天
皇
は
五
歳
の
幼
帝
で
あ
る
の
で
娘
は
い
る
は
ず
も
な
い
が
、
同
母
妹
に
禧
子
内
親
王
が
い
た
。
し
か
し
禧
子
内
親

王
が
こ
の
時
の
卜
定
に
於
い
て
斎
宮
・
斎
院
に
選
ば
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
禧
子
内
親
王
が
誕
生
し
た
年
の
保
安
三

年
十
月
九
日
、
母
の
中
宮
藤
原
璋
子
は
阿
闍
梨
寛
信
に
十
一
面
法
を
修
さ
せ
て
、
娘
の
平
安
を
祈
念
さ
せ
て
い
る

（29

）

。
禧

子
内
親
王
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
あ
ま
り
身
体
が
丈
夫
で
な
か
っ
た
た
め
、
斎
宮
・
斎
院
の
候
補
か
ら
漏
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
他
に
候
補
者
が
存
在
す
る
た
め
、
病
弱
な
禧
子
内
親
王
を
敢
え
て
選
ぶ
必
要
性
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

但
し
結
果
と
し
て
は
、
悰
子
内
親
王
は
大
治
元
年
（
一
一
二
六
）
七
月
廿
五
日
に
母
の
典
侍
源
仁
子
の
喪
に
よ
り
斎

院
を
退
い
て
い
る
。
同
二
年
四
月
六
日
に
、
同
母
妹
の
統
子
内
親
王
が
後
任
の
斎
院
に
卜
定
さ
れ
た

（30

）

。
統
子
内
親
王
は

大
治
元
年
七
月
廿
三
日
に
誕
生
し
た
ば
か
り
の
鳥
羽
上
皇
の
第
二
皇
女
で
あ
る
。
最
年
少
の
斎
王
は
、
二
歳
で
斎
院
と

な
っ
た
醍
醐
朝
の
恭
子
内
親
王
で
、
一
歳
の
卜
定
例
は
皆
無
で
あ
っ
た

（31

）

。
前
斎
院
悰
子
内
親
王
の
退
下
か
ら
八
ヶ
月
後

に
斎
院
卜
定
を
行
っ
た
の
は
、
統
子
内
親
王
が
数
え
年
二
歳
に
な
る
の
を
待
っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
第
一
皇
女
禧

子
内
親
王
は
こ
の
時
六
歳
で
、
満
一
歳
に
も
満
た
な
い
統
子
内
親
王
よ
り
斎
院
に
年
齢
的
に
は
相
応
し
い
が
、
身
体
が

弱
い
た
め
こ
の
時
も
斎
院
に
選
ば
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 
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と
こ
ろ
が
統
子
内
親
王
も
長
承
元
年(

一
一
三
二)

六
月
廿
九
日
に
疾
病
を
理
由
に
斎
院
を
退
下
し
て
し
ま
う
。
そ
の

た
め
同
年
十
一
月
廿
五
日
、
遂
に
禧
子
内
親
王
が
斎
院
に
卜
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
生
来
病
弱
の
禧
子
内

親
王
が
斎
院
の
任
を
努
め
る
こ
と
は
難
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
『
長
秋
記
』
同
二
年
八
月
廿
八
日
条
に
、 

 
 

事
畢
退
出
間
。
自
二

女
院

 

一

有
レ

召
。
仍
着
二

布
衣
一

參
。
召
二

簾
前
一

被
レ

仰
云
。
齋
院
日
來
不
例
御
坐
。
是
年
來
宿

瘂
（
病
カ
）

也
。
其
上
自
二

去
比
一

發
病
未
二

平
癒
給
一

之
間
。
件
本
御
病
更
發
。
御
腹
ふ
く
れ
。
御
両
足
手
な
ど
も
腫
て
。

凡
飲
食
不
レ

通
御
坐
云
々
。
依
レ

是
内
々
令
レ

卜
處
。
陰
陽
師
廣
方
。
御
病
極
重
云
々
。
令
過
九
月
御
事
尤
可
レ

難

云
々
。 

と
あ
り
、
禧
子
内
親
王
の
疾
病
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
源
師
時
は
待
賢
門
院
（
藤
原
璋
子
）
か
ら
の
呼
出
に
よ

り
、
女
院
の
許
に
参
上
す
る
と
、
女
院
の
娘
で
斎
院
禧
子
内
親
王
の
病
状
が
芳
し
く
な
い
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
。
禧
子

内
親
王
の
状
態
は
腹
が
膨
れ
、
両
手
足
も
腫
れ
て
お
り
飲
食
も
喉
を
通
ら
な
い
重
篤
な
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
禧
子

内
親
王
の
病
状
は
そ
の
後
も
改
善
す
る
こ
と
な
く
、
同
年
九
月
二
日
に
病
の
悪
化
の
た
め
斎
院
を
退
下
し
た
の
で
あ
る

（32

）

。

斎
院
卜
定
か
ら
わ
ず
か
八
ヶ
月
で
の
退
下
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
ヶ
月
後
の
十
月
十
日
、
禧
子
内
親
王
は
疾
病
に
よ
り
十

二
歳
の
短
い
生
涯
を
終
え
る

（3
3

）

。 

同
年
十
二
月
廿
一
日
、
禧
子
内
親
王
の
後
任
斎
院
に
怡
子
内
親
王
が
選
出
さ
れ
た
。
怡
子
内
親
王
は
輔
仁
親
王
の
第

二
王
女
で
、
斎
宮
守
子
内
親
王
の
異
母
妹
に
あ
た
る
。
怡
子
内
親
王
も
姉
同
様
に
白
河
法
皇
の
猶
子

（34

）

と
さ
れ
て
い
る
が
、

白
河
法
皇
は
大
治
四
年
（
一
一
二
九
）
に
既
に
崩
御
し
て
い
る
。
異
母
姉
の
守
子
内
親
王
と
異
な
り
、
怡
子
内
親
王
は

生
没
年
す
ら
定
か
で
は
な
い
。
姉
妹
と
は
い
え
、
有
力
な
後
見
を
持
た
な
い
怡
子
内
親
王
と
、
左
大
臣
源
有
仁
の
同
母

妹
守
子
内
親
王
と
で
は
待
遇
に
明
確
な
差
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
怡
子
内
親
王
は
お
そ
ら
く
度
重
な
る
斎
院
の
交
替

に
よ
り
候
補
者
が
不
足
し
た
た
め
、
急
遽
担
ぎ
出
さ
れ
た
斎
院
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

い
ず
れ
に
し
ろ
崇
徳
朝
に
お
い
て
、
輔
仁
親
王
の
王
女
た
ち
の
存
在
は
大
き
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
斎
宮
・
斎
院
を
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「
治
天
の
君
」
の
直
系
の
子
孫
の
中
か
ら
し
か
選
べ
な
い
状
況
は
、
候
補
者
不
在
の
事
態
を
招
き
兼
ね
な
い
、
非
常
に

不
安
定
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
院
政
期
の
斎
王
制
は
、
非
常
に
脆
弱
な
状
態
の
基
に
成
り
立
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
高
倉
朝
に
お
い
て
、
斎
宮
及
び
斎
院
不
在
問
題
が
つ
い
に
現
実
化
す
る
。 

 

高
倉
天
皇
の
斎
院
は
異
母
姉
式
子
内
親
王
が
前
代
よ
り
継
続
し
て
務
め
た
。
と
こ
ろ
が
嘉
応
元
年
（
一
一
六
九
）
七

月
廿
五
日
、
式
子
内
親
王
が
疾
病
に
伴
い
退
下
し
た
後
、
短
期
間
で
斎
院
が
次
々
と
交
替
す
る
事
態
に
陥
る
。
同
年
十

月
廿
日
に
二
条
天
皇
第
一
皇
女
僐
子
内
親
王
を
後
任
斎
院
に
卜
定
、
し
か
し
病
の
た
め
僅
か
一
年
で
斎
院
を
退
下
し
、

七
日
後
に
十
三
歳
で
夭
折
し
て
し
ま
う
。
つ
い
で
承
安
元
年
（
一
一
七
一
）
六
月
廿
八
日
、
鳥
羽
天
皇
第
七
皇
女
頌
子

内
親
王
を
斎
院
に
選
出
し
た
が
、
ま
た
も
や
病
に
よ
り
在
任
二
ヶ
月
で
斎
院
を
退
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
つ
い
に

候
補
者
一
人
も
存
在
し
な
い
と
い
う
異
常
な
状
況
と
な
り
、
高
倉
天
皇
に
皇
女
が
誕
生
す
る
ま
で
斎
院
を
選
ぶ
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
治
承
二
年
（
一
一
七
八
）
六
月
廿
七
日
、
二
歳
の
高
倉
天
皇
第
二
皇
女
範
子
内
親
王
が

斎
院
に
卜
定
さ
れ
た
が
、
前
任
頌
子
内
親
王
の
退
下
よ
り
七
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

一
方
、
斎
宮
で
も
承
安
二
年
（
一
一
七
二
）
五
月
三
日
、
惇
子
内
親
王
が
斎
宮
寮
で
薨
去
す
る
と
、
候
補
者
が
存
在

し
な
い
状
況
に
陥
る

（3
5

）

。
そ
こ
で
朝
廷
は
公
卿
勅
使
を
伊
勢
神
宮
に
派
遣
し
、
宣
命
に
て
今
は
候
補
者
が
存
在
し
な
い
た

め
、
替
わ
り
の
斎
宮
を
卜
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
奉
告
し
て
い
る
。
斎
宮
も
高
倉
天
皇
の
皇
女
の
誕
生
が
待
た

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
安
元
元
年
（
一
一
七
六
）
三
月
三
十
日
、
高
倉
天
皇
に
待
望
の
第
一
皇
女
功
子
内
親
王
が
誕

生
す
る
と
、
翌
治
承
元
年
十
月
廿
八
日
に
二
歳
の
功
子
内
親
王
を
斎
宮
に
卜
定
し
て
い
る
。
惇
子
内
親
王
の
死
か
ら
五

年
経
て
の
選
出
で
あ
っ
た
。 

 

前
述
の
と
お
り
、
こ
の
時
後
白
河
法
皇
に
は
二
人
の
孫
女
王
が
い
た
。
斎
王
に
選
ば
れ
た
女
王
は
全
員
親
王
の
王
女

で
あ
る
が
、
こ
の
孫
女
王
の
父
以
仁
王
は
親
王
宣
旨
を
受
け
て
お
ら
ず
、
天
皇
の
皇
子
で
あ
り
な
が
ら
「
王
」
の
身
分

に
据
え
置
か
れ
て
い
た
。
以
仁
王
は
暲
子
内
親
王
（
八
条
院
）
の
猶
子
と
な
り
、
暲
子
内
親
王
の
手
厚
い
庇
護
の
下
で
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暮
ら
し
て
い
た
。
暲
子
内
親
王
は
鳥
羽
上
皇
と
藤
原
得
子
（
美
福
門
院
）
の
皇
女
で
、
後
白
河
法
皇
の
異
母
妹
に
あ
た

る
。
暲
子
内
親
王
は
父
母
か
ら
全
国
二
百
数
十
ヶ
所
に
及
ぶ
膨
大
な
荘
園
を
伝
領
さ
れ
、
強
力
な
権
威
と
財
力
を
備
え

て
い
た
。
暲
子
内
親
王
が
以
仁
王
を
猶
子
と
し
た
の
は
、
以
仁
王
を
美
福
門
院
が
後
見
し
た
故
二
条
天
皇
の
後
の
、
鳥

羽
皇
統
を
継
ぐ
べ
き
皇
位
継
承
者
と
位
置
づ
け
て
い
た
た
め
と
さ
れ
る

（36

）

。
『
平
家
物
語
』
に
よ
る
と
、
以
仁
王
は
皇
位

継
承
に
お
い
て
有
力
で
あ
っ
た
が
、
平
清
盛
の
義
妹
で
憲
仁
親
王
（
高
倉
天
皇
）
の
生
母
で
あ
る
平
滋
子
（
建
春
門
院
）

の
妨
害
に
遭
っ
て
阻
止
さ
れ
た
と
い
う
。
平
氏
は
滋
子
の
生
ん
だ
憲
仁
親
王
の
擁
立
を
目
指
し
て
お
り
、
以
仁
王
の
存

在
は
邪
魔
で
し
か
な
か
っ
た

（3
7

）

。
院
政
期
に
お
い
て
、
親
王
宣
旨
を
受
け
る
皇
親
男
子
は
、
皇
位
継
承
者
と
そ
の
同
母
兄

弟
、
ま
た
は
出
家
し
た
皇
子
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
以
仁
王
に
親
王
宣
旨
を
下
す
こ
と
は
、
高
倉
天
皇
の
有
力
な
対
抗

馬
に
皇
位
継
承
の
正
当
性
を
与
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
故
に
、
以
仁
王
に
対
す
る
親
王
宣
下
を
拒
ん
だ
の
で
あ

ろ
う
。
結
局
、
政
治
的
思
惑
を
優
先
さ
せ
た
結
果
、
斎
院
の
不
在
を
招
い
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
承
安
元
年
の

時
点
に
お
い
て
、
長
期
間
の
不
在
が
問
題
に
な
ら
な
い
ほ
ど
斎
院
の
権
威
が
低
下
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
斎

院
は
天
皇
と
の
対
応
関
係
が
早
く
に
崩
れ
、
お
も
な
役
割
が
華
や
か
な
賀
茂
祭
に
お
け
る
斎
院
御
禊
で
あ
り
、
世
俗
化

の
傾
向
が
進
ん
で
い
た

（3
8

）

。
そ
の
た
め
存
在
意
義
が
喪
失
し
、
何
年
も
斎
院
を
置
か
な
い
こ
と
に
対
し
て
切
迫
感
が
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

お
わ
り
に 

白
河
天
皇
は
皇
位
継
承
者
を
一
人
に
限
定
し
、
そ
の
他
の
皇
子
た
ち
は
み
な
出
家
さ
せ
る
と
い
う
特
殊
な
皇
位
継
承 

計
画
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
親
王
の
数
が
激
減
し
、
そ
の
娘
で
あ
る
二
世
女
王
が
殆
ど
存
在
し
な
い
状
況
に
な
っ
た
。

平
安
期
以
降
、
女
王
斎
王
は
前
提
条
件
と
し
て
親
王
の
娘
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
二
世
女
王
の
減
少
は
斎
王
候

補
の
範
囲
を
狭
め
る
結
果
を
招
く
。
摂
関
期
に
頻
発
し
た
女
王
斎
宮
は
姿
を
消
し
、
代
わ
り
に
治
天
の
君
の
子
や
孫
が
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多
く
選
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
制
度
を
安
定
的
に
維
持
す
る
た
め
に
は
、
候
補
者
の
範
囲
は
広
い
方
が
良

い
。
斎
王
が
治
天
の
君
の
直
系
の
子
孫
に
限
定
さ
れ
る
と
、
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
場
合
、
斎
王
候
補
が
一
人

も
存
在
し
な
い
と
い
う
事
態
を
招
き
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

こ
の
問
題
は
早
く
も
鳥
羽
朝
に
於
い
て
表
面
化
す
る
。
白
河
法
皇
の
皇
子
は
堀
河
天
皇
以
外
全
員
出
家
さ
せ
ら
れ
た

た
め
、
鳥
羽
天
皇
の
斎
宮
・
斎
院
は
白
河
法
皇
或
い
は
堀
河
天
皇
の
皇
女
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
時
に
は

堀
河
天
皇
の
皇
女
は
候
補
に
挙
が
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
摂
関
期
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
、
『
延
喜
式
』
の
穢
規
定
を

誇
大
解
釈
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
父
が
死
去
し
て
間
も
な
い
皇
女
は
、
あ
る
一
定
期
間

が
過
ぎ
る
ま
で
斎
宮
・
斎
院
に
選
出
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
鳥
羽
天
皇
の

斎
宮
と
斎
院
は
実
質
白
河
法
皇
の
皇
女
か
ら
選
ぶ
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
白
河
法
皇
の
正
妃
所
生
の
皇
女
た
ち
は
全

員
す
で
に
斎
宮
・
斎
院
に
選
出
さ
れ
て
お
り
、
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
白
河
法
皇
の
落
胤
か
ら
斎
宮
と
斎
院

を
選
考
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
後
、
院
政
期
は
慢
性
的
に
候
補
者
不
足
の
状
態
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
斎
宮
・
斎
院

を
「
治
天
の
君
」
の
直
系
の
子
孫
の
中
か
ら
し
か
選
べ
な
い
状
況
は
、
斎
王
制
度
の
脆
弱
な
一
側
面
を
示
す
現
象
で
も

あ
っ
た
。 

 

註 （
１
）
橋
本
義
彦
「
中
宮
の
意
義
と
沿
革
」
（
『
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）
。
山

田 

彩
起
子
「
天
皇
准
母
内
親
王
に
関
す
る
一
考
察
」（
『
中
世
前
期
女
性
院
宮
の
研
究
』
所
収
、
思
文
閣
出
版
、

二
〇
一
〇
年
）
。
栗
山
圭
子
「
准
母
立
后
制
に
み
る
中
世
前
期
の
王
家
」（
『
中
世
王
家
の
成
立
と
院
政
』
所
収
、

二
〇
一
二
年
）
。 

（
２
）
野
村
育
代
「
中
世
に
お
け
る
天
皇
家
―
女
院
領
の
伝
領
と
養
子
」
（
前
近
代
女
性
史
研
究
会
編
『
家
族
と
女 
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性
の
歴
史 

古
代
・
中
世
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）
。
野
村
育
代
「
女
院
論
」
（
大
隅
和
雄
・
西

口
順
子
編
『
シ
リ
ー
ズ
女
性
と
仏
教
３ 

信
心
と
供
養
』
所
収
、
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
）
。 

（
３
）
榎
村
寛
之
「
斎
王
制
と
天
皇
制
の
関
係
に
つ
い
て
」
（
『
律
令
天
皇
制
祭
祀
の
研
究
』
所
収
、
塙
書
房
、
一
九 

九
六
年
）
。 

（
４
）
長
塩
智
恵
「
斎
王
卜
定
に
関
す
る
一
考
察
―
摂
関
期
を
中
心
に
」
（
『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究

紀
要 

史
学
編
』
第
一
三
号
、
二
〇
一
四
年
）
。 

（
５
）
栗
山
圭
子
、
前
掲
論
文
、
註
（

10
）
。 

（
６
）
平
安
期
以
降
の
女
王
斎
宮 

●
宣
子
女
王
（
皇
孫
）
―
桓
武
天
皇
第
一
二
皇
子
仲
野
親
王
王
女
。 

●
元
子
女
王
（
皇
孫
）
―
仁
明
天
皇
第
五
皇
子
本
康
親
王
王
女
。 

●
徽
子
女
王
（
皇
孫
）
―
醍
醐
天
皇
第
四
皇
子
重
明
親
王
王
女
。 

●
悦
子
女
王
（
皇
孫
）
―
醍
醐
天
皇
第
四
皇
子
重
明
親
王
王
女
。 

●
隆
子
女
王
（
皇
孫
）
―
醍
醐
天
皇
第
一
三
皇
子
章
明
親
王
王
女
。 

●
済
子
女
王
（
皇
孫
）
―
醍
醐
天
皇
第
一
三
皇
子
章
明
親
王
王
女
。 

●
恭
子
女
王
（
皇
孫
）
―
村
上
天
皇
第
四
皇
子
為
平
親
王
王
女
。 

●
嫥
子
女
王
（
皇
孫
）
―
村
上
天
皇
第
七
皇
子
具
平
親
王
王
女
。 

●
敬
子
女
王
（
皇
孫
）
―
三
条
天
皇
第
三
王
女
敦
平
親
王
王
女
。 

●
淳
子
女
王
（
皇
曾
孫
）
―
小
一
条
院
敦
明
親
王
（
三
条
天
皇
第
一
皇
子
）
王
子
敦
賢
親
王
王
女
。 

（
７
）
淳
子
女
王
の
祖
父
敦
明
親
王
と
白
河
天
皇
の
祖
母
禎
子
内
親
王
は
異
母
兄
妹
。
そ
の
た
め
淳
子
女
王
は
白
河
天

皇
の
再
従
姉
妹
に
あ
た
る
。 
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（
８
）
榎
村
寛
之
、
前
載
論
文
、
註
（
３
）
。 

（
９
）
『
日
本
紀
略
』
元
慶
四
年(

八
八
〇)

十
二
月
四
日
条
。 

（

10
）
斉
子
女
王
の
母
は
下
野
守
源
政
隆
女
（
瑠
璃
女
御
）
。
初
め
敦
明
親
王
妃
藤
原
寛
子
（
藤
原
道
長
女
、
母
は
源

明
子
）
の
女
房
で
あ
っ
た
が
、
寛
子
の
死
後
に
敦
明
親
王
か
ら
寵
愛
を
受
け
る
。 

（

11
）
甲
田
利
雄
「
斎
宮
覚
書
」
（
『
平
安
時
代
臨
時
公
事
略
解
』
所
収
、
続
群
書
類
従
刊
行
会
、
一
九
八
一
年
）
。
榎

村
寛
之
、
前
掲
論
文
、
註
（
３
）
。
富
樫
美
恵
子
「
選
定
と
斎
王
忌
避
の
思
想
」
（
『
寧
樂
史
苑
』
第
四
七
号
、

二
〇
〇
二
年
）
。 

（

12
）
白
河
天
皇
の
オ
バ
に
あ
た
る
後
朱
雀
天
皇
の
皇
女
は
八
人
い
る
。
皇
后
禎
子
内
親
王
所
生
の
第
一
皇
女
良
子
内

親
王
と
第
二
皇
女
娟
子
内
親
王
は
、
長
元
九
年
（
一
〇
三
六
）
十
一
月
二
八
日
に
斎
宮
斎
院
に
卜
定
。
中
宮
藤

原
嫄
子
所
生
の
第
三
皇
女
祐
子
内
親
王
と
第
四
皇
女
禖
子
内
親
王
の
う
ち
、
禖
子
内
親
王
は
寛
徳
三
年
（
一
〇

四
六
）
三
月
廿
四
日
に
斎
院
に
卜
定
、
祐
子
内
親
王
は
延
久
四
年
（
一
〇
七
二
）
十
二
月
に
出
家
。
さ
ら
に
女

御
藤
原
延
子
所
生
の
第
五
皇
女
正
子
内
親
王
は
、
天
喜
六
年
（
一
〇
五
八
）
六
月
廿
七
日
に
斎
院
に
卜
定
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
伯
父
に
あ
た
る
後
冷
泉
天
皇
は
皇
子
女
を
一
人
も
残
さ
ず
崩
御
し
た
た
め
、
従
姉
妹
が
一
人
も

存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
白
河
天
皇
は
斎
王
に
選
べ
る
オ
バ
や
従
姉
妹
は
存
在
し
な
か
っ
た
。 

（

13
）
『
小
右
記
』
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
三
月
五
日
条
、 
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二

親
王

 

一

之
宣
旨

 

上

云
々
。
故
華
山
院
御
子
二
人
爲

 

二

冷
泉
院
王
子

 

一

爲

 

二

親
王

 

一

。
依

 

二

彼
例

 

一

所
被

 

レ

行 

云
々
。
已
不

 

二

相
合

 

一

之
例
也
。
所
以
者
何
。
冷
泉
院
御
坐
之
時
爲

 

二

彼
王
子

 

一

。
而
三
條
院
崩
已
及

 

二

三 

箇
年

 

一

。
今
更
爲

 

二

彼
王
子

 

一

如
何
。
一
時
議
欤
。
就

 
レ

中
高
松
腹
去
年
産
給
。
以

 

二

崩
後

 

一

生
給
女
王
入

 

二 

彼
三
条
院
王
子

 

一

爲

 

二

親
王

 

一

。
天
下
必
有
言
乎
。 
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敦
明
親
王
の
王
子
女
は
花
山
院
の
御
子
の
例
を
先
例
に
、
故
三
条
院
の
猶
子
と
な
っ
て
親
王
宣
旨
が
下
さ
れ 

た
。
敦
賢
親
王
は
長
暦
三
年
（
一
〇
三
九
）
の
誕
生
で
あ
る
の
で
、
こ
の
時
に
親
王
宣
旨
に
受
け
て
い
な
い
。 

し
か
し
『
十
三
代
要
略
』
に
、
「
敦
賢
親
王

小

一

条

院

男

。

母

頼

宗

公

女

。

天

喜

元

年

十

二

月

爲
二

三

條

院

親

王
一

。

天

喜

四

年

四

品

。

康

平

元

年

正

月

中

務

卿

。

同

四

年

十

二

月

式

部

卿

。

承

保

元

年

十

一

月

廿

一

日

三

品

。

四

年

八

月

十

二

日

薨

。

」
と 

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
天
喜
元
年
（
一
〇
五
三
）
十
二
月
に
、
他
の
兄
弟
姉
妹
と
同
様
に
三
条
院
の
猶 

子
と
な
り
親
王
宣
旨
が
下
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
出
来
る
。 

（

14
）
『
天
祚
禮
祀
職
掌
』 

・
後
三
條
院 

治
暦
四
年
七
月
廿
一
日
即
位
。
太

政

官

廳

。
（
中
略
）

 

 
 

 
 

 
 

左
侍
従
。
式
部
卿
敦
賢
親
王
。
從
四
位
下
源
俊
輔
。
少
納
言
代
丹
後
守
正
五
位
下
藤
原
敦
基
。 

・
白
河
院 

延
久
四
年
十
二
月
廿
九
日
即
位
。
大

極

殿

。
（
中
略
） 

左
侍
従
。
四
品
式
部
卿
敦
賢
親
王
。
從
四
位
上
源
道
良
。
少
納
言
從
五
位
上
藤
原
公
經
。 

・
堀
河
院 

應
德
三
年
十
二
月
十
九
日
卽
位
。
大

極

殿

。
（
中
略
） 

褰
張
。
左
居
子
女
王
。

式

部

卿

敦

賢

親

王

女

。

右
從
五
位
上
藤
原
兼
子
。

顯

綱

女

。 

（

15
）
『
水
左
記
』
承
保
四
（
一
〇
七
七
）
年
八
月
一
七
日
条
。 

（

16
）
三
条
天
皇
第
四
皇
子
。
母
は
皇
后
藤
原
娍
子
（
藤
原
済
時
女
）
。
同
母
兄
妹
に
敦
明
親
王
（
小
一
条
院
）
・
敦 

 
 

 

儀
親
王
・
敦
平
親
王
・
当
子
内
親
王
・
禔
子
内
親
王
ら
が
い
る
。 

（

17
）
横
山
和
弘
「
白
河
院
政
期
に
お
け
る
法
親
王
の
創
出
」
（
『
歴
史
評
論
』
第
六
五
七
号
、
二
〇
〇
五
年
） 

（

18
）
横
山
和
弘
、
前
掲
論
文
、
註
（

17
） 

（

19
）
聖
恵
法
親
王
…
郁
芳
門
院
女
房
春
日
殿
（
藤
原
師
兼
女
）
所
生
、
寛
治
八
年
（
一
〇
九
四
）
年
誕
生
。
長
治
元

年
（
一
一
〇
四
）
九
月
廿
四
日
出
家
。 

行
慶
…
…
…
…
備
中
守
源
政
長
女
所
生
、
康
和
三
年
（
一
一
〇
一
）
誕
生
。 
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円
行
…
…
…
…
白
河
法
皇
女
房
備
前
（
陸
奥
守
源
有
宗
女
）
所
生
、
大
治
三
年
（
一
一
二
八
）
誕
生
。 

静
証
…
…
…
…
源
顕
房
女
所
生
、
生
没
年
不
詳
。
寛
治
四
年
（
一
〇
九
〇
）
五
月
七
日
出
家
。 

（

20
）
寛
暁
…
…
…
…
典
侍
藤
原
宗
子
（
近
江
守
藤
原
隆
宗
女
）
所
生
、
康
和
五
年
（
一
一
〇
三
）
誕
生
。
永
久
三
年

（
一
一
一
五
）
十
一
月
八
日
出
家
。 

 
 

 

最
雲
法
親
王
…
伊
勢
守
藤
原
時
経
女
所
生
、
康
和
七
年
（
一
一
〇
五
）
誕
生
。
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）
十 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

月
廿
一
日
出
家
。 

（

21
）
河
内
祥
輔
「
後
三
条
・
白
河
「
院
政
」
の
一
考
察
」
（
『
日
本
中
世
の
朝
廷
・
幕
府
体
制
』
所
収
、
吉
川
弘
文 

館
、
二
〇
〇
七
年
）
。 

（

22
）
横
山
和
弘
、
前
掲
論
文
、
註
（

17
）
。 

（

23
）
東
郷
富
規
子
「
大
斎
院
管
見
」
（
『
園
田
学
園
女
子
大
学
論
文
集
』
四
、
一
九
六
九
年
）
。
富
樫
美
惠
子
、
前
掲

論
文
、
註
（
１
）
。 

（

24
）
小
野
宮
流
権
中
納
言
藤
原
経
季
の
子
。
同
母
兄
に
長
治
二
（
一
一
〇
五
）
年
の
日
吉
社
の
訴
に
よ
り
周
防
国
に

配
流
と
な
っ
た
権
中
納
言
藤
原
季
仲
が
い
る
。
ま
た
従
兄
妹
に
鳥
羽
天
皇
の
外
祖
母
藤
原
睦
子
、
白
河
天
皇
の

典
侍
藤
原
経
子
（
白
河
天
皇
第
二
皇
子
覚
行
法
親
王
の
母
）
、
白
河
院
の
院
近
臣
権
中
納
言
藤
原
通
俊
ら
が
い

る
。
後
に
季
実
の
私
邸
土
御
門
東
洞
院
第
（
又
は
正
親
町
東
洞
院
第
）
は
白
河
法
皇
の
院
御
所
に
利
用
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
季
実
は
『
中
右
記
』
永
久
二
（
一
一
一
四
）
年
三
月
十
六
日
条
に
「
季
実
任

 

二

齋
宮
寮
頭

 

一

。
是
被

レ

止

 

二

保
俊

 

一

也
。
」
と
あ
り
、
藤
原
保
俊
に
替
わ
っ
て

姰
子
内
親
王
の
斎
宮
寮
頭
に
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

確
認
出
来
る
。 

（

25
）
三
橋
正
『
日
本
古
代
神
祇
制
度
の
形
成
と
展
開
』
（
法
藏
館
、
二
〇
一
〇
年
）
。 
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（

26
）
所
京
子
「
『
中
右
記
部
類
』
斎
宮
守
子
の
群
行
発
遣
記
録
」
（
『
斎
王
の
歴
史
と
文
学
』
所
収
、
国
書
刊
行
会
、

二
〇
〇
〇
年
）
。 

（

27
）
源
有
仁
は
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
に
「
為

 

二

白
河
養
子
」
、
ま
た
『
今
鏡
』
（
み
こ
た
ち
の
巻
）
に
も
、
「
御
年
十

三
に
な
り
給
ひ
し
時
、
初
冠
せ
さ
せ
給
ひ
し
か
ば
、
白
河
院
の
御
子
に
し
申
せ
給
ひ
」
と
み
え
、
白
河
法
皇
の

猶
子
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

（

28
）
『
永
昌
記
』
保
安
五
年
（
一
一
二
九
）
四
月
廿
三
日
条
。 

（

29
）
『
続
群
書
類
従
』
第
二
八
輯
上
所
引
『
巻
数
集
』
十
一
面
御
祈
念
時

待

賢

門

女

院

宮

御

時

。 

（

30
）
『
中
右
記
』
大
治
二
年
（
一
一
二
七
）
四
月
六
日
条
。 

（

31
）『
玉
葉
』
治
承
二
年
（
一
一
七
八
）
三
月
一
日
条
に
は
、
二
歳
例
と
し
て
恭
子
内
親
王
（
醍
醐
天
皇
第
三
皇
女
）
・

恂
子
〔
統
子
〕
内
親
王
（
鳥
羽
天
皇
第
二
皇
女
）
・
功
子
内
親
王
（
高
倉
天
皇
第
一
皇
女
）
の
三
例
、
三
歳
例

と
し
て
尊
子
内
親
王
（
冷
泉
天
皇
第
一
皇
女
）
・
恭
子
女
王
（
為
平
親
王
第
三
王
女
）
・
馨
子
内
親
王
（
後
一
条

天
皇
第
二
皇
女
）
・
媞
子
内
親
王
（
白
河
天
皇
第
一
皇
女
）
の
四
例
が
み
え
る
。
二
歳
三
歳
の
卜
定
は
先
例
を

尋
ね
る
ほ
ど
珍
し
い
事
例
で
あ
っ
た
。 

（

32
）
『
中
右
記
』
長
承
二
年
（
一
一
三
三
）
九
月
二
日
条
。
『
長
秋
記
』
同
日
条
。 

（

33
）
『
中
右
記
』
長
承
二
年
（
一
一
三
三
）
年
十
月
十
日
条
。 

（

34
）
『
帝
王
編
年
記
』
に
、
「
齋
院 

怡
子
内
親
王
。

輔

仁

親

王

女

。

白

河

院

御

猶

子

。

長

承

二

年

十

二

月

廿

一

日

卜

定

。

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
守
子
内
親
王
と
同

様
、
怡
子
内
親
王
も
白
河
法
皇
の
猶
子
と
な
り
、
内
親
王
宣
旨
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

（

35
）
『
玉
葉
』
承
安
二
年
（
一
一
七
九
）
五
月
廿
八
日
条
。 

（

36
）
五
味
文
彦
『
平
家
物
語
』
（
平
凡
社
、
二
〇
一
一
年
）
。 

（

37
）
生
駒
孝
臣
「
源
頼
政
と
以
仁
王
～
摂
津
源
氏
一
門
の
宿
命
～
」
（
野
口
実
編
『
中
世
の
人
物 

京
・
鎌
倉
の
時
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代
編 

第
二
巻 

治
承
～
文
治
の
内
乱
と
鎌
倉
幕
府
の
成
立
』
所
収
、
清
文
堂
、
二
〇
一
四
年
）
。 

（

38
）
瀧
浪
貞
子
「
伊
勢
斎
王
制
の
創
始
」
（
後
藤
祥
子
編
『
王
朝
文
学
と
斎
宮
・
斎
院
』
所
収
、
竹
林
舎
、
二
〇
〇

九
年
）
。 
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第
三
章 

鎌
倉
後
期
の
斎
王
制
度 

 

は
じ
め
に 

 

建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
九
月
五
日
、
順
徳
天
皇
の
斎
院
礼
子
内
親
王
が
疾
病
を
理
由
に
退
下
し
た
。
そ
の
後
、
二 

度
と
賀
茂
社
に
斎
王
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
斎
院
は
四
百
年
の
歴
史
に
幕
を
降
ろ
す
こ
と
に
な
る
。
一
方
の
斎 

宮
は
、
鎌
倉
期
に
な
る
と
天
皇
の
即
位
後
た
だ
ち
に
は
斎
王
卜
定
が
行
わ
れ
な
く
な
る
。
そ
し
て
後
深
草
・
後
宇
多
・ 

伏
見
・
後
伏
見
・
花
園
天
皇
の
代
で
は
斎
宮
の
選
出
が
行
わ
れ
ず
、
斎
宮
は
遂
に
常
設
の
制
度
で
す
ら
な
く
な
っ
て
し 

ま
っ
た
。
さ
ら
に
亀
山
天
皇
の
斎
宮
愷
子
内
親
王
以
降
は
、
斎
宮
を
選
出
し
て
も
伊
勢
群
行
が
実
施
さ
れ
ず
、
野
宮
で 

の
退
下
に
至
る
事
例
が
続
く
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
斎
王
制
度
は
鎌
倉
期
に
形
骸
化
が
急
速
に
進
ん
だ
と
さ 

れ
て
い
る
。
確
か
に
鎌
倉
期
以
降
、
斎
宮
の
卜
定
に
明
ら
か
な
遅
延
が
確
認
さ
れ
、
斎
宮
の
不
在
が
多
く
み
ら
れ
る
よ 

う
に
な
り
、
異
常
な
状
況
が
続
い
て
い
る
。
鎌
倉
に
武
家
政
権
が
発
足
し
た
こ
と
で
朝
廷
の
経
済
状
況
が
悪
化
し
た
た 

め
に
、
斎
宮
儀
礼
に
乱
れ
が
生
じ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。 

 

し
か
し
財
政
的
問
題
で
伊
勢
斎
王
制
度
が
衰
退
し
た
な
ら
ば
、
ま
ず
莫
大
な
費
用
が
掛
る
伊
勢
へ
の
発
遣
儀
礼
に
遅

延
が
現
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
斎
宮
儀
礼
の
乱
れ
は
卜
定
の
み
で
あ
り
、
そ
の
後
の
初
斎
院
、
野
宮
、
伊
勢
群

行
に
は
著
し
い
遅
れ
は
み
ら
れ
な
い
。
伊
勢
群
行
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
斎
宮
に
関
し
て
も
、
野
宮
で
の
潔
斎
期
間
中
に

天
皇
が
急
逝
し
た
り
、
天
皇
が
倒
幕
運
動
を
企
て
て
配
流
さ
れ
た
り
、
南
北
朝
の
内
乱
が
勃
発
し
た
り
と
、
そ
れ
ぞ
れ

に
退
下
せ
ざ
る
を
得
な
い
外
的
事
由
が
発
生
し
て
い
た
。
つ
ま
り
逆
を
い
え
ば
、
何
事
も
な
け
れ
ば
伊
勢
に
発
遣
さ
れ

て
い
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。 

 

斎
宮
が
廃
絶
す
る
鎌
倉
期
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
時
期
の
伊
勢
斎
王
制
度
の
実
態
に
つ
い
て
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明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
部
分
が
多
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
鎌
倉
期
に
置
か
れ
て
い
た
斎
宮
の
立
場
と
存
在
意
義
に
つ

い
て
考
証
し
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
何
故
後
醍
醐
天
皇
で
廃
絶
し
、
そ
の
後
二
度
と
復
活
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

の
か
。
伊
勢
斎
王
制
度
廃
絶
の
要
因
に
つ
い
て
論
証
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。 

 

第
一
節 
後
嵯
峨
院
政
期 

（
一
）
後
嵯
峨
天
皇
の
即
位 

 

仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
正
月
九
日
、
四
条
天
皇
が
皇
子
を
残
さ
な
い
ま
ま
、
十
二
歳
で
夭
折
し
た
た
め
に
、
後
高

倉
上
皇
の
血
筋
が
絶
え
、
皇
嗣
問
題
が
表
面
化
し
た
。
当
初
九
条
道
家
を
筆
頭
と
し
た
公
卿
の
多
く
が
順
徳
上
皇
の
皇

子
忠
成
王
の
擁
立
を
図
っ
て
い
た
。
し
か
し
執
権
北
条
泰
時
が
強
固
に
反
対
し
た
た
め
実
現
せ
ず
、
乱
の
計
画
に
預
か

ら
な
か
っ
た
土
御
門
上
皇
の
皇
子
の
邦
仁
王
す
な
わ
ち
後
嵯
峨
天
泰
時
が
即
位
し
た
。
そ
し
て
そ
の
斎
宮
に
寛
元
二
年

（
一
二
四
四
）
十
二
月
十
六
日
、
曦
子
内
親
王

（
１
）

が
選
出
さ
れ
た

（
２
）

。 

 

曦
子
内
親
王
の
斎
宮
卜
定
は
、
後
嵯
峨
天
皇
の
即
位
か
ら
二
年
後
に
執
り
行
わ
れ
た
。
二
年
遅
延
の
原
因
で
あ
る
が
、

仁
治
三
年
に
後
嵯
峨
天
皇
や
曦
子
内
親
王
の
叔
父
の
順
徳
上
皇
が
配
流
先
で
崩
御
し
、
寛
元
元
年
に
は
従
姉
の
明
義
門

院
（
順
徳
の
第
二
皇
女
諦
子
内
親
王
）
が
崩
御
す
る
な
ど
、
血
縁
者
の
死
が
相
次
い
だ
た
め
に
、
卜
定
を
差
し
控
え
た

可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
仁
治
三
年
六
月
十
五
日
に
幕
府
執
権
北
条
泰
時
が
卒
去
し
た
が
、
同
月
廿
日
に
朝
廷
は

三
十
箇
日
の
穢
を
定
め
大
奉
幣
定
・
月
次
祭
・
神
今
食
を
延
引
し
て
い
る

（
３
）

。
北
条
泰
時
は
新
帝
後
嵯
峨
天
皇
の
叔
父
兼

後
見
人
土
御
門
定
通
の
義
兄

（
４
）

で
あ
り
、
後
嵯
峨
天
皇
の
即
位
は
泰
時
の
力
に
依
る
所
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
泰
時
の
死

の
影
響
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

寛
元
三
年
八
月
十
三
日
に
曦
子
内
親
王
の
初
斎
院
入
御
、
九
月
十
七
日
に
野
宮
入
御
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
時
の
初
斎

院
か
ら
野
宮
入
御
ま
で
の
期
間
が
一
ヵ
月
と
異
例
の
短
さ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
儀
礼
の
乱
れ
が
、
斎
王
制
度
衰
退
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を
表
す
現
象
と
み
な
さ
れ
て
い
た

（
５
）

。
し
か
し
以
前
に
も
同
様
な
事
例
は
数
例
確
認
出
来
る

（
６
）

。
従
っ
て
期
間
の
短
さ
だ
け

を
取
り
上
げ
て
、
伊
勢
斎
王
制
度
の
衰
退
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

で
は
こ
の
時
点
で
伊
勢
斎
王
制
度
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
曦
子
内
親
王
の
初
斎
院
入
御
に
関

す
る
記
述
が
確
認
さ
れ
る
『
平
戸
記
』
で
検
証
し
た
い
と
思
う
。
『
平
戸
記
』
寛
元
三
年
八
月
十
三
日
条
に
は
、
以
下

の
通
り
の
記
事
が
み
ら
れ
る
。 

 
 

今
夜
初
齋
宮
入
御
諸
司
。
禊
二

東
河
一

。
去
四
月
依
レ

無
二

用
途
一

延
引
及
二

今
日
一

。
左
近
衛
府
關
東
修
理
進
レ

之
。

右
少
辨
時
繼
奉
行
。
前
駈
武
衛
有
レ

催
。
然
而
申
二

所
勞
一

不
レ

參
。
左
兵
衛
佐
親
朝
臣
供
奉
。
父
卿
此
間
示
二

‐
合

裝
束
已
下
一

事
。 

こ
れ
に
よ
る
と
、
本
来
初
斎
院
へ
の
入
御
は
四
月
に
行
わ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
用
途
不
足
の
た
め
に
こ
の
日

ま
で
延
引
と
な
っ
た
。
そ
し
て
初
斎
院
の
場
と
定
め
ら
れ
た
左
近
衛
府
を
幕
府
が
修
理
し
て
い
る
。
つ
ま
り
曦
子
内
親

王
の
初
斎
院
入
御
が
遅
れ
た
理
由
は
用
途
不
足
に
あ
り
、
そ
の
た
め
初
斎
院
の
修
理
を
幕
府
が
担
当
し
た
の
で
あ
る
。

四
月
に
初
斎
院
入
御
の
日
時
が
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
『
百
練
抄
』
に
も
記
述
さ
れ
て
お
り

（
７
）

、
初
斎
院
入
御
が
実

施
日
の
数
か
月
前
か
ら
準
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
後
七
月
廿
五
日
に
初
斎
院
入
御
の
日
時
が
定
め

ら
れ

（
８
）

、
八
月
十
三
日
の
実
施
と
な
っ
た

（
９
）

。
ま
た
曦
子
内
親
王
の
初
斎
院
入
御
以
前
の
八
月
五
日
に
、
成
功
に
依
る
初
斎

宮
功
人
等
の
除
目
が
行
わ
れ
て
お
り

（1
0

）

、
こ
の
時
に
集
ま
っ
た
任
料
で
初
斎
院
入
御
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

し
か
し
莫
大
な
経
費
が
か
か
る
野
宮
入
御
や
伊
勢
群
行
な
ら
と
も
か
く
、
な
ぜ
宮
中
で
行
わ
れ
る
初
斎
院
入
御
で
、

儀
式
が
延
引
す
る
ほ
ど
用
途
不
足
に
陥
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
は
幕
府
に
よ
っ
て
左
近
衛
府
が
修
理
さ
れ
て
、
初

斎
院
入
御
の
実
施
が
可
能
と
な
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
初
斎
院
の
場
に
関
し
て
は
宮
中
と
規
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
特

定
の
場
所
が
指
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
仮
に
左
近
衛
府
が
使
用
不
可
能
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
他

の
場
所
に
変
更
し
て
儀
式
を
執
り
行
え
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
八
月
五
日
の
除
目
に
よ
り
、
あ
る
程
度
用
途
不
足



 155 

が
改
善
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
円
滑
な
儀
式
の
実
行
の
た
め
に
も
も
う
少
し
早
く
成
功
を
行
う
べ
き
で
あ
っ
た
。
こ

れ
ら
を
行
わ
ず
儀
式
の
遅
延
を
招
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
非
常
に
不
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
。 

 

ま
た
初
斎
院
入
御
と
野
宮
入
御
の
準
備
を
同
時
進
行
で
行
い
、
経
費
節
減
を
図
っ
た
と
も
考
え
に
く
い
。
何
故
な
ら

前
述
し
た
通
り
、
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
初
斎
院
入
御
は
四
月
で
あ
り
、
予
定
外
の
用
途
不
足
が
原
因
で
八
月
ま
で
延

引
に
な
っ
た
に
過
ぎ
ず
、
結
果
的
に
二
つ
の
儀
式
の
準
備
期
間
が
重
複
し
た
だ
け
で
経
費
削
減
に
な
っ
て
い
な
い
。
こ

の
遅
延
の
原
因
で
あ
る
が
、
朝
廷
の
経
済
的
困
窮
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
朝
廷
内
の
権
力
構
造
に
こ
そ
原
因
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

後
嵯
峨
天
皇
は
、
承
久
の
乱
の
敗
北
に
よ
り
後
鳥
羽
上
皇
の
血
統
が
皇
位
継
承
か
ら
排
除
さ
れ
た
た
め
、
本
来
な
ら

ば
決
し
て
帝
位
を
望
め
ぬ
皇
子
で
あ
っ
た
。
ま
た
先
帝
四
条
天
皇
が
十
二
歳
で
夭
折
し
た
時
も
、
ほ
と
ん
ど
の
公
卿
達

が
順
徳
上
皇
の
忠
成
王
の
即
位
を
支
持
す
る
な
ど
、
後
嵯
峨
天
皇
は
朝
廷
内
で
忘
れ
ら
れ
た
存
在
で
あ
っ
た

（11

）

。
そ
の
後

幕
府
の
圧
力
に
よ
り
即
位
し
、
上
皇
が
存
在
し
な
い
た
め
に
、
天
皇
親
政
と
な
っ
た
が
、
後
嵯
峨
天
皇
が
治
天
の
君
と

し
て
勢
力
を
振
る
う
の
は
譲
位
以
降
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。 

 

曦
子
内
親
王
の
選
出
当
時
は
、
即
位
後
後
嵯
峨
天
皇
を
支
持
し
孫
娘
の
西
園
寺
姞
子
を
後
嵯
峨
天
皇
の
中
宮
に
入
れ

て
い
た
西
園
寺
公
経
が
す
で
に
薨
去
し
、
九
条
道
家
が
勢
力
を
挽
回
し
て
い
た
。
後
嵯
峨
天
皇
の
立
場
は
盤
石
な
も
の

と
は
い
い
難
か
っ
た
。
こ
う
し
た
朝
廷
内
部
の
不
安
定
な
政
局
の
影
響
を
受
け
て
、
斎
宮
儀
礼
に
必
要
な
人
員
・
経
費
・

場
所
の
確
保
が
思
い
通
り
に
な
ら
ず
、
結
果
と
し
て
儀
礼
に
乱
れ
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

寛
元
四
年
正
月
廿
九
日
、
曦
子
内
親
王
は
後
嵯
峨
天
皇
の
譲
位
に
伴
い
伊
勢
に
赴
く
こ
と
な
く
、
野
宮
で
退
下
に
至

っ
た
。
そ
の
後
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
八
月
八
日
に
曦
子
内
親
王
は
、
後
嵯
峨
上
皇
の
准
母
と
し
て
皇
后
位
に
就
く

こ
と
に
な
る
。
通
常
未
婚
の
内
親
王
で
准
母
に
擬
せ
ら
れ
る
の
は
、
天
皇
の
姉
か
叔
母
で
あ
る
の
だ
が
、
後
嵯
峨
上
皇

で
は
異
母
妹
が
准
母
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
上
皇
に
准
母
が
立
て
ら
れ
た
前
例
は
な
く
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
後
嵯
峨
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上
皇
の
立
場
が
脆
弱
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

 
そ
れ
で
は
曦
子
内
親
王
が
先
例
の
な
い
上
皇
の
准
母
と
な
り
立
后
さ
れ
た
背
景
だ
が
、
こ
れ
は
前
斎
宮
で
あ
っ
た
こ

と
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
白
河
上
皇
の
第
一
皇
女
媞
子
内
親
王
が
同
母
弟
堀
河
天
皇
の
准
母
に
擬
せ
ら
れ
立
后
さ
れ

て
以
来
、
十
人
の
内
親
王
が
未
婚
の
皇
后
に
冊
立
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
八
人
が
斎
宮
・
斎
院
経
験
者
で
あ
る
。 

 

強
力
な
後
ろ
盾
を
持
た
ず
朝
廷
内
で
の
立
場
の
弱
い
後
嵯
峨
上
皇
は
、
現
状
を
打
破
す
る
た
め
に
自
身
の
権
威
を
高

め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
前
斎
宮
曦
子
内
親
王
を
准
母
・
皇
后
に
立
て
る
こ
と
で
、
外
か
ら
の
威
光
で
自
身
を
飾

り
、
権
威
と
尊
厳
を
高
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
「
治
天
の
君
」
に
准
母
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
自
体
権
威
低
下
を
如

実
も
表
し
た
現
象
だ
が
、
逆
に
こ
の
事
例
か
ら
、
斎
宮
は
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
天
皇
の
権
威
を
高
め
る

存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

 
 （

二
）
後
嵯
峨
上
皇
の
院
政 

 

曦
子
内
親
王
の
退
下
後
、
次
代
の
後
深
草
天
皇
に
斎
宮
は
立
て
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
愷
子
内
親
王

が
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
に
亀
山
天
皇
の
斎
宮
に
選
出
さ
れ
る
ま
で
、
十
六
年
間
の
中
絶
期
間
が
生
じ
る
こ
と
に
な

る
。
後
深
草
天
皇
に
斎
宮
が
置
か
れ
ず
、
亀
山
天
皇
に
斎
宮
が
立
て
ら
れ
た
背
景
は
不
明
で
あ
る
が
、
ま
ず
後
深
草
天

皇
は
即
位
時
に
は
四
歳
の
幼
帝
で
あ
り
、
姉
妹
が
誰
一
人
存
在
し
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
他
に
斎
宮
と
な
れ
る
近
親
の

皇
女
も
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
即
位
時
直
ち
に
斎
宮
を
選
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。 

そ
の
後
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
に
後
嵯
峨
上
皇
の
第
一
皇
女
綜
子
内
親
王
、
建
長
元
年
（
一
二
四
九
）
に
は
第
二

皇
女
愷
子
内
親
王
が
誕
生
す
る
が
、
二
人
の
皇
女
が
後
深
草
天
皇
の
斎
宮
に
立
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
も
っ
と

も
綜
子
内
親
王
は
文
永
六
年
（
一
二
六
九
）
に
二
十
三
歳
で
早
世
す
る
こ
と
か
ら
病
弱
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
斎

宮
に
成
り
得
る
の
は
愷
子
内
親
王
一
人
に
限
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
の
が
「
治
天
の
君
」
後
嵯
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峨
上
皇
の
意
向
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 
寛
元
四
年
正
月
廿
九
日
に
後
深
草
天
皇
が
四
歳
で
践
祚
し
、
父
の
後
嵯
峨
上
皇
が
院
政
を
敷
い
た
。
こ
れ
よ
り
二
十

六
年
間
の
長
き
に
わ
た
る
後
嵯
峨
上
皇
の
院
政
が
始
ま
る
が
、
当
時
の
朝
廷
の
実
権
は
九
条
道
家
が
握
っ
て
お
り

（12

）

、
後

嵯
峨
上
皇
に
政
治
的
権
限
が
殆
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
同
年
七
月
十
一
日
に
道
家
の
子
で
前
将
軍
九
条
頼
経
が
名
越
光

時
ら
の
謀
叛
に
連
座
し
て
京
都
に
強
制
送
還
さ
れ
、
道
家
も
関
東
申
次
の
職
を
罷
免
さ
れ
失
脚
す
る
と
、
政
治
情
勢
が

一
変
す
る
。
後
嵯
峨
上
皇
が
朝
廷
の
実
権
を
握
り
、
「
治
天
の
君
」
と
し
て
朝
政
を
司
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
『
葉

黄
記
』
寛
元
四
年
八
月
廿
七
日
条
に
は
、 

 
 

策
謀
之
輩
少
将
行
二

罪
科
一

了
。
關
東
静
謐
也
。
天
下
事
。
公
家
殊
被
レ

行
二

徳
政
一

。
叙
位
除
目
以
下
。
此
奥
在
レ 

裏
。
萬
事
可
レ

被
レ

行
二

正
道
一

。
或
不
レ

在
二

叡
慮
一

事
等
有
レ

之
歟
。
自
今
以
後
不
レ

可
レ

然
。 

と
あ
り
、
幕
府
は
後
嵯
峨
上
皇
に
朝
政
刷
新
の
申
し
入
れ
を
行
い
、
後
嵯
峨
上
皇
が
朝
廷
の
実
質
的
な
主
導
者
た
る
こ

と
を
強
く
求
め
た
。
後
嵯
峨
上
皇
は
院
評
定
制
と
伝
奏
を
制
度
化
し
、
こ
れ
に
よ
り
院
政
が
制
度
的
に
確
立
さ
れ
る

（13

）

。

院
評
定
は
院
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
定
期
的
な
評
議
で
、
朝
廷
に
持
ち
込
ま
れ
た
訴
訟
や
人
事
な
ど
を
審
議
し
た
。
そ

の
構
成
は
上
流
公
卿
と
名
家
と
呼
ば
れ
る
中
流
公
卿
か
ら
な
り
、
人
選
に
つ
い
て
は
必
ず
幕
府
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た

（1
4

）

。
後
嵯
峨
院
政
期
に
幕
府
の
朝
廷
掌
握
が
進
む
時
期
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
嵯
峨
上
皇
が
幕
府

の
圧
力
に
よ
り
即
位
し
た
天
皇
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
い
。 

 

一
方
こ
の
時
期
の
幕
府
の
政
局
は
非
常
に
不
安
定
な
状
態
で
あ
っ
た
。
仁
治
三
年
六
月
十
五
日
に
執
権
北
条
泰
時
が

卒
去
す
る
と
、
幕
府
内
に
動
揺
が
広
が
る
。
泰
時
の
孫
の
経
時
が
強
引
に
執
権
を
継
承
し
た
が
、
寛
元
四
年
三
月
に
は

疾
病
を
理
由
に
弟
の
時
頼
に
執
権
を
譲
り
、
ま
も
な
く
没
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
機
に
得
宗
家
と
名
越
家
の
抗
争
が
始

ま
り
、
同
年
五
月
廿
三
日
の
名
越
光
時
の
出
家
を
以
て
乱
は
一
応
終
結
す
る
が
、
時
頼
は
光
時
派
の
一
掃
を
は
か
り
、

光
時
の
背
後
に
あ
っ
た
前
将
軍
九
条
頼
経
も
鎌
倉
を
追
放
さ
れ
た
。
さ
ら
に
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
の
宝
治
合
戦
で
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は
源
頼
朝
創
始
以
来
の
功
臣
三
浦
氏
が
滅
亡
さ
せ
ら
れ
、
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
に
は
前
将
軍
頼
経
が
了
行
法
師
ら

の
幕
府
転
覆
謀
叛
事
件
に
関
与
し
た
と
し
て
、
子
の
将
軍
九
条
頼
嗣
が
廃
さ
れ
て
京
都
に
送
還
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り

得
宗
家
の
権
力
は
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
り
、
以
後
時
頼
は
専
制
政
治
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

 

鎌
倉
期
に
な
る
と
、
斎
宮
儀
礼
に
幕
府
の
経
済
的
支
援
が
関
わ
っ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
後
鳥
羽
天
皇
の
斎
宮
潔
子

内
親
王
の
時
に
は
、
源
頼
朝
が
伊
勢
群
行
の
用
途
を
進
献
し
て
い

る
（1

5

）

。
ま
た
後
嵯
峨
天
皇
の
斎
宮
曦
子
内
親
王
の
時
に

も
、
幕
府
が
初
斎
院
の
場
で
あ
る
左
近
衛
府
の
修
理
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る

（16

）

。
後
嵯
峨
上
皇
が
院
政

を
開
始
し
た
当
初
は
、
朝
幕
関
係
が
騒
乱
状
態
と
な
っ
て
お
り
、
幕
府
よ
り
斎
宮
儀
礼
の
援
助
を
引
き
出
す
の
が
困
難

で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
た
め
後
深
草
天
皇
に
は
斎
宮
が
選
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

次
代
の
亀
山
天
皇
に
は
異
母
姉
妹
の
愷
子
内
親
王
が
斎
宮
に
選
出
さ
れ
た

（17

）

。
亀
山
天
皇
の
頃
に
は
、
得
宗
家
が
幕
府

の
実
権
を
完
全
に
掌
握
し
政
局
が
比
較
的
安
定
し
て
い
た
。
ま
た
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
に
は
後
嵯
峨
上
皇
の
皇
子

宗
尊
親
王
が
皇
族
将
軍
と
し
て
鎌
倉
に
下
向
す
る
な
ど
、
朝
幕
関
係
が
親
密
な
時
期
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
亀

山
朝
で
伊
勢
斎
王
制
度
が
復
活
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

第
二
節 

両
統
迭
立
期 

文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
二
月
十
七
日
、
亀
山
天
皇
の
斎
宮
愷
子
内
親
王
が
、
父
後
嵯
峨
上
皇
の
崩
御
に
よ
り
退
下

し
た
後
、
続
く
後
宇
多
・
伏
見
・
後
伏
見
天
皇
に
は
斎
宮
が
選
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
徳
治
元
年
（
一
三
〇
六
）
十
二
月

廿
二
日
、
後
宇
多
上
皇
の
第
一
皇
女
弉
子
内
親
王

（18

）

が
後
二
条
天
皇
の
斎
宮
に
選
出
さ
れ
る
ま
で
、
斎
王
制
度
は
三
十
四

年
間
の
中
絶
期
間
が
生
じ
た
。
後
宇
多
・
伏
見
・
後
伏
見
天
皇
の
三
代
に
斎
宮
が
置
か
れ
ず
、
後
二
条
天
皇
に
置
か
れ

た
要
因
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
皇
統
が
持
明
院
統
と
大
覚
寺
統
に
分
裂
し
、
朝
廷
内
の
政
局
が
不
安
定
に
な
っ
た
こ

と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
全
て
の
混
乱
の
発
端
と
な
っ
た
の
は
「
治
天
の
君
」
後
嵯
峨
上
皇
の
崩
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御
で
あ
っ
た
。 

 
院
政
を
行
っ
て
い
た
後
嵯
峨
法
皇
が
「
治
天
の
君
」
後
継
者
の
決
定
を
明
確
に
し
な
い
ま
ま
崩
御
し
た
た
め
に
、
後

深
草
上
皇
（
持
明
院
統
）
と
亀
山
天
皇
（
大
覚
寺
統
）
の
対
立
が
勃
発
す
る
。
幕
府
は
二
人
の
母
后
大
宮
院
（
西
園
寺

姞
子
）
に
後
嵯
峨
上
皇
の
真
意
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
後
嵯
峨
上
皇
の
素
意
が
亀
山
天
皇
親
政
に
あ
る
と
返
答
し
た
た
め
、

亀
山
天
皇
を
「
治
天
の
君
」
と
決
定
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）
正
月
に
、
亀
山
天
皇
が
皇
太
子

世
仁
親
王
（
後
宇
多
天
皇
）
に
譲
位
し
院
政
を
始
め
る
と
、
幕
府
の
決
定
に
不
満
を
抱
く
後
深
草
上
皇
が
建
治
元
年
（
一

二
七
五
）
四
月
、
太
上
天
皇
の
尊
号
を
辞
退
し
て
出
家
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
関
東
申
次
西
園
寺
実
兼
が
幕
府
に

働
き
か
け
を
行
い
、
同
年
十
一
月
後
深
草
上
皇
の
皇
子
煕
仁
親
王
が
後
宇
多
天
皇
の
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
る
打
開
策
が

取
ら
れ
た
。
弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）
十
月
、
幕
府
に
よ
り
後
宇
多
天
皇
が
譲
位
さ
せ
ら
れ
、
皇
太
子
煕
仁
親
王
（
伏

見
天
皇
）
が
即
位
し
た
。
そ
し
て
翌
二
年
に
は
伏
見
天
皇
の
第
一
皇
子
胤
仁
親
王
が
立
太
子
さ
れ
た
た
め
に
、
大
覚
寺

統
の
不
満
が
募
り
両
統
の
対
立
が
激
化
し
た

（19

）

。
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）
七
月
、
伏
見
天
皇
は
皇
太
子
胤
仁
親
王
（
後

伏
見
天
皇
）
に
譲
位
し
、
院
政
を
行
う
が
、
関
東
申
次
西
園
寺
実
兼
と
の
対
立
か
ら
幕
府
の
干
渉
が
強
ま
り
、
結
局
後

伏
見
天
皇
は
三
年
足
ら
ず
で
、
大
覚
寺
統
の
皇
太
子
邦
治
親
王
（
後
二
条
天
皇
）
に
譲
位
し
た
。 

 

つ
ま
り
、
斎
宮
が
置
か
れ
な
か
っ
た
後
宇
多
・
伏
見
・
後
伏
見
天
皇
は
、
皇
統
を
め
ぐ
る
持
明
院
統
と
大
覚
寺
統
と

の
対
立
が
激
化
す
る
時
期
で
あ
り
、
朝
廷
内
部
の
政
局
は
極
め
て
不
安
定
で
あ
っ
た
。
後
宇
多
・
伏
見
・
後
伏
見
天
皇

の
三
代
の
時
期
は
ま
だ
両
統
迭
立
が
成
立
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
時
々
の
幕
府
と
の
関
係
が
良
好
で
勢
い
の
あ
る
王
家
が

帝
位
と
「
治
天
の
君
」
の
座
を
掌
握
し
て
い
た
。
政
治
的
画
策
次
第
で
は
政
権
が
相
手
側
に
渡
る
可
能
性
が
高
く
、
皇

位
継
承
す
ら
安
定
し
て
行
え
て
い
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
不
安
定
な
政
局
で
斎
宮
を
選
出
す
る
こ
と
は
、

相
手
を
触
発
し
て
帝
位
と
「
治
天
の
君
」
の
座
の
交
替
を
幕
府
に
働
き
掛
け
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
鎌
倉

期
に
お
い
て
も
斎
宮
は
天
皇
の
権
威
と
尊
厳
を
高
め
て
安
定
さ
せ
る
機
能
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
政
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治
的
理
由
で
、
後
宇
多
・
伏
見
・
後
伏
見
朝
で
は
、
斎
宮
卜
定
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
そ
れ
な
ら
ば
、
皇
統
の
統
一
が
な
さ
れ
て
い
な
い
後
二
条
天
皇
の
時
に
、
何
故
斎
宮
卜
定
の
実
施
が
可
能
で
あ
っ
た

の
か
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
こ
の
時
期
に
両
統
迭
立
の
原
則
が
定
着
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
後
二
条
天
皇
以
前
に
お

い
て
は
両
統
迭
立
の
原
則
が
ま
だ
成
立
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
時
に
勢
力
の
強
い
王
家
が
帝
位
・
「
治
天
の
君
」
を
独
占

し
て
い
た
。
し
か
し
幕
府
の
介
入
で
後
二
条
天
皇
が
即
位
し
た
後
、
十
年
ご
と
の
政
権
交
代
が
定
め
ら
れ
、
両
統
に
帝

位
へ
の
道
が
保
障
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
取
敢
え
ず
皇
位
継
承
が
安
定
し
、
斎
王
卜
定
を
行
え
る
土
壌
が
整
っ
た
わ
け

で
あ
る
。
た
だ
三
十
四
年
間
の
中
絶
期
間
が
伊
勢
斎
王
制
度
に
与
え
た
影
響
は
大
き
か
っ
た
。
伊
勢
斎
王
制
度
は
も
は

や
過
去
の
も
の
と
成
り
掛
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
伊
勢
斎
王
制
度
が
後
二
条
天
皇
の
時
に
突
如
復
活
し
た
背
景
は
、

大
覚
寺
統
の
内
部
分
裂
問
題
に
要
因
が
あ
る
。 

 

正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
正
月
廿
一
日
、
後
伏
見
天
皇
の
譲
位
を
受
け
て
、
後
二
条
天
皇
が
即
位
し
た
。
即
位
当
初

祖
父
亀
山
法
皇
は
、
次
の
大
覚
寺
統
の
皇
太
子
に
後
二
条
天
皇
の
皇
子
邦
良
親
王
を
差
し
置
い
て
自
身
の
末
子
恒
明
親

王
を
立
て
る
こ
と
を
幕
府
に
画
策
し
た
。
も
し
亀
山
法
皇
の
意
が
叶
い
恒
明
親
王
の
即
位
が
実
現
す
れ
ば
、
大
覚
寺
統

は
後
二
条
天
皇
の
皇
統
と
恒
明
親
王
の
皇
統
と
の
二
つ
に
分
裂
す
る
恐
れ
が
現
れ
る
。
ま
た
恒
明
親
王
を
利
用
し
て
亀

山
法
皇
が
再
び
院
政
を
行
う
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
事
態
に
陥
れ
ば
大
覚
寺
統
の
推
進
力
低
下
は
免

れ
ず
、
持
明
院
統
と
の
均
等
関
係
も
崩
れ
る
可
能
性
が
高
く
な
る
。
結
局
幕
府
に
よ
っ
て
恒
明
親
王
の
立
太
子
は
容
認

さ
れ
ず
大
覚
寺
統
の
分
裂
は
回
避
さ
れ
た
が
、
早
急
に
大
覚
寺
統
の
皇
統
の
嫡
流
を
内
外
に
知
ら
し
め
、
結
束
を
強
め

る
必
要
性
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
後
宇
多
上
皇
は
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
に
亀
山
法
皇
が
崩
御
す
る
と
、
そ
の
諒
闇
が

明
け
る
の
を
待
っ
て
、
徳
治
元
年
十
二
月
廿
二
日
に
第
一
皇
女
弉
子
内
親
王
を
後
二
条
天
皇
の
斎
宮
に
選
出
し
た

（20

）

。
つ

ま
り
弉
子
内
親
王
は
、
後
二
条
天
皇
の
大
覚
寺
統
の
嫡
流
と
し
て
の
地
位
を
確
固
た
る
も
の
と
す
る
た
め
に
斎
宮
に
立

て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
久
方
ぶ
り
の
華
や
か
な
斎
宮
儀
礼
を
執
り
行
う
こ
と
で
後
二
条
天
皇
の
権
威
を
高
め
、
後
二
条
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天
皇
が
大
覚
寺
統
の
嫡
流
で
あ
る
こ
と
を
宣
伝
し
よ
う
と
し
た
の
だ
。
三
十
四
年
振
り
の
斎
王
卜
定
と
言
う
こ
と
で
、

確
か
に
注
目
度
も
か
な
り
高
く
な
る
こ
と
が
期
待
で
き
た
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
伊
勢
群
行
を
目
前
に
控
え
た
延
慶
元
年
（
一
三
〇
八
）
八
月
廿
五
日
に
後
二
条
天
皇
が
二
十
四
歳
で
崩
御
し

た
た
め
に
、
弉
子
内
親
王
は
群
行
叶
わ
ず
野
宮
で
の
退
下
に
至
る

（21

）

。
伊
勢
群
行
前
に
当
帝
の
崩
御
と
い
う
最
悪
な
形
で

退
下
す
る
事
態
と
な
り
、
弉
子
内
親
王
の
斎
宮
儀
礼
を
完
遂
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
斎
宮
は
復
活
す
る
機
会
を

失
っ
た
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
存
在
意
義
を
さ
ら
に
薄
れ
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

続
く
花
園
天
皇
に
は
斎
宮
が
置
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、
後
醍
醐
天
皇
の
斎
宮
懽
子
内
親
王
が
選
出
さ
れ
る
ま
で
、
再

び
中
絶
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
要
因
で
あ
る
が
、
花
園
天
皇
が
当
初
か
ら
持
明
院
統
の
嫡
流
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
兄
後
伏
見
上
皇
に
皇
子
が
生
ま
れ
る
ま
で
の
中
継
ぎ
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
伏
見
上

皇
は
持
明
院
統
の
分
裂
を
危
惧
し
、
花
園
天
皇
の
子
孫
に
皇
統
を
継
が
せ
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
持
明
院
統
は
後
伏
見
上

皇
の
子
孫
が
皇
統
を
継
承
す
る
こ
と
を
決
め
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
中
継
ぎ
天
皇
の
権
威
を
高
め
る
必
要
が
な
い
た
め

に
、
斎
宮
卜
定
の
実
施
が
見
合
わ
せ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

ま
た
も
う
一
つ
の
要
因
と
し
て
持
明
院
統
の
天
皇
が
誰
一
人
と
し
て
斎
宮
を
選
出
し
て
い
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
皇
統
迭
立
の
定
着
に
よ
っ
て
貴
族
た
ち
は
一
方
の
皇
統
に
専
属
的
に
仕
え
る
よ
う
に
な
り
、
皇
統
が
換
わ
る
と
朝

廷
の
高
官
・
要
職
も
一
斉
に
入
れ
換
え
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
斎
宮
儀
礼
の
儀
式
次
第
を
大
覚
寺
統
が
独
占
し
、
持
明
院

統
に
は
伝
え
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
持
明
院
統
は
斎
宮
を
選
出
し
た
く
て
も
そ
の
伝
統
が
分
か
ら
ず
、
儀

式
を
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
の
伊
勢
斎
王
制
度
の
廃
絶
に
大
き
く
影
響
す
る
。 
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第
三
節 

斎
王
制
度
の
廃
絶 

（
一
）
後
醍
醐
の
倒
幕
運
動
と
斎
宮
懽
子
内
親
王 

 

元
徳
二
年
（
一
二
三
〇
）
十
二
月
十
九
日
、
後
醍
醐
天
皇
の
皇
女
懽
子
内
親
王
が
父
帝
の
斎
宮
に
選
出
さ
れ
る
。『
續

史
愚
抄
』
に
は
「
一
品
懽
子
内
親
王
。
今
上
第
一
皇
女
。
母
中
宮
禧
子
。
」
と
あ
り
、
懽
子
内
親
王
が
非
常
に
格
の
高

い
皇
女
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
懽
子
内
親
王
の
斎
宮
卜
定
は
後
醍
醐
天
皇
の
即
位
よ
り
十
二
年
後
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
院
政
期
以
降
、
斎
宮
卜
定
と
同
日
に
内
親
王
宣
旨
を
行
う
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
て
い
た
が
、
懽
子
内
親
王
は
正
応

元
年
（
一
三
一
九
）
に
五
歳
で
内
親
王
宣
旨
を
受
け
て
い
た
た
め
、
こ
の
時
は
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
後
醍
醐

天
皇
が
皇
太
子
邦
良
親
王
（
後
二
条
天
皇
皇
子
）
即
位
ま
で
の
中
継
ぎ
に
過
ぎ
ず

（22

）

、
子
孫
に
よ
る
皇
位
継
承
が
否
定
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
大
き
い

（2
3

）

。
中
継
ぎ
天
皇
に
わ
ざ
わ
ざ
斎
宮
を
立
て
て
権
威
を
高
め
る
必
要
は
な
い
。
後
宇
多
法
皇
は

端
か
ら
後
醍
醐
天
皇
に
斎
宮
を
立
て
る
つ
も
り
が
な
か
っ
た
の
で
、
中
宮
西
園
寺
禧
子
所
生
の
皇
女
と
い
う
斎
宮
に
最

適
な
懽
子
内
親
王
の
内
親
王
宣
旨
を
斎
宮
卜
定
ま
で
待
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
が
元
享
四
年
（
一
三
二
四
）
に
父
後
宇
多
法
皇
が
崩
御
し
、
正
中
三
年
（
一
三
二
六
）
に
皇
太
子
邦
良
親
王

が
薨
去
し
た
こ
と
で
斎
王
卜
定
を
行
え
る
土
壌
が
整
う
。
そ
こ
で
後
醍
醐
天
皇
は
朝
廷
の
権
威
が
強
く
天
皇
親
政
を
行

っ
て
い
た
平
安
前
期
の
天
皇
の
よ
う
に
、
自
身
の
皇
女
を
斎
宮
に
立
て
る
。
後
醍
醐
天
皇
は
后
腹
の
第
一
皇
女
懽
子
内

親
王
を
斎
宮
に
選
出
す
る
こ
と
で
、
自
分
こ
そ
が
正
統
な
皇
位
継
承
者
で
あ
る
こ
と
を
内
外
に
顕
示
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。 

 

後
醍
醐
天
皇
が
二
十
三
年
間
の
中
絶
期
間
を
経
て
突
如
斎
宮
を
選
出
し
た
背
景
に
は
、
皇
太
子
邦
良
親
王
の
薨
去
以

降
、
持
明
院
統
に
よ
る
皇
位
移
譲
要
求
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
。
ま
た
大
覚
寺
統
内
で
は
邦
良
親
王
の
皇
子
康
仁
親
王

が
嫡
流
、
後
醍
醐
天
皇
が
傍
流
と
認
識
さ
れ
立
場
が
脆
弱
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

（24

）

。
そ
れ
ゆ
え
後
醍
醐
天
皇
の

退
位
は
も
は
や
時
間
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
後
醍
醐
天
皇
は
中
継
ぎ
天
皇
と
い
う
現
状
を
打
破
し
、
正
統
な
皇
位
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継
承
者
に
な
る
た
め
に
倒
幕
を
決
意
し
、
元
弘
の
乱
を
引
き
起
こ
す
。
こ
の
乱
の
直
前
に
卜
定
さ
れ
た
の
が
懽
子
内
親

王
で
あ
る
。
後
醍
醐
天
皇
は
懽
子
内
親
王
を
斎
宮
に
立
て
る
こ
と
で
自
ら
の
退
位
を
否
定
し
、
自
分
こ
そ
が
正
統
な
皇

位
継
承
者
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
両
統
迭
立
の
原
則
を
掲
げ
、
後
醍
醐
天
皇
の
子
孫

に
よ
る
皇
位
継
承
を
認
め
な
い
幕
府
に
反
発
す
る
意
思
表
示
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
自
分
の
皇
女
を
斎
宮
に
置
く
こ
と

で
皇
祖
神
天
照
大
神
の
庇
護
を
受
け
る
形
式
を
整
え
て
、
皇
位
継
承
を
巡
る
争
い
に
勝
利
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
壬
申
の
乱
の
戦
勝
祈
願
の
礼
と
し
て
置
か
れ
た
天
武
天
皇
の
斎
宮
大
来
皇
女
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
後
醍
醐
天
皇
は
天
武
天
皇
の
よ
う
に
強
固
な
天
皇
親
政
を
行
い
、
自
身
の
子
孫
に
よ
っ
て
皇
位
が
継
承
さ
れ
る
こ

と
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
天
照
大
神
に
奉
仕
す
る
斎
宮
を
選
出
す
る
こ
と
で
皇
祖
神
の
威
光
を
借
り
、

自
身
の
血
統
に
よ
る
皇
位
継
承
の
安
定
化
を
図
っ
た
。
し
か
し
結
局
倒
幕
運
動
は
失
敗
に
終
わ
り
、
後
醍
醐
天
皇
は
廃

位
さ
れ
隠
岐
に
配
流
と
な
る
。『
女
院
小
傳
』
に
は
「
宣
政
門
院
。
懽
子
院
后
。
元
弘
元
。
月
日
退
下
。
自
二

野
宮
一

退
。
」

と
あ
り
、
懽
子
内
親
王
は
伊
勢
群
行
を
行
う
こ
と
な
く
、
野
宮
で
退
下
と
な
っ
た
。 

 

（
二
）
南
北
朝
の
動
乱
と
斎
宮
の
廃
絶 

 

元
徳
三
年
（
一
三
三
一
）
九
月
廿
日
、
後
持
明
院
統
の
光
厳
天
皇
が
践
祚
し
、
皇
太
子
に
は
両
統
迭
立
の
原
則
に
則

り
大
覚
寺
統
の
康
仁
親
王
（
邦
良
親
王
第
一
皇
子
）
が
立
て
ら
れ
た
。
大
覚
寺
統
は
邦
良
親
王
の
早
世
と
後
醍
醐
天
皇

の
謀
反
と
で
壊
滅
的
な
状
態
に
陥
っ
て
い
た
が
、
持
明
院
統
の
支
援
の
も
と
再
建
さ
れ
て
い
っ
た
。 

 

一
方
後
醍
醐
天
皇
は
正
慶
二
年
（
一
三
三
三
）
に
隠
岐
島
を
脱
出
し
、
各
地
の
武
士
団
に
叛
乱
へ
の
参
加
を
呼
び
か

け
た
。
幕
府
は
足
利
高
氏
（
尊
氏
）
を
総
大
将
と
し
て
叛
乱
の
鎮
圧
を
は
か
っ
た
が
高
氏
が
後
醍
醐
天
皇
側
に
寝
返
り

六
波
羅
探
題
を
制
圧
、
新
田
義
貞
が
こ
れ
に
呼
応
し
て
関
東
の
御
家
人
た
ち
と
鎌
倉
を
攻
め
、
幕
府
を
滅
ぼ
し
た
。
同

年
五
月
廿
五
日
、
後
醍
醐
天
皇
は
光
厳
天
皇
お
よ
び
そ
の
年
号
「
正
慶
」
の
廃
止
と
、
元
弘
の
乱
以
降
の
叙
任
を
す
べ
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て
無
効
と
し
た
。
そ
し
て
同
年
六
月
五
日
に
京
都
へ
戻
り
、
み
ず
か
ら
の
復
位
を
宣
言
し
て
幕
府
に
よ
る
強
制
退
位
直

前
の
状
態
に
戻
し
た

（2
5

）

。
そ
し
て
後
醍
醐
天
皇
は
「
延
喜
・
天
暦
の
治
に
か
え
れ
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
に
、
摂

関
時
代
以
前
へ
の
復
帰
を
唱
え
て
上
皇
・
摂
関
・
幕
府
を
廃
止
し
、
天
皇
独
裁
体
制
を
打
ち
た
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
後
醍
醐
天
皇
の
先
例
を
無
視
し
た
強
引
な
政
策
は
武
家
や
公
家
か
ら
批
判
を
浴
び
る
よ
う
に
な
る
。 

 

そ
の
よ
う
な
中
、
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
二
月
廿
五
日
に
祥
子
内
親
王
が
後
醍
醐
天
皇
の
斎
宮
に
選
出
さ
れ
た

（26

）

。

祥
子
内
親
王
は
後
醍
醐
天
皇
の
寵
妃
阿
野
廉
子
（
新
待
賢
門
院
）
所
生
の
皇
女
で
、
同
母
兄
弟
の
恒
良
親
王
は
同
年
正

月
廿
三
日
に
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
て
い
た

（2
7

）

。
祥
子
内
親
王
の
母
阿
野
廉
子
は
建
武
の
新
政
下
で
皇
后
な
み
の
厚
遇
を
受

け
て
お
り
、
祥
子
内
親
王
は
か
な
り
格
の
高
い
皇
女
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ら
れ
る

（28

）

。
当
時
建
武
の
新
政
は
す
で

に
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
て
お
り
、
皇
太
子
恒
良
親
王
と
同
母
の
祥
子
内
親
王
の
卜
定
は
、
後
醍
醐
天
皇
の
権
威
と
求
心

力
を
高
め
る
期
待
が
か
か
っ
て
い
た
。
懽
子
内
親
王
の
時
と
同
様
な
理
由
に
よ
る
斎
宮
選
出
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
後
醍
醐
天
皇
は
斎
宮
を
自
身
の
権
威
を
高
め
る
手
段
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。 

 

 

翌
年
九
月
十
日
に
祥
子
内
親
王
は
野
宮
に
入
御
し
、
来
る
伊
勢
群
行
に
む
け
て
潔
斎
を
務
め
て
い
た
が
、
つ
い
に
伊

勢
に
発
遣
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
同
年
七
月
に
中
先
代
の
乱
が
起
き
る
と
、
乱
の
鎮
圧
に
向
か
っ
た
足
利
尊
氏
は

そ
の
ま
ま
建
武
の
新
政
か
ら
離
脱
し
、
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
八
月
十
五
日
に
持
明
院
統
の
豊
仁
親
王
（
光
明
天
皇
）

を
即
位
さ
せ
た
。
後
醍
醐
天
皇
は
京
都
か
ら
脱
出
し
、
吉
野
に
逃
れ
て
南
朝
を
開
い
た
。
そ
し
て
祥
子
内
親
王
は
建
武

三
年
に
南
北
朝
の
内
乱
の
影
響
を
受
け
て
野
宮
よ
り
退
下
す
る

（29

）

。
以
後
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
に
室
町
幕
府
三
代
将

軍
足
利
義
満
が
統
一
す
る
ま
で
、
朝
廷
は
吉
野
の
南
朝
（
大
覚
寺
統
）
と
京
都
の
北
朝
（
持
明
院
統
）
の
抗
争
が
約
六

十
年
間
も
続
く
。 

 

祥
子
内
親
王
の
退
下
後
、
斎
宮
が
置
か
れ
る
こ
と
は
二
度
と
な
か
っ
た
。
伊
勢
斎
王
制
度
廃
絶
の
要
因
で
あ
る
が
、

足
利
尊
氏
が
開
い
た
室
町
幕
府
が
全
国
の
武
士
を
掌
握
す
る
に
つ
れ
北
朝
の
優
位
が
絶
対
的
な
も
の
と
な
り
、
北
朝
に
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吸
収
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
南
北
朝
が
統
一
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
い
。
な
ぜ
な
ら
北
朝
に
は
斎
宮
を
選
出
す
る
伝
統
が
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
伊
勢
斎
王
制
度
は
復
活
す
る
機
会
を
失
い
、
廃
絶
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

鎌
倉
期
に
な
る
と
、
天
皇
の
即
位
直
後
の
斎
宮
卜
定
こ
そ
行
わ
れ
な
く
な
る
が
、
依
然
と
し
て
斎
宮
は
天
皇
の
権
威

を
高
め
る
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
後
堀
河
天
皇
の
斎
宮
利
子
内
親
王
（
式
乾
門
院
）
、
後
嵯
峨
天
皇
の
斎
宮

曦
子
内
親
王
（
仙
華
門
院
）
が
退
下
後
、
天
皇
の
准
母
と
し
て
立
后
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
そ
こ
に

は
前
斎
宮
の
加
護
を
得
て
「
治
天
の
君
」
と
し
て
の
権
威
を
高
め
よ
う
と
す
る
後
嵯
峨
上
皇
の
思
惑
が
あ
っ
た
。
つ
ま

り
こ
の
時
点
で
は
斎
宮
の
権
威
は
顕
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

 

亀
山
天
皇
の
斎
宮
に
は
異
母
姉
妹
の
愷
子
内
親
王
が
立
て
ら
れ
た
が
、
父
後
嵯
峨
上
皇
の
崩
御
に
よ
っ
て
退
下
に
至

る
。
そ
し
て
後
二
条
天
皇
の
斎
宮
に
弉
子
内
親
王
が
選
出
さ
れ
る
ま
で
、
三
十
四
年
間
の
中
絶
期
間
を
迎
え
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
斎
宮
不
在
の
要
因
で
あ
る
が
、
後
嵯
峨
上
皇
の
死
後
、
天
皇
家
が
持
明
院
統
と
大
覚
寺
統
の
二
つ
に
分
裂

し
て
皇
位
継
承
が
不
安
定
と
な
り
、
卜
定
を
行
う
機
会
を
逃
し
て
し
ま
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

そ
の
後
後
二
条
天
皇
の
時
に
両
統
迭
立
が
定
着
し
て
、
再
び
斎
宮
の
選
出
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
伊
勢
斎
王
制

度
の
復
活
の
背
景
に
は
、
後
二
条
天
皇
の
尊
厳
を
高
め
る
こ
と
に
加
え
、
後
二
条
天
皇
が
大
覚
寺
統
の
嫡
流
で
あ
る
こ

と
を
内
外
に
知
ら
し
め
る
目
的
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
も
伊
勢
群
行
直
前
に
後
二
条
天
皇
が
崩
御
し
た
こ
と
に
よ
り

頓
挫
す
る
。 

 

続
く
花
園
天
皇
に
は
斎
宮
が
置
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、
後
醍
醐
天
皇
の
懽
子
内
親
王
が
斎
宮
に
選
出
さ
れ
る
ま
で
、

再
び
中
絶
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
花
園
天
皇
は
持
明
院
統
の
嫡
流
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
兄
後
伏
見
上
皇
に
皇
子

が
生
ま
れ
る
ま
で
の
中
継
ぎ
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
伏
見
上
皇
は
持
明
院
統
の
分
裂
を
危
惧
し
、
花
園
天
皇
の
子
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孫
に
皇
統
を
継
が
せ
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
持
明
院
統
は
後
伏
見
上
皇
の
子
孫
が
皇
統
を
継
承
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

中
継
ぎ
天
皇
の
権
威
を
高
め
る
必
要
は
な
い
た
め
に
、
斎
宮
卜
定
の
実
施
が
見
合
わ
せ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

一
方
、
中
継
ぎ
天
皇
の
問
題
は
大
覚
寺
統
の
後
醍
醐
天
皇
に
も
当
て
は
ま
る
。
後
醍
醐
天
皇
は
即
位
よ
り
十
二
年
後

に
第
一
皇
女
の
懽
子
内
親
王
を
斎
宮
に
選
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
醍
醐
天
皇
が
兄
後
二
条
天
皇
の
第
一
皇
子
邦
良

親
王
が
成
人
す
る
ま
で
の
中
継
ぎ
と
父
後
宇
多
法
皇
に
認
識
さ
れ
て
い
た
。
花
園
天
皇
と
同
様
に
、
中
継
ぎ
天
皇
の
権

威
を
高
め
る
必
要
が
な
い
た
め
、
斎
宮
卜
定
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
後
宇
多
法
皇
が
崩
御
し
、
皇
太
子
邦

良
親
王
が
急
逝
す
る
な
ど
政
局
が
変
動
す
る
と
、
後
醍
醐
天
皇
は
自
信
の
第
一
皇
女
を
斎
宮
に
選
出
し
た
の
で
あ
る
。 

 

後
醍
醐
天
皇
の
斎
宮
に
卜
定
さ
れ
た
懽
子
内
親
王
は
中
宮
西
園
寺
禧
子
処
世
の
出
自
が
高
い
皇
女
で
あ
っ
た
。
後
醍

醐
天
皇
は
后
腹
の
第
一
皇
女
懽
子
内
親
王
を
斎
宮
に
選
出
す
る
こ
と
で
、
中
継
ぎ
天
皇
と
い
う
脆
弱
な
立
場
を
払
拭
し
、

自
身
の
皇
位
継
承
の
正
統
性
を
内
外
に
顕
示
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
両
統
迭
立
の
原
則
を
掲
げ
、
後

醍
醐
天
皇
の
子
孫
に
よ
る
皇
位
継
承
を
認
め
な
い
幕
府
に
対
す
る
反
発
の
意
思
表
示
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
後
醍
醐
天

皇
は
皇
祖
神
天
照
大
神
の
庇
護
を
受
け
、
皇
位
継
承
争
い
に
勝
利
す
る
こ
と
を
望
み
、
元
弘
の
乱
直
前
に
斎
王
卜
定
を

行
っ
た
。
後
醍
醐
天
皇
は
皇
祖
神
の
威
光
を
借
り
て
、
自
身
の
子
孫
に
よ
る
皇
位
継
承
が
永
続
的
に
継
続
す
る
こ
と
を

ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
結
局
倒
幕
運
動
は
失
敗
に
終
わ
り
、
後
醍
醐
天
皇
は
配
流
と
な
る
。
そ

し
て
懽
子
内
親
王
は
伊
勢
群
行
を
果
た
す
こ
と
な
く
野
宮
で
の
退
下
に
至
る
。 

 

伊
勢
斎
王
制
度
の
復
活
は
後
二
条
天
皇
の
時
に
頓
挫
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
後
醍
醐
天
皇
が
敢
え
て
選
出
し

た
時
代
錯
誤
的
で
強
烈
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
持
つ
斎
宮
が
、
儀
礼
を
完
遂
す
る
こ
と
な
く
退
下
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
伊
勢
斎
王
制
度
に
と
っ
て
大
き
な
打
撃
と
な
っ
た
。 

 

さ
ら
に
後
醍
醐
天
皇
は
復
位
後
、
も
う
一
人
の
斎
宮
祥
子
内
親
王
を
選
出
す
る
が
、
祥
子
内
親
王
も
ま
た
斎
王
儀
礼

を
完
遂
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
野
宮
で
の
退
下
に
至
る
。
そ
の
後
二
度
と
斎
宮
が
置
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
伊
勢
斎
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王
制
度
廃
絶
の
要
因
で
あ
る
が
、
足
利
尊
氏
が
開
い
た
室
町
幕
府
が
全
国
の
武
士
を
掌
握
す
る
に
つ
れ
北
朝
の
優
位
が

絶
対
的
な
も
の
と
な
り
、
北
朝
に
吸
収
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
南
北
朝
が
統
一
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
い
。
北
朝
に
は
斎
宮

を
選
出
す
る
伝
統
が
な
く
、
そ
の
た
め
伊
勢
斎
王
制
度
は
復
活
す
る
機
会
を
失
い
、
廃
絶
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

註 （
１
）
土
御
門
天
皇
の
皇
女
。
母
は
後
鳥
羽
上
皇
の
院
近
臣
中
納
言
源
有
雅
の
女
。
外
祖
父
の
源
有
雅
は
承
久
の
乱
の

際
に
処
刑
さ
れ
て
い
る
。
即
位
当
時
後
嵯
峨
天
皇
に
は
皇
女
が
ま
だ
誕
生
し
て
お
ら
ず
、
姉
妹
の
中
か
ら
斎
宮

を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
後
嵯
峨
天
皇
に
は
同
母
姉
に
春
子
女
王
・
女
覚
子
内
親
王
が
い
た
が
、
春

子
女
王
は
寛
喜
二
年
（
一
二
三
〇
）
九
月
五
日
に
二
〇
歳
で
夭
折
し
、
覚
子
内
親
王
も
姉
春
子
女
王
の
死
を
悼

み
出
家
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
ど
ち
ら
も
斎
宮
に
選
出
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
異
母
妹
の

曦
子
内
親
王
が
斎
宮
に
選
ば
れ
た
。 

（
２
）
『
百
練
抄
』
十
五 

後
嵯
峨
院 

 
 

 
 

十
二
月
十
六
日
。
壬
午
。
今
日
齋
宮
卜
定
也
。
當
今
御
妹
。
御
名
字
曦
子
。
式
部
大
輔
之
。
以
二

六
條
中
將

忠
俊
宅
押
小
路
京
極
一

爲
二

卜
定
所
一

云
々
。
先
被
レ

下
二

親
王
宣
旨
一

畢
。

 

（
３
）
『
勘
仲
記
』
弘
安
七
年
四
月
九
日
条
、 

 
 

 
 

関
東
穢
引
來
年
々
。 

 
 

 
 

仁
治
三
年
六
月
十
五
日
。
前
武
蔵
守
泰
時
朝
臣
卒
。
廿
日
有
二

沙
汰
一

被
レ

定
二

卅
日
穢
一

了
。
明
後
日
月
並

（
次
）

神

今
食
。
重
可
二

延
引
一

之
由
被
仰
下
一

了
。 

（
４
）
土
御
門
定
通
の
側
室
竹
殿
が
北
条
泰
時
の
異
母
妹
。
竹
殿
は
二
代
執
権
北
条
義
時
の
娘
で
、
母
は
正
室
姫
の
前

（
比
企
朝
宗
の
娘
）
。
同
母
兄
の
北
条
重
時
は
当
時
六
波
羅
探
題
北
方
を
務
め
て
い
た
。 
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（
５
）
榎
村
寛
之
「
伊
勢
斎
宮
古
文
書
に
見
る
鎌
倉
期
朝
廷
財
政
の
一
断
面
―
京
都
・
鎌
倉
交
渉
史
の
視
点
よ
り
」（
『
斎

宮
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
五
、
一
九
九
六
年
）
。 

 
 

 
 

榎
村
氏
は
、
鎌
倉
期
の
斎
王
制
衰
退
の
要
因
を
経
済
的
側
面
に
求
め
よ
う
と
、
後
嵯
峨
天
皇
の
斎
王
曦
子
内

親
王
野
宮
遷
御
に
至
る
ま
で
の
費
用
調
達
方
法
に
注
目
。
政
務
執
行
機
関
で
あ
る
行
事
所
が
野
宮
用
途
の
不
足

分
の
一
部
を
成
功
徴
募
で
調
達
し
、
そ
の
成
功
の
窓
口
が
鎌
倉
御
家
人
の
三
浦
氏
で
あ
っ
た
こ
と
を
伊
勢
斎
宮

古
文
書
か
ら
解
明
し
た
。
そ
し
て
朝
廷
の
財
力
だ
け
で
斎
王
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
幕
府
の
支
援

が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
斎
王
は
後
嵯
峨
天
皇
以
降
常
設
さ
れ
な
く
な
る
が
、
そ
の
要
因

と
し
て
榎
村
氏
は
、
武
家
成
功
を
支
え
て
い
た
人
々
が
、
曦
子
内
親
王
の
退
下
後
次
々
と
失
脚
し
た
た
め
に
（
将

軍
頼
経
追
放
、
関
東
申
次
九
条
道
家
罷
免
、
三
浦
氏
滅
亡
）
、
斎
王
の
経
済
機
構
を
支
え
て
い
た
組
織
が
崩
壊
。

遂
に
後
深
草
天
皇
の
斎
王
途
絶
を
招
い
た
と
し
て
い
る
。 

（
６
）
初
斎
院
か
ら
野
宮
入
御
の
期
間
が
極
端
に
短
い
事
例
は
、 

 
 

 

・
朱
雀
朝
：
徽
子
女
王
（
初
斎
院
…
承
平
七
年
七
月
十
三
日
、
野
宮
…
同
年
九
月
廿
七
日
） 

 
 

 

・
円
融
朝
：
隆
子
女
王
（
初
斎
院
…
天
禄
元
年
九
月
八
日
、
野
宮
…
同
年
九
月
三
十
日
） 

 
 

 

・
花
山
朝
：
済
子
女
王
（
初
斎
院
…
寛
和
元
年
九
月
二
日
、
野
宮
…
同
年
九
月
廿
六
日
） 

 
 

 

・
三
条
朝
：
当
子
内
親
王
（
初
斎
院
…
長
和
二
年
八
月
廿
一
日
、
野
宮
…
同
年
九
月
廿
七
日
） 

 
 

 

・
四
条
朝
：
昱
子
内
親
王
（
初
斎
院
…
暦
仁
元
年
九
月
八
日
、
野
宮
…
同
年
九
月
廿
二
日
） 

 
 

 

・
後
嵯
峨
朝
：
曦
子
内
親
王
（
初
斎
院
…
寛
元
三
年
八
月
十
三
日
、
野
宮
…
同
年
九
月
十
七
日
） 

 
 

 

・
後
二
条
朝
：
弉
子
内
親
王
（
初
斎
院
…
徳
治
二
年
九
月
十
三
日
、
野
宮
…
同
年
九
月
廿
四
日
） 

 
 

 

の
七
例
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
７
）
『
百
練
抄
』
十
五 

後
嵯
峨
院 
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四
月
廿
六
日
。
庚
寅
。
初
齋
宮
諸
司
入
御
日
時
定
也
。
吉
田
中
納
言
爲
經
卿
已
下
參
仕
也
。 

（
８
）
『
百
練
抄
』
十
五 

後
嵯
峨
院 

 
 

 
 

 

七
月
廿
五
日
。
丁
巳
。
齋
宮
入
御
諸
司
日
時
定
也
。
中
納
言
爲
經
卿
參
行
レ

之
。 

（
９
）
『
百
練
抄
』
十
五 

後
嵯
峨
院 

 
 

 
 

 
八
月
十
三
日
。
乙
亥
。
初
齋
宮
東
河
御
禊
。
了
二

入
御
一

諸
司
。
左
近
府
。
吉
田
中
納
言
爲
經
卿
參
行
レ 

之
。 

（

10
）
『
平
戸
記
』
寛
元
三
年
八
月
五
日
条
。 

（

11
）
『
平
戸
記
』
仁
治
三
年
正
月
十
九
日
条
に
、 

 
 

 
 

 

抑
此
事
關
東
計
申
之
條
。
雖
レ

知
二

末
世
之
至
極
一

。
可
レ

悲
々
々
。
十
善
帝
位
之
運
。
更
非
二

凡
夫
愚
賤
之

所
レ

思
一

。
而
依
令
レ

顧
二

時
議
一

給
歟
。
一
旦
雖
レ

被
二

仰
合
一

。
憖
以
二

凡
卑
之
下
愚
一

。
計
二₋

立
帝
位
一

之
條
。
未
曾
有
事
也
。
我
朝
者
神
国
也
。
不
レ

以
二

異
域
之
風
一

。
自
二

玆
天
地
開
之
後
一

。
國
常
立
尊
以
降
。

皆
先
主
令
二

計
立
一

給
。
至
二

不
慮
之
事
一

非
二

此
限
一

。
至
二

光
仁
。
光
孝
二
代
一

。
群
臣
議
定
歟
。
然
而
其

趣
偏
爲
レ

安
二

天
下
一

也
。
今
非
二

群
議
一

。
以
二

異
域
一

蠻
類
之
身
。
計
二

‐
申
此
事
一

之
條
。
宗
廟
之
冥
慮

如
レ

何
。
尤
可
レ

恐
々
々
。
其
使
定
不
二

廻
踵
一

歟
。
凡
重
事
出
來
之
時
。
如
二

愚
意
一

者
。
只
決
二

群
議
一

。

爲
二

先
天
下
安
全
之
計
一

。
可
レ

被
レ

奉
レ

立
レ

之
。
以
二

其
趣
一

。
具
可
レ

被
レ

仰
二

‐
遣
關
東
一

也
。
此
上
不

レ

相
二

‐
叶
其
意
趣
一

者
。
善
惡
可
レ

被
二

計
行
一

。
天
下
者
重
器
也
。
雖
二

片
時
一

不
レ

可
二

空
位
一

之
故
。
如

レ

此
相
之
由
被
二

仰
遣
一

。
何
可
レ

有
二

子
細
一

哉
。
其
上
有
二

不
受
事
一

者
。
又
非
レ

可
レ

愁
思
食
。
非
レ

可
レ

痛
思
食
。
只
可
レ

被
レ

奉
レ

任
二

神
官
一

。
八
幡
之
神
慮
之
事
。
今
自
相

害
（
マ
、）

如
レ

此
御
計
之
間
。
重
事
彌
重
疊
。

御
案
之
趣
皆
以
二

相
違
一

歟
。
可
レ

悲
々
々
。
（ 

 
 

 

と
あ
り
、
幕
府
の
干
渉
に
よ
る
後
嵯
峨
天
皇
の
即
位
に
対
し
て
貴
族
達
が
強
く
反
発
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が 
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え
る
。
皇
位
継
承
問
題
に
よ
り
十
一
日
間
も
の
空
位
が
生
じ
た
こ
と
は
、
貴
族
達
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。 

（

12
）
九
条
道
家
は
娘
の
竴
子
を
後
堀
河
天
皇
の
中
宮
に
入
れ
、
竴
子
が
生
ん
だ
四
条
天
皇
が
即
位
す
る
と
外
祖
父
と

し
て
朝
廷
の
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
四
条
天
皇
が
夭
折
し
た
た
め
に
痛
手
を
被
り
、
さ
ら
に
皇
嗣

に
順
徳
天
皇
の
皇
子
忠
成
王
を
擁
立
し
た
た
め
に
、
幕
府
の
不
信
を
招
き
権
勢
が
衰
退
し
て
い
た
。
し
か
し
西

園
寺
公
経
が
死
去
す
る
と
関
東
申
次
の
職
を
継
承
し
、
勢
力
の
挽
回
に
成
功
す
る
。
道
家
は
不
仲
で
あ
っ
た
二

男
の
二
条
良
実
に
か
え
て
四
男
の
一
条
実
経
を
関
白
と
し
、
関
東
申
次
も
道
家
・
実
経
父
子
で
掌
握
し
て
い
た
。 

（

13
）
本
郷
和
人
「
後
嵯
峨
院
政
－
後
期
院
政
の
成
立
」
（
『
中
世
朝
廷
訴
訟
の
研
究
』
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一

九
九
五
年
）
。 

（

14
）
橋
本
義
彦
『
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
）
。 

（

15
）
『
玉
葉
』
文
治
三
年
条
、 

 
 

 
 

 

五
月
十
五
日
丙
辰
。
天
晴
。
晩
頭
小
雨
。
齋
宮
群
行
之
間
事
條
々
。
親
雅
來
申
レ

之
。
用
途
事
可
レ

仰
二

‐

遣
關
東
一

之
由
。
先
日
院
有
二

院
宣
一

也
。 

 
 

 
 

 

五
月
十
七
日
戊
午
。
親
雅
來
二

群
行
用
途
一

。
可
レ

被
レ

仰
二

關
東
一

之
間
事
。 

 
 

 
 

『
吾
妻
鏡
』
文
治
三
年
条
、 

七
月
二
日
辛
丑
。
初
齋
宮
來
九
月
依
可
レ

有
二

群
行
一

。
被
レ

進
二

其
用
途
一

。
日
來
所
レ

被
レ

充
二

諸
御
家
人 

一

也
。
善
信
奉
行
云
々
。 

（

16
）
『
平
戸
記
』
寛
元
三
年
八
月
十
三
日
条
。 

（

17
）
『
續
史
愚
抄
』
一 

亀
山
天
皇 

上 

弘
長
二
年
十
二
月
四
日
丙
辰
。
一
院
皇
女
愷
子
内
親
王

母

二

條

局

。

一

院

更

衣

。

或

作
二

大

宮

院

一

。

若

養

母

歟

。

或

記

准

后

云

。

不

審

。

卜
定
斎
宮
。 

（

18
）
母
は
参
議
五
辻
忠
継
の
女
典
侍
五
辻
忠
子
。
同
母
兄
弟
に
後
醍
醐
天
皇
・
性
円
法
親
王
・
承
覚
法
親
王
が
い
る
。 
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（

19
）
正
応
三
年
（
一
二
九
〇
）
、
宮
中
に
浅
原
為
頼
一
族
が
押
し
入
り
、
伏
見
天
皇
暗
殺
未
遂
事
件
が
起
き
た
。
こ

の
事
件
に
三
条
実
盛
の
関
与
が
発
覚
し
、
亀
山
上
皇
に
嫌
疑
が
か
か
っ
た
。 

（

21
）
『
續
史
愚
抄
』
十
四 

後
二
條
天
皇 

下 

 
 

 
 

 
徳
治
元
年
十
二
月
廿
日
戊
午
。
奬
子
内
親
王

院

第

一

皇

女

。

御

年

廿

二

。

母

准

后

忠

子

。

或

作
二

源

朝

臣

基

子
一

。

卜
二

‐
定
齋
宮
一

。 

（

22
）
『
續
史
愚
抄
』
十
五 

花
園
天
皇 

上 

 
 

 
 

 

徳
治
三
年
八
月
廿
六
日
壬
子
。（
中
略
）
今
日
。
齋
宮
奬
子
内
親
王

亀

山

院

E
Q
 \
*
 j
c2
 
\*
 "
F
on
t:

Ｍ
Ｓ 

明
朝"

 
\*

 
hp

s1
0
 \

o\
a
d(

\s
\
up

 9
(

（
マ
、
）

皇

女

。

御

年

廿

三

。

自
二

野
宮
一

退
下
。
未
レ

向
レ

伊

勢
一

云

。 

（

23
）
後
宇
多
上
皇
が
後
二
条
天
皇
の
崩
御
か
ら
八
日
後
に
発
給
し
た
処
分
条
に
お
い
て
以
下
の
と
お
り
述
べ
ら
れ
て

い
る
。 

 
 

 
 

 
 

右
。
寺
社
御
所
和
漢
文
書
等
。
不
レ

殘
二

一
紙
一

。
所
讓
與
中
務
卿
尊
治
親
王
也
。
後
二
條
院
爲
二

長
嫡
一

可
二

相
承
一

之
處
。
不
慮
崩
御
。
御
悲
歎
而
無
レ

盡
。
（
中
略
）
仍
所
二

處
分
一

于
親
王
也
。
一
期
之
後
。
悉

可
レ

讓
二

‐
与
邦
良
親
王
一

。
先
朝
於
尊
治
親
王
子
孫
者
。
有
二

賢
明
之
器
一

。
濟
世
之
才
者
。
蹔
爲
二

親
王

一

仕
二

朝
輔
君
一

。
天
下
謳
歌
。
如
レ

處
二

舜
夏
禹
一

者
。
可
レ

任
二

皇
祖
之
冥
鑒
一

。
莫
レ

有
二

僣
乱
之
私
曲
一

。

以
二

後
二
条
院
宮
一

可
レ

如
二

實
子
一

。
努
く
令
二

保
護
一

。
殊
存
二

孝
行
一

。
可
レ

成
二

朕
一

矣
。

 

（
『
鎌
倉
遺
文
』
二
三
三
六
九
「
後
宇
多
上
案
」
） 

尊
治
親
王
（
後
醍
醐
天
皇
）
は
兄
後
二
条
天
皇
に
替
わ
っ
て
財
産
を
相
続
す
る
が
、
そ
れ
は
す
べ
て
一
期
分
で 

し
か
な
く
、
尊
治
親
王
の
死
後
は
邦
良
親
王
に
譲
ら
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
後
醍
醐
天
皇
は
邦
良
親 

王
が
即
位
す
る
ま
で
の
中
継
ぎ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。 

（

24
）
河
内
祥
輔
「
朝
廷
・
幕
府
体
制
の
諸
相
」
（
『
日
本
中
世
の
朝
廷
・
幕
府
体
制
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇 

七
）
。 

（

25
）
白
根
靖
大
「
鎌
倉
後
期
の
公
家
社
会
と
治
天
」
（
『
中
世
の
王
朝
社
会
と
院
政
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇 



 172 

〇
年
）
。 

（

26
）
村
井
章
介
『
分
裂
す
る
王
権
と
社
会
』
（
『
日
本
の
中
世

1
0

』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
三
年
）
。 

（

27
）
榎
村
寛
之
「
斎
王
制
と
天
皇
制
の
関
係
に
つ
い
て
」
（
『
律
令
天
皇
制
祭
祀
の
研
究
』
所
収
、
橘
書
房
、
一
九
九 

六
年
）
。 

榎
村
氏
は
建
武
元
年
二
月
廿
九
日 

神
祇
官
廻
状
（
壬
生
家
文
書
二
三
七
六
号
、
伊
勢
斎
宮
文
書
）
に
、 

 
 

 
 

 

神
祇
官 

 
 

 
 

 
 

権
大
副 

 
 

 
 

権
大
副 

 
 

 
 

 
 

権
大
副
「
奉
」 

 
 

 
 

 

右
。
来
廿
五
日
可
レ

有
。
伊
勢
斎
宮
卜
定
。
加
二

‐
法
辰
一
点
一

。
各
可
レ

被
二

参
陣
一

之
状
。
依
二

宣
旨
一

所
レ

廻
如
レ

件
。 

 
 

 
 

 
 

 

建
武
元
年
二
月
十
九
日 

 
 

 

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
祥
子
内
親
王
の
卜
定
の
日
時
を
『
大
日
本
史
料
』
に
あ
る
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
十
二 

月
廿
八
日
で
は
な
く
、
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
二
月
廿
五
日
と
し
て
い
る
。 

（

27
）
『
皇
代
略
記
』
後
醍
醐 

復
祚 

 
 

 
 

 

元
弘
四
年
正
月
廿
三
日
。
以
二

皇
子
恆
良
親
王
一

爲
二

皇
太
子
一

。 

（

28
）
所
京
子
「
斎
宮
祥
子
と
そ
の
周
辺
・
覚
書
」
（
『
史
窓
』
第
五
〇
号
、
一
九
九
三
年
）
。 

（

29
）
帝
系
図
裏
書
（
後
醍
醐
三
宝
院
本
） 

 
 

 
 

 

建
武
三
年
。
依
二

世
上
之
乱
一

。
御
三

‐
退
‐
出
自
二

野
宮
一

。
経
二

年
序
一

之
後
落
飾
。
作
二

比
丘
尼
一

。 
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終
章 

 

記
紀
に
登
場
す
る
伊
勢
神
宮
の
創
始
伝
承
は
七
世
紀
頃
の
創
作
で
あ
る
。
し
か
し
古
い
名
を
持
つ
豊
鍬
入
姫
命
や
、

伊
勢
に
派
遣
さ
れ
た
皇
女
た
ち
に
共
通
す
る
抽
象
的
な
呼
称
で
あ
る
倭
姫
命
の
名
か
ら
、
記
紀
が
編
纂
さ
れ
る
七
世
紀

頃
に
は
す
で
に
伊
勢
へ
皇
女
が
送
ら
れ
る
制
度
が
あ
り
、
記
紀
、
特
に
『
日
本
書
紀
』
は
そ
の
こ
と
に
潤
色
を
加
え
て
、

伊
勢
神
宮
の
創
始
伝
承
を
創
作
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

伊
勢
神
宮
は
も
と
も
と
南
伊
勢
地
方
の
地
方
神
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
雄
略
天
皇
の
時
期
に
お
き
た
社
会
的
宗
教
的

転
換
に
よ
っ
て
大
和
朝
廷
か
ら
の
崇
敬
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
伊
勢
神
宮
の
創
始
は
五
世
紀
末
の
雄
略
朝
の
頃
で
、

斎
宮
の
前
身
と
な
る
斎
皇
女
が
置
か
れ
た
の
も
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
斎
皇
女
の
制
度
が
整
備
さ

れ
た
の
は
六
世
紀
の
欽
明
天
皇
の
時
期
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
蘇
我
氏
が
政
治
の
主
導
権
を
握
り
、
蘇
我
氏

に
よ
っ
て
伊
勢
神
宮
の
権
威
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。 

そ
の
後
、
大
化
の
改
新
に
よ
り
蘇
我
本
宗
家
が
滅
亡
さ
せ
ら
れ
る
と
、
斎
皇
女
の
制
度
は
途
絶
す
る
。
政
権
を
奪
取

し
た
中
大
兄
皇
子
は
、
政
治
改
革
に
着
手
す
る
と
同
時
に
宗
教
改
革
を
行
い
、
天
日
矛
的
日
神
信
仰
を
廃
止
し
、
穀
霊

信
仰
を
復
活
さ
せ
た
。
孝
徳
朝
か
ら
天
智
朝
に
か
け
て
の
斎
皇
女
の
断
絶
は
、
大
化
改
新
に
よ
る
宗
教
改
革
の
影
響
を

受
け
た
た
め
で
あ
る
。
大
化
の
改
新
以
前
の
斎
宮
は
蘇
我
氏
が
深
く
か
か
わ
っ
て
お
り
、
中
大
兄
皇
子
は
宗
教
改
革
の

象
徴
と
し
て
斎
皇
女
の
発
遣
を
廃
止
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
七
世
紀
中
頃
で
は
伊
勢
神
宮
が
皇
祖
神
と
認
識
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
伊
勢
の
神
が
皇
祖
神
と
し
て
観
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
天
武
朝
の
末
頃
に
、

大
和
朝
廷
内
で
穀
霊
信
仰
に
基
づ
き
成
立
し
た
天
孫
降
臨
神
話
と
結
び
付
い
て
か
ら
で
あ
る
。 

壬
申
の
乱
で
前
代
の
近
江
王
朝
を
倒
し
、
新
王
朝
の
大
王
と
な
っ
た
天
武
天
皇
の
登
場
は
、
日
本
古
代
仏
教
に
大 
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き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
天
武
天
皇
は
大
王
家
一
族
の
福
徳
を
祈
る
、
旧
来
の
神
祇
祭
祀
を
継
承
す
る
立
場
に
お
ら

ず
、
新
王
朝
に
相
応
し
い
、
新
た
な
祭
祀
制
度
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
天
武
天
皇
が
注
目
し
た
の
が
、

相
次
い
で
帰
国
し
た
入
唐
留
学
僧
よ
り
持
ち
込
ま
れ
た
隋
唐
仏
教
で
あ
る
。
仏
教
の
主
目
的
を
皇
帝
の
統
治
す
る
国
家

の
守
護
に
置
く
隋
唐
仏
教
の
在
り
方
は
、
政
敵
を
一
掃
し
て
専
制
権
力
を
得
た
天
武
天
皇
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
天
武
天
皇
は
大
化
の
改
新
政
権
下
で
廃
止
さ
れ
て
い
た
伝
統
的
な
宗
教
儀
礼
を
復
活
さ
せ
、
再
整
備
に
努
め
る
。

特
に
天
武
天
皇
が
重
視
し
た
の
は
、
か
つ
て
大
和
朝
廷
の
中
心
的
宗
教
の
場
で
あ
っ
た
伊
勢
神
宮
で
あ
っ
た
。
伊
勢
神

宮
は
大
王
家
の
皇
祖
神
と
は
無
関
係
で
あ
っ
た
が
、
天
武
朝
に
お
い
て
皇
祖
神
天
照
大
神
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
大
来
皇
女
は
「
皇
室
の
祖
霊
＝
天
照
大
神
を
祀
る
社
」
に
奉
祭
す
る
と
い
う
新
た
な

役
割
を
付
与
さ
れ
、
再
興
さ
れ
た
斎
宮
な
の
で
あ
る
。
天
武
天
皇
は
中
国
の
皇
帝
祭
祀
で
あ
る
宗
廟
を
意
識
し
て
い
た
。

伊
勢
神
宮
の
祭
神
を
天
照
大
神
と
す
る
こ
と
で
、
中
国
を
意
識
し
た
天
皇
祭
祀
を
構
築
し
、
自
身
の
王
権
の
強
化
を
務

め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。 

天
武
天
皇
に
よ
る
一
連
の
宗
教
統
制
は
、
仏
事
と
神
事
を
並
行
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
天
武
天
皇
は
中
国
を
規
範
に

し
た
国
家
体
制
の
構
築
を
目
標
と
し
て
お
り
、
唐
仏
教
や
祭
祀
儀
礼
な
ど
を
取
り
入
れ
て
い
た
。
当
時
の
唐
王
朝
は
、

帝
室
が
老
子
の
末
裔
だ
と
さ
れ
、
「
道
先
仏
後
」
の
宗
教
政
策
を
行
っ
て
い
た
。
天
武
天
皇
も
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
古
代
日
本
で
は
道
教
の
普
及
が
進
ん
で
お
ら
ず
、
唐
の
政
策
を
そ
の
ま
ま
導
入
す
る
こ
と
が

難
し
か
っ
た
。
そ
こ
で
日
本
古
来
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
神
信
仰
に
注
目
し
、
神
祇
と
し
て
整
備
す
る
こ
と
で
天
皇
権
力

の
強
化
に
利
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

や
が
て
八
世
紀
以
降
に
な
る
と
、
道
慈
な
ど
の
入
唐
留
学
僧
に
よ
っ
て
神
仏
習
合
思
想
が
持
ち
込
ま
れ
、
各
地
で
神

宮
寺
が
建
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、
皇
室
の
祖
廟
で
あ
る
伊
勢
神
宮
は
、
天
平
年
間
（
七
二
九
～
七
四
九
）

以
後
に
、
伊
勢
神
宮
は
天
皇
家
の
皇
祖
神
＝
氏
神
を
祀
る
社
か
ら
皇
祖
神
＝
国
家
神
を
祀
る
社
に
地
位
が
上
昇
し
た
。
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称
徳
朝
に
於
い
て
は
、
伊
勢
神
宮
は
仏
教
を
排
除
せ
ず
、
道
鏡
の
仏
教
政
治
に
神
宮
の
禰
宜
な
ど
在
地
神
官
が
迎
合
し

た
。
そ
し
て
大
神
宮
寺
が
建
立
さ
れ
、
仏
像
が
造
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
称
徳
天
皇
が
崩
御
し
、
道
鏡
が
失
脚

す
る
と
中
臣
比
登
と
大
中
臣
清
麻
呂
に
よ
っ
て
伊
勢
神
宮
が
再
建
さ
れ
る
。
そ
し
て
神
仏
隔
離
は
光
仁
朝
か
ら
、
段
階

的
に
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

ま
ず
称
徳
朝
の
仏
教
優
先
政
策
に
よ
る
神
仏
習
合
化
へ
の
反
動
が
伊
勢
神
宮
よ
り
起
こ
り
、
次
代
の
光
仁
朝
で
は
神 

宮
寺
が
神
郡
外
の
飯
高
郡
に
出
さ
れ
、
や
が
て
廃
絶
し
た
の
で
あ
る
。
つ
い
で
淳
和
上
皇
以
降
に
な
る
と
、
臨
終
出 

家
の
風
習
が
定
着
し
、
同
時
代
に
浄
土
思
想
が
流
入
す
る
。
そ
の
結
果
仏
教
が
死
の
イ
メ
ー
ジ
と
密
接
に
結
び
つ
き
、

「
穢
」
と
同
一
次
元
で
仏
教
が
捉
え
ら
れ
、
仏
教
忌
避
の
規
定
が
貞
観
式
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
た
だ
し
神
事
の

仏
教
忌
避
は
、
あ
く
ま
で
祭
前
後
の
「
斎
」
で
、
そ
れ
以
外
は
神
仏
の
接
触
は
許
容
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

穢
観
念
が
成
立
し
、
や
が
て
「
穢
」
と
同
一
次
元
で
仏
教
が
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
斎
宮
で
も
そ
の
影
響
を 

受
け
る
よ
う
に
な
る
。
斎
宮
は
『
延
喜
式
』
巻
第
五
、
「
斎
宮
式
」
忌
詞
条
に
、
仏
教
関
係
の
「
内
七
言
」
「
別
忌
詞
」

と
触
穢
関
係
の
「
外
七
言
」
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
仏
教
を
厳
格
に
忌
避
し
て
い
た
。
一
方
の
斎
院
は
、
『
延
喜
式
』

巻
第
六
「
斎
院
司
式
」
忌
詞
条
に
、
触
穢
関
係
の
「
外
七
言
」
の
み
が
記
載
さ
れ
、
仏
教
忌
避
に
関
し
て
は
明
確
に
規

定
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
斎
宮
と
斎
院
は
、
そ
の
潔
斎
期
間
に
も
差
が
生
じ
て
い
る
。
『
延
喜
式
』
に
よ
れ
ば
、
斎
宮

の
潔
斎
が
初
斎
院
か
ら
野
宮
、
斎
宮
の
三
段
階
を
経
て
い
る
の
に
対
し
、
斎
院
の
潔
斎
は
初
斎
院
で
三
年
間
潔
斎
し
た

の
ち
に
、
紫
野
斎
院
に
参
入
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
斎
宮
の
方
が
斎
院
よ
り
も
一
段
階
多
い
斎

戒
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
斎
宮
・
斎
院
の
潔
斎
に
差
異
が
生
じ
た
要
因
で
あ
る
が
、
伊
勢
神
宮
が
仏
教
を
厳
格
に

排
除
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
、
賀
茂
社
は
賀
茂
神
宮
寺
が
創
建
さ
れ
、
神
仏
の
接
触
・
融
合
は
許
容
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。 

斎
宮
の
仏
教
忌
避
規
定
は
、
貞
観
十
三
年
（
八
七
一
）
十
月
廿
二
日
施
行
の
『
貞
観
式
』
で
制
定
さ
れ
た
が
、
そ
れ
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以
前
に
は
仏
教
忌
避
の
明
確
な
規
定
は
存
在
し
な
い
。
斎
宮
潔
斎
の
厳
格
化
は
、
斎
院
が
創
始
さ
れ
た
以
降
に
起
き
た

の
で
あ
る
。
斎
院
は
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
の
薬
子
の
乱
を
契
機
に
、
嵯
峨
天
皇
が
斎
宮
に
倣
っ
て
娘
の
有
智
子
内
親

王
を
斎
院
に
選
出
し
た
こ
と
よ
り
始
ま
る
。 

創
始
当
初
の
斎
院
は
嵯
峨
天
皇
の
即
位
と
は
無
関
係
で
、
初
代
斎
院
有
智
子
内
親
王
は
嵯
峨
天
皇
の
譲
位
後
も
退
下

せ
ず
、
次
代
の
淳
和
天
皇
の
斎
院
も
務
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
天
長
十
年
（
八
三
三
）
三
月
廿
六
日
に
仁
明
天
皇
の
斎

宮
に
久
子
内
親
王
、
斎
院
に
高
子
内
親
王
を
同
日
卜
定
し
て
以
降
、
天
皇
の
代
替
わ
り
ご
と
に
斎
宮
・
斎
院
が
同
日
に

卜
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
斎
宮
と
斎
院
と
い
う
二
人
の
斎
王
が
併
存
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
相
互
に
影
響
を
受
け
、

両
者
が
同
質
化
し
て
い
く
。
そ
し
て
都
の
至
近
距
離
に
設
け
ら
れ
た
斎
院
は
世
俗
と
完
全
に
遮
断
さ
れ
た
聖
域
で
は
な

か
っ
た
。
斎
宮
は
よ
り
厳
し
い
斎
戒
に
よ
っ
て
森
厳
な
清
浄
性
が
求
め
ら
れ
た
の
に
対
し
、
斎
院
は
世
俗
化
の
傾
向
が

促
進
し
た
。
そ
の
結
果
、
神
祇
的
も
厳
格
さ
を
求
め
ら
れ
た
斎
宮
と
、
王
朝
社
会
と
交
わ
り
つ
つ
世
俗
的
祭
祀
を
認
め

ら
れ
た
斎
院
と
の
間
に
、
存
在
感
や
役
割
に
相
違
が
生
じ
た
よ
う
で
あ
る
。
斎
宮
が
斎
院
よ
り
清
浄
性
を
強
く
求
め
ら

れ
た
め
、
『
延
喜
式
』
の
潔
斎
規
定
に
差
が
生
じ
、
斎
宮
の
方
が
よ
り
厳
格
な
潔
斎
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
『
延
喜
式
』
に
は
斎
王
に
関
す
る
規
定
が
こ
と
細
や
か
に
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
初
斎
院
入
御
以
前 

の
潔
斎
の
場
で
あ
る
「
斎
王
家
」
に
つ
い
て
は
記
載
が
な
く
、
不
明
瞭
な
部
分
が
多
い
。
『
北
山
抄
』
『
三
代
実
録
』 

『
日
本
紀
略
』
に
断
片
的
に
残
る
記
述
に
よ
る
と
、
十
世
紀
中
頃
ま
で
初
斎
院
入
御
以
前
の
斎
王
御
所
で
あ
る
「
斎 

王
家
」
は
斎
王
が
日
頃
暮
ら
す
邸
宅
が
利
用
さ
れ
て
い
た
。
当
時
の
「
斎
王
家
」
に
お
け
る
居
住
形
態
の
詳
細
は
不 

明
で
は
あ
る
が
、
『
源
氏
物
語
』
の
記
述
に
よ
り
、
「
斎
王
家
」
は
斎
王
が
日
常
生
活
し
て
い
た
邸
宅
が
そ
の
ま
ま
利 

用
さ
れ
、
家
族
が
同
居
す
る
場
合
が
あ
っ
た
。
家
族
が
共
に
暮
ら
す
時
は
、
斎
王
の
潔
斎
の
妨
げ
に
な
ら
ぬ
よ
う
、 

家
族
も
不
浄
な
も
の
を
忌
避
し
て
生
活
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
て
い
た
ら
す
い
。
そ
し
て
様
々
な
制
約
が
あ
る
が
、 
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斎
王
の
家
族
た
ち
は
別
邸
に
移
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
「
斎
王
家
」
に
住
み
続
け
て
い
た
。 

と
こ
ろ
が
三
条
朝
の
斎
宮
当
子
内
親
王
以
降
に
な
る
と
、
別
宅
や
第
三
者
の
邸
宅
を
借
用
し
て
「
斎
王
家
」
と
し
て 

利
用
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
「
斎
王
家
」
の
場
の
変
化
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
摂
関
期
か
ら
院
政
期
に

か
け
て
、
神
の
祟
を
恐
れ
、
『
延
喜
式
』
の
穢
規
定
を
誇
大
解
釈
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。
家

族
が
潔
斎
所
で
あ
る
「
斎
王
家
」
に
同
居
を
す
る
場
合
、
様
々
な
支
障
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
あ
ら
か
じ

め
別
邸
を
「
斎
王
家
」
に
し
て
お
け
ば
、
家
族
な
ど
か
ら
持
ち
込
ま
れ
る
恐
れ
の
あ
る
不
浄
な
出
来
事
を
遮
断
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
「
斎
王
家
」
の
場
が
斎
王
の
自
宅
か
ら
他
所
に
変
化
し
た
。 

ま
た
「
斎
王
家
」
に
受
領
階
層
の
邸
宅
が
多
く
借
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
摂
関
期
か
ら
院
政
期
に
か
け
て

受
領
が
任
国
で
財
を
築
き
、
豪
邸
を
建
て
て
権
力
者
に
取
り
入
ろ
う
と
そ
の
邸
第
を
院
に
提
供
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
穢
概
念
と
政
治
体
制
の
変
化
が
密
接
に
結
び
付
き
、
「
斎
王
家
」
の
場
が
斎
王
の
自
宅
か
ら
第
三
者
の
邸

宅
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。 

斎
宮
卜
定
は
『
延
喜
式
』
の
規
定
ど
お
り
、
天
皇
の
即
位
儀
礼
の
一
環
と
し
て
執
り
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
卜
定

の
明
確
な
実
施
日
時
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
九
世
紀
後
半
以
降
、
斎
宮
卜
定
は
新
帝
の
即
位
状
況
に
よ
っ
て
実
施
時

期
に
差
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
死
を
絡
ま
な
い
通
常
の
受
譲
即
位
を
し
た
場
合
、
践
祚
→
即
位
式
→
斎
宮
卜
定
と

ス
ム
ー
ズ
に
即
位
儀
礼
が
執
り
行
わ
れ
る
。
一
方
で
、
先
帝
が
死
を
絡
む
退
位
を
し
た
場
合
、
斎
宮
卜
定
の
時
期
に
遅

れ
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
先
帝
と
新
帝
の
関
係
が
父
子
で
あ
っ
た
場
合
、
天
皇
の
諒
闇
が
明
け
る
ま
で
最
低
一
年
間
は

斎
宮
卜
定
を
行
わ
な
い
の
が
慣
例
化
し
て
い
っ
た
。 

九
世
紀
中
頃
ま
で
は
斎
院
も
斎
宮
と
同
様
に
天
皇
の
即
位
に
対
応
し
た
制
度
で
あ
っ
た
。
し
か
し
光
孝
天
皇
以
降
、

天
皇
が
譲
位
に
よ
る
皇
位
継
承
を
す
る
と
、
斎
院
の
交
代
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
く
。
斎
院
は
父
母
の
崩
御
や
本
人

の
疾
病
な
ど
斎
院
を
努
め
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
時
だ
け
、
新
斎
院
が
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
即
位
時
に
斎
院
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が
不
在
の
場
合
、
斎
宮
卜
定
と
同
日
あ
る
い
は
遅
れ
て
斎
院
卜
定
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
新
帝
が
諒
闇
の
場
合
、
斎
宮
同

様
に
新
帝
が
除
服
し
た
の
ち
に
卜
定
を
行
っ
て
い
る
。 

斎
王
候
補
者
の
選
定
は
卜
定
に
先
立
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
が
慣
例
で
あ
り
、
女
王
で
あ
ろ
う
が
内
親
王
で
あ
ろ
う
が

変
わ
ら
な
か
っ
た
。
摂
関
期
に
お
い
て
斎
宮
の
選
考
に
は
政
治
的
意
図
が
反
映
さ
れ
て
い
た
が
、
候
補
は
会
議
で
定
め

ら
れ
て
い
る
の
で
、
摂
関
家
の
一
存
で
候
補
を
決
め
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
斎
宮
選
出
の
背
景
に
は
政
治
的
な
意

図
が
確
か
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
斎
宮
軽
視
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
。
藤
原
道
長
な
ど
は
斎
宮
に
強
い
関
心
を
示

し
て
お
り
、
血
縁
関
係
は
な
い
が
姻
戚
の
嫥
子
女
王
を
外
孫
の
斎
宮
に
立
て
て
い
る
。
一
方
、
斎
院
は
天
皇
の
即
位
儀

礼
と
の
関
連
が
早
く
か
ら
絶
た
れ
た
た
め
、
今
上
天
皇
の
近
親
の
内
親
王
を
単
純
に
選
ん
で
も
何
の
問
題
も
な
か
っ
た
。

斎
宮
は
摂
関
期
に
お
い
て
も
天
皇
の
即
位
儀
礼
の
一
環
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

白
河
天
皇
は
皇
位
継
承
者
を
一
人
に
限
定
し
、
そ
の
他
の
皇
子
た
ち
は
み
な
出
家
さ
せ
る
と
い
う
特
殊
な
皇
位
継 

承
計
画
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
親
王
の
数
が
激
減
し
、
そ
の
娘
で
あ
る
二
世
女
王
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
状
況
に

な
っ
た
。
平
安
期
以
降
、
女
王
斎
王
は
前
提
条
件
と
し
て
親
王
の
娘
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
二
世
女
王
の
減
少

は
斎
王
候
補
の
範
囲
を
狭
め
る
結
果
を
招
く
。
摂
関
期
に
頻
発
し
た
女
王
斎
王
は
姿
を
消
し
、
代
わ
り
に
治
天
の
君
の

子
や
孫
が
多
く
選
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
制
度
を
安
定
的
に
維
持
す
る
た
め
に
は
、
候
補
者
の
範
囲
は
広

い
方
が
良
い
。
斎
王
が
治
天
の
君
の
直
系
の
子
孫
に
限
定
さ
れ
る
と
、
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
場
合
、
斎
王
候

補
が
一
人
も
存
在
し
な
い
と
い
う
事
態
を
招
き
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

こ
の
問
題
は
早
く
も
鳥
羽
朝
に
於
い
て
表
面
化
す
る
。
白
河
法
皇
の
皇
子
は
堀
河
天
皇
以
外
全
員
出
家
さ
せ
ら
れ
た

た
め
、
鳥
羽
天
皇
の
斎
宮
・
斎
院
は
白
河
法
皇
或
い
は
堀
河
天
皇
の
皇
女
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
時
に
は

堀
河
天
皇
の
皇
女
は
候
補
に
挙
が
ら
な
か
っ
た
。
摂
関
期
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
、
『
延
喜
式
』
の
穢
規
定
を
誇
大
解

釈
す
る
傾
向
が
あ
り
、
父
を
亡
く
し
て
間
も
な
い
皇
女
は
、
あ
る
一
定
期
間
が
過
ぎ
る
ま
で
斎
宮
・
斎
院
に
選
出
さ
れ
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な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
鳥
羽
天
皇
の
斎
宮
と
斎
院
は
実
質
白
河
法
皇
の
皇
女
か
ら
選
ぶ
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し

白
河
法
皇
の
正
妃
所
生
の
皇
女
た
ち
は
全
員
す
で
に
斎
宮
・
斎
院
に
選
出
さ
れ
、
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
白

河
法
皇
の
落
胤
か
ら
斎
宮
と
斎
院
を
選
考
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
後
、
院
政
期
は
慢
性
的
に
斎
王
候
補
者
不
足
の
状

態
で
あ
っ
た
。 

鎌
倉
期
に
な
る
と
、
天
皇
の
即
位
直
後
の
斎
宮
卜
定
が
行
わ
れ
な
く
な
る
が
、
斎
宮
は
天
皇
の
権
威
を
高
め
る
重
要

な
存
在
で
あ
っ
た
。
後
堀
河
天
皇
の
斎
宮
利
子
内
親
王
（
式
乾
門
院
）
、
後
嵯
峨
天
皇
の
斎
宮
曦
子
内
親
王
（
仙
華
門

院
）
が
退
下
後
に
、
天
皇
の
准
母
と
し
て
未
婚
の
ま
ま
立
后
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。 

亀
山
天
皇
の
斎
宮
愷
子
内
親
王
が
退
下
す
る
と
、
後
二
条
朝
に
弉
子
内
親
王
が
斎
宮
に
選
出
さ
れ
る
ま
で
、
三
十
四

年
間
、
斎
宮
の
中
絶
期
間
が
続
い
た
。
こ
れ
は
後
嵯
峨
上
皇
の
死
後
に
天
皇
家
が
持
明
院
統
と
大
覚
寺
統
の
二
つ
に
分

裂
し
て
皇
位
継
承
が
不
安
定
と
な
り
、
卜
定
を
行
う
機
会
を
逃
し
た
こ
と
が
原
因
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
後
二
条
天

皇
の
時
に
両
統
迭
立
が
定
着
す
る
と
、
再
び
斎
宮
の
選
出
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

 

後
醍
醐
天
皇
は
后
腹
の
第
一
皇
女
懽
子
内
親
王
を
斎
宮
に
選
出
し
、
中
継
ぎ
天
皇
と
い
う
脆
弱
な
立
場
を
払
拭
し
、

自
身
の
皇
位
継
承
の
正
統
性
を
内
外
に
顕
示
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
両
統
迭
立
の
原
則
を
掲
げ
、
後
醍
醐
天
皇
の
子

孫
に
よ
る
皇
位
継
承
を
認
め
な
い
幕
府
に
対
す
る
反
発
の
意
思
表
示
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
後
醍
醐
天
皇
は
皇
祖
神
天

照
大
神
の
庇
護
を
受
け
、
皇
位
継
承
争
い
に
勝
利
す
る
こ
と
を
望
み
、
元
弘
の
乱
直
前
に
斎
王
卜
定
を
行
っ
た
。
後
醍

醐
天
皇
は
皇
祖
神
の
威
光
を
借
り
て
、
自
身
の
子
孫
に
よ
る
皇
位
継
承
が
永
続
的
に
継
続
す
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
結
局
倒
幕
運
動
は
失
敗
に
終
わ
り
、
後
醍
醐
天
皇
は
配
流
と
な
る
。
そ
し
て
懽
子
内
親

王
は
伊
勢
群
行
を
果
た
す
こ
と
な
く
野
宮
で
の
退
下
に
至
る
。 

 

伊
勢
斎
王
制
度
の
復
活
は
後
二
条
天
皇
の
時
に
頓
挫
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
後
醍
醐
天
皇
が
敢
え
て
選
出
し

た
時
代
錯
誤
的
で
強
烈
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
持
つ
斎
宮
が
、
儀
礼
を
完
遂
す
る
こ
と
な
く
退
下
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。



 180 

こ
れ
は
伊
勢
斎
王
制
度
に
と
っ
て
大
き
な
打
撃
と
な
っ
た
。 

 
さ
ら
に
後
醍
醐
天
皇
は
復
位
後
、
二
人
目
の
斎
宮
祥
子
内
親
王
を
選
出
す
る
が
、
祥
子
内
親
王
も
ま
た
斎
宮
儀
礼
を

完
遂
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
野
宮
で
の
退
下
に
至
る
。
そ
の
後
二
度
と
斎
宮
が
置
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
足
利
尊
氏

が
開
い
た
室
町
幕
府
が
全
国
の
武
士
を
掌
握
す
る
に
つ
れ
北
朝
の
優
位
が
絶
対
的
な
も
の
と
な
り
、
北
朝
に
吸
収
さ
れ

る
よ
う
な
形
で
南
北
朝
が
統
一
さ
れ
た
た
め
、
伊
勢
斎
王
制
度
は
復
活
す
る
機
会
を
失
い
、
そ
の
ま
ま
廃
絶
に
至
っ
て

し
ま
っ
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
博
士
論
文
で
は
お
も
に
政
治
的
側
面
よ
り
伊
勢
斎
王
度
の
変
遷
を
考
察
し
、
廃
絶
の
要
因
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
務
め
た
。
そ
の
た
め
伊
勢
神
宮
側
の
動
向
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
ま
た
斎
王

制
度
の
両
輪
の
一
つ
で
あ
っ
た
賀
茂
斎
王
制
度
の
廃
絶
問
題
に
つ
い
て
も
言
及
せ
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
斎

宮
と
伊
勢
神
宮
と
朝
廷
の
関
係
と
、
賀
茂
斎
王
制
度
の
廃
絶
問
題
に
関
す
る
考
察
は
今
後
の
課
題
に
し
た
い
と
思
う
。 
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